
 

 

 

 

伊勢湾再生行動計画 

総括評価報告書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 6 月 

伊勢湾再生推進会議 
 



 

－ 目 次 － 

 

1. はじめに ............................................................................................................. 1-1 

2. 「伊勢湾再生行動計画」の概要 .......................................................................... 2-1 

2.1 伊勢湾再生行動計画の目的 ............................................................................................... 2-1 

2.2 伊勢湾再生の目標 ............................................................................................................. 2-1 

2.3 計画期間と進め方 ............................................................................................................. 2-1 

3. 総括評価の方法 ................................................................................................... 3-1 

3.1 評価対象期間 ..................................................................................................................... 3-1 

3.2 評価対象地 ........................................................................................................................ 3-1 

3.3 評価方法 ............................................................................................................................ 3-2 

4. 総括評価結果 ...................................................................................................... 4-1 

4.1 総括評価結果の概要 .......................................................................................................... 4-1 

4.2 環境指標による評価 .......................................................................................................... 4-3 
4.2.1 川に関する指標 .......................................................................................................... 4-4 
4.2.2 海に関する指標 .......................................................................................................... 4-6 

4.3 施策指標による評価 ........................................................................................................ 4-14 
4.3.1 施策実施数による評価 ............................................................................................. 4-18 
4.3.2 森に関する指標 ........................................................................................................ 4-19 
4.3.3 川に関する指標 ........................................................................................................ 4-20 
4.3.4 海に関する指標 ........................................................................................................ 4-34 
4.3.5 森・川・海(流域圏の人々の取り組み)に関する指標 ................................................ 4-42 

4.4 個別施策のモニタリングを踏まえインパクト・レスポンスが明確になった事項の整理 4-44 
4.4.1 インパクト・レスポンス関係を用いた環境改善効果の定性的な評価について ........ 4-44 
4.4.2 個別施策のモニタリングから確認できた効果の整理 ............................................... 4-46 
4.4.3 個別施策の定性的な効果の整理 ............................................................................... 4-76 
4.4.4 個別施策の環境改善効果の定性的な評価とりまとめ ............................................... 4-80 
4.4.5 課題と今後の展開 .................................................................................................... 4-83 

4.5 シミュレーションによる主要施策の環境改善効果の評価（実験的な取り組み） ........... 4-84 
4.5.1 陸域負荷算定モデルによる流入負荷量の検討 .......................................................... 4-84 
4.5.2 伊勢湾シミュレーターによる海域水質の検討 .......................................................... 4-89 
4.5.3 汚濁機構解明等に関する取り組み事例 .................................................................... 4-94 

4.6 アピールエリアでの環境改善状況の整理 ...................................................................... 4-106 
4.6.1 評価の目的 ............................................................................................................. 4-106 
4.6.2 アピールエリアの設定 ........................................................................................... 4-106 
4.6.3 評価結果 ................................................................................................................. 4-109 
4.6.4 アピールエリア等の PR 活動 ................................................................................. 4-124 

4.7 連携・協働に関する取り組みの報告 ............................................................................. 4-126 
4.7.1 施策実施等による連携の評価 ................................................................................. 4-126 
4.7.2 代表的な取り組みの整理 ........................................................................................ 4-130 



4.7.3 大学等研究機関との協働・連携 ............................................................................. 4-136 
4.7.4 NPO・市民団体との連携 ........................................................................................ 4-137 

4.8 モニタリングの取り組みの報告 .................................................................................... 4-139 
4.8.1 各機関による先進的なモニタリング ...................................................................... 4-139 
4.8.2 伊勢湾流域圏一斉モニタリング ............................................................................. 4-144 
4.8.3 陸域モニタリング計画の実施状況 ......................................................................... 4-149 
4.8.4 海域モニタリング計画の実施状況 ......................................................................... 4-154 

4.9 評価結果のとりまとめ .................................................................................................. 4-156 
4.9.1 健全な水・物質循環の構築 .................................................................................... 4-157 
4.9.2 多様な生態系の回復 ............................................................................................... 4-166 
4.9.3 生活空間での憩い・安らぎ空間の拡充 .................................................................. 4-170 
4.9.4 連携・協働に関する取り組み ................................................................................. 4-174 
4.9.5 モニタリングの取り組み ........................................................................................ 4-176 

5. 参考資料 ............................................................................................................. 5-1 

5.1 環境指標・施策指標の出典 ............................................................................................... 5-1 

5.2 陸域モニタリングの内容 ................................................................................................... 5-3 

5.3 海域モニタリングの内容 ................................................................................................... 5-7 

5.4 伊勢湾シミュレーターによる検討（実験的な取り組み） ............................................... 5-12 

5.5 出水時の水質調査を踏まえた河川からの負荷量（L-Q 式） ........................................... 5-31 

5.6 伊勢湾再生の目安となるシンボル指標と数値について .................................................. 5-43 
5.6.1 伊勢湾再生の目安となるシンボル指標について ...................................................... 5-43 
5.6.2 底層 DO 3mg/L 以上 ～豊かな海を目指して～ ..................................................... 5-45 
5.6.3 透明度 3m 以上 ～人々が楽しくふれあえる海を目指して～ ................................ 5-50 
5.6.4 水質調査地点 ............................................................................................................ 5-55 

 
 
  
 



 1-1

1. はじめに 
伊勢湾再生推進会議※は、伊勢湾流域圏の産官学と沿岸域及び流域の人々、NPO 等の多様な

主体が協働・連携を図りつつ、伊勢湾再生の目標の達成に向けた仕組みの構築と取り組みを推

進することを目的に、平成 18 年 2 月 2 日に関係省庁及び関係地方公共団体等によって設置さ

れた。 

平成 19 年 3 月には、「伊勢湾の環境基準の達成を目指し、多様な生物が生息・生育する、人々

が海と楽しく安全にふれあえる、美しく健全で活力ある伊勢湾の再生」という目標のもと、伊

勢湾の再生に向けて「伊勢湾再生行動計画」を策定した。この行動計画に従って、毎年、伊勢

湾再生のための取り組みを実施し、平成 22 年度には第 1 回の中間評価、平成 25 年度には第 2

回中間評価を実施し、評価結果を踏まえ、行動計画の見直しを行ってきた。 

本総括評価報告書は、「伊勢湾再生行動計画」策定後、平成 19 年度から平成 28 年度までの

10 年間の取り組み状況を踏まえ、目標に対する達成状況を整理し、総括評価を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※伊勢湾再生推進会議 

構成員： 国土交通省中部地方整備局 
 海上保安庁第四管区海上保安本部 

内閣府地方創生推進事務局 
 農林水産省東海農政局 
 林野庁中部森林管理局 
 水産庁漁港漁場整備部 
 経済産業省中部経済産業局 
 環境省中部地方環境事務所 
 岐阜県 
 愛知県 
 三重県 
 名古屋市 
 名古屋港管理組合 
 四日市港管理組合 
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2. 「伊勢湾再生行動計画」の概要 
2.1 伊勢湾再生行動計画の目的 

伊勢湾再生の目標(伊勢湾のあるべき姿の実現)を掲げ、これを実現するための基本方針を定め、

伊勢湾流域圏の産官学と沿岸域及び流域の人々、NPO 等の多様な主体が協働・連携を図りつつ、

平成 19 年度から平成 28 年度までの 10 年間を対象期間とし、この目標の達成へ向けた仕組みの

構築と取り組みを推進することを目的とする。 

 

2.2 伊勢湾再生の目標 

「伊勢湾再生行動計画」（以下、行動計画）では、図 2-1 に示す伊勢湾再生に向けた「スロー

ガン」及び「目標」を設定し、目標達成に向けて「3 つの基本方針」と「9 つの行動方針」に沿

って、森・川・海に関する施策を実施することになっている。 

 

図 2-1 伊勢湾再生に向けたスローガン、目標、基本方針及び行動方針

スローガン 

伊勢湾再生の目標 
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2.3 計画期間と進め方 

計画期間は、平成 19 年度か

ら平成 28 年度までの 10 年間

とする。 

また、行動計画の推進にあ

たっては、図 2-3 に示すよう

に目標の実現に向けて行動計

画(plan）→施策の実施（Do)

→モニタリング（Check)→フ

ォローアップ（Action）を繰

り返し、3 年毎に行動計画の

中間評価と見直しを行う。      図 2-2  PDCA サイクルによるフォローアップ 

 

 

 

●　P：行動計画

●　P:行動計画の見直し
    中間評価

●　P:行動計画の見直し
　　中間評価

●　P:行動計画最終報告

中間評価

最終評価

中間評価

平成28年度

平成22年度

1回目

2回目

平成25年度

行動計画策定 平成19年3月

 

図 2-3  PDCA サイクルと評価期間 

総括評価
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3. 総括評価の方法 
平成 28 年度の総括評価は、行動計画策定後の 10 年間の取り組み状況をとりまとめ、分析・

評価を行うものである。 

平成 28 年度（最終年度）の評価については、平成 29 年 1 月現在で実施した。年度末までの

推計値が算出できるものについてはその推定値を採用した。 

 

3.1 評価対象期間 

評価対象期間は、行動計画策定後の平成 19 年度から平成 28 年度までの 10 年間とする。 

 

3.2 評価対象地 

評価対象地は「伊勢湾流域圏」とする。 

「伊勢湾流域圏」とは、海域の「伊勢湾」と陸域の「伊勢湾流域」を総合したものである。「伊

勢湾」は、三重県大王崎と愛知県伊良湖岬を結ぶ北側の海域とし、「伊勢湾流域」は、伊勢湾に

流入する河川の集水域となっている陸域とする。 

 

図 3-1 伊勢湾流域圏 

伊勢湾 

伊勢湾流域 
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3.3 評価方法 

評価については、図 3-2 に示すように施策指標による整理、環境指標による整理を基本とす

る。ただし、汚濁機構・再生メカニズムに未解明な部分があり、施策指標と環境指標との関係に

不明確な部分が多いため、以下の検討を加えて整理を行う。 

 

（ア）インパクト・レスポンスを踏まえた施策実施による環境改善効果の定性的な評価 

（イ）個別施策で把握されている環境改善効果事例の整理 

（ウ）シミュレーションによる主要施策の環境改善効果の評価 

（エ）アピールエリアの環境改善状況の整理 

 

 

表 3-1 に、3 つの基本方針に関わる 9 つの行動方針と環境指標、施策指標を示す。平成 22 年

度の中間評価では、汚濁機構・再生メカニズムが未解明なことから、施策指標と環境指標との関

係が不明確な課題があった。そのため、平成 25 年度の中間評価では、（ア）～（エ）の観点を加

えることにより、施策実施による環境改善効果をわかりやすく評価した。 

また、表 3-1 に加えて、連携・協働に関する取り組み、モニタリングの取り組みについての

先進的な取り組み実績を紹介する。さらに、伊勢湾再生の目安として底層溶存酸素（以下、底層

DO）と透明度の整理を行う。 

 

図 3-2 総括評価の内容 

3つの基本方針、9つの行動方針

環境指標※

施策指標

連携・協働に関する取り組み

モニタリングの取り組み

行動計画策定後の実施量で評価
する。

※施策指標と環境指標の関連性は未
だ解明されていない事項が多いた
め、環境指標は近10年程度につい
て整理するにとどめる。

(ア)インパクト・レスポンスを
踏まえた施策実施による
環境改善効果の定性的
な評価

(イ)個別施策で把握されて
いる環境改善効果事例
の整理

(ウ)シミュレーションによる
主要施策の環境改善効
果の評価

(エ)アピールエリアの環境
改善状況の整理

平成 22 年度中間評価
平成 25 年度中間評価から

追加した項目 
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表 3-1 3 つの基本方針に関わる 9 つの行動方針と環境指標、施策指標の対応 

汚
濁
負
荷
の
削
減

森
林
・
農
用
地
等
の
保
全
・
整
備

海
域
の
底
質
改
善

適
正
な
水
の
使
用

水
質
浄
化
機
能
の
保
全
・
再
生
・
創
出
等

干

潟

、
浅

場

、
藻

場

等

の

保

全

・

再

生

・

創

出

等

漁
業
生
産
の
回
復

人
と
海
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
・
機
会
の
創
出

水
際
線

、
緑
地

、
景
観
の
形
成

河川の環境基準達成率 ● ●

農地面積 ●
地下水採取量 ●
上水道使用水量原単位 ●
海域の環境基準達成率 ● ●
赤潮・苦潮発生回数 ● ● ●
漁獲量 ●
底層DO ●
底泥のCOD・強熱減量 ●
保育(間伐)面積 ●
保育(間伐以外)面積 ●
新植面積 ●
汚水処理人口普及率 ●
下水道処理人口普及率 ●
農業集落排水施設処理人口普及率 ●
浄化槽処理人口普及率 ●
コミュニティープラント処理人口普及率 ●
合流式下水道緊急改善事業を完了する市町村数 ●
高度処理を実施している処理場数 ●
旧・共同活動支援交付金(農地・水保全管理支払交

付金)の対象面積
　※1 ●

旧・営農活動支援交付金(環境保全型農業直接支払

交付金)の対象面積　※2 ●

エコファーマー認定者数 ●
家畜排せつ物処理に関する補助件数 ●

工場 排水規制の適合率 ●
都市 市街化区域の公園緑地等の整備面積 ● ●

河川敷を活用した公園面積、都市計画決定された水
面を含む公園緑地整備面積

●

ヨシ原・砂州再生面積 ● ● ●
河川浄化施設数 ●
河口干潟再生面積 ● ●
覆砂面積 ●
ヘドロ除去量(浚渫量) ●
深堀跡の埋め戻し土量 ●
干潟・浅場造成面積 ● ●
臨海部の緑地等の整備面積 ● ●
環境利用に配慮した堤防・護岸等の整備延長 ● ● ●
砂浜造成延長 ● ● ● ●

ごみ 浮遊ごみの回収量 ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●
●
● ● ● ● ● ● ●

平成25年度中間評価から追加した項目

3つの基本方針 健全な水・物質循環の構築

農業畜産

河川

生活空間での
憩い・安らぎ
空間の拡充

施策指標

環境指標 川

海

多様な生態系
の

回復

9つの行動方針

森

川

(エ)アピールエリアでの環境改善状況の整理
(ウ)シミュレーションによる主要施策の環境改善効果の評価

(ア)インパクト･レスポンスを踏まえた施策実施による環境改善効果の定
性的な評価
(イ)個別施策で把握されている環境改善効果事例の整理結果

汚水処理

海 底質

海岸
海浜

 

※1：共同活動支援交付金は、平成 24 年度より農地・水保全管理支払交付金、平成 26 年度より多面的機能支払交

付金に事業名称が変更している。 
※2：営農活動支援交付金は、平成 23 年度より環境保全型農業直接支払交付金に事業名称が変更している。 
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4. 総括評価結果 
4.1 総括評価結果の概要 

総括評価結果の概要を次頁に示す。 
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表 4-1 総括評価結果の概要 

 
領域

現行動計画開始時
における課題

主な施策、取り組み 評　　価 課　　題 次期計画の取組方針案

・陸域からの流入汚濁負荷の削減 ・汚水処理施設の整備
　（下水道事業、農業集落排水
    等の推進）
・下水道の排出負荷量を規制

・森林・農地用地等の保全・整備
　（間伐等の森林保全・整備、
    環境保全型農業の推進等）

・「河川BOD環境基準達成率の推移」から、河川の水質
は改善された。
・陸域における汚濁負荷削減に関する取組みにより、汚
濁負荷量は着実に減少していると推察する。

・現計画の取り組みとモニタリングを継続する。

・海域の底質改善

→底泥から溶出する汚濁負荷を抑制することに
より、貧酸素水塊発生の抑制を期待

・深掘れ跡の埋め戻し、覆砂 ・モニタリング結果から、事業実施箇所で海域の底質改
善を確認した。
・深掘れ跡の埋め戻し、覆砂により海域の底質改善が
期待できる。

・干潟・浅場の造成による水質改善

→干潟・浅場の水質浄化機能を期待

・干潟・浅場の造成 ・モニタリング結果から、事業実施箇所で水質改善を確
認した。
・干潟、浅場の造成により水質改善が期待できる。

・苦潮（貧酸素水塊）の発生メカニズム解明に向
けた調査研究

・伊勢湾シミュレータ－の開発 ・伊勢湾シミュレータ－が実用化され、苦潮（貧酸素水
塊）の動きが予測可能となった。効率的な干潟・浅場の
造成による改善効果の予測が可能となった。

・伊勢湾シミュレーターの検討結果から、伊勢湾の環境
を改善させるためには、「生物生育場となる干潟、浅
場、藻場の再生・保全」及び「流入負荷量の適切な設
定・管理」が重要であることが明らかになった。

-

・多様な生物の生育・生息場の創出 ・干潟・浅場の造成 ・モニタリング結果より、事業実施箇所で底生生物（貝
類等アサリ）が増加した。
・干潟、浅場の造成により、底生生物（貝類等アサリ）の
漁場としての機能が期待できる。

・伊勢湾全体の漁獲量は、現時点で明確な増加傾向を
確認するに至っていない。

・苦潮（貧酸素水塊）の発生メカニズム解明に向
けた調査研究

・伊勢湾シミュレータ－の開発 ・伊勢湾シミュレータ－が実用化され、苦潮（貧酸素水
塊）の動きが予測可能となった。効率的な干潟・浅場の
造成による改善効果の予測が可能となった。

・伊勢湾シミュレーターの検討結果から、伊勢湾の環境
を改善させるためには、「生物生育場となる干潟、浅
場、藻場の再生・保全」及び「流入負荷量の適切な設
定・管理」が重要であることが明らかになった。

-

・港湾における埋立等の開発、
海岸堤防・高潮堤防等の整備に
より、人々が水際に近づきにくく
なっている。

・臨海部の緑地の整備
　「みなとオアシス」等ふれ
　あいの場の創出

・環境・利用に配慮した堤防・
　護岸の整備

・取り組みが着実に実施されている。
・市民とふれあいの場が戻りつつある。

-

・現計画の取り組みとモニタリングを継続する。

・海面や沿岸部にごみが浮遊・
漂着し、海域環境を悪化させて
いる。

・台風等による出水後には流木
が海面や沿岸部に多く浮遊・漂
着しており、小型船舶の航行や
漁業等に問題を引き起こしてい
る。

・浮遊ゴミの回収

・多様な主体による清掃活動

・一斉モニタリングによる水質・生
物の監視

・取り組みが着実に実施されている。
・伊勢湾や周辺離島の沿岸などで依然として漂着ごみ
が多い地域が見られるものの、市民は伊勢湾がきれい
になりつつあることを感じるようになっており、市民ひとり
一人の環境意識が向上した。

・伊勢湾や周辺離島の沿岸などで依然として漂着ごみ
が多い地域が見られる。

・現計画の取り組みとモニタリングを継続する。

・市民団体との連携を強化し、積極的に支援する。

・伊勢湾シミュレータ－を用いて、効率的な干潟・浅場の造成、深
掘れ跡の埋め戻しを計画的に取り組むとともに、モニタリングを継
続する。また、苦潮（貧酸素水塊）を改善するための施策を検討す
る。

・栄養塩管理の必要性について検討を進める。

基本方針２
多様な生態系
の回復

（生態系の回
復に係る取り
組み）

・干潟・浅場・藻場の良好な生物
の生息・生育空間が沿岸の開発
等により減少している

・漁獲量の推移は、愛知県で
は、1980年（S55）頃をピークに、
三重県（伊勢湾海域）では、
1985年（S60）頃をピークにいず
れも減少傾向にある

・赤潮や苦潮（貧酸素水塊）の発
生により漁業被害が発生。ま
た、その汚濁機構が解明されて
いない。

・伊勢湾シミュレータ－を用いて、効率的な干潟・浅場の造成を計
画的に取り組むとともに、モニタリングを継続する。また、苦潮（貧
酸素水塊）を改善するため、新たに環境基準に位置付けられた底
層ＤＯの改善施策を検討する。

・栄養塩管理の必要性について検討を進める。

・伊勢湾全体におけるCODの環境基準は達成されてお
らず、環境基準達成率は約50～69％(H19～H27)で推
移しており、また、赤潮や苦潮（貧酸素水塊）発生回数
は変動はあるものの概ね横ばい程度で推移しており、
明確な改善傾向は確認されていない。

目的及び対策

基本方針１
健全な水・物
質循環の構築

（水質改善に
係る取り組
み）

・伊勢湾のCODの環境基準の達
成状況は約44％前後（H18）で
ある。

・伊勢湾のCODは、伊勢湾（狭
義）の湾奥部で高く、三河湾では
湾央部及び湾奥部が高い。

・赤潮や苦潮（貧酸素水塊）の発
生が蔓延化。また、その汚濁機
構が解明されていない。

基本方針３
生活空間での
憩い・安らぎ
空間の拡充

(人と水のふ
れあいの機会
の促進に係る
取り組み）

・人と海とのふれあいの場・機会の創出

・水際線・緑地・景観の形成

・浮遊・漂着ごみ、流木の対策
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4.2 環境指標による評価 

環境指標については、施策指標との関連について未だ明らかにされていない部分が多いため、

中間評価における評価期間（第 1 回：平成 12 年度～平成 21 年度、第 2 回：平成 22 年度～平成

24 年度）を含む 17 年間の傾向を下記の 3 つの期間で整理した。 

①全期間で評価(平成 12 年度～平成 28 年度) 

②伊勢湾再生行動計画が策定された以降の 10 年間の評価(平成 19 年度～平成 28 年度) 

③第 2 回中間評価実施後の 4 年間の評価(平成 25 年度～平成 28 年度) 

3 つの期間での環境指標の変化状況を評価した結果を表 4-2 に示す。 

表 4-2 環境指標の評価結果 

No. 場 指標名 評価内容 評価項目 
評価結果 

① ② ③ コメント

1 川 河川の環境基
準達成率 

汚濁負荷削減や水質浄
化機能の傾向を確認す
る。 

環境基準の達成
率(BOD) ◎ ◎ －

100％に近い水準まで改善し、
現在もその水準を維持してい
る。 

2 川 農地面積 農用地の整備の傾向を
確認する。 農地面積 － － －

農地面積は減少傾向が継続し
ているが、現時点で伊勢湾再
生に与える影響が明確でない
ため評価しない。 

3 川 地下水採取量 適正に地下水が利用さ
れているか確認する。

地下水採取量 ○ ○ ○
地下水採取量は目標値以下で
推移している。 

4 川 上水道使用水
量原単位 

適正に水が利用されて
いるか確認する。 

上水道使用水量
原単位 ○ ○ ○

使用水量は概ね横ばいであ
る。 

5 海 海域の環境基
準達成率 

汚濁負荷削減や水質浄
化機能の傾向を確認す
る。 

環境基準の達成
率 
(COD,T-N,T-P) 

○ ○ －
COD 及び T-N、T-P は年毎の
変動が大きいものの、概ね横
ばいである。 

6 海 赤潮・苦潮発
生回数 

汚濁負荷削減や水質浄
化機能の傾向及び漁業
生産が回復しているか
確認する。 

赤潮・苦潮発生回
数 △ △ △

赤潮及び苦潮の発生回数は概
ね横ばいである。 

7 海 漁獲量 漁業生産が回復されて
いるか確認する。 

漁獲量 
漁業経営体数 ○ ○ △

愛知県で浮魚類の漁獲量が増
加し、一部改善の兆しが見え
る。 
漁業経営体数は減少傾向にあ
る。 

8 海 底層 DO 海域の底質改善の傾向
を確認する。 底層 DO △ △ △

底層 DO は横ばいであり、改
善傾向はみられない。 

9 海 底泥の COD、
強熱減量 

海域の底質改善の傾向
を確認する。 

底泥の COD 
強熱減量 △ △ △

底泥の COD 及び強熱減量は
横ばいであり、改善傾向はみ
られない。 

評価結果の凡例 
◎：改善している 
○：改善の兆しが確認される 
△：変化がみられない 
×：悪化している 
－：評価が困難 
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4.2.1 川に関する指標 

(1) 河川の環境基準達成率(BOD)(No.1) 

伊勢湾に流入する河川の環境基準達成率(BOD)の経年変化を図 4-1 に示す。 

○ 平成 12 年度以降、河川の環境基準達成率(BOD)は改善している。 

○ 平成 19 年度以降、河川の環境基準達成率(BOD)は、100%に近い高水準で推移してい

る。 

○ なお、伊勢湾に流入する河川の環境基準達成率(BOD)は、東京湾と同等、大阪湾に比

較すると 5～15％高い水準で推移している。 
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《伊勢湾再生行動計画期間内》

 

図 4-1 河川の環境基準達成率（BOD）の経年変化 

 

(2) 農地面積(No.2) 

農地面積の経年変化を図 4-2 に示す。 

○ 平成 12 年度以降、農地面積は減少傾向にある。 

○ この傾向は、平成 19 年度以降及び平成 25 年度以降においても同様であり、行動計画

期間の約 10 年間で 5％の農地がほかの土地利用形態へと変化したことになる。 

○ 農地面積の減少は、地下水涵養量の減少や排出汚濁負荷量の変化などによる水・物質

循環系への影響があると考えられるが、現時点でそれが伊勢湾再生に与える影響は明

確ではない。 
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図 4-2 農地面積の経年変化 

出典：公共用水域水質測定結果

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）

年度 
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(3) 地下水採取量(No.3) 

地下水採取量の経年変化を図 4-3 に示す。 

○ 平成 12 年度以降、地下水採取量は減少している。 

○ 平成 19 年度以降も、地下水採取量は減少している。平成 22 年度以降は横ばい傾向で

ある。 

○ 濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱の目標値 2.7 億 m3/年を下回っている。 
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図 4-3 地下水採取量の経年変化 

 

(4) 上水道使用水量原単位(No.4) 

上水道使用水量原単位の経年変化を図 4-4 に示す。 

○ 平成 12 年度以降、上水道使用水量原単位は、概ね横ばいである。 

○ 平成 19 年度以降及び平成 25 年度以降も同様の傾向である。 

《伊勢湾再生行動計画期間内》
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※ H27 年度は集計中 

図 4-4 上水道使用水量原単位の経年変化 
出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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4.2.2 海に関する指標 

(1) 海域の環境基準達成率(No.5) 

1) 海域の環境基準達成率(COD) 

伊勢湾の環境基準達成率(COD)を図 4-5 に示す。 

○ 平成 12 年度以降、海域の環境基準達成率(COD)は、概ね横ばいである。 

○ 平成 19 年度以降海域の環境基準達成率(COD)は一定で推移している。 

○ 東京湾、大阪湾と比較すると、伊勢湾の環境基準達成率(COD)は平成 26 年度まで 10％

程度低い傾向であったが、平成 27 年度は東京湾よりも高くなっている。 
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図 4-5 三大湾の環境基準達成率(COD、水域毎に評価）の経年変化 

伊勢湾の COD 年間平均値の経年変化を図 4-6 に示す。 

○ 平成 12 年度以降、年度によって変動はあるものの概ね横ばいである。 

○ 伊勢湾は、東京湾、大阪湾と比較すると、高い値で推移している。 

○ 平成 19 年度以降についても同様の傾向で推移している。 
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図 4-6 三大湾の COD 年間平均値の経年変化 

出典：公共用水域水質測定結果(環境省)

出典：公共用水域水質測定結果(環境省)

※伊勢湾全体で 16 水域の達成率(達成水域数÷16) 
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2) 海域の環境基準達成率(T-N) 

伊勢湾の環境基準達成率(T-N)を図 4-7 に示す。 

○ 平成 12 年度以降、環境基準達成率(T-N)は年毎の変動が大きいものの、概ね横ばいで

ある。 

○ なお、環境基準達成率(T-N)の変動が大きくなっているのは、環境基準値付近の観測値

を示す観測地点が複数あり、達成の有無を繰り返しているためである。図 4-8 に示す

通り、実際の水質は概ね横ばいである。 

○ 平成 19 年度以降、環境基準達成率(T-N)は概ね横ばいである。 

○ 伊勢湾の環境基準達成率(T-N)は、平成 25 年度以降は大阪湾より低く、東京湾より高

い。 
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図 4-7 海域の環境基準達成率(T-N、地点毎に評価）の経年変化  

伊勢湾の T-N 年間平均値の経年変化を図 4-8 に示す。 

○ 平成 12 年度以降は概ね横ばいである。 

○ 平成 19 年度以降についても同様の傾向で推移している。 

○ 年間平均値は大阪湾と同等であり、東京湾よりも 0.25 ㎎/L 程度低い値を示している。 
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図 4-8 三大湾の T-N 年間平均値の経年変化  

 

 

出典：公共用水域水質測定結果(環境省)※環境基準地点32地点の達成率(達成地点÷環境基準地点)

出典：公共用水域水質測定結果(環境省)



 4-8

3) 海域の環境基準達成率(T-P) 

伊勢湾の環境基準達成率(T-P)を図 4-9 に示す。 

○ 平成 12 年度以降、環境基準達成率(T-P)は年毎の変動が大きいものの、概ね横ばいで

ある。 

○ 環境基準達成率(T-P)の変動が大きくなっているのは、環境基準値付近の観測値を示す

観測地点が複数あり、達成の有無を繰り返しているためである。図 4-10 に示す通り、

実際の水質は概ね横ばいである。 

○ 平成 19 年度以降、環境基準達成率(T-P)は概ね横ばいである。 

○ 伊勢湾の環境基準達成率(T-P)は東京湾、大阪湾と同等か、やや低い水準で推移してい

る。 
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図 4-9 海域の環境基準達成率(T-P、地点毎に評価）の経年変化 

伊勢湾の T-P 年間平均値の経年変化を図 4-10 に示す。 

○ 平成 12 年度以降は概ね横ばいである。 

○ 平成 19 年度以降についても同様の傾向で推移している。 

○ 年間平均値は大阪湾と同等であり、東京湾よりも 0.02 ㎎/L 程度低い値で推移している。 
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図 4-10 三大湾の T-P 年間平均値の経年変化 

出典：公共用水域水質測定結果(環境省)

出典：公共用水域水質測定結果(環境省)

※環境基準地点32地点の達成率(達成地点÷環境基準地点)
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(2) 赤潮及び苦潮の発生状況(No.6) 

赤潮及び苦潮の発生件数の経年変化を図 4-11 に示す。 

○ 赤潮及び苦潮の発生件数は、年度によって変動がみられ、平成 12 年度以降では赤潮が

年間 20～54 件、苦潮が 2～10 件であった。 

○ 平成 19 年度以降も、年度によって変動が見られ、赤潮が年間 20～50 件、苦潮が 2～

9 件であった。 

○ 平成 25 年度以降は、赤潮及び苦潮ともに発生件数が増加している。苦潮については、

平成 25 年度、平成 26 年度は平成 12 年度以降の発生回数の最小値となっている。 

○ 赤潮及び苦潮ともに、海域に蓄積された汚濁物質や気象・海象の影響を大きく受ける

ことで発生件数が増減する。赤潮及び苦潮ともに近年発生件数が増加しているものの、

概ね横ばいで推移している。 
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苦潮 赤潮 《伊勢湾再生行動計画期間内》

 

図 4-11 赤潮及び苦潮発生回数1の経年変化 

 

                                                  
1 赤潮は、愛知県及び三重県による調査結果の合計発生件数を示している。苦潮は、愛知県のみの調査結果に基

づく発生件数を示している。 

出典：赤潮は愛知県と三重県資料、苦潮は愛知県資料（年度）  
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(3) 漁獲量及び漁業経営体数(No.7) 

漁獲量の経年変化を図 4-12 に示す。 

○ 平成 12 年以降、愛知県では、平成 18 年から平成 19 年にかけて貝類が大幅に増加し

ている。その結果、平成 19 年以降の漁獲量の総数は、それ以前に比較して多くなって

おり、改善傾向がみられる。三重県では、すべての漁獲量が減少傾向にある。 

○ 平成 19 年以降、愛知県では浮魚類に増加傾向がみられ、そのほかの漁獲量は減少傾向

にある。三重県では、貝類に減少傾向がみられ、そのほかの漁獲量は概ね横ばい傾向

である。 

○ 平成 25 年以降、愛知県では貝類に減少傾向がみられ、そのほかの漁獲量は概ね横ばい

である。三重県では浮魚類に増加傾向、貝類に減少傾向がみられ、そのほかの漁獲量

は概ね横ばいである。 

○ 愛知県での一部の期間および魚種で改善の兆しがみられる場合があるものの、伊勢湾

全体で明確な漁獲量の増加を確認するには至っていない。 
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図 4-12 愛知県、三重県の漁獲量 
 
漁業経営体数の経年変化を図 4-13 に示す。 

○ 愛知県及び三重県（伊勢湾海区）ともに平成 12 年以降の漁業経営体数は減少傾向であ

る。 
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《 伊勢湾再生行動計画期間内》

 

図 4-13 愛知県、三重県の漁業経営体数の推移 
出典：漁業センサス、漁業動向調査及び稼働量調査 

出典：海面漁業生産統計調査 

※H25 は愛知県のみ 

網掛け：《伊勢湾再生行動計画期間内》

（年）  （年）  

（年）  
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(4) 底層 DO(No.8) 

図 4-14 に代表地点の底層 DO の夏季最低値、冬季最低値、年平均値の推移を示す。 

底層 DO は、成層化の進む夏季に最も低下し、図 4-15 のように広い範囲で貧酸素状態が

発生する。評価は、底層 DO が低下する夏季の値に着目し実施する。 

○ 平成 12 年度以降、いずれの地点においても年度によって変動がみられる。特に St9 では

0～2 ㎎/L で推移し、生物が生息できないとされる値 2mg/L 2 を下回る状況にある。 

○ 貧酸素水塊の形成状況は、気象・海象の影響を受け大きく変化する。そのため、悪化・

改善がみられる年はあるものの傾向としては、横ばいと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-14 底層 DO の経年変化 

 

図 4-15 平成 28 年 7 月の底層の溶存酸素飽和度分布（伊勢湾 7/1、三河湾 7/26） 

                                                  
2 環境省 「水質汚濁に関わる環境基準の追加等に係る告示改正について」 平成 28 年 3 月 30 日 

溶存酸素飽和度と溶存酸素濃度は概ね以下の関係であり、愛
知県水産試験場では、溶存酸素飽和度 50%以下を低酸素、30%
以下を貧酸素としている。  
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出典：愛知県水産試験場漁場環境研究部「伊勢・三河湾貧酸素情報」

出典：愛知県、三重県、名古屋港管理組合、四日市港管理組合資料網掛け：《伊勢湾再生行動計画期間内》 
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(5) 底泥の COD 及び強熱減量(No.9)  

底泥の COD の経年変化を図 4-16 に示す。 

○ 平成 12 年度以降の変化をみると、地点により変化傾向に違いがみられる。伊勢湾奥部

の N-1 では、平成 12 年度から平成 24 年度までは 20mg/g 前後であったが、平成 25

年度以降は 34～46mg/g で推移している。伊勢湾央部の N-7 では、平成 13 年度から

平成 17 年度にかけて底泥 COD が高い状態が継続したが、平成 18 年度以降は低下傾

向にある。そのほかの地点は、横ばいで推移している。 

○ 地点によっては、底泥 COD が最も高い水準にあった状況からわずかながら減少傾向

に変化したところもみられるが、平成 27 年度時点において水産用水基準3で定められ

ている 20mg/g 以下を N-1、A-3、N-7 で上回っており、良好な状況にあるとは言い難

い。 

○ 平成 25 年度に大きな値を示している箇所もあるが、翌年には平年と変わらない値に低

下しているため、短期的な影響による変化と考えられる。 
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●：底泥の COD、強熱減量観測地点 

A－3

ST-11 

 

 

 

 

 

 

図 4-16 底泥の COD の経年変化 

 

 

                                                  
3 社団法人 日本水産資源保護協会「水産用水基準(2012 年版)」（平成 25 年 1 月） 
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網掛け：《伊勢湾再生行動計画期間内》 



 4-13

底泥の強熱減量の経年変化を図 4-17 に示す。 

○ 平成 12 年度以降、伊勢湾奥部の N-1 では強熱減量が増加傾向にある。そのほかの地

点は、おおむね横ばいで推移している。 

○ 平成 19 年度以降も同様な傾向にある。 

○ 一色干潟の近傍の A-9 を除いて、水質への影響が著しくなる臨界値とされる 10％前後

4の値で推移しており、底質環境は良好な状況にあるとは言い難い。多くの地点では概

ね横ばいで推移しているが、N-1 については、近年上昇傾向にある。 
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図 4-17 底泥の強熱減量（年平均）の経年変化 

 

                                                  
4 大阪湾環境データベース（URL: http://kouwan.pa.kkr.mlit.go.jp/kankyo-db/） 
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網掛け：《伊勢湾再生行動計画期間内》
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4.3 施策指標による評価 

伊勢湾再生の目標達成に向けた施策は、伊勢湾流域圏の森・川・海を対象とし、産官学、沿

岸域及び流域の人々、NPO 等の多様な主体の協働・連携を図りながら実施してきた。 

施策指標については、行動計画策定後の平成 19 年度以降の 10 年間の傾向を下記の 2 つの

期間で整理した。 

②伊勢湾再生行動計画が策定された以降の 10 年間の評価(平成 19 年度～平成 28 年度) 

③第 2 回中間評価実施後の 4 年間の評価(平成 25 年度～平成 28 年度) 
※環境指標では①の期間(平成 12 年度～平成 28 年度)についても整理したが、施策指標は伊
勢湾再生行動計画策定後の平成 19 年度以降のデータのみを収集しているため、上記の②と
③の期間について整理した。 

②と③の 2 つの期間での施策指標の変化状況を評価した結果を表 4-3～表 4-6 に示す。 

表 4-3 施策指標の評価結果(1) 

No. 場 指標名 評価内容 評価項目 
評価結果 環境改善効果

の確認例 ② ③ コメント

10 森 
保育(間伐)面
積 

森林が保全整備
されているか確
認する。 

保育(間伐)面
積 

○ ○
計画的に保育(間伐)を実施し
ている。 

－ 

11 森 
保育(間伐以
外)面積 

森林が保全整備
されているか確
認する。 

保育 (間伐以

外)面積 
○ ○

実施量は減少傾向であるが、
適切に保育(間伐以外)を実施
している。 

－ 

12 森 新植面積 
森林が保全整備
されているか確
認する。 

新植面積 ○ ○
計画的に新植を実施してお
り、平成 24 年以降新植面積
が増加傾向にある。 

－ 

13 川 
汚水処理人
口普及率 

汚濁負荷の削減
傾向を確認する。 

汚水処理人

口普及率 
○ ○

着実に普及率は上昇してい
る。 

河川水質およ
び環境基準達
成率の増加が
確認できてい
る 

14 川 
下水道処理
人口普及率 

汚濁負荷の削減
傾向を確認する。 

下水道処理

人口普及率 
○ ○

着実に普及率は上昇してい
る。 

河川水質およ
び環境基準達
成率の増加が
確認できてい
る 

15 川 
農業集落排
水施設処理
人口普及率 

汚濁負荷の削減
傾向を確認する。 

農業集落排

水施設処理

人口普及率 
○ ○

計画的に整備を実施してい
る。 

－ 

－ 川 
浄化槽処理
人口普及率 

汚濁負荷の削減
傾向を確認する。 

浄化槽処理

人口普及率 
  

整備規模が小さいため、単独

では評価せずに、汚水処理人

口普及率とあわせて評価す

る。 

－ 

－ 川 

コミュニテ
ィープラン
ト処理人口
普及率 

汚濁負荷の削減
傾向を確認する。 

コミュニテ

ィープラン

ト処理人口

普及率 

  

整備規模が小さいため、単独

では評価せずに、汚水処理人

口普及率とあわせて評価す

る。 

－ 

評価結果の凡例 
○：施策を実施している 
△：施策の実施量が減少している 
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表 4-4 施策指標の評価結果(2) 

No. 場 指標名 評価内容 評価項目 
評価結果 環境改善

効果の確
認例 ② ③ コメント 

16 川 
合流式下水道緊
急改善事業を完
了する市町村数 

汚濁負荷
の削減傾
向を確認
する。 

合流式下水道
緊急改善事業
を完了した市
町村数 

○ ○

平成 27 年度末で 7 自治
体が合流式下水道緊急改
善事業を完了しており、
計画的に実施している。 

－ 

17 川 
高度処理を実施
している処理施
設数 

汚濁負荷
の削減傾
向を確認
する。 

高度処理を実
施している処
理施設数 

○ ○
高度処理化を着実に実施
している。 － 

18 川 

旧・共同活動支援
交付金(多面的機
能支払交付金)の
対象面積※1 

農用地が
保全整備
されてい
るか確認
する。 

交付金対象面
積 ○ ○

交付金を活用した農地保
全等を着実に実施してい
る。 

－ 

19 川 

旧・営農活動支援
交付金(環境保全
型農業直接支払
交付金)の対象面
積※2 

農用地が
保全整備
されてい
るか確認
する。 

交付金対象面
積 ○ ○

交付金を活用した環境保
全型農業等を着実に実施
している。 

－ 

20 川 エコファーマー
認定者数 

農用地が
保全整備
されてい
るか確認
する。 

エコファーマ
ー認定者数 ○ ○

エコファーマー認定等に
より環境保全型農業が推
進されている。 

－ 

21 川 
家畜排せつ物処
理に関する補助
件数 

汚濁負荷
の削減傾
向を確認
する。 

補助件数 ○ ○
継続的に事業を実施して
いる。 － 

22 川 排水規制の適合
率 

汚濁負荷
の削減傾
向を確認
する。 

排水規制の適
合率 ○ ○

排水規制の適合率は、
97%前後の高水準で維持
されている。 

－ 

23 川 
市街化区域内の
公園緑地等の整
備面積 

緑地、景観
が形成さ
れている
か確認す
る。 

市街化区域内
の公園緑地等
の整備面積 

○ ○

年間の整備面積には変動
があるものの、累積整備
面積は計画的に増加して
いる。 

－ 

24 川 

河川敷を活用し
た公園面積、都市
計画決定された
水面を含む公園
緑地整備面積 

緑地、景
観、水際線
が形成さ
れている
か確認す
る。 

河川敷を活用
し た 公 園 面
積、都市計画
決定された水
面を含む公園
緑地整備面積

○ △

年間の整備面積は減少も
しくは横ばい傾向にある
ものの、計画的に実施し
ている。 

－ 

※1：共同活動支援交付金は、平成 24 年度より農地・水保全管理支払交付金、平成 26 年度より多面的機能支払交

付金に事業名称が変更している。 
※2：営農活動支援交付金は、平成 23 年度より環境保全型農業直接支払交付金に事業名称が変更している。 
（伊勢湾再生行動計画-評価マニュアル(案)-では、旧名称が記載されている。） 
 

評価結果の凡例 
○：施策を実施している 
△：施策の実施量が減少している 
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表 4-5 施策指標の評価結果(3) 

No. 場 指標名 評価内容 評価項目
評価結果 環境改善効果の確

認例 ② ③ コメント

25 川 ヨシ原・砂州
再生面積 

水質浄化機能や浅
場の保全再生創出、
水際線の形成を確
認する。 

ヨシ原砂
州再生面
積 

○ ○

再生された河口部
のヨシ原・砂州の
面積は増加してい
る。 

事業実施個所で
は、多様な生物の
生息・生育場の創
出などの効果が確
認されている。 

26 川 河川浄化施
設数 

水質浄化機能を確
認する。 

河川浄化
施設数 ○ ○

施設数に増減はな
いが、適切に運用
されている。 

－ 

27 川 河口干潟再
生面積 

水質浄化機能を確
認する。 

河口干潟
再生面積 ○ ○

再生された河口干
潟の面積は増加し
ている。 

事業実施個所で
は、多様な生物の
生息・生育場の創
出などの効果が確
認されている。 

28 海 覆砂面積 
海域の底質が改善
されているか確認
する。 

覆砂 
面積 ○ ○

着実に事業を実施
しており、底質が
改善した面積は増
加している。 

事業実施個所で
は、覆砂による底
質改善等の効果が
確認されている
が、引き続きモニ
タリングが必要。

29 海 ヘドロ除去
量(浚渫量) 

海域の底質が改善
されているか確認
する。 

ヘドロ除
去量 ○ －

平成 21 年度に計
画された事業は完
了した。 

－ 

30 海 深掘跡の埋
戻し土量 

海域の底質が改善
されているか確認
する。 

深掘跡の
埋戻し土
量 

○ ○

平成 20 年度に事
業は一旦終了した
が、平成 25 年度に
再開している。 

事業実施個所で
は、底質改善等の
効果が確認されて
いる。 

31 海 干潟・浅場造
成面積 

水質浄化機能や干
潟、浅場が保全再生
創出されているか確
認する。 

干潟、浅
場面積 ○ ○

年度によって事業
量の増減はあるも
のの、着実に干潟、
浅場面積は増加し
ている。 

事業実施個所で
は、多様な生物の
生息・生育場の創
出等の効果が確認
されている。 

32 海 
臨海部の緑
地等の整備
面積 

水際線、緑地、景観
が形成されている
か確認する。また人
と海とのふれあい
の場が創出されて
いるか確認する。 

臨海部緑
地等整備
面積 

○ ○

毎年着実に臨海部
において緑地等の
整備を実施してい
る。 

－ 

33 海 

環境・利用に
配慮した堤
防・護岸等の
整備延長 

干潟、浅場、藻場等
が保全、再生、創出
及び水際線、景観が
形成されているか
確認する。また人と
海とのふれあいの
場が創出されてい
るか確認する。 

環境・利
用に配慮
した堤防
護岸等整
備延長 

○ ○

年度によって事業
量の増減はあるも
のの、着実に事業
を実施している。 

－ 

評価結果の凡例 
○：施策を実施している 
△：施策の実施量が減少している 
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表 4-6 施策指標の評価結果(4) 

No. 場 指標名 評価内容 評価項目
評価結果 環境改善効果

の確認例 ② ③ コメント

34 海 砂浜造
成延長 

水質浄化機能及び干
潟、浅場、藻場等が保
全、再生、創出され、
水際線景観が形成さ
れているか確認する。
また人と海とのふれ
あいの場が創出され
ているか確認する。 

砂浜造成
延長 ○  

事業実施により砂浜造
成延長は増加した。 
平成 25 年度で事業が
終了したため、平成 25
年度以降は評価の対象
外とした。 
（次期計画では砂浜造
成量としてモニタリン
グを実施予定） 

事業実施個所
では、多様なレ
クリエーショ
ンの場に活用
されるなどの
効果が確認さ
れている。 

35 海 
浮遊ご
みの回
収量 

汚濁負荷の削減及び
良好な景観が形成さ
れているか確認する。
また人と海とのふれ
あいの場が創出され
ているか確認する。 

浮遊ごみ
回収量 ○ ○

毎年着実に浮遊ごみの
回収を実施している。 － 

36 森 

イベン
ト開催
回数参
加人数 

多様な主体が連携し、
かつ自主的に伊勢湾
再生へ向けた行動を
実施しているか確認
する。 

イベント
開 催 回
数、参加
人数 

○ △
イベントの参加者数が
増加傾向にある。 － 

37 川 

イベン
ト開催
回数参
加人数 

多様な主体が連携し、
かつ自主的に伊勢湾
再生へ向けた行動を
実施しているか確認
する。 

同上 △ ○

毎年着実に実施してい
るが、イベント開催数、
参加人数は横ばい傾向
にある。 

－ 

38 海 

イベン
ト開催
回数参
加人数 

多様な主体が連携し、
かつ自主的に伊勢湾
再生へ向けた行動を
実施しているか確認
する。 

同上 ○ △

毎年着実に実施してい
るが、イベント開催数、
参加人数は横ばい傾向
にある。 

－ 

39 
森 
川 
海 

清掃活
動実施
回数 

汚濁負荷の削減及び、
多様な主体が連携し、
かつ自主的に伊勢湾
再生へ向けた行動を
実施しているか確認
する。 

清掃活動
回数 ○ ○

清掃活動回数は増加し
ている。 － 

40 
森 
川 
海 

清掃活
動参加
延べ人
数 

汚濁負荷の削減及び、
多様な主体が連携し、
かつ自主的に伊勢湾
再生へ向けた行動を
実施しているか確認
する。 

清掃活動
の参加人
数 

○ ○
清掃活動への参加者数
が増加傾向にある。 － 

 
評価結果の凡例 

○：施策を実施している 
△：施策の実施量が減少している 
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4.3.1 施策実施数による評価 

表 4-7 に行動計画の策定年度である平成 18 年度から平成 27 年度までの施策の実施状況を

整理した。行動計画期間中に追加された施策を含めると施策数は 217 であり、その内訳は、

森に関する施策が 26、川に関する施策が 77、海に関する施策が 48、人に関する施策が 66

である。 

 行動計画の初年度の平成 19 年度から施策数が 183 から 217 へと増加した。年度の経

過に伴い、川・海・人に関する施策で終了した施策数が増加しており、着実に施策が実

行されている状況が確認できる。また、平成 27 年度末時点で全ての施策を実施してい

る。 

 平成 25 年度以降についても、同様の傾向にあり着実な施策の実行がなされている状況

が確認できる。 

表 4-7 平成 18 年度から平成 27 年度までの施策実施状況 

未実施 3 (13.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

実施中 19 (86.4%) 22 (100.0%) 22 (100.0%) 22 (100.0%) 22 (100.0%) 21 (95.5%) 21 (95.5%) 21 (95.5%) 23 (88.5%) 23 (88.5%)
終了 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) 1 (4.5%) 3 (11.5%) 3 (11.5%)
計 22 22 22 22 22 22 22 22 26 26

未実施 5 (6.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
実施中 68 (93.2%) 74 (100.0%) 71 (95.9%) 70 (94.6%) 68 (91.9%) 63 (85.1%) 63 (85.1%) 60 (81.1%) 63 (81.8%) 61 (79.2%)
終了 0 (0.0%) 0 (0.0%) 3 (4.1%) 4 (5.4%) 6 (8.1%) 11 (14.9%) 11 (14.9%) 14 (18.9%) 14 (18.2%) 16 (20.8%)
計 73 74 74 74 74 74 74 74 77 77

未実施 10 (29.4%) 1 (2.8%) 1 (2.8%) 1 (2.7%) 1 (2.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
実施中 24 (70.6%) 33 (91.7%) 29 (80.6%) 28 (75.7%) 27 (69.2%) 31 (72.1%) 28 (65.1%) 28 (62.2%) 28 (60.9%) 28 (58.3%)
終了 0 (0.0%) 2 (5.6%) 6 (16.7%) 8 (21.6%) 11 (28.2%) 12 (27.9%) 15 (34.9%) 17 (37.8%) 18 (39.1%) 20 (41.7%)
計 34 36 36 37 39 43 43 45 46 48

未実施 13 (26.0%) 2 (3.9%) 1 (1.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
実施中 36 (72.0%) 45 (88.2%) 46 (88.5%) 48 (87.3%) 47 (82.5%) 50 (82.0%) 49 (79.0%) 49 (76.6%) 51 (77.3%) 51 (77.3%)
終了 1 (2.0%) 4 (7.8%) 5 (9.6%) 7 (12.7%) 10 (17.5%) 11 (18.0%) 13 (21.0%) 15 (23.4%) 15 (22.7%) 15 (22.7%)
計 50 51 52 55 57 61 62 64 66 66

未実施 31 (17.3%) 3 (1.6%) 2 (1.1%) 1 (0.5%) 1 (0.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
実施中 147 (82.1%) 174 (95.1%) 167 (91.3%) 168 (89.4%) 164 (85.4%) 165 (82.5%) 161 (80.1%) 158 (77.1%) 165 (76.7%) 163 (75.1%)
終了 1 (0.6%) 6 (3.3%) 14 (7.7%) 19 (10.1%) 27 (14.1%) 35 (17.5%) 40 (19.9%) 47 (22.9%) 50 (23.3%) 54 (24.9%)
計 179 183 183 188 192 200 201 205 215 217

平成21年度 平成22年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

川

平成23年度

森

分類 平成18年度 平成19年度 平成20年度

海

人

合計

 
未実施：平成18年度以降、一度も実施していない施策 
実施中：平成18年度以降、実施した施策（平成18 年度以降に施策は実施したが、都合により、ある年度は施策を

実施していなくても、終了した施策ではないため実施中と計上） 
終了：当該年度に終了した施策と過年度までに終了した施策 
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図 4-18 施策実施状況の推移 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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4.3.2 森に関する指標 

a) 保育(間伐)面積(No.10)、保育(間伐以外)面積(No.11)、新植面積(No.12) 

【主な施策の実施状況】 

○ 中部森林管理局、近畿中国森林管理局、木曽三川水源造成公社、岐阜県、愛知県、

三重県では森林整備に関する計画（例：国有林地域管理経営計画書(中部森林管

理局)）に基づき各種事業を実施している。 

○ 中部森林管理局及び近畿中国森林管理局では、森林の水源かん養や地球温暖化防

止等の公益的機能を発揮させるため、間伐などの森林整備を計画的に実施し、多

様で健全な森林づくりを進めている。 

○ 木曽三川水源造成公社では、東海三県一市が協調して公社に資金を貸付けること

で、木曽三川の水源地の森林を整備している。 

○ 岐阜県、愛知県、三重県では、森林がもつ公益的機能のうち、土砂災害、洪水そ

の他の災害の防止機能を高度に発揮させるため、計画的に間伐や治山事業を実施

し、健全で豊かな森林づくりを推進している。 

○ 平成 19 年度以降、保育面積の経年変化は減少傾向にあり、新植面積は平成 24

年度までは減少傾向にあったが、平成 25 年度以降は増加傾向にある。 

○ 平成 25 年度以降については、保育（間伐）面積は概ね横ばいであり、保育（間

伐以外）面積は減少傾向、新植面積は増加傾向にある。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 保育（間伐）面積は減少傾向にあるものの、近年は 20,000ha 程度で計画的に実

施し、森林の保全が図られている。 

○ 新植面積は平成 25 年度に比べ平成 27 年度は約 1.5 倍に増加しており、森林整備

を着実に実施している。 

○ 今後も計画的に施策を実施して、森林の公益的機能の発揮を図る。 
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図 4-19 保育(間伐)、保育(間伐以外)、新植面積の経年変化

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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4.3.3 川に関する指標 

＜汚水処理に関する指標＞ 

a) 汚水処理人口普及率(No.13)、下水道処理人口普及率(No.14)、農業集落排水施設処理

人口普及率(No.15)、浄化槽処理人口普及率、ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌﾟﾗﾝﾄ処理人口普及率 

※浄化槽及びｺﾐｭﾆﾃｨｰﾌﾟﾗﾝﾄ処理人口普及率は整備規模が小さいため、単独では評価せず

に、汚水処理人口普及率とあわせて評価する。 

【施策の実施状況】 

○ 岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市では、都道府県構想等の長期計画に基づき、

汚水処理人口の向上に向けた施策を実施している。 

○ 平成 24 年度には、中部地方整備局及び中部地方 4 県 3 政令指定都市が協働して

「中部地方下水道中期ビジョン」の改定案を作成した。 

○ 平成 19 年度以降、汚水処理人口普及率、下水道処理人口普及率の経年変化は増

加傾向にある。平成 25 年度以降についても、順調に増加している。 

○ 農業集落排水施設の整備は計画的に実施している。 
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図 4-20 汚水処理人口普及率等の経年変化 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）

網掛け：《伊勢湾再生行動計画期間内》
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【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 汚水処理人口普及率の増加とともに、環境指標やアピールエリアでの評価結果よ

り河川の水質改善や一部海域での水質改善等の効果が確認されている。 

○ 一方で、平成 27 年度末の伊勢湾全体の汚水処理人口普及率は 88.8%であり、全

国平均の 89.9%と比較してやや低い状況にある。下水道の処理人口普及率につい

ても 73.5％と全国平均の 77.8%を下回っている。計画的に汚水処理人口普及率及

び下水道の処理人口普及率は上昇しているが、さらなる施策の推進が必要である。 

○ なお、各県市別の汚水処理人口普及率は、岐阜県：91.0%、愛知県：84.5%（名

古屋市除く）、三重県：84.4%、名古屋市：99.5%となっている。 

○ 農業集落排水処理施設の整備は計画的に実施している。なお、人口普及率（全人

口に占めるシェア）は 3.1％であり、全国の平均普及率 2.8％を上回っている。 

○ また、ホームページ・各種イベント等により、下水道の役割・下水道施設の利

活用方法等を沿岸域及び流域の市民に広報し、下水道への接続率の向上を図る

必要がある。 
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図 4-21 汚水処理人口普及率の伊勢湾流域全体と全国平均との比較(平成 27 年度) 

出典：（伊勢湾）各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）      

（全国）国土交通省 HP「平成 27 年度末の汚水処理人口普及率について」
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b) 合流式下水道緊急改善事業を完了する市町村数(No.16) 

【施策の実施状況】 

○ 岐阜県、愛知県、三重県の対象となる自治体、名古屋市では、合流式下水道緊

急改善事業を推進している。 

○ スクリーン設置や雨水貯留施設、簡易処理高度化施設等の工事を毎年実施してい

る。 

○ 平成 24 年度末で 3 自治体が合流式下水道緊急改善事業を完了している（愛知県

の対象自治体）。 

○ 平成 27 年度末で、７自治体が完了している（愛知県、岐阜県、三重県の対象自

治体）。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 合流式下水道緊急改善事業を予定している 9 自治体の内、7 自治体が事業を完了

している。引き続き合流式下水道緊急改善事業を継続し、汚濁負荷の削減を図

る。 
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図 4-22 合流式下水道緊急改善事業を完了する市町数 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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c) 高度処理を実施している処理施設数(No.17) 

【施策の実施状況】 

○ 岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市の下水道事業における高度処理施設数は、

平成 18 年度の 49 箇所から平成 27 年度には 74 箇所に増加した（対象施設数：

151 施設）。 

○ 愛知県では、平成 20 年 3 月から新川東部流域下水道、平成 22 年 3 月から日光

川下流流域下水道、平成 25 年 3 月から新川西部流域下水道の供用を開始した。

また、名古屋市では、西山水処理センターにおいて担体投入型窒素・りん除去

対応の高度処理施設を平成 22 年 4 月から導入した。 

○ 平成 19 年度以降、高度処理を実施している処理施設数は増加傾向にある。 

○ 平成 25 年度以降も、平成 19 年度と以降同様であり、高度処理施設数は着実に

増加している。各県市における整備の推進により、伊勢湾に流入する窒素・りん

の汚濁負荷の削減が進んでいる。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 着実に高度処理を実施している処理施設数が増加している。 

○ 引き続き、処理施設の高度処理化を継続し、汚濁負荷の削減を図る。 
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図 4-23 高度処理を実施している処理施設数の経年変化 

 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点） 
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＜農業・畜産に関する指標＞ 

d) 旧・共同活動支援交付金(多面的機能支払交付金)5の対象面積(No.18)、旧・営農活動支

援交付金(環境保全型農業直接支払交付金)6の対象面積(No.19) 

【施策の実施状況】 

○ 岐阜県、愛知県、三重県では、旧・共同活動支援交付金（多面的機能支払交付

金、以下共同活動支援交付金で表記）、旧・営農活動支援交付金（環境保全型農

業直接支払交付金、以下営農活動支援交付金で表記）に関する事業が、行動計

画策定後の平成 19 年度より本格的に実施している。 

○ 岐阜県、愛知県、三重県では、農地・水・環境保全向上対策において多様な団

体が参画した活動組織が農地、農業用施設及び農村環境を維持・保全するため

の活動に取り組んでいる。 

○ 岐阜県、愛知県、三重県では、農地、用排水路等農業用施設及び地域環境の保

全向上に資する共同活動を支援するとともに、農薬及び化学肥料を大幅に低減

するなど、地域でまとまって環境負荷を低減する先進的な営農活動を支援して

いる。 

○ 愛知県では、他の模範となる優れた活動を行った組織を表彰する「農地・水・

環境のつどい」を開催している。また、三重県では、「農地・水・環境保全向上

対策 第８回 みえのつどい」を開催し、優良活動団体を表彰している。 

○ 共同活動支援交付金は、平成 19 年度以降対象面積は増加しており、着実に施策

を実施している。 

○ 営農活動支援交付金は、平成 24 年度に制度改正があった。改正後は横ばい傾向

にあり、着実に施策を実施している。 
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図 4-24 支払交付金の対象面積の経年変化 

                                                  
5 共同活動支援交付金は、平成 24 年度より農地・水保全管理支払交付金、平成 26 年度より多面的機能支払交付

金に事業名称が変更している。 
6 営農活動支援交付金は、平成 23 年度より環境保全型農業直接支払交付金に事業名称が変更している。 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 平成 19 年度以降、共同活動支援交付金及び営農活動支援交付金を活用した農地

面積が増加し、農地保全や環境と安全に配慮した農業生産が促進されている。 

○ これらの事業を通じてコミュニティが形成され、地域が一体となって活動に取

り組むことにより、農地保全の意識向上が図られている。 

○ 今後も継続的に施策を実施し、農用地の保全・整備や環境保全型農業の推進に

努める。 

 

e) エコファーマー認定者数(No.20) 

【施策の実施状況】 

○ 岐阜県、愛知県、三重県では、「環境保全型農業推進事業」等の事業において、

エコファーマー7の認定を行っている。 

○ 岐阜県では、化学肥料、化学合成農薬を従来より 30%以上節減した「ぎふクリ

ーン農業」により生産された農産物について生産登録する制度を進めている（平

成 27 年度：41 市町村で登録者あり）。 

○ 愛知県では、「愛知県環境と安全に配慮した農業推進計画」を平成 20 年 3 月に

策定し、環境保全型農業を推進している。 

○ 三重県では、農薬や化学肥料の低減、栽培履歴の公開等に取り組む「人と自然

にやさしいみえの安心食材表示制度」を推進した。また、環境に配慮した農業

をより一層推進するため、「みえの安全・安心農業生産推進方針」（平成 21 年 3

月）を策定した。 

○ 平成 19 年度以降、愛知県、三重県、岐阜県のエコファーマー認定者数はいった

ん増加し、その後横ばいで推移している。平成 22 年度以降は、減少傾向となっ

ている。 

                                                  
7 エコファーマーとは、平成 11 年 7 月に制定された「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（持
続農業法）」第 4 条に基づき、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を都道府県知事に提出して、当
該導入計画が適当である旨の認定を受けた農業者（認定農業者）の愛称名。エコファーマーになると、認定を受
けた導入計画に基づき、農業改良資金の特例措置が受けられる。 
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【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 近年エコファーマー認定者数に減少はみられるものの、環境保全型農業が推進

されている。 

○ 愛知県では平成 24 年 2 月に改定した「愛知県環境と安全に配慮した農業推進計

画」において、目標年度（平成 27 年度）の認定者数を 4,500 人としたが、3,488

人で未達成であった。また、平成 28 年 3 月に策定した「食と緑の基本計画 2020」

においては、目標年度（平成 32 年度）の新規累計認定者数を 5,600 人に設定し

推進している。 

○ 今後も、主要な産地に農業生産工程管理手法8の導入を図る等、継続的に施策を

実施し、環境保全型農業の推進に努め、汚濁負荷削減や農地保全等に寄与して

いく。 
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図 4-25 エコファーマー認定者数の経年変化 

                                                  
8 農業生産工程管理（GAP：Good Agricultural Practice）とは、農業生産活動を行う上で必要な関係法令等の内
容に則して定められる点検項目に沿って、農業生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うこと
による持続的な改善活動のことである。 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 28 年 11 月時点）



 4-27

 

f) 家畜排せつ物処理に関する補助件数(No.21) 

【施策の実施状況】 

○ 岐阜県では、家畜排せつ物法9対象外の小規模畜産農家を含む共同の家畜排せつ

物処理施設整備に対し助成している。また、畜産主産地として安定的な発展が

見込まれる地域において、草地造成等の整備とあわせて行う家畜排せつ物処理

施設整備に対して助成している。 

○ 愛知県では、共同で家畜排せつ物処理高度化施設等を整備する事業に対し助成

している。また、畜産環境保全巡回指導、水質検査及び堆肥利用研修会を開催

した。 

○ 三重県では、家畜ふん堆肥の利用促進のため、堆肥散布機やストックヤードを

整備する事業に対し助成した。また、畜産経営による環境汚染の未然防止や解

決を図るため、畜産農家に対する立入検査や関係機関による巡回指導、実態調

査等を実施するとともに、家畜排せつ物の有効活用を推進している。 

○ 平成 19 年度以降、家畜排せつ物処理に関する補助件数は平成 24 年度までは減

少傾向にあったが、平成 25 年度以降増加傾向にあり、平成 28 年度では 13 件と

なっている。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 家畜排せつ物法の管理基準適用対象農家では、上記の補助事業を活用し処理施設

の整備や、堆肥運搬車・堆肥切返機等の導入による家畜排せつ物の地域内循環の

確保がおおむね完了した。 

○ 今後とも家畜排せつ物法の管理基準適用対象農家が法を遵守するように指導等

を継続的に行う。 
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図 4-26 家畜排せつ物処理に関する補助件数の経年変化 

                                                  
9『家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律』（家畜排せつ物法）は健全な畜産業の発展に資す

ることを目的として、平成 11 年に制定され、同年 11 月 1 日に施行された。法律の施行日から 5 年間について、

法律に関する一部の規定の適用が猶予されたが、平成 16 年 11 月 1 日に本格施行（全ての規定が適用）されてい

る。この法律の制定を受け、（1）野積み・素堀りを解消し家畜排せつ物の管理（処理や保管）の適正化や、（2）
家畜排せつ物の利用促進を図るなどの施策を実施している。 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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＜工場・事業場に関する指標＞ 

g) 排水規制の適合率(No.22) 

【施策の実施状況】 

○ 平成 24 年 2 月に第 7 次総量規制基準を国が告示した。 

○ 岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市では、水質汚濁防止法に基づき、工場・事

業場の濃度規制、総量規制及び指導を実施した。 

○ 平成 19 年度以降、排水規制の適合率は 96.2%～97.9%の高い割合で維持されて

いる。 

○ 平成 25 年度以降も、平成 19 年度以降と同様に高い割合で維持されている。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 工場・事業場の濃度規制、総量規制及び指導等の実施により、排水規制の適合

率は高水準で維持されている。その結果、工場・事業場からの排出負荷量が継

続的に抑制されている。 

○ 今後は適合率をさらに高め、排出負荷量が削減されるように事業者等への指導

を継続的に行う。 

 

96.9 97.7
96.7 96.6

97.9 97.2 97.4
96.2 96.7 97.6

80

85

90

95

100

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

排
水

規
制

の
適

合
率

(%
)

年度

※値は関係機関の「排水規制の適合率」の平均値※値は関係機関の「排水規制の適合率」の平均値

 

図 4-27 排水規制の適合率の経年変化 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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＜都市における施策に関する指標＞ 

h) 市街化区域の公園緑地等の整備面積(No.23) 

【施策の実施状況】 

○ 岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市によって、公園緑地等の整備を実施した。 

○ 岐阜県では「都市公園法10」、愛知県では「愛知県広域緑地計画11」、三重県では

「三重県広域緑地計画12」、名古屋市では「名古屋市都市計画マスタープラン」

及び「なごや緑の基本計画13」に基づき事業を実施している。 

○ 平成 19 年度以降、市街化区域の公園緑地等の整備が継続的に実施し、公園緑地

等の面積は緩やかに増加している。年間の整備面積は平成 20 年度をピークに減

少傾向となっている。 

○ 平成 25 年度以降については、減少傾向にある。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 年間の整備面積は減少傾向にあるものの、市街化区域の公園緑地等の整備面積

は計画的に増加している。 

○ 今後も、市街化区域内の公園緑地の保全・整備を計画的に実施していく。 
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図 4-28 市街化区域の公園緑地等の年間整備面積の経年変化

                                                  
10 都市公園法は、昭和 31 年 4 月に公布された都市公園について定めた法律で、都市公園の設置及び管理、監督

に関する事項を定めたものである。 
11 愛知県広域緑地計画は、広域的な緑のあり方や緑づくりの方針、具体的な施策やリーディングプロジェクト、

将来目標を定めたものである。平成 11 年に策定、平成 24 年に改訂され、平成 32 年を目標年次とする計画となっ

ている。 
12 三重県広域緑地計画は、平成 6 年の都市緑地保全法の改正に伴い、今後各市町が「緑の基本計画」を策定する

にあたって、緑地の保全・創出に関する指針として、平成１０年３月に策定された。計画策定から１０年余が経

過し、社会情勢の変化や法改正による新たな制度へ対応し、一の市町の区域を超えた広域的な見地から、緑地の

保全及び緑化の基本方針を見直し、合併後の各市町の緑の基本計画の策定に際して、拠って立つべき指針として、

広域緑地計画を平成２３年７月改定された。 
13 「なごや緑の基本計画」は、本市のめざす緑の都市像と、それに向けて展開する施策の基本方針を示したもの

である。「生物多様性 2050 なごや戦略」、「低炭素都市 2050 なごや戦略」、「水の環復活 2050 なごや戦略」の 3 つ

の長期戦略とも連携しながら、緑と水の豊かな自然共生都市をめざすものである。 
名古屋市では、昭和 53 年に「緑化都市宣言」を名古屋市会で決議し、「みどりあふれる緑化都市」の実現に努め

てきた。 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）

-2 

※年間の整備面積は、累積面積の前年度の差から算出し
ているためマイナス値となる場合がある 
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＜河川における施策に関する指標＞ 

i) 河川敷を活用した公園面積、都市計画決定された水面を含む公園緑地整備面積(No.24) 

【施策の実施状況】 

○ 中部地方整備局、岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市において公園等の整備を

実施した。 
○ 中部地方整備局では「国営木曽三川公園整備事業」の「カルチャービレッジ」

等において公園整備を実施した。 
○ 平成 19 年度以降、河川敷を活用した公園及び、都市計画決定された水面を含む

公園緑地等の整備が継続的に実施し、公園緑地等の面積は緩やかに増加してい

る。 
○ 河川敷を活用した公園の年間整備面積は平成 21年度をピークに減少傾向となっ

ている。都市計画決定された水面を含む公園緑地等の年間整備面積は平成 19 年

度と平成 25 年度に大規模な整備が行われている。 
○ 平成 25 年度以降についても、その傾向は同様である。 
 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 
○ 年間の整備面積は減少もしくは横ばい傾向にあるものの、河川敷を活用した公

園及び、都市計画決定された水面を含む公園緑地等の累計の整備面積は計画的

に増加している。 
○ 今後も、河川敷を活用した公園及び、都市計画決定された水面を含む公園緑地

の保全・整備を計画的に実施していく。 
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図 4-29 河川敷を活用した年間の公園整備面積 
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図 4-30 都市計画決定された水面を含む年間の公園緑地整備面積  

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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j) ヨシ原・砂州再生面積(No.25) 

【施策の実施状況】 

○ 中部地方整備局は、豊川下流域と木曽三川下流域の「自然再生事業」において、

既存のヨシ原を活かし、生息・生育する生物や周辺の水郷景観等に配慮しなが

ら、ヨシ根土盛土を実施しヨシ原を再生している。施工後は、生物や地形など

のモニタリングを継続して実施している。 

○ 平成 19 年度以降、平成 22 年度を除いて毎年ヨシ原・砂州の再生事業を実施し、

河口部に再生されたヨシ原・砂州の面積が増加している。 

○ 平成 25 年度以降についても、その傾向は同様である。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 事業量に変動があるものの着実にヨシ原・砂州の再生事業を実施している。 

○ 事業実施個所におけるモニタリング結果より、多様な生物の生息・生育場の創

出などの効果が確認されている。 

○ 今後もヨシ原・砂州を再生し、自然浄化機能を維持・増加させ、多様な生物の

生息・生育場を創出する。 
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図 4-31 ヨシ原・砂州再生面積の経年変化 

 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）



 4-32

 

k) 河川浄化施設数(No.26) 

【施策の実施状況】 

○ 岐阜県、愛知県では、清流ルネッサンスⅡに基づき、河川浄化施設（桑原川 1

台、油ヶ淵流域 4 台）が、継続的に運用管理されている。 

○ 平成 19 年度以降、河川浄化施設数は 5 件で増減はない。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 計画された施設の整備は完了し、設置された施設が適切に運用されている。 

○ 清流ルネッサンスⅡで設定したCOD(75%値)の目標を油ケ淵流域は平成21年度、

桑原川は平成 22 年度に達成するなど、水質浄化に寄与している。 

○ 今後も河川水質を浄化するために、河川浄化施設の適切な維持管理を行ってい

く。 
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図 4-32 河川浄化施設数の経年変化 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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l) 河口干潟再生面積(No.27) 

【施策の実施状況】 

○ 中部地方整備局の「自然再生事業」では、木曽三川下流域と豊川下流域におい

て、水制工等を設置し、自然の営力や治水上支障とならない箇所に同じ河川内

の砂を投入して干潟を再生している。施工後は、生物や地形などのモニタリン

グを継続して実施している。 

○ 平成 19 年度以降、干潟の再生事業が継続的に実施し、河口部に再生された干潟

の面積も増加している。年間の整備面積は、毎年の変動があるものの概ね横ば

いである。 

○ 平成 25 年度以降についても、その傾向は同様である。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 事業量に変動があるものの着実に河口部干潟の再生事業を実施している。 

○ 事業実施個所におけるモニタリング結果より、多様な生物の生息・生育場が創

出されるなどの効果が確認されている。 

○ 今後も干潟を再生し、自然浄化機能を維持・増加させ、多様な生物の生息・生

育場を創出していく。 
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図 4-33 河口干潟再生面積の経年変化 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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4.3.4 海に関する指標 

＜底質に関する指標＞ 

a) 覆砂面積(No.28) 

【施策の実施状況】 

○ 愛知県の「海域環境創造事業」では、御津地区の深掘跡埋戻し後に御津地区の

航路・泊地の浚渫工事から発生する良質な砂を活用して、覆砂を実施した。 

○ 平成 19 年度以降、覆砂が継続的に実施し、底質が改善された面積が増加してい

る。年間の整備面積は減少傾向にある。 

○ 平成 25 年度以降についても、その傾向は同様である。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 事業量に変動があるものの着実に覆砂を実施している。 

○ 事業実施個所におけるモニタリング結果より、覆砂による底質改善及び底生生

物の増加などの効果が認められたが、効果の持続性については、引き続きモニ

タリングが必要である。 

○ 今後も継続的な実施により、海域の底質改善を推進する。 
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図 4-34 覆砂面積の経年変化 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）



 4-35

 

b) ヘドロ除去量(浚渫量) (No.29) 

【施策の実施状況】 

○ 愛知県の「海域浄化対策事業」では、水域環境の改善を図るとともに、悪臭等

の公害防止のため、海底に堆積している有機汚泥を浚渫した。 

○ 平成 19 年度から平成 21 年度にヘドロの浚渫を実施した。 

○ 平成 21 年度で施策が終了したため、平成 22 年度以降、ヘドロの浚渫は実施し

ていない。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ ヘドロの浚渫を行った区域において、海域の底質改善に寄与している。 

○ 今後は施策の効果検証等を踏まえ、他地域への事業展開を検討する。 
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図 4-35 ヘドロ除去量(浚渫量)の経年変化 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）

※H21 年度で事業終了 
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＜海岸・海浜に関する指標＞ 

c) 深堀跡の埋め戻し土量(No.30) 

【施策の実施状況】 

○ 愛知県では、三河港大塚地区で深掘跡の埋め戻しを平成 17 年度から平成 20 年

度に実施し、平成 20 年度で一旦終了したが、平成 28 年度に再開している。ま

た、平成 25 度～平成 27 年度では三河港田原地区で深掘跡の埋め戻しを実施し

た。 

○ 埋め戻しには、三河港内で発生する浚渫土砂を活用した。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 埋め戻し後に覆砂を実施した区域におけるモニタリング結果より、底質の改善

や底生生物量の回復などの効果が確認されている。 

○ 今後は施策の効果検証等を踏まえ、他地域への事業展開を検討する。 
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図 4-36 深堀跡の埋め戻し土量の経年変化 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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d) 干潟・浅場造成面積(No.31) 

【施策の実施状況】 

○ 愛知県の「干潟・浅場造成事業」では、漁場生産力の回復や水質浄化機能の向

上を図るため、干潟・浅場を造成した。 

○ 三重県の「閉鎖性海域再生のための漁場環境保全創造事業」（平成 23 年度から

水域環境保全創造事業に名称が変更）では、松阪沖において干潟・浅場造成を

暫定断面で実施した。また、干潟・浅場造成箇所における継続モニタリング調

査・モデル試験を実施し、その結果を基に造成箇所の順応的管理や事業効果の

検証を行った。 

○ 平成 19 年度以降、干潟・浅場造成を継続的に実施し、干潟・浅場造成面積は増

加している。年間の造成面積は、概ね横ばい傾向である。 

○ 平成 25 年度以降、年間の造成面積が増加傾向にある。 

 

【実施状況の分析・評価】 

○ 事業量に変動があるものの着実に干潟・浅場造成を実施している。 

○ 事業実施個所におけるモニタリング結果より、多様な生物の生息・生育場が創

出などの効果が確認されている。 

○ 今後も干潟・浅場を造成し、自然浄化機能を維持・増加させ、多様な生物の生

息・生育場を創出していく。 
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図 4-37 干潟・浅場造成面積の経年変化 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）



 4-38

 

e) 臨海部の緑地等の整備面積(No.32) 

【施策の実施状況】 

○ 愛知県の「港湾環境整備事業」では、緑地の整備を行い、憩いの場の創出を図

った。三河港大塚地区では、広く地域に開かれた手軽で身近な親水空間として、

隣接する複合リゾート施設（ラグーナ蒲郡）と一体となった、海辺の潤いの空

間を提供する海浜緑地を整備した。 

○ 三重県の「港湾環境整備事業」では、観光客や地元の港湾利用者が海の景色を

楽しむことができる緑地を整備した。なお、本施策は平成 19 年度に終了した。 

○ 名古屋港管理組合の「港湾環境整備事業」では、中川運河の中川口、堀止地区

において、水辺空間を活用した親水プロムナード等の緑地を整備している。 

○ 平成 19 年度以降、臨海部において緑地等の整備が継続的に実施し、臨海部の緑

地面積が増加している。 

○ 平成 25 年度以降についても、その傾向は同様である。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 毎年着実に臨海部において緑地等の整備を実施している。 

○ 今後も継続して事業を実施し、生活空間での憩い・安らぎ空間の充実を図って

いく。 
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図 4-38 臨海部の緑地等の整備面積の経年変化 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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f) 環境・利用に配慮した堤防・護岸等の整備延長(No.33)、砂浜造成延長(No.34) 

【施策の実施状況】 

○ 中部地方整備局では、四日市港で海上交通の安全性の確保と港湾の海水交換の

効率を高めるため、透過型防波堤の整備を推進し、平成 19 年度～平成 22 年度

で約 150m を整備した。 

○ 中部地方整備局や愛知県の「高潮対策事業」では、堤防耐震化とともに安全で

人々が快適に水辺に近づける堤防の整備を行っている。 

○ 愛知県では以下の「海岸環境整備事業」を実施している。 

・伊良湖港海岸では、砂浜の保全・再生を図るため、離岸堤・突堤の整備や養浜

を実施している。 

・坂井海岸では、安全で人々が快適に利用できる海岸を創出するため、緩傾斜護

岸、植栽、トイレ等の整備を行っている。 

○ 三重県の「侵食対策事業」では、面的防護方式による堤防、突堤の改良及び養

浜による海浜の回復を行うことにより、「防護」「環境」「利用」に配慮した防護

施設の新設・改良等の事業を実施している。 

○ 環境・利用に配慮した堤防・護岸等の整備は、平成 19 年度以降、毎年継続的に

実施している。平成 25 年度以降も毎年継続的に実施しており、年間の整備延長

は概ね横ばいである。 

○ 砂浜の造成は、平成 19 年度～平成 21 年度は実施していなかったが、平成 22 年

度から平成 25 年度にかけて実施した。 
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図 4-39 環境・利用に配慮した堤防・護岸等の整備延長の経年変化 
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図 4-40 砂浜造成延長の経年変化 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）

※H25 年度で 

事業終了 
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【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 事業量が近年減少傾向にあるものの着実に環境・利用に配慮した堤防・護岸等

の整備を実施しており、多様な生態系の生息・生育場の再生・創出等に寄与し

ている。 

○ また、毎年は実施していないが造成された砂浜の延長は増加している。伊良湖

港海岸で、離岸堤及び突堤（潜堤）の設置により、海水浴の機能が十分発揮で

きるほどの汀線の前進が認められるなど、多様な海浜レクリエーションの場と

して、生活空間での憩い・安らぎ空間の充実が図られていると同時に、砂浜の

再生や創出がなされている。 

○ 今後も継続して事業を実施し、多様な生態系の回復や生活空間での憩い・安ら

ぎ空間の充実を図っていく。 



 

4-41 

 

g) 浮遊ごみの回収量(No.35) 

【施策の実施状況】 

○ 中部地方整備局の「海洋環境整備事業」では、海洋環境整備船により、伊勢湾・

三河湾に浮遊しているごみを回収している。 

○ 平成 19 年度以降、毎年浮遊ごみの回収を実施している。毎年の変動はあるもの

の、概ね横ばいで推移している 

○ 平成 25 年度以降についても、その傾向は同様である。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 毎年着実に浮遊ごみの回収を実施している。 

○ 今後も継続的に浮遊ごみの回収を実施し、汚濁負荷削減に取り組んでいく。 

○ また、浮遊ごみや漂着ごみの発生を抑制するために、市民への啓発運動に取り

組む。 
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図 4-41 浮遊ごみの回収量の経年変化 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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4.3.5 森・川・海(流域圏の人々の取り組み)に関する指標 

a) 伊勢湾再生に係わるイベント(No.36～No. 38) 

【施策の実施状況】 

○ 中部地方整備局、中部森林管理局、岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市、環境

省中部地方環境事務所、名古屋港管理組合、四日市港管理組合では、啓発活動

やシンポジウム、環境学習、市民によるモニタリング等に取り組んできた。 

○ 中部森林管理局、岐阜県、愛知県、三重県、名古屋市では、ボランティアによ

る森林づくりを行っている。 

○ 岐阜県、愛知県、三重県では、水生生物調査を通して、水質保全や河川愛護の

意識向上を図っている。 

○ 平成 19 年度以降、毎年着実に伊勢湾再生に関わるイベントを実施し、継続して

いる。イベントの開催回数は、森と海については横ばいで推移しているが、川

については平成 23 年度以降やや減少している。 

○ イベントの参加者数は、森で平成 26 年度までは増加傾向であったが、平成 27

年度にやや減少した。川・海のイベントへの参加者は概ね横ばいである。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 森に関するイベントへの参加者数は増加しており、伊勢湾の現状と再生の必要

性について一般の人々に周知・理解を促し、多様な主体による連携・協働によ

り健全な伊勢湾を次世代に継承する行動の拡がりに寄与している。 

○ 一方、河川や海岸においては、イベント開催回数、参加者数が減少もしくは横

ばいとなっており、これらの取り組みの活発化が求められる。 

○ 今後も伊勢湾再生に係わる森・川・海のイベント等を実施することにより、多

様な主体との連携・協働を推進し、伊勢湾再生に向けて取り組んでいく。 
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図 4-42 伊勢湾再生に係わるイベント実施回数の経年変化 
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図 4-43 伊勢湾再生に係わるイベント参加人数の経年変化

※集計したイベントの事業名は巻末に示す。

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）
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b) 清掃活動(No.39～No.40) 

【施策の実施状況】 

○ 中部地方整備局では、「川と海とクリーンアップ大作戦」を 11 河川 2 海岸で実

施した。 

○ 海上保安庁第四管区海上保安本部の「漂着ごみ分類調査」では、海洋環境保全

普及・啓発及び漂流・漂着ごみ対策にかかる施策検討の基礎データ収集を行っ

た。 

○ 岐阜県の「生活環境美化対策事業」では、県内の市町村、各種団体等に清掃活

動実施の呼び掛け、各種啓発活動を行うことで清掃活動を実施した。 

○ 愛知県の漁場の清掃活動を支援する「漁場クリーンアップ事業」、市民清掃活動

を支援する「海岸・港湾・漁港愛護活動報償費」を実施した。 

○ 三重県は、流木・粗大ごみ等の処理、撤去による河川環境を維持する「河川愛

護月間に合わせた清掃活動」を実施した。また、「海岸美化ボランティア活動推

進事業」では、地域住民が自主的に実施する海岸の清掃等の活動に対して、消

耗品及び保険料の負担等の支援を行った。 

○ 名古屋港管理組合の「秋季河川大清掃」では、堀川、新堀川、中川運河の清掃

を実施した。 

○ 平成 19 年度以降、清掃活動の参加延べ人数は増加傾向である。平成 21、22 年

度は非常に多い参加人数となっている。清掃活動回数は増加傾向である。 

○ 平成 25 年度以降についても、その傾向は同様である。 

 

【実施状況の評価及び今後の実施方針】 

○ 平成 19 年度以降の清掃活動実施回数は増加傾向にあり、多様な主体による伊勢

湾再生に向けた取り組みの拡がりに寄与している。 

○ 今後もこれらの清掃活動等が継続的に実施し、より幅広い団体・一般市民の積

極的な取り組みが図られるように、広報活動や資器材の支援等に取り組んでい

く。 
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図 4-44 清掃活動実施回数及び参加人数の経年変化 

出典：各機関へのアンケート調査（平成 29 年 1 月時点）※集計した清掃活動の事業名は巻末に示す。
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4.4 個別施策のモニタリングを踏まえインパクト・レスポンスが明確になった事項

の整理 

4.4.1 インパクト・レスポンス関係を用いた環境改善効果の定性的な評価について 

伊勢湾での水物質循環は図 4-45 のように整理される。この図を踏まえると施策実施によ

るインパクトから図 4-46 のような改善レスポンスが期待される。 

本節では、次の 4.3.2 に示す個別施策のモニタリングから明確になった環境改善効果につ

いて、図 4-46 に示すインパクト・レスポンス関係を用いて評価する方針とした。 
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出典：環境省 海域のヘルシープラン策定の手引き[海域の物質循環健全化計画]（案） 平成 23 年 12 月版 

図 4-45 伊勢湾で想定される大まかな物質循環の設定結果  
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施策実施によるインパクト

●目指す目標（３つの基本方針）
健全な水・物質循環の構築

多様な生態系の回復
生活空間での憩い・安らぎ空間の拡充

栄養塩・有
機物 減少

透明度
回復

植物プラン
クトン増殖

抑制

赤潮発生
減少

新生堆積物
減少

底泥濃度
低下

底泥酸素消
費 減少

底泥溶出
減少

貧酸素水塊
発生 減少

苦潮発生
減少

水質浄化機
能の向上

底生生物
増加

魚貝類など
増加

漁獲量
増加

系外除去量
増加

鳥類など
増加

レスポンス
流入河川負
荷量減少

 

図 4-46 環境改善効果の定性的な評価のためのインパクト・レスポンス関係図 
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4.4.2 個別施策のモニタリングから確認できた効果の整理 

各関係機関が施策を実施した際に個別にモニタリングを行った事例を収集した。 

収集した個別施策のモニタリング結果より得られた環境改善効果や知見を、伊勢湾再生行動計

画の３つの基本方針と９つの行動方針（表 3-1 参照）に照らし合わせ、個別施策の実施に期待

される環境改善効果との関係を表 4-8 に示すとおり整理した。 

 

表 4-8 伊勢湾再生行動計画の９つの行動方針と個別施策のモニタリング結果の関係 

個別施策及びモニタリング事例

水質総量規制の推進

下水道整備、合流式下水道の改善、農業

集落排水事業、浄化槽整備事業の促進

窒素、リンを取り除く高度処理の促進

河口部の干潟、ヨシ原の保全・再生・創出
木曽三川下流域における環境保全方策

豊川下流域における干潟及びヨシ原の再生
○ ○ △

干潟、浅場、藻場の保全・再生・創出

三河湾干潟・浅場造成

雲出川河口の干潟造成

楠町海岸沖の干潟造成

櫛田川河口の干潟再生

金剛川河口沖における干潟の造成・覆砂等

○ ○ ○

河口に堆積した土砂による河口閉塞対策
金剛川河口の作澪

櫛田川河口沖の作澪
○ ○ △

深掘跡の埋め戻し 三河湾御津地区深掘跡修復 ○

9つの行動方針に対応する取組内容

○： 因果関係が確認され、効果が定性的に把握されている

△： 施策及び効果のモニタリングが行われているが効果が明確でない

3つの基本方針 健全な水・物質循環の構築

多様な生態系

の

回復

生活空間での

憩い・安らぎ

空間の拡充

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9つの行動方針

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施策指標

汚

濁

負

荷

の

削

減

森

林

・

農

用

地

等

の

保

全

・

整

備

海

域

の

底

質

改

善

適

正

な

水

の

使

用

水

質

浄

化

機

能

の

保

全

・

再

生

・

創

出

等

干

潟

、
浅

場

、
藻

場

等

の

保

全

・

再

生

・

創

出

等

漁

業

生

産

の

回

復

人

と

海

と

の

ふ

れ

あ

い

の

場

・

機

会

の

創

出

水

際

線

、
緑

地

、
景

観

の

形

成

自治体における汚水処理普及率等の統計調査

市民団体による調査
○

海

川

(流域全体）
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(1) 汚水処理人口普及率の向上による汚濁負荷削減効果 

庄内川河口及び名古屋港の海域水質と庄内川下流部や堀川等の流入河川水質、それら流

入河川沿川の市町の汚水処理人口普及率の経年変化を整理した。 

1) 施策実施概要 

伊勢湾流域の岐阜県、愛知県及び名古屋市、三重県では、都道府県構想などの長期計画

や「中部地方下水道中期ビジョン」改定など、汚水処理人口の向上に向けた施策を実施し

ている。 

その結果、伊勢湾再生行動計画期間内の汚水処理人口普及率は、図 4-47 に示すように

平成 27 年度時点で平成 18 年度より平均で 10%程度上昇している。 
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図 4-47 伊勢湾再生行動計画期間内の汚水処理人口普及率の経年変化 

2) 調査結果 

図 4-48 に示す庄内川河口及び名古屋港を対象に、下水道処理人口普及率、流入河川水

質、海域水質の経年変化を整理した。 

図 4-49 に名古屋市他近傍

５市の下水道処理人口普及

率、庄内川下流部等の流入河

川水質、名古屋港等の海域水

質の関係を整理した。 

図 4-50 に湾奥部の海域水

質の対照として湾央部にお

ける海域水質の経年変化を

整理した。 

図 4-51 に対象 5 市の合計

人口経年変化を整理した。 

図 4-48 庄内川河口及び名古屋港付近の調査地点位置図 

海域水質：N-1 

海域水質：N-2 

海域水質：M-1 

河川水質：港新橋(堀川) 

河川水質：東海橋(中川運河)
河川水質：日の出橋(新堀川)

河川水質：庄内新川橋 (庄内川)

河川水質：小塩橋(堀川)

愛知県 6

春日井市

名古屋市 

東海市 

知多市 

河川水質：枇杷島(庄内川)

海域水質：M-2 

：河川水質のモニタリング地点

：海域水質のモニタリング地点

海域水質：M-3 

瀬戸市 

網掛け：《伊勢湾再生行動計画期間内》 



 

4-48 

これらの図から読み取れる経年的な変化は次のとおり整理される。 

＜長期的変化＞ 

○ 下水道処理人口普及率は長期的に徐々に上昇している。 

○ 流入河川の BOD75%値は昭和 50 年代までに急激に改善した。その後平成 15 年頃

まで横ばいで推移したが、平成 16 年以降緩やかな改善傾向を示している。 

○ 河口付近海域水質の COD75%値は、年変動が大きいが長期的には横ばいで推移した。 

○ 河口付近海域水質の T-N は、長期的に緩やかな低減傾向を示している。 

○ 河口付近海域水質の T-P は、長期的に緩やかな低減傾向を示している。 

○ 河口付近海域水質の底層 DO、表層透明度は、ともに長期的に横ばいで推移してい

る。 

 

＜伊勢湾再生行動計画期間内変化＞ 

○ 下水道処理人口普及率は名古屋市、知多市では 90%超で推移している。瀬戸市春日

井市、東海市も着実に整備を進めている。 

○ 流入河川の BOD75%値は横ばいかやや改善傾向を示している。 

○ 河口付近海域水質の COD75%値は、平成 21 年まで横ばいであったがその後上昇し

ている。 

○ 河口付近海域水質の T-N は、横ばいで推移している。 

○ 河口付近海域水質の T-P は、横ばいで推移している。 

○ 河口付近海域水質の底層 DO、表層透明度は、ともに横ばいで推移している。 

 

＜湾央部の海域水質＞ 

○ COD75%値、T-N、T-P は、ともに長期的に横ばいで推移している。 

 

＜対象 5 市の人口の推移＞ 

○ 対象 5 市の合計人口は増加している。 

 

3) 確認された効果や得られた知見 

○ 下水道処理人口普及率と流入河川水質 BOD75%値の長期的変化傾向から、下水道を

はじめとする流域での汚濁負荷量削減対策の向上は、流入河川水質 BOD75%値の改

善傾向に寄与していると考えられる。ただし、汚水処理量の多い地域は、概ね下水

道整備が完了し、近年では BOD75%値が下げ止まりになっている傾向も見られる。 

○ 海域水質の長期的な変化傾向をみると、流入河川河口部では T-N、T-P は長期的に

緩やかに低減傾向、COD は横ばいであった。これに対し、湾央部では長期的に変化

がなかった。このことから、下水道をはじめとする流域での汚濁負荷量削減対策は、

流入河川河口部付近の海域水質の変化に対して影響を及ぼしている可能性が考えら

れる。 



 

4-49 

0

20

40

60

80

100

公
共

下
水

道
処

理
区

域
人

口
普

及
率
(%
) 名古屋市 瀬戸市 春日井市 東海市 知多市

 

0

5

10

15

20

25

30

B
O
D
75
%

値
(m

g/
l)

庄内川下流 枇杷島橋 庄内川下流 庄内新川橋 堀川 港新橋 堀川 小塩橋 新堀川 日の出橋 中川運河 東海橋

 
 
 

0

2

4

6

8

10

C
O
D
75
%

値
(m

g/
l)

Ｎ‐１ Ｎ‐２ Ｍ‐１ Ｍ‐２ Ｍ‐３

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

T‐
N
(m

g/
l)

Ｎ‐１ Ｎ‐２ Ｍ‐１ Ｍ‐２ Ｍ‐３

 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

T‐
P
(m

g/
l)

Ｎ‐１ Ｎ‐２ Ｍ‐１ Ｍ‐２ Ｍ‐３

 

0

2

4

6

8

10

底
層

D
O
(m

g/
l)
、

表
層

透
明

度
(m

)

年
間

最
低

値

愛知県6 底層DO 愛知県6 表層透明度

 
 

※網掛けは伊勢湾再生行動計画期間、赤枠は次頁で拡大した期間を表す。 

図 4-49(1) 下水道処理人口普及率、流入河川水質、海域水質の長期的経年変化 

●長期的に徐々に上昇 

●年変動が大きいが、長期的には横ばいで推移 

●長期的には緩やかに低減傾向 

●底層 DO、表層透明度ともに長期的に横ばい傾向

●長期的には緩やかに低減傾向 

下
水
道
処
理
人
口
普
及
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流
入
河
川
水
質 

海
域
水
質
（
河
口
付
近
） 

●BOD75%値は昭和 50 年代までに急激に改善 
●その後平成 15 年度頃まで横ばいで推移 
●平成 16 年以降緩やかな改善傾向 

出典：公共用水域水質測定結果 

出典：公共用水域水質測定結果 

出典：公共用水域水質測定結果 

出典：広域総合水質調査結果 

出典：中部地方整備局建政部 提供資料 

出典：公共用水域水質測定結果 
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※網掛けは伊勢湾再生行動計画期間を表す。   

図 4-49 (2) 下水道処理人口普及率、流入河川水質、海域水質の短期的経年変化 

●下水道処理人口普及率は名古屋市、知多市では 90%超で推移 
●その他の市は、増加傾向 

下
水
道
処
理
人
口
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及
率 

流
入
河
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海
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） 

●流入河川水質は横ばい

かやや改善傾向 

●COD は僅かに上昇傾向

●底層 DO、表層透明度とも

に横ばい

●T-N は横ばい傾向 

●T-P は横ばい傾向 

出典：公共用水域水質調査結果 

出典：公共用水域水質調査結果 

出典：公共用水域水質調査結果 

出典：公共用水域水質調査結果 

出典：中部地方整備局建政部 提供資料 

出典：公共用水域水質調査結果 
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図 4-50 湾央部における海域水質の長期的経年変化 
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図 4-51 対象 5 市の合計人口経年変化（S45 年から 5 年毎に整理） 

 

●対象 5 市の合計人口は増加 

海
域
水
質
（
湾
央
付
近
） 

●COD75%値は長期的に横ばい

●T-N は長期的に横ばい 

●T-P は長期的に横ばい 

出典：中部地方整備局 提供資料 

出典：公共用水域水質調査結果 

出典：公共用水域水質調査結果 

出典：公共用水域水質調査結果 

（年度） 
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(2) 木曽三川下流域での干潟・ヨシ原再生や人工干潟造成による環境保全と自然再生効果 

木曽三川下流域における干潟・ヨシ原再生・保全や人工干潟造成とその後のモニタリン

グ結果から、生物の生息・利用状況の経年変化を整理した。これらのモニタリング結果は、

中部地方整備局河川部提供（木曽三川下流域自然再生検討会資料）より内容を抜粋した。 

 

1) 施策実施概要 

木曽三川下流域では、図 4-52 に示す位置で平成 6 年度から平成 20 年度にかけて干潟、

ヨシ原の再生・保全、人工干潟の造成が行われている。 

a) 干潟の再生（渚プラン含む） 

・減少した水生生物、植生等の多様な生態系の再生 

・潮干狩り、水遊び等の多目的なレクリエーションの場の再生 

b) ヨシ原の再生・保全 

・減少した水生生物、植生等の多様な生態系の再生 

・ヨシ原景観の再生 

・良好な状況で残存するヨシ原の保全 

・自然観察空間の創出 

c) 人工干潟の造成 

・長島干潟、城南干潟の造成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※網掛けの地区は次頁に調査結果を整理する地区を表す。 

図 4-52 木曽三川下流域における自然再生実施箇所及び調査位置図 

 

(平成 5 年~6 年度造成) 

(平成 5 年~6 年度造成) 

干潟再生箇所

ヨシ原再生箇所

渚プラン箇所

人工干潟箇所

城南干潟 

長島干潟 

城南地区・長島地区の人工干潟造成面積(20ha) 

伊勢湾 

白鶏地区 
(平成 6年度造成) 

上之輪地区 
(平成 14 年度造成)
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干潟の再生 白鶏地区(0.22ha) 

ヨシ原の再生・保全 上之輪地区(13ha) 
下坂手地区(17ha)
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2) 調査結果 

a) 白鶏地区における干潟の再生による生物の生息・利用状況の経年変化 

白鶏地区では、平成 6 年度に干潟の再生（0.22ha）を行った。 

この地区における底生生物等の生息・利用状況の経年変化をモニタリングした結果を       

図 4-53~図 4-57 に示す。 

① 底生生物の湿重量変化 

○ 白鶏地区では、湿重量にバラツキはみられるが、

経年的に若干増加傾向を示す。 

○ 底生生物湿重量は、整備後 4、5 年目で長良川・

揖斐川の既存の自然干潟の値に近づき、その後

平成 23 年度まで高い値を維持している。 

○ 干潟の再生は、底生動物の現存量増加に寄与し

ている。                 図 4-53 底生動物の湿重量変化 

 

② ヤマトシジミの個体数変化 

○ 水産有用種のヤマトシジミの個体数は、経年的

に増加傾向を示す。 

○ ヤマトシジミの個体数は、平成 23 年度には長

良川・揖斐川の既存自然干潟の値に達している。 

○ 干潟の再生・保全はヤマトシジミの生息場とし

て機能している。           図 4-54 ヤマトシジミの個体数変化 

 

③ ゴカイ類の個体数変化 

○ ゴカイ類の個体数は、整備後若干の増加傾向を

示す。 

○ ゴカイ類の個体数は、平成 23 年度には長良川・

揖斐川の既存自然干潟の値に達している。 

○ 干潟の再生・保全はゴカイ類の生息場として機

能している。               図 4-55 ゴカイ類の個体数変化 

 

④ 汽水魚(ハゼ類、カレイ類)の個体数変化 

○ 干潟を産卵場、休息場等として利用する汽水魚

の個体数は経年的に増加傾向を示す。 

○ 再生した干潟は、汽水魚の生息場として機能し

つつある。 0
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図 4-56 汽水魚（ハゼ類、カレイ類）の個体数変化 
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⑤ 鳥類の個体数変化（※ただしグラフは隣接する平成 17 年度造成白鶏福吉地区の結果） 

○ 整備後数年では、干潟を餌場とするシギ・チ

ドリ類、サギ類の個体数の変動は大きい。 

○ 整備後数年では、シギ・チドリ類と餌生物の

ゴカイ類の個体数との関係はみられない。 

 

 

 

図 4-57 鳥類の個体数変化 

 

b) 上之輪地区、下坂手地区におけるヨシ原の再生・保全による生物の生息・利用状況の

経年変化 

上之輪地区では平成 14 年度に 13.06ha、下坂手地区では平成 15 年度に 16.60ha のヨ

シ原の再生を行った。 

この地区における生物の生息・利用状況のモニタリング結果を表 4-9 に示す。 

① カヤネズミの球巣の有無（カヤネズミ；愛知県絶滅危惧Ⅱ類） 

○ ヨシ原整備後 3 年目に、カヤネズミの球巣及び個体を確認。 

○ 再生ヨシ原が繁殖場として利用されている。 

 

② オオヨシキリのさえずりの有無（オオヨシキリ；三重県準絶滅危惧種） 

○ ヨシ原整備後 3 年目に、オオヨシキリのさえずりを確認。 

○ 再生ヨシ原が繁殖場として機能し利用されている。 

 

③ 希少なトンボ類等の繁殖の有無（ナゴヤサナエ；愛知県準絶滅危惧種） 

○ ヨシ原整備後 3 年目に、ナゴヤサナエ、コフキトンボの羽化殻を確認。 

○ 再生ヨシ原が繁殖場として機能し利用されている。 

表 4-9 評価対象生物の確認状況 

 上之輪地区 下坂手地区 
カヤネズミ 7 巣 

1 個体確認 
1 巣確認 

オオヨシキリ さえずり 14 箇所 さえずり 1 箇所 
1 個体確認 

ナゴヤサナエ 成虫 2 個体 
羽化殻 1 個体 

成虫 1 個体 

コフキトンボ 成虫 2 個体 
羽化殻 2 個体 
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c) 城南地区、長島地区における人工干潟の造成による生物の生息・利用状況の経年変化 

城南地区、長島地区では平成 5 年度～平成 6 年度にそれぞれ 20ha の人工干潟の造成を

行った。 

この地区における生物の生息・利用状況の経年変化をモニタリングした結果を図 4-58、

図 4-59 に示す。 

 

① 底生生物個体数 

○ 平成 5~6年度の造成から 10

年余り経過した、平成 16 年

度以降には環形動物（貝類、

ハマグリ含む）をはじめと

する底生生物の出現数が大

きく増加した。 

○ 特に貝類（ハマグリ含む）

は、木曽三川河口の干潟、

浅場の全域で増加した。 

図 4-58 人工干潟での底生生物（軟体動物除く）の出現数の経年変化 

② ハマグリ漁獲量 

○ 赤須賀漁業協同組合では、

ハマグリの資源回復を目

的として、厳格な漁獲量

制限や稚貝放流を継続的

に実施している。平成 9

年度以降漁獲量がやや増

加した。               

 図 4-59 ハマグリ漁獲高の経年変化 

3) 確認された効果や得られた知見 

a) 干潟の再生 

○ 再生された干潟では、底生生物、ヤマトシジミ、ゴカイ類、汽水魚の個体数は増

加傾向を示し、再生された干潟は生物の生息・生育場として機能していることが

確認できた。 

b) ヨシ原の再生・保全 

○ 再生されたヨシ原では、絶滅危惧種等の個体が確認され、再生ヨシ原が繁殖場等

として機能し利用されていることが確認できた。 

c) 人工干潟の造成 

○ 木曽三川河口全域で貝類が増加しており、人工干潟が、木曽三川河口域全域の干

潟環境改善に影響を及ぼした可能性がある。 
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(3) 三河湾の干潟・浅場造成 

三河湾での干潟・浅場造成部において、底層 DO、底質 COD 及び単位面積当たり底生

生物湿重量、着底稚貝個体数の経年変化を地区別、水深別に整理した。これらのモニタリ

ング結果は、愛知県建設部港湾課資料（第 12 回伊勢湾再生海域検討会三河湾部会）より

内容を抜粋した。 

 

1) 施策実施概要 

三河湾では、平成 3 年度から平成 16 年度にかけて、図 4-60 に示す形原、竹島、三谷

の３地区で干潟・浅場の造成（順に 8.4ha、30ha、11.6ha）、大塚で深掘跡埋戻し（78ha）

を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-60 三河湾の干潟・浅場造成箇所位置図と箇所別の計測地点模式図 

形原 
竹島 三谷 

大塚 

○：浅場造成 

○：深掘埋戻し 
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2) 調査結果 

a) 形原地区の干潟・浅場造成部 

形原地区では、平成 13 年度～15 年度に干潟・浅場の造成（8.4ha）を行った。この地

区における底層 DO、底質 COD および底生生物の湿重量、アサリ着底稚貝の経年変化を

モニタリングした結果を図 4-61～図 4-62 に示す。 

 

① 底層 DO 濃度、底質 COD 含有量 

○ 底層 DO は通常 8 月頃に低く、水深

が深いほど低下する傾向にあるが、

平成 25 年度の調査時（平成 25 年 8

月 6 日）には、顕著な貧酸素化は観

測されなかった。 

○ 底質 COD は、水深 6m の原地盤で

は 10～30mg/g であるが、浅場造成

部では 2mg/g 以下と低かった。 

図 4-61 形原地区における底層 DO と底質 COD の変化 

 

② 底生生物、アサリ着底稚貝 

○ 8 月に貧酸素化の影響が

強い水深 4m 以深の地点

では底生生物が少なく、

酸素環境が回復した 11

月以降も底生生物の回復

はほとんどみられなかっ

た。 

 

 

図 4-62 形原地区における底生生物等の変化 

底層ＤＯ・底質ＣＯＤ 

平成 24 年 11 月と平成 25 年 1、5、8、10 月の調査 

平成 24 年 11 月と平成 25 年 1、5、8、10 月の調査 
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b) 大塚地区の埋戻し部 

大塚地区では、平成 17 年度～22 年度に深掘箇所の覆砂（78ha）を行った。 

この地区における底層 DO 濃度、底質 COD および底生生物の湿重量、アサリ着底稚貝

の経年変化をモニタリングした結果を図 4-63～図 4-64 に示す。 

① 底層 DO 濃度、底質 COD 含有量 

○ 水深2m以深では夏季には底層

の DO は極めて低くなるが、水

深 1mでは 3mg/l以上であった。 

○ 底質 COD は、深掘埋戻し箇所

では 15～50mg/g であるが、浅

場造成部では 2mg/g 以下と低

かった。 

 
図 4-63 大塚地区における底層 DO と底質 COD の変化 

② 底生生物、アサリ着底稚貝 

○ 埋戻し部は、水深が約 5m とやや深いため、底生生物、アサリ着底稚貝ともに調

査期間中ほとんど出現し

なかった。 

○ 二枚貝などの底生動物は

2m 以浅に出現した。湿重

量から見た優占種は大塚

地区ではカガミガイであ

り、アサリの着底稚貝は水

深 1～3m に出現した。 
 
 

図 4-64 大塚地区における底生生物等の変化 

3) 確認された効果や得られた知見 

○ 干潟・浅場造成部の多くの計測地点で底質 COD は低く、底質の改善効果が造成

後継続していることが確認できた。 

○ 底質環境を維持していることで、底層 DO が夏季においても 2mg/l 以下とならず、

底生生物にとっての生息環境が維持されたことが確認できた。 

○ アサリ着底稚貝は水深が浅くなるにしたがって増加し、特に 2m 以浅で多いこと

から、底生生物の回復には 2m 以浅の浅場が必要であることが確認できた。 

○ 冬季に埋戻し部でも 10mg/l 程度の底層 DO の値など、覆砂により一時的な効果

が確認できた。一方、効果の持続性については引き続きモニタリングが必要であ

る。 
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(4) 雲出川河口の干潟の造成 

雲出川河口の干潟造成地区において、事業実施前後の底質成分組成、強熱減量、底生生

物比率、貝類個体数の経年変化を整理した。 

これらのモニタリング結果は、三重県提供資料（平成 25 年度三重保全二期地区 伊勢湾

三期工区 水域環境保全創造事業 測量調査業務委託報告書、平成 27 年度三重保全二期地

区 伊勢湾三期工区 海女漁業等環境基盤整備事業 測量調査業務委託報告書）より内容を

抜粋した。 

 

1) 施策実施概要 

雲出川河口では、図 4-65 に示す位置で、平成 16 年度～23 年度に干潟の造成（10.9ha、

St.18 付近）を行っている。 

 

a) 干潟再生地区（20ha、St.22 付近） 

雲出川河口の南側では、砂州の形成・発達が著しく、砂州内側の底質において富栄養化

が極度に進行している。 

堆積した砂州の一部を除去し、干潟再生をすることで底質を改善する。 

b) 干潟造成地区（10.9ha、St.18 付近） 

除去した砂を五主池地先に搬送し、生物生息の場と漁場としての干潟を造成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※St.22、St.18 は、次頁に調査結果を整理する地点を表す。 

図 4-65 雲出川河口（五主地区）の調査地点位置図 

雲出川河口 
 

干潟再生 

St.22 
 

 

干潟造成 

St.18 
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2) 調査結果 

この地区におけるモニタリング結果を図 4-66～図 4-67 に示す。 

a) 干潟再生地区（St.22） 

○ 事業実施中の平成 18 年度に強熱減量及びシルト・粘土分が大きく減少し、事業

後も良好な底質環境を維持していた。 

○ 事業後には甲殻綱や二枚貝綱等、多様な生物の生息・生育する環境に変化してい

た。平成 22 年度にはアサリの出現が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：平成 25 年度 三重保全二期地区 伊勢湾三期工区 水域環境保全創造事業測量調査業務委託 報告書 

図 4-66 雲出川河口 干潟再生地区の調査結果（St.22） 

b) 干潟造成地区（St.18） 

○ 干潟造成直後に底質環境は改善されるが、その後は年度により変動のある不安定

な底質環境となった。強熱減量はアサリ生息良好環境範囲である 3.0％以下を概

ね維持している。 

○ 硫化物は平成 25年以降アサリの生息良好環境範囲である 0.15mg/g乾泥以下を維

持している。また、酸化還元電位は、平成 21 年以降アサリの生息良好環境範囲

である-150mV 以上を維持している。 

○ 平成 17 年度造成箇所で、1 年後にアサリ稚貝が多く着底するなど造成効果が現れ

たが、アサリの出現は一時的かつ僅かであり、年度によってホトトギスガイが著

しく優占することから、アサリ漁場として不安定な海域であると考えられる。 

○ 干潟造成後に底生生物の優占種が二枚貝綱から多毛綱に変化した。また干潟造成

後、貝類個体数は減少した。 

（年度） （年度） （年度） 
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※貝類個体数および底生生物比率は平成 23 年度までの整理となっている。 

 

 

図 4-67 雲出川河口 干潟造成地区の調査結果(St.18) 

 

3) 確認された効果や得られた知見 

a) 干潟再生地区 

○ 干潟再生地区では、底質が改善、維持されたことで、再生干潟が多様な生物が生

息・育成する環境に変化したことが確認できた。 

b) 干潟造成地区 

○ 干潟造成地区では、底質の改善は持続しなかった。水深や底質等その環境に適し

た底生生物が優占したことが確認できる。多様な生物が生息・生育する環境とす

るためには、干潟造成に際しては適切な箇所の選定が必要であることが確認でき

た。 

【底質成分組成】 【硫化物・酸化還元電位】 

【貝類個体数】 【底生生物比率（0.1/m2）】 

出典：（底生生物比率）平成 25 年度 三重保全二期地区 伊勢湾三期工区 水域環境保全創造事業 測量調査業務委託 報告書 

（その他）平成 27 年度 三重保全二期地区 伊勢湾三期工区 海女漁業等環境基盤整備事業 測量調査業務委託 報告書 

シルト粘土分(%) 
強熱減量(%) mg/g mV 

（年度） （年度） 

（年度） （年度） 
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(5) 金剛川河口の作澪 

金剛川河口部の地盤高調整によって干潟を再生した地区において、底質成分組成、強熱

減量、底生生物比率、貝類個体数の経年変化を整理した。これらのモニタリング結果は、

三重県提供資料（平成 25 年度三重保全二期地区 伊勢湾三期工区 水域環境保全創造事業 

測量調査業務委託報告書、平成 27 年度三重保全二期地区 伊勢湾三期工区 海女漁業等環

境基盤整備事業 測量調査業務委託報告書）より内容を抜粋した。 

 

1) 施策実施概要 

金剛川河口域は、堆積土砂により潮流が停滞し、河口部に堆積している有機物やシルト

粘土分によって底質が悪化している。この対策として、平成 22 年度～23 年度に作澪を実

施し、潮通しを良くすることで底質の改善及び漁場環境の改善を図っている。 

 

 

                   

※作澪とは、滞留した水の通りをよくするため局部的に深い溝（澪筋）を作り、海水交換の促進を図る工法 

図 4-68 金剛川河口の調査地点位置図 

2) 調査結果 

St.100 における底質成分組成、強熱減量、貝類個体数のモニタリング結果の経年変化

を図 4-69 に示す。 

○ 平成 25 年以降はシルト粘土分が 10％以下となり強熱減量が 3.0%以下となり、い

ずれもアサリの生息良好環境範囲内となった。 

○ 平成 25 年以降硫化物は 0.15mg/g 乾泥以下、酸化還元電位は-150mV 以上で、い

ずれもアサリの生息良好環境範囲内となった。 

○ 底生生物は、作澪実施後に水産有用種であるアサリやバカガイの生息が認められ、

生物の生息条件が回復傾向であることが推察される。 

金剛川河口沖 
作澪箇所 
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出典：平成 27 年度 三重保全二期地区 伊勢湾三期工区 海女漁業等環境基盤整備事業 測量調査業務委託 報告書 

図 4-69 金剛川河口 干潟造成地区の調査結果(St.100) 

3) 確認された効果や得られた知見 

○ 平成 22 年度～平成 23 年度の作澪によって底質環境が改善したことにより、漁場

環境が改善したと考えられる。 

底質成分組成 硫化物・酸化還元電位 

貝類個体数 

シルト粘土分(%) 強熱減量(%) mg/g mV 

（年度） （年度） 

（年度） 



 

4-64 

 

(6) 櫛田川河口沖の作澪 

櫛田川河口沖の作澪地区において、底質の硫化物・酸化還元電位、アサリ個体数の経年

変化を整理した。これらのモニタリング結果は、三重県提供資料（平成 25 年度三重保全

二期地区 伊勢湾三期工区 水域環境保全創造事業 測量調査業務委託報告書、平成 27 年度

三重保全二期地区 伊勢湾三期工区 海女漁業等環境基盤整備事業 測量調査業務委託報告

書）より内容を抜粋した。 

 

1) 施策実施概要 

櫛田川河口では、砂が堆積することによる河口閉塞が進行し、アサリ漁場としての機能

が低下している。この対策として、平成 24 年 10 月頃～平成 27 年 11 月頃に河口に砂が

堆積することによる河口閉塞の改善と外海水交流（エスチュアリー循環）の促進によるア

サリ稚貝定着場所の創出が期待できる作澪を実施した。 

 

                         

※作澪とは、滞留した水の通りをよくするため局部的に深い溝（澪筋）を作り、海水交換の促進を図る工法 

図 4-70 櫛田川河口沖の作澪位置図 

 

2) 調査結果 

各ステーションにおける底質・アサリ生息量の調査結果を図 4-71 に示す。 

○ 硫化物、酸化還元電位では、作澪周辺の測点 St3-40、41 ともに硫化物は 0.01mg/g、

酸化還元電位も-20～+180mv とアサリの成長段階別生息良好環境範囲内であり、

底質は良好な環境範囲となっている。 

○ アサリの生息量は、事業実施前の平成 24 年に St.3-40 で 1 個体/0.2m2、St.3-41 で

8 個体/0.2m2であったが、平成 25 年にはそれぞれ 63 個体/0.2m2、61 個体/0.2m2

であり、また平成 27 年には 13 個体/0.2m2、35 個体/0.2m2となっている。 

櫛田川河口

調査地点 

調査地点 

作澪箇所 
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出典：平成 27 年度 三重保全二期地区 伊勢湾三期工区 海女漁業等環境基盤整備事業 測量調査業務委託 報告書 

図 4-71 底質・アサリ生息量調査結果 

 

3) 確認された効果や得られた知見 

○ 作澪は沖側から三分の一程度終了した段階であり、今後さらに作澪が進み漁場への

海水交換が促進されることにより、周辺の海域でのアサリの定着が向上する可能性

があると考えられる。 

 

【アサリ生息量】 【硫化物・酸化還元電位】 
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(7) 櫛田川河口の干潟再生（掘削による地盤高調整） 

櫛田川河口部の地盤高調整によって干潟を再生した地区において、底質成分組成、強熱

減量、底生生物比率、貝類個体数の経年変化を整理した。これらのモニタリング結果は、

三重県提供資料より内容を抜粋した。 

 

1) 施策実施概要 

櫛田川河口では、図 4-72 に示す位置（St.55、St.56 付近）で、平成 21 年度～22 年度

に地盤高調整による干潟の再生（5.69ha）が行われている。河口域の砂の堆積による流況

の変化により、漁場が狭くなっている。このため、掘削により地盤高を調整し、干潟再生

を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※St.55、St.56 は、次頁に調査結果を整理する地点を表す。 

図 4-72 櫛田川河口の調査地点位置図 

 

櫛田川河口 

St.55 

St.56 
干潟再生 
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2) 調査結果 

この地区における底質成分組成、強熱減量、底生生物比率、貝類個体数のモニタリング

結果の経年変化を図 4-73 に示す。 

○ 強熱減量、シルト・粘土分ともに低い値が維持され、二枚貝等、底生生物にとっ

て好適な環境が保たれている。 

○ 甲殻綱、二枚貝綱等、多様な底生生物が生息・生育しており、特に平成 22 年度

には多量の生物が確認されている。 

○ 平成 22 年 11 月調査では、アサリ稚貝・幼貝（殻長 20mm 未満）が大量に発生

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-73 櫛田川河口 干潟再生地区の調査結果 

 

3) 確認された効果や得られた知見 

○ 地盤高調整による干潟再生地区では、良好な底質が維持されたことで、多様な生物

が生息する環境が再生、維持されたことが確認できた。 

○ 再生干潟がアサリ漁場として機能することが確認できた。 

 

（年度） （年度） （年度） 

（年度） （年度） （年度） 
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(8) 金剛川河口沖における干潟の造成・覆砂等 

金剛川河口沖における干潟の造成・覆砂等に伴う底生生物生息状況、鳥類の出現種数の

経年変化を整理した。これらのモニタリング結果は、三重県提供資料より内容を抜粋した。 

1) 施策実施概要 

金剛川河口沖では、図 4-74 に示す位置で、干潟の造成、覆砂等を実施している。 

また、平成 17 年度～23 年度に底生生物個体数とシギ・チドリの飛来個体数のモニタリ

ングを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-74 金剛川河口沖の調査区域図 

2) 調査結果 

この地区における底質成分組成、強熱減量、底生生物個体数とシギ・チドリの個体数の

経年変化をモニタリングした結果を図 4-75 に示す。 

○ 底生生物個体数が多いとシギ・チドリ個体数も多く、底生生物個体数が少ないとシ

ギ・チドリ個体数も少ない傾向にあった。 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-75 底生生物(10 月)とシギ・チドリ類(5 月)の関係 

3) 確認された効果や得られた知見 

○ シギ、チドリの個体数（当年 5 月）は、餌生物となる底生生物個体数（前年 10 月）

の増減に応じて変動したことが確認できた。 

前年の底生生物数と翌年

のシギ・チドリの飛来数

の間に相関性がある。

金剛川河口沖

金剛川河口沖 
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(9) 楠町海岸沖の干潟造成 

楠町海岸沖の干潟造成地区において、底質のシルト粘土分とアサリ個体数の経年変化を

整理した。これらのモニタリング結果は、三重県提供資料（平成 25 年度三重保全二期地

区 伊勢湾三期工区 水域環境保全創造事業 測量調査業務委託報告書、平成 27 年度三重保

全二期地区 伊勢湾三期工区 海女漁業等環境基盤整備事業 測量調査業務委託報告書）よ

り内容を抜粋した。 

 

1) 施策実施概要 

干潟が減少している湾奥部の楠町海岸沖に、新たに母貝の生息場として干潟を造成しア

サリの浮遊幼生を伊勢湾の三重県側漁場に供給するといったアサリの稚貝のネットワー

クを創出する。工事は平成 24 年 12 月頃から平成 27 年 12 月頃に行われた。 

 

図 4-76 楠町海岸沖干潟造成箇所 

H24 

H26 

H27 
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2) 調査結果 

各ステーションにおけるアサリ生息量を図 4-77 に示す。 

○ シルト粘土分はアサリ稚貝の生息良好範囲内であり、底質はアサリの生育環境に

適している。 

○ 造成箇所の St.3-15,16,17 でのアサリ生息量は、工事前の平成 24 年 10 月にはそ

れぞれ 5 及び 3 個体/0.2m2であった。工事実施中の平成 25 年 10 月には St.3-17

で 2 個体/0.2m2であった。 

 

  
※T-S(全硫化物)：有機物量による底質悪化の指標 

出典：平成 27 年度 三重保全二期地区 伊勢湾三期工区 海女漁業等環境基盤整備事業 測量調査業務委託 報告書 

図 4-77 シルト粘土分とアサリ生息量の調査結果 

 

3) 確認された効果や得られた知見 

○ 平成 27 年時点で干潟は陸側の半分が造成されている状況であり、今後沖側部分

が造成され、波浪の影響が弱まれば、アサリの定着が向上する可能性があると考

えられる。 

【アサリ生息量】 【シルト粘土分】 
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(10) 三河湾御津地先における深掘跡個所の覆砂 

三河湾御津地先の覆砂地区において、覆砂翌年の平成 17 年度以降の底質組成、水質、

底質、底生生物個体数等の経年変化を、原地盤、未覆砂区域、覆砂区域別に整理した。 

これらのモニタリング結果は、第 9 回伊勢湾再生海域検討会 三河湾部会資料及び、愛

知県建設部港湾課提供より内容を抜粋した。 

 

1) 施策実施概要 

三河湾御津地先では、図 4-78 に示す位置で、平成 16 年度から段階的に深掘箇所の覆

砂（53～54ha）を行っている。 

 

 
 

 

図 4-78 御津地先深掘跡修復区域と調査地点模式図 

2) 調査結果 

この地区における粒度組成、DO、COD、T-S、底生生物の経年変化をモニタリングし

た結果を図 4-79 に示す。 

○ COD 及び T-S は、未覆砂区域では平成 25 年度を除き高い値で推移した。覆砂区域

ではいずれの年度に施工した区域においても覆砂直後に値が低くなり、覆砂の効果

がみられた。 

○ 底生生物は未覆砂区域では平成 25 年度を除き、10 種未満の低い値で推移した。覆

砂区域では覆砂後に増加し、10 種以上出現することも多く、覆砂の効果がみられ

た。 
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図 4-79 干潟・浅場等現地調査結果（深掘跡修復効果把握） 

 

3) 確認された効果や得られた知見 

○ 覆砂により、底質からの栄養塩の流出を防ぎ、水質の改善（DO の向上、COD 低

減等）、底生生物の増加等の効果が得られたと考えられる。 

○ 覆砂により、一時的に底生生物が出現することが確認できているが、効果の持続性

については、引き続きモニタリングが必要である。 

 

(%) 
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(11) 豊川下流域における干潟及びヨシ原の再生 

豊川と豊川放水路において、平成 13 年度から平成 30 年度に干潟とヨシ原の再生を目的と

した自然再生事業が行われている。ここでは、干潟・ヨシ原の再生以降の生物調査結果を整

理した。これらのモニタリング結果は、豊橋河川事務所提供資料（豊川総合水系環境整備事

業説明資料、平成 27 年）より内容を抜粋した。 

1) 施策実施概要 

豊川下流域は、かつて干潟やヨシ原が広がり、生物の良好な生息・生育場となっていた

が、宅地化、市街地化や河道整備によりこれらの環境が減少した。このため、豊川下流域

において干潟やヨシ原の再生を図り良好な河川環境を創出することを目的として事業を

行っている。 

     
 

図 4-80 豊川下流域自然再生事業位置図 

2) 調査結果 

a) 干潟再生 

整備前後の豊川河口域の状況と環境について図 4-81 に示す。 

 

図 4-81 干潟再生整備前後の豊川河口域 
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整備後のモニタリング調査結果を図 4-82 に示す。 

○ 干潟造成施工後、自然干潟でも種数が減少している H26 を除いて底生動物の種数

が増加している。 
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H21.11 H22.11 H23.11 H24.12 H25.11 H26.11
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施工後

4年目

施工後

5年目
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6年目

種
類

数
（
種

類
）

TL3-1

施工した干潟で確認された底生動物の種数

豊川河口自然干潟の

各年度の平均種類数

そ　の　他

節足動物門

環形動物門

軟体動物門

増加傾向

※モニタリング調査結果による。
※H26は自然干潟でも確認種数が減少している。

 

図 4-82 干潟を利用する生き物の調査結果 

 

b) ヨシ原再生 

整備前後の豊川放水路の状況と環境について図 4-83 に示す。 

 

図 4-83 ヨシ原再生整備前後の豊川放水路 
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整備後のモニタリング調査結果を図 4-84 に示す。 

○ ヨシ原に生息するオオヨシキリの営巣数が大幅に増えている。 

 

図 4-84 ヨシ原を利用する生き物の調査結果 

3) 確認された効果や得られた知見 

○ 干潟やヨシ原を再生することで、そこに生息する生物の種数の増加につながること

が分かった。 
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4.4.3 個別施策の定性的な効果の整理 

自
みずか

らモニタリングについては、平成２５年度中間評価において、施策実施による環境改善効

果を明らかにしていくため、個別施策でのモニタリング（自らモニタリング）をより一層推進し

ていくことの必要性が示された。 

平成 28 年度時点では、表 4-10 に示す個別施策でのモニタリング（自らモニタリング）を実

施している。ここでは、それらのうち、施策前後の写真撮影等により、定性的に施策効果を把握

した事例を図 4-85～図 4-87 に示す。ここでの効果の把握は、写真による定性的なものである

が、視覚的にわかりやすいモニタリングである。 

 

表 4-10 各機関から収集した個別モニタリング（自らモニタリング）の事例 

No 分類 機関 施策内容 モニタリング内容 備考

1 

①個別施策の実
施箇所周辺にお
ける環境変化を
把握した事例 

愛知県建設部
港湾課 

覆砂の実施 
水質、底質、底生生物等の調
査 

4.4.2 (10)
参照 

2 三重県 答志島の清掃活動 清掃前後の写真、漂着物量 図 4-85参照

3 
名古屋港管理
組合 

緑地（水辺空間を活用
した親水プロムナー
ド等）を整備 

整備前後の状況写真 
図 4-86参照

4 
中部森林管理
局 

森林整備(枯損木の伐
倒処理) 

森林の健全性と入山者及び
隣接住民の安全確保 

図 4-87参照

5 

②個別施策の実
施箇所周辺の既
存モニタリング
データ 

岐阜県環境生
活部 

「空き缶クリーンキ
ャンペーン」の実施 

参加団体数、開催回数、参加
者数 

 

6 
河川等公共用水域水
質監視 

BOD(75％値)の達成率 
 

7 
工場事業場の濃度規
制、総量規制及び指導

事業場への立ち入りにて、排
出水質、水量の確認 

 

8 
住民が設置する合併
浄化槽に対する補助 

浄化槽処理人口普及率、浄化
槽処理人口 

 

9 
岐阜県都市建
築部 

下水道の整備 

下水処理場における流入水
質及び放流水質、排水先公共
用水域における水質調査及
び水生生物調査 

 

10 
世界淡水魚園水族館
(アクア・トトぎふ）

来場者数 
 

11 
岐阜県県土整
備部 

自然の水辺復活プロ
ジェクト 

工事実施前後の水質、生息す
る水生生物のモニタリング 

 

12 
川を題材とした｢総合
的な学習の時間｣への
支援 

実施校及び参加人数 
 

13 
名古屋市環境
局 

行政、市民が協力し、
市内河川、湧水等の水
質をモニタリング 

水質、湧水等の調査 
 

14 
名古屋港管理
組合 

堀川、新堀川、中川運
河の清掃 

塵芥回収量 
 

15 
愛知県建設部 
下水道課 

浄化センター周辺（計
11 箇所）の環境調査 

水質、底質、生物等の調査 
 

16 
③個別施策の実
施箇所周辺にお
いて変化を把握
するために施策
実施者自らがモ
ニタリングする
計画 

中部森林管理
局 

金華山におけるイノ
シシの総合的リスク
調査 

捕獲個体からの情報収集、ト
ラップカメラ調査 

 

17 
四日市港管理
組合 

四日市港定期水質調
査 

透明度の観測 
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機関 三重県 

施策名 民間活動団体との連携による海岸漂着物対策 

施策の内容 伊勢湾流域圏で活動する環境団体が立ち上げた 22 世紀奈佐の浜プロジェクトと連

携し、答志島での海岸清掃活動などを実施。 

モニタリング 

地点 

答志島 奈佐の浜 

施策の効果  海岸漂着物が集積しやすい答志島において、清掃活動の実施によりゴミのない良

好な環境が創出した。 

【清掃前】 

 
【清掃中】 

 
【清掃後】 

 

図 4-85 答志島における清掃活動（三重県） 
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機関 名古屋港管理組合 

施策名 港湾環境整備事業（NP-1） 

施策の内容 緑地（水辺空間を活用した親水プロムナード等）を整備 

モニタリング 

地点 

中川運河（中川口） 

施策の効果 整備前後の写真より、施策実施により賑わいのある魅力的なウォーターフロントを

創出している。 

【整備前】 

  

【整備後】 

  
   中川運河緑地（中川口地区）       親水プロムナード 

【整備後の利用状況】 

  
ドラゴンボートレース             レガッタ 

図 4-86 中川運河における緑地の整備（名古屋港管理組合） 
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機関 中部森林管理局 

施策名 地域連携推進等対策事業（金華山保全） 

施策の内容 森林整備（枯損木及び危険木の伐倒処理）：３３７本 

材積：４９．９６㎥ 

モニタリング 

地点 

金華山国有林内登山道及び国有林周辺（登山道沿い及び国有林境界沿い） 

施策の効果 森林の健全性と入山者及び隣接住民の安全が確保された。 

【処理前】              【処理後】 

     
国有林境界沿い危険木 

【処理前】              【処理後】 

  
登山道沿い枯損木等 

【処理前】              【処理後】 

      

隣接住民の安全確保 

図 4-87 金華山における森林整備（中部森林管理局） 
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4.4.4 個別施策の環境改善効果の定性的な評価とりまとめ 

個別施策のモニタリング結果から明らかとなった環境改善効果を定性的に評価し、３つの

基本方針別に表 4-11 及び表 4-12 にとりまとめた。ただし、「生活空間での憩い・安らぎ空

間の拡充」については、インパクト（施策の実施）とレスポンス（効果）の関係が現時点で

不明瞭なため、インパクトレスポンスの関係をとりまとめるまでに至っていない。 

とりまとめにあたっては、個別施策のモニタリングから明確になった環境改善効果を図 

4-88、図 4-89 中に太矢印で表示した。 
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表 4-11 基本方針１に対応する施策実施による環境改善効果の定性的な評価結果 

基本方針 定性的な評価 

（○数字は図 4-88 に対応する箇所）

効果が確認された個別施策と 

モニタリング結果の関係 

1.健全な水

物質循環の

構築 

① 
② 

流入河川河口部付近では、陸

域対策（汚水処理人口普及率向

上）の影響と推察される河川水

質および河口付近の海域水質

の改善が期待できる。 

 沿岸自治体における下水道汚水処理

人口普及率の向上と流入河川水質改

善との関係 
 庄内川河口及び名古屋港付近におけ

る流入河川水質改善と海域水質改善

との関係 
③ 
④ 

貧酸素水塊の発生や底泥溶

出量の原因となる海域深掘跡

の埋戻しにより、底泥含有量の

減少が期待できる。 

 三河湾御津地区における深掘跡埋戻

しと底泥含有量の減少との関係 

 

図 4-88 施策実施による環境改善効果が明らかになった事項の整理（基本方針１） 
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表 4-12 基本方針２に対応する施策実施による環境改善効果の定性的な評価結果 

基本方針 定性的な評価 

（○数字は図 4-89 に対応する箇所）

効果が確認された個別施策と 

モニタリング結果の関係 

2.多様な生

態系の回復 
① 
② 

干潟・浅場の再生・造成や覆

砂を実施した地区では、底質環

境の改善、それに伴う多様な底

生生物の生息・生育の回復が期

待できる。 
干潟・浅場の再生・造成箇所

では、アサリの漁場としての機

能が期待できる。 

 三河湾における干潟・浅場の再生・造

成と底質改善・底生生物回復との関係

 雲出川と櫛田川の河口部における干

潟・浅場の再生・造成と底質成分組成

変化の維持や底生生物優占種の変化

及び貝類個体数増加との関係 
 金剛川河口沖における覆砂と底生生

物優占種の変化やアサリ生育環境回

復との関係 
② 
③ 

流入河川河口部の自然再生

により、多様な生態系の回復が

期待できる。 

 木曽三川下流域における環境保全方

策や自然再生と生物の生息・利用状況

回復との関係 

④ 底生生物の回復に伴う鳥類

飛来個体数の増加が期待でき

る。 

 松阪干潟造成等による底生生物数増

減と鳥類（ガン・カモ、シギ・チドリ、

サギ）飛来個体数増減との関係 

 

図 4-89 施策実施による環境改善効果が明らかになった事項の整理（基本方針２） 
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4.4.5 課題と今後の展開 

個別施策のモニタリングを踏まえインパクト・レスポンスが明確になった事項の整理を踏まえ、

以下に課題を示す。 

 

○ 伊勢湾全体としてみた場合、海域の環境基準達成率に明確な改善傾向は認められないものの、

各機関が個別に実施した施策を詳細にモニタリングすれば、その領域での環境改善効果が認

められる。今後広範囲に展開していくためには、各機関が実施している個別施策のモニタリ

ング結果を集約し、多様な主体が活用できるように整理とりまとめることが重要である。そ

のためにも、モニタリング結果の積極的な共有化を一層進めることが望ましい。 

○ 伊勢湾ではさまざまな施策を実施しているものの、施策実施の効果が見えにくい施策が存在

する。そのため、効果が確認しづらい施策については、施策を進捗させることと並行して、

施策の実施機関において、伊勢湾再生に係わる現象や施策実施効果を把握するための“自ら

モニタリング”を検討し実施する必要がある。 

○ 詳細な現地調査は調査費用の都合等で困難となる場合もあるが、写真によるモニタリングは

費用がほとんどかからない。写真からその効果がわかりやすい施策については、今後も継続

して実施することが望ましいと考えられる。 

○ 自らモニタリングを推進していくための仕組みづくりを検討していく必要がある。 
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4.5 シミュレーションによる主要施策の環境改善効果の評価（実験的な取り組み） 

4.5.1 陸域負荷算定モデルによる流入負荷量の検討 

(1) 検討目的 

伊勢湾の環境改善に向けて、各種施策を実施している。一方で、各施策が伊勢湾の環境改

善に寄与することは期待されるものの、それぞれの環境改善効果が定量的には評価されてお

らず、伊勢湾再生に向けて必要な施策の規模や有効な施策が明確とはなっていないのが現状

である。 

本節で実施する評価は、今後の伊勢湾再生に向けた施策の展開をより具体的にすることを

目的に、陸域負荷算定モデル（名古屋大学等が開発）による数値シミュレーションを実施し、

代表的な施策の実施による環境改善効果の定量化を試みるものである。 

 

(2) 検討手法 

総括評価においては、「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発」において開発された

『伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発・研究モデル(仮称)』（以下、陸域モデル）を

用い、陸域で実施する施策による汚濁負荷削減効果の評価を行う。 

 

図 4-90 施策実施による伊勢湾の環境改善効果の検討 

 

(3) シミュレーションの検討条件 

1) 検討ケース 

「伊勢湾行動計画期間内に実施する陸域施策の効果」と「想定可能なあらゆる陸域施策

を実施した場合に期待される効果」を現況と比較して把握するため、以下の 2 ケースにつ

いて上記シミュレーションを実施する。 

 

Case1：現況（伊勢湾行動計画策定時） 

Case2：伊勢湾行動計画期間内に実施する陸域施策を実施した場合 
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2) 評価対象とする代表的な施策 

表 4-13に既往の知見を基に定量的評価が可能な代表的な施策と各ケースの設定条件を

整理した。 

表 4-13 陸域モデルに反映した主要施策と設定条件 

代表的な施策等 
Case1：現況 

(伊勢湾行動計画策定時) 
Case2：伊勢湾行動計画期間内 

の施策を実施した場合 
基本データ 

（人口・土地利用別面
積等）の設定年 

平成 19 年 平成 29 年 

降雨量の設定年 平成 11 年※1

下
水
道 

処理形態別人口 実績値より設定 計画値に基づき設定 
下水処理場から
の放流量 

実績値より設定 現況放流量に下水処理人口の増
減比率を乗じた値 

下水処理場の高
度処理化 

放流水の水質は、実績値より設定

対象施設は、計画に基づき設定 
高度処理後の放流水の水質は、高
度処理導入前後の放流水の実績
値から平均改善比率を求め、現況
水質に乗じた値を設定 

合流式下水道の
改善 

実績値 100%分流式に移行 

森林 
平成 18 年度伊勢湾流総における
原単位に基づき汚濁負荷を算定 

行動計画期間中に間伐や下草刈
等が実施した森林面積を施策実
施範囲として設定 
負荷量の削減効果は、Case1 に対
し 4.7％削減※2を考慮 

農業 
(畑地、水田) 

平成 18 年度伊勢湾流総における
原単位に基づき汚濁負荷を算定 Case1 と同じ※3 

市街地 
平成 18 年度伊勢湾流総における
原単位に基づき汚濁負荷を算定 Case1 と同じ※3 

畜産 
平成 18 年度伊勢湾流総における
原単位に基づき汚濁負荷を算定 Case1 と同じ※3 

工業 
平成 20 年度流総指針に基づき算
定した原単位にフレームを乗じ
て汚濁負荷を算定 

Case1 と同じ※3 

※1) 論文「自然共生型環境アセスメント枠組を用いた伊勢湾流域圏の環境管理シナリオ、辻本ら」において、
降雨の観点から気象標準年として選定された年 

※2)「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発」における、人工林について間伐や下草刈等の管理を行った
場合と行わなかった場合の比較計算を行った結果より、管理を行った場合の窒素(N)の流出量が管理を行わ
なかった場合の流出量よりも 4.7%少ない結果となったことを踏まえ設定した。 

※3) 現状の施策の効果や施策量を定量的に評価できる知見とデータが十分でないため、陸域モデルへの反映は
行わない。 
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(4) シミュレーション結果 

1) 陸域における代表的な施策実施による汚濁負荷の削減量・削減率 

Case1 および Case2 での COD、T-N、T-P の年平均値の比較結果を表 4-14 に示す。 

Case2 の伊勢湾行動計画期間内に実施する陸域施策を考慮した場合、Case1 の現況(伊勢湾

行動計画策定時)に比較して、陸域負荷は COD で 19%、T-N で 14%、T-P で 17%削減される

結果となった。 

表 4-14 陸域施策の実施による汚濁負荷削減量と削減率 

（単位:ton/day） 

 
COD 

年平均値 

T-N 

年平均値 

T-P 

年平均値 

Case1 198.5 119.9 11.1

Case2 160.8 103.5 9.2

効果（Case1-Case2） 
削減量 37.7 16.4 1.9

削減率 19% 14% 17%

 

 

なお、伊勢湾流域の各河川（一級河川 10 河川、二級河川 133 河川）の流末端の負荷量年平均

値（ton/day）（COD、T-N、T-P）の算定結果は次項に示す表 4-15 のとおりである。このとき、

負荷量年平均値は各河川の流末端における負荷量を 1 年間積分し日平均量に除した値である。 
 

Case2 による汚濁負荷削

減率は概ね 20% 
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COD
(ton/day)

T-N
(ton/day)

T-P
(ton/day)

COD
(ton/day)

T-N
(ton/day)

T-P
(ton/day)

雲出川 2.81 1.09 0.07 2.52 0.89 0.06
宮川 4.10 1.52 0.13 3.77 1.33 0.11
櫛田川 2.72 1.24 0.11 2.41 1.05 0.09
庄内川 14.39 11.40 0.74 12.60 11.08 0.68
長良川 13.21 7.14 0.67 11.47 6.33 0.60
豊川 4.15 2.45 0.23 3.91 2.41 0.22
木曽川 21.61 9.92 0.75 19.64 9.02 0.67
矢作川 9.67 6.31 0.68 8.70 5.46 0.51
揖斐川 14.32 7.52 0.69 11.69 5.83 0.51
鈴鹿川 3.56 4.58 0.71 2.95 3.57 0.56

筏川 0.84 0.37 0.06 0.55 0.26 0.05

日光川 12.80 5.60 0.56 7.32 4.12 0.42

新川 14.47 9.98 0.98 10.81 9.38 0.91
荒子川 1.76 0.87 0.08 1.28 0.65 0.06
中川運河 1.29 1.06 0.09 1.08 1.04 0.09
堀川 3.76 3.49 0.25 3.35 3.44 0.21
杉谷川 0.06 0.03 0.00 0.03 0.02 0.00
樽水川 0.03 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
大落川 0.11 0.06 0.00 0.09 0.05 0.00
名称不明 0.05 0.02 0.00 0.03 0.01 0.00
矢田川 0.24 0.10 0.01 0.18 0.08 0.01
日長川 0.29 0.17 0.01 0.29 0.17 0.01
内海川 0.08 0.04 0.00 0.05 0.02 0.00
稲早川 0.09 0.04 0.01 0.06 0.03 0.01
山王川 0.12 0.05 0.01 0.07 0.03 0.01
境川 0.04 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00
唐埼川 0.03 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00
信濃川 0.17 0.07 0.00 0.13 0.06 0.00
大田川 0.89 0.54 0.04 0.59 0.50 0.03
美濃川 0.27 0.14 0.01 0.20 0.10 0.01
山海川 0.03 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
新江川 0.14 0.06 0.00 0.05 0.03 0.00
天白川
（愛知県）

7.77 6.79 0.54 6.42 6.41 0.45

山崎川 2.03 1.69 0.08 1.86 1.69 0.08
大江川 0.77 0.42 0.04 0.53 0.30 0.03
百々川 0.06 0.02 0.00 0.03 0.01 0.00
蟹川 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
五宝川 0.03 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00
大川
（知多半島）

0.05 0.02 0.00 0.03 0.01 0.00

布土川 0.04 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00
新川
（知多半島）

0.31 0.17 0.02 0.22 0.12 0.01

石川 0.29 0.14 0.01 0.20 0.11 0.01
堀川
（知多半島）

0.29 0.13 0.01 0.20 0.10 0.01

神戸川 0.76 0.50 0.03 0.68 0.48 0.03
十ヶ川 0.08 0.03 0.00 0.06 0.03 0.00
蜆川 0.97 0.54 0.05 0.70 0.42 0.04
阿久比川 0.71 0.31 0.03 0.52 0.25 0.02
高浜川 3.31 1.79 0.18 2.31 1.33 0.14
稗田川 0.19 0.08 0.01 0.13 0.06 0.00
須賀川 0.08 0.04 0.00 0.06 0.03 0.00
名称不明 0.07 0.03 0.00 0.05 0.02 0.00
逢妻川 9.64 5.87 0.57 6.91 4.30 0.42
岡田川 2.17 1.26 0.12 1.56 0.94 0.09
境川 2.39 1.45 0.14 1.80 1.12 0.10
豆搗川 0.08 0.03 0.00 0.05 0.02 0.00
新川
（油ヶ淵
放水路）

0.17 0.08 0.01 0.10 0.06 0.00

江川 0.07 0.03 0.00 0.05 0.02 0.00
猿渡川 3.57 2.50 0.17 2.87 2.25 0.14
前川 0.28 0.14 0.01 0.21 0.11 0.01
一色悪水路 0.04 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
古川用水 0.03 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
北浜川 0.60 0.23 0.03 0.34 0.16 0.03
名称不明 0.08 0.02 0.00 0.04 0.02 0.00
矢作古川 3.97 2.63 0.26 2.85 1.91 0.19

矢崎川 0.29 0.14 0.02 0.22 0.11 0.02

中央悪水 0.07 0.02 0.00 0.04 0.02 0.00
白浜川 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
鳥羽川 0.04 0.02 0.00 0.03 0.02 0.00
八幡川 0.03 0.01 0.00 0.03 0.01 0.00
名称不明 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
小野ヶ谷川 0.04 0.01 0.00 0.03 0.01 0.00

拾石川 0.11 0.04 0.00 0.09 0.04 0.00

二級
河川

一級
河川

河川名

Case1 Case2

COD
(ton/day)

T-N
(ton/day)

T-P
(ton/day)

COD
(ton/day)

T-N
(ton/day)

T-P
(ton/day)

袋川 0.03 0.01 0.00 0.03 0.01 0.00
天神川 0.04 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
中野川 0.03 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
落合川 0.36 0.32 0.01 0.35 0.37 0.01
西田川 0.17 0.08 0.01 0.12 0.06 0.00
御津川 0.08 0.04 0.00 0.07 0.03 0.00
丹下川 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
紫川 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
豊川放水路 0.30 0.13 0.02 0.23 0.10 0.01
佐奈川 1.22 0.68 0.07 0.88 0.50 0.06

音羽川 1.39 0.73 0.07 1.04 0.55 0.05
天白川
（渥美半島）

0.15 0.11 0.01 0.14 0.09 0.01

免々田川 0.06 0.02 0.00 0.05 0.02 0.00
名称不明 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
大川 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
新堀川 0.06 0.03 0.01 0.06 0.03 0.01
寺田川 0.05 0.03 0.01 0.05 0.03 0.01
どんと川 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
今池川 0.15 0.07 0.04 0.15 0.07 0.04
名称不明 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
名称不明 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
汐川 0.36 0.20 0.06 0.33 0.18 0.06
蜆川 0.08 0.06 0.01 0.07 0.05 0.01
名称不明 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
御山川 0.12 0.07 0.02 0.11 0.07 0.02
名称不明 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
境川（豊橋） 0.13 0.08 0.01 0.10 0.06 0.01
紙田川 0.15 0.11 0.02 0.14 0.10 0.02
柳生川 1.31 0.91 0.05 1.21 0.91 0.05
名称不明 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00
十間川 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00
十間川 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

梅田川 1.66 1.05 0.13 1.35 0.84 0.12

五十鈴川 1.26 0.54 0.05 0.93 0.44 0.03
山田川 0.22 0.07 0.01 0.21 0.07 0.01
池田川 0.17 0.06 0.00 0.16 0.05 0.00
堀通川 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00
加茂川 0.29 0.09 0.01 0.26 0.09 0.01

紙漉川 0.03 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00

苔ヶ瀬川 0.03 0.01 0.00 0.03 0.01 0.00

名称不明 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

春尻川 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

三渡川 0.58 0.24 0.03 0.43 0.18 0.02

阪内川 0.49 0.22 0.02 0.37 0.17 0.01
金剛川 0.97 0.56 0.05 0.74 0.51 0.04
愛宕川 0.37 0.19 0.02 0.21 0.12 0.01
祓川 0.27 0.13 0.02 0.20 0.10 0.01
笹笛川 0.18 0.09 0.02 0.14 0.08 0.03
えびす川 0.05 0.02 0.01 0.04 0.02 0.01
大堀川 0.33 0.14 0.01 0.24 0.11 0.01
外城田川 0.87 0.45 0.06 0.68 0.36 0.05
月見川 0.58 0.44 0.03 0.54 0.44 0.03
相川 0.69 0.42 0.04 0.49 0.28 0.03
岩田川 0.37 0.20 0.02 0.27 0.12 0.01
安濃川 1.17 0.64 0.07 0.96 0.51 0.06

志登茂川 0.76 0.39 0.08 0.57 0.27 0.07

名称不明 0.05 0.02 0.00 0.03 0.01 0.00
中ノ川 0.46 0.24 0.02 0.41 0.19 0.02
田中川 0.12 0.05 0.00 0.09 0.04 0.00
堀切川 0.26 0.15 0.01 0.20 0.10 0.01
金沢川 1.01 0.63 0.06 0.77 0.44 0.04
二本木川 0.09 0.04 0.01 0.08 0.03 0.01
一本木川 0.09 0.04 0.00 0.07 0.03 0.00
鈴鹿川派川 0.18 0.11 0.01 0.18 0.11 0.01
天白川
（三重県）

2.02 1.76 0.15 1.32 1.23 0.11

海蔵川 1.03 0.63 0.08 0.82 0.49 0.07
三滝川 0.71 0.37 0.04 0.55 0.27 0.03
十四川 0.31 0.16 0.02 0.22 0.11 0.01
朝明川 1.10 0.60 0.06 0.91 0.48 0.05
員弁川 3.60 2.07 0.20 3.74 2.30 0.20
名称不明 0.03 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00

198.5 119.9 11.1 160.8 103.5 9.2
伊勢湾に流入する

負荷量計

二級
河川

Case2

河川名

Case1

 

表 4-15 伊勢湾流域河川の流末端における負荷量の年平均 
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2) 現時点(平成 28 年度末)までの汚濁負荷の削減量・削減率の推定 

ここでは、シミュレーション結果を踏まえ、現時点(平成 28 年度末)までの汚濁負荷の削減

量・削減率を推定する。表 4-16 にシミュレーションで設定した伊勢湾流域内の汚水処理人

口普及率と実態の汚水処理人口普及率の比較を示す。 

 

・ シミュレーション期間の平成 19 年から平成 29 年の 10 年間で、伊勢湾流域の汚水処理人

口普及率は 11.7%（年平均 1.17%）上昇している。 

・ シミュレーションにおいて汚濁負荷削減率は概ね 20%であったことを踏まえると、平成 19

年度以降、現時点(平成 27 年度末)までの汚濁負荷量の削減率は 14%程度（20%×5.9/11.7）

あったものと推定される。 

表 4-16 伊勢湾流域内における汚水処理人口普及率の増加状況 

項目 対象期間の増加率 年平均の増加率 

シミュレーション 11.7%（平成 19 年～平成 29 年：10 年間） 1.17% 

実態 8.2%（平成 19 年度～平成 27 年度：8 年間） 1.02% 

※シミュレーションは年、実態は年度で整理しているため、厳密に同時期でないことに注意を要する 

 

(5) まとめ 

以上の検討により、陸域における「伊勢湾行動計画期間内に実施する施策」完了時においては

伊勢湾湾内に流入する汚濁負荷量が概ね 20%削減されることが期待される結果となった。 

この結果を踏まえると、現在実施している陸域施策の継続により、陸域から海域への負荷量が

削減され、海域の環境改善に少なからず効果があることが期待される。 
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4.5.2 伊勢湾シミュレーターによる海域水質の検討 

(1) 検討目的 

伊勢湾流域（陸域）において流入負荷削減に資する多くの施策が行われているが、①施策

による実際の流入負荷の削減量および②施策実施の効果は、いまだ定量的に把握できていな

い。 

そこで、陸域施策の実施によって河川から伊勢湾に流入する負荷の削減量を仮定したうえ

で、伊勢湾に流入する負荷量が徐々に減少していったときに海域の水質がどのくらい変化し

そうかを定量的に把握することを目的として、伊勢湾シミュレーター（詳細版）を用いた試

算を行った。 

 

(2) 検討手法 

陸域施策による陸域施策の実施による河川から伊勢湾に流入する負荷の削減率を、「伊勢湾

流域圏の自然共生型環境管理技術開発・研究モデル(仮称)」を用いて評価した。 

次に、「伊勢湾シミュレーター（詳細版）」に過去の気象・海象を入力して湾内水質等の再現

計算を行い、計算結果を観測値と比較することにより、シミュレーターの再現性を確認した。 

そして、表 4-17 に示す検討ケースについて、伊勢湾シミュレーター（詳細版）によって陸

域施策実施による海域の水質改善効果を試算した。 

 

(3) シミュレーションの検討条件 

1) 検討ケース 

計算期間は、平成 19 年 1 月 1 日～平成 36 年 12 月 31 日の 18 年間とする。検討ケース

は、次の２ケースとする。（削減率：平成 19 年度の負荷量を基準（100）としたもの） 

ケース１ 行動計画の 1～10 年間で流入負荷量を削減率 20%に相当する量まで減少させた場合 

ケース２ ケース１の後、11～18 年間で、削減率 20%の負荷量で一定とした場合 

 

表 4-17 伊勢湾シミュレーターを用いた計算条件の検討ケース（負荷量の設定方法） 

ケース名 
（目的） 

設定する削減率 
削減率の設定根拠 

H19－H28 H29－H36 
ケース 1 
現行の伊勢湾再生行動計画期間終了

時の水環境の予測 
0%－20% ― 

削減率 20%は、伊勢湾再生行動計画に

掲載されている施策が完了した場合に

想定される負荷量の削減率 
ケース 2 
現行の伊勢湾再生行動計画期間終了

後、追加の施策を実施しなかった場

合の水環境の予測 

― 20%一定 同上 
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図 4-91 陸域からの流入負荷削減率の設定方法 

 

2) 検討条件 

検討条件は表 4-18 のとおりであり、気象・海象の影響を含まず、陸域からの負荷量が

海域水質の与える影響を把握できる条件とした。 

表 4-18 伊勢湾シミュレーターを用いた計算条件 

項目 設定方法 

気象・海象 
等 

平成 24 年 1 月 1 日～平成 25 年 12 月 31 日（2 か年） 
表 4-17 に示した検討ケースの違いを明確にするため、気象・海象の影響を含まない

計算とするため、上記 2 か年のデータを 9 回繰り返し 18 年間の計算を行った。 

地形モデル 
現況地形をモデル化 
水平方向：1600m 正方格子、鉛直方向：全 28 層 

河川流入 
流量 ：一級河川 毎時観測値、二級河川 流域面積に降水量を乗じて算定 
負荷量 ：一級河川 L-Q 式により設定、二級河川 流域面積に降水量を乗じて算定

開境界 
（湾口） 

潮位 ：天文潮位 
水質 ：湾口付近の実測値 

気象条件 

気圧・日射量・降水量：名古屋地方気象台での観測値を全計算格子一様に設定 
気温・風向・風速：アメダスセントレア、伊勢湾モニタリングブイ（3 カ所）、三河湾

モニタリングブイ（3 カ所）の計 7 カ所での観測値を用いて空間分布を作成し

設定 

 

(4) シミュレーション結果 

代表地点として、N-3（伊勢湾の湾奥）および N-8（伊勢湾の湾央）における T-N、T-P、

TOC の時系列の予測結果を図 4-92 に示す。 

湾奥に位置する N-3 では改善率が高く、湾央に位置する N-8 では改善率が低下する。陸域

からの負荷量削減は、伊勢湾全体において水質改善が期待できるものの、特に湾奥への効果

が大きいことが把握できた。 
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図 4-92（1） N-3（湾奥）における T-N、T-P、COD の時系列変化 
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ケース2
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図 4-92 (2) N-8（湾央）における T-N、T-P、COD の時系列変化 

ケース1

ケース2
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(5) まとめ 

以上より、伊勢湾シミュレーターを用いて陸域からの負荷量削減が海域水質に与える影響

を検討し、以下のことを把握できた。 

○ケース 1 の陸域からの汚濁負荷量が低減している期間では、伊勢湾の水質は改善方向へ

と向かう結果となった。一方で、行動計画終了後に陸域からの汚濁負荷量を一定とした

ケース 2 では、それ以降水質の改善傾向が小さくなった。 

○陸域からの汚濁負荷量の低減が海域水質の改善に寄与することが確認できた。エリア別

でみると、湾奥部における水質の改善率が相対的に高い。特に水質の悪い湾奥部の水質

改善には、陸域からの汚濁負荷削減が有効と考えられる。 
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4.5.3 汚濁機構解明等に関する取り組み事例 

閉鎖性海域においては、汚濁機構解明や環境改善に関する取り組みについて、本計画の他にも

様々な取り組みを実施している。ここでは、全国で実施している取り組みについて、その一例を

以降に示す。 

 

(1) 伊勢湾再生海域検討会との連携（知見） 

伊勢湾再生海域検討会でなされた調査結果を以下に示す。 

 

■伊勢湾シミュレーターの実用化 

貧酸素水塊を低減させるため、伊勢湾海域検討会でそのメカニズムの解明に向けた調査

研究を進めた結果、伊勢湾シミュレーターが実用化され、貧酸素水塊の挙動が予測可能と

なり、効率的な手法やその実施箇所・規模の検討が可能となった。 

 

■伊勢湾再生への提言 

伊勢湾シミュレーターを用いて 1980 年代から現代までの環境変化をシミュレートした。

その結果を以下に示す。 

 

①生物が減少した主な要因 

生物が減少した主な要因は、以下の３点である。 

・アマモ場の消失 

・高度成長期の埋め立て 

・高度成長期の流入負荷増大 

1232

1590

736

44

アマモ場の消失

高度成長期の埋め立て

高度成長期の流入負荷の増大

高度成長期から現況に至る変化

（埋め立て、流入負荷の減少、気象等の変化）

底生生物の減少量（tnC)

もっとも

影響が大きかった

 

出典：第 16 回 伊勢湾再生海域検討会 資料 

図 4-93 各要因における底生生物の減少量 
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②流入負荷量はすでに 1950 年代よりも少なくなっている可能性がある 

・これ以上、負荷を削減しても、1950 年代の豊饒性を取り戻せるとは考えにくい。 

・逆に流入負荷削減が栄養不足・餌量不足を招き、生物量を減じている可能性もある。 

 

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1.0 3.0 5.0 7.0

底
生

生
物

量
(t
C
)

T‐P流入負荷量(tn/day)

流入負荷増加前

（1950年代）

現況 流入負荷増加後

（1980年代）

流入負荷削減後

負荷減少するも横ばい

更なる削減で

回復する？

 

出典：第 16 回 伊勢湾再生海域検討会 資料 

図 4-94 T-P 流入負荷量と底生生物の関係 

 

③伊勢湾再生への提言 

伊勢湾の環境を改善させるためには、「①生物生息場となる干潟、浅場、藻場の再

生・保全」、「②流入負荷量の適切な設定・管理」が重要である。 
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(2) 三河湾里海再生プログラム 

愛知県では、部局横断的な三河湾里海再生推進特別チームを設置し、2008(平成 20)年度か

ら 2010(平成 22)年度までの 3 年間にわたり、三河湾の里海としての再生に向けた取り組みを

検討している。三河湾里海再生の目指すべき姿として、「水質環境基準の達成を目標とした”

きれいな海”」、「里海という概念を踏まえ、生物多様性に富み、魚介類が豊富に生息する”豊

かな海”」、「住民に親しみを持って利用してもらえる”親しめる海”」を掲げ、平成 23 年 3 月

に今後取り組むべき施策を「三河湾里海再生プログラム」として取りまとめた。 

また、数値シミュレーションによる予測では、表 4-19 に示す流入負荷削減、干潟・浅場

造成、浚渫、覆砂による施策を実施し、表 4-20 に示す指標で評価している。その結果は、

表 4-21、図 4-95～図 4-98 のとおりであり、干潟・浅場の造成によって、貧酸素水塊の体

積の減少および懸濁物食者・堆積物食者の現存量・底生動物生産量底生生物が増加すること、

流入負荷削減によって COD、T-N、T-P の濃度が低下すること等が確認されている。 

これらの出典は、三河湾里海再生プログラム（http://www.pref.aichi.jp/soshiki/mizu/0000045057.html）

である。 

表 4-19 シミュレーションで考慮した海域の環境改善施策 

 

表 4-20 シミュレーションの評価項目および評価指標 
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表 4-21 シミュレーションの評価結果 

 

 

図 4-95 COD・T-N・T-P（年平均値）のシミュレーション結果 

 

図 4-96 貧酸素水塊の体積（7～9 月の平均値）のシミュレーション結果 
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図 4-97 プランクトン・底生生物・懸濁物質者・堆積物食者の現存量（7～9 月の平均値）の

シミュレーション結果 

 

 

図 4-98 貧酸素水塊の体積（7～9 月の平均値）のシミュレーション結果 
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(3) 水質総量削減制度による汚濁負荷量の削減状況 

水質総量削減制度は､人口､産業の集中等により汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域の水質汚

濁を防止するための制度であり､昭和 53 年に｢水質汚濁防止法｣及び｢瀬戸内海環境保全特別

措置法｣の改正により導入された｡水質総量削減制度においては､環境大臣が､指定水域ごとに､

発生源別及び都府県別の削減目標量、目標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本

的な事項を総量削減基本方針として定め､これに基づき､関係都府県知事が､削減目標量を達

成するための総量削減計画を定めることとされている｡ 

伊勢湾においては、算定データが得られている昭和 54年から平成 26年までにおいて、COD

が 54%、T-N（全窒素）が 41%、T-P（全リン）が 66%減少している。 

これらの出典は、環境省 HP「第 8 次水質総量削減」（https://www.env.go.jp/press/files/jp/28029.pdf）

である。 

COD 

151 150 141 134 118 99 81 69 

119 
101 

97 
83 

76 

65 
57 

54 

37 
35 

34 
29 

27 

22 

20 
18 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

C
O

D
発

生
負

荷
量

（
ト

ン
/
日

）

その他系

産業系

生活系

 

T-N 

(全窒素) 

69 73 64 64 60 52 47 42 

52 49 
42 39 

29 
26 22 21 

66 63 
62 58 

54 
51 

49 47 

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

T
-
N

発
生

負
荷

量
（
ト

ン
/
日

）

その他系

産業系

生活系

 

T-P 

(全リン) 

9.8 
6.7 6.3 6.4 6.5 5.1 4.4 3.7 

7.0 

6.5 
5.3 4.8 4.1 

2.9 
2.8 

2.3 

7.6 

7.2 
7.2 

6.1 
4.6 

2.8 
2.4 

2.2 

0

5

10

15

20

25

30

S54 S59 H1 H6 H11 H16 H21 H26

T
-
P
発

生
負

荷
量

（
ト

ン
/日

）

その他系

産業系

生活系

 

図 4-99 指定地域における汚濁負荷量の推移（S54～H6 の T-N、T-P は推定値） 
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(4) 広島湾の鉄鋼スラグの有効活用による環境修復 

瀬戸内海の広島湾では、鉄鋼スラグを藻場・干潟造成利用した環境修復事業を実施してい

る。鉄鋼スラグを干潟造成へ利用した方法の例は図 4-100 のとおりである。 

鉄鋼スラグを用いるによる CO2吸収・固定量は表 4-22 のとおりである。鉄鋼スラグの環

境修復に関しては不確実な部分が多いものの、CO2 吸収・固定量が得られることが把握でき

た。 

これらの出典は、平成 22 年度地域新成長産業創出促進事業「瀬戸内海再生ニュービジネス

創出調査事業」報告書（http://www.chugoku.meti.go.jp/research/chiikikeizai/110602.html）

である。 

 

図 4-100 鉄鋼スラグを干潟造成へ利用する方法と CO2吸収・固定量の評価方法 

 

表 4-22 鉄鋼スラグによる CO2吸収・固定量の算定結果 
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他にも、鉄鋼スラグを用いた取り組みはいくつかあり、例えば、「製鋼スラグ製品による藻

類成長促進技術」（平成 26 年度、環境省の環境技術実証事業）、「人工ミネラル-M 型（鉄鋼ス

ラグを原料とした海域再生用ミネラル供給サプリメント）」（平成 24 年度、環境省の環境技術

実証事業）、「転炉系製鋼スラグ製品による沿岸域の環境改善技術」（平成 21 年度、環境省の

環境技術実証事業）、「製鋼スラグを用いた藻場造成・水質改善技術」（平成 21 年度、環境省

の環境技術実証事業）などがある。 

 

(5) 環境保全型農業推進における水質モニタリング事例 

農業環境技術研究所資料では、環境保全型農業が水質等に及ぼす効果について、モニタ

リング調査を実施している。 

圃場試験で窒素流出を調べた一例として、渥美半島に比較的多くみられるキャベツ-ス

イートコーン体系の黄色土露地野菜畑で、堆肥施用と化学肥料削減を組み合わせた試験の

結果を図 4-101 に示す。 

窒素肥料をキャベツ：30 kg/10a、スイートコーン：25kg/10a 施用する堆肥無施用区を

対照として、牛ふん堆肥区（3t/10a）と豚ふん堆肥区（2t/10a）を設けた（堆肥はキャベ

ツ作前の 8 月に施用）。両堆肥区では、試験開始後 3 年間は窒素減肥を行わず、4 年目か

ら、収量を維持できるように養分収支を考慮して徐々に窒素減肥を進めた。窒素減肥は、

5 年目には牛ふん堆肥区でキャベツ:３ kg/10a、スイートコーン:10 kg/10a、豚ふん堆肥

区で同じく 5 kg/10a、11kg/10a まで可能となっている。 

家畜ふん堆肥区では減肥を行わない場合、窒素溶脱量は夏期に多くなる傾向であったが、

減肥を開始してからはスイートコーン作に対する窒素肥料投入を大幅に減じたため、窒素

溶脱量は化学肥料を標準量施用する堆肥無施用区と同レベルに抑制できた。 

これらの出典は、農業環境技術研究所資料の「流域環境負荷の現状と物質動態モデルへ

の期待」である。 

 

図 4-101 家畜ふん堆肥連用畑における地下 1 m への NO3--N の溶脱 
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(6) 水質・底質・環境等の改善に関する新技術 

1) 納豆菌群を封入した多孔型ブロックによる水質改善技術の開発 

エコバイオ・ブロックは EBB と呼ばれ，耐アルカリ性を備えた納豆菌群を培養・抽出

し，ポーラスコンクリート・ブロック内に生存かつ繁殖可能な状態で封入したものである。 

この EBB を水槽へ投入した場合の透明度の経時変化は図 4-102 のとおりであり、骨材

に天然ゼオライトを用いていることから，沈殿した有機物を吸着する性質を持ち、植物プ

ランクトンが大量に発生している場合，有機物をブロック表面に吸着し，再懸濁を抑え，

水域の透明度を素早く向上させることができる 

また、各ケースの BOD と COD の経時変化は図 4-103 のとおりである。EBB 投入初

期段階において，懸濁態有機物はブロック表面に吸着され，再懸濁が抑えられる．このた

め，水中の有機物量は急激に減少し， BOD 値，COD 値は共に急激に減少する． 

これらの研究は、国土交通省の建設技術研究開発助成制度（平成 17～平成 19 年度）に

よ る も の で あ る 。 ま た 、 こ れ ら の 出 典 は 国 土 交 通 省 HP

（http://www.mlit.go.jp/tec/gijutu/kaihatu/josei/031youyaku.pdf ）である。 

 

図 4-102 EBB を水槽へ投入した場合・しない場合の透明度の経時変化 
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図 4-103 EBB を水槽へ投入した場合・しない場合の BOD と COD の経時変化 

 

2) 貝殻による生物生息環境改善技術 

敷設したカキ殻層に底生生物を増殖させ，それによる沈降有機物の捕食等を通じて円滑

な物質循環機能を再生し，底棲魚介類を始めとした水産資源を回復する技術である。 

本技術の模式図は図 4-104 のとおりであり、図 4-105 に示す岡山県の水島港内で実証

実験が行われている。実証実験の結果の一例は図 4-106 であり、カキ殻敷設から約 3 ヶ

年が経過しても，試験区では厚さ数十 cm 程度のカキ殻層が形成され，底生生物や魚介類

が対照区よりも多く生息していることが確認された。また，試験区の底質は，対照区のそ

れに比べて酸化還元電位が高く好気的な状態が維持されていたことが確認された。 

この研究は、環境省の環境技術実証事業（平成 24 年度）によるものである。これらの

出典は環境省 HP（https://www.env.go.jp/policy/etv/field/f03/p3.html）である。 

 

図 4-104 貝殻による生物生息環境改善技術の概要 
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図 4-105 実証実験実施場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-106 試験区内･試験区外周･試験区周囲及び対照区内における魚介類の種数と個体数の推移 
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(7) 技術開発に関する支援制度 

環境省では、図 4-107 に示す「環境技術実証事業」、国土交通省では図 4-108 に示す「建

設技術研究開発助成制度」の支援制度がある。毎年、研究機関や民間会社がこの支援制度を

活用し、国からの支援を受けて技術の開発・普及等を取り組んでいる。 

これらの出典は、環境省 HP（https://www.env.go.jp/policy/etv/）および国土交通省 HP

（http://www.mlit.go.jp/tec/gijutu/kaihatu/josei.html）である。 

 

 

図 4-107 環境技術実証事業（環境省） 

 

 

図 4-108 建設技術研究開発助成制度（国土交通省） 
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4.6 アピールエリアでの環境改善状況の整理 

4.6.1 評価の目的 

伊勢湾全体として見た場合に再生の効果が見えづらいこと、伊勢湾流域圏の再生のイメージは

それぞれの地域の特性に応じてさまざまな姿があることを踏まえ、アピールエリアを設定し、そ

れぞれのアピールエリアで施策等の実施により、それぞれの地域の再生イメージに向かって改善

している状況がみられるか確認することを目的にアピールエリアでの環境改善状況の整理を行

う。 

 

4.6.2 アピールエリアの設定 

伊勢湾再生の姿を代表する地域として、市民が注目する場であり、施策等が実施する場である

7 つのアピールエリアを図 4-109、図 4-110 のように設定した。 

また、表 4-23に示すように、それぞれのアピールエリアにおける改善イメージを整理のうえ、

改善効果が身近に体感・実感できるモニタリング内容を設定した。 
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図 4-109 アピールエリアの設定の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-110 アピールエリア（7 地域） 

 

アピールエリアの地域設定 

①市民の注目の場 

②施策が実施されている地域（効果が確認できる地域） 

アピールエリアでの改善イメージとそのモニタリング方法 
 ①伊勢湾全体目標と関連する項目 
 ②市民の関心があり、実感できる項目 
 ③モニタリング可能な項目

７７  干干潟潟ととママリリーーナナ利利用用がが共共存存すするる三三河河湾湾をを

代代表表すするる観観光光ススポポッットト  蒲蒲郡郡・・豊豊川川地地区区  

１１  リリアアスス式式海海岸岸をを有有すするる伊伊勢勢湾湾をを代代表表

すするる自自然然景景勝勝地地  二二見見・・鳥鳥羽羽地地区区  

５５  伊伊勢勢湾湾をを代代表表すするるウウォォーータターーフフ

ロロンントト  名名古古屋屋港港地地区区  

２２  河河口口干干潟潟とと白白砂砂青青松松、、自自然然をを活活

かかししたたレレククリリエエーーシショョンンのの場場  

  雲雲出出川川・・櫛櫛田田川川のの河河口口  

６６  三三河河湾湾最最大大のの干干潟潟ででアアササリリ

のの名名産産地地  一一色色干干潟潟  

３３  大大都都市市近近郊郊のの豊豊かかなな自自然然ににふふれれああええるる

日日本本最最大大のの国国営営公公園園  木木曽曽三三川川河河口口  

４４  伝伝統統ああるる鵜鵜飼飼がが行行わわれれてて

いいるる清清流流  金金華華山山周周辺辺  
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表 4-23 アピールエリアの利用・環境状況および改善イメージ 

アピールエリア アピールエリアの利用・環境状況 改善イメージ 主なモニタリング項目 

二見･鳥羽地区 

鳥羽湾のリアス式海岸を有する伊勢湾を代表する自然景勝
地。豊富な海の幸、豊かな自然景観により観光地として利用さ
れている。 

伊勢湾流域で発生したごみが漂着しやすい場所であり、市民
による清掃活動が盛んに実施されている。 

●快適に散策・眺望を楽しめる美しい海辺 
→伊勢湾内の海岸漂流物が漂着しやすい地域であり、流域および海域の清掃活動によりごみの
ない海辺を確保。 

・伊勢湾流域における清掃活動の実施回数や参加
人数 

・答志島（奈佐の浜）における漂着ごみ量のモニ
タリング 

雲出川･櫛田川 
の河口 

雲出川・櫛田川の河口周辺に広がる干潟、美しい白砂青松の
砂浜海岸による伊勢湾を代表する自然環境・景観を有する地
域。 

沿岸域の豊かな自然と海水浴・潮干狩りなどの自然を生かし
た海岸レクリエーションが盛んに行われている。 

●楽しく快適に海水浴･潮干狩りができるきれいな海 
→海域水質の改善 
→利用者数の増加 
→漁獲量の増加 

・海域の水質 
・利用者数 
・アサリの漁獲量 

●多様な生物が生息する豊かな海辺の再生 
→干潟に飛来する鳥類の数と種類の増加 
→アカウミガメの上陸産卵数の増加 

・鳥類の種類および数
・アカウミガメの上陸産卵数 

木曽三川河口 

木曽三川の下流に位置し、日本最大の国営公園を含めた広大
なオープンスペースと豊かな自然が存在し、人々の利用と自然
とのふれあいを共有する木曽三川（木曽川、長良川、揖斐川）
流域の代表的な地域。 

 

●快適に利用ができる川辺 
→利用者数の増加 
→流域での森林整備、干潟の再生などの取り組みにより、良好な環境の再生及び水質の改善を
図る。 

・利用者数 
・河川の水質 

●豊かな生き物を育む環境の再生 
→下流域での干潟の再生などの取り組みにより、豊かな生物が生息・生育する環境の再生 

・底生生物の出現数 
・鳥類の個体数 

金華山周辺 

金華山や「名水 100 選」に選ばれた清流の長良川などの森と
川に触れ合える場所であるうえ、歴史ある漁法の鵜飼が有名で
あり、歴史が息づく地域である。 

伊勢湾流域にある豊かな森林を上流域にかかえる地域であ
り、積極的な森林整備などによる森・川・海を通じた豊かな生
き物を育む海づくり、下水道などの陸域削減負荷の低減による
河川水質の改善が期待できる場所である。 

●森・川・海を通じた豊かな生き物を育む海づくり 
→森林整備、流域での下水道整備、高度処理施設や農業集落排水の整備などにより、陸域負荷
の低減よる河川水質の改善を図る。 

→人々や NPO と協働した流域内での河川イベントや森林整備等により、「森・川・海のつなが
りのなかで、清流をまもることの大切さ」の意識の醸成。 

 

・河川の水質 
・森林整備面積 
・イベント参加人数 

名古屋港地区 

経済振興等のための干拓・埋立が行われた伊勢湾を代表する
ウォーターフロント。 

名古屋港水族館等のテーマパークや新舞子マリンパークな
ど幅広い用途で人々に観光等に利用されている。 

●賑わいのある魅力的なウォーターフロント 
→緑地整備等により、快適に散策できる水辺づくり。 

・利用者数 
・河川の水質 

●人々が楽しく快適に散策･眺望できる海辺 
→河川からの汚濁負荷量の低減により、海域の水質改善を図る。 

・海域の水質 

一色干潟 

三河湾で最大の広大な干潟を有し、日本有数のアサリ漁獲量
を誇るアサリの名産地。広大な干潟・浅場には豊かな生き物が
存在し、アサリやノリなどの漁業が盛んに行われている。 

●豊かな生き物を育む干潟・浅場の再生 
→干潟･浅場の再生等の自然浄化能力の向上により、貝類等の生息環境および潮干狩り等の利用
に快適な水質の確保。 

→漁獲量の増加 
→干潟に飛来する鳥類の増加 

・海域の水質 
・アサリの漁獲量 
・鳥類の種類および数 

蒲郡･豊川地区 

竹島、温泉地、ラグーナ蒲郡などのレクリエーション施設が
多数存在する三河湾を代表する海辺の観光地域。 

干潟による自然環境と海辺の散策等の利用が共存している。 

●多様な生き物を育む河口干潟の再生 
→深掘跡の埋め戻し、覆砂による底生生物、貝類等の生息環境の確保 
→干潟に飛来する鳥類の増加 

・海域の水質 
・鳥類の種類および数 

●マリーナ利用や潮干狩り、散策が快適に楽しめる海辺 
→利用者数の増加 

・利用者数 
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4.6.3 評価結果 

アピールエリアで確認された主な環境改善状況を表 4-24 に示す。 

なお、それぞれのアピールエリアにおける利用・環境状況および改善状況を整理した個表を次

項以降に示す。 

表 4-24 アピールエリアで確認された主な環境改善状況 

No. アピール 
エリア アピールエリアで確認された主な環境改善状況 

１ 二見・ 
鳥羽地区 

◎伊勢湾流域圏での清掃活動の参加人数、実施回数は着実な増加がみられる。 
△答志島で海岸漂着物のモニタリングは、2007年度(平成 19年度)から実施しているものの、

現時点ではモニタリングの回数がまだ十分ではないが、漂着ごみの量は、年ごとに変動が

見られる。 

２ 
雲出川・ 
櫛田川 
の河口 

◎長期的に見ると、下水道整備等に伴い、河川水質 BOD の改善が確認できた地点がある。

○海域水質(COD、透明度)にも緩やかな改善傾向が認められる。 
○砂浜造成により、2010 年(平成 22 年)には過去 15 年間で最大のアカウミガメ産卵数が確

認できた。 
○砂浜造成により、雲出川･櫛田川河口の鳥類飛来数が増加傾向となっている。 

３ 木曽三川 
河口 

○木曽三川河口での干潟造成により、底生生物が近年増加している状況が確認された。 
◎長期的に見ると、下水道整備等に伴い、河川水質 BOD の改善が確認できた地点がある。

○木曽三川公園の利用者数は、増加傾向にある。 

４ 金華山 
周辺 

◎長期的に見ると、下水道整備等に伴い、河川水質 BOD の改善が確認できた地点がある。

○健全な森林を保つため、伊勢湾流域内で毎年一定量の森林整備が着実に実施しているもの

の、伊勢湾流域全体での森林面積は横ばい傾向にある。 

５ 名古屋港 
地区 

◎長期的に見ると、下水道整備等に伴い、多くの地点で河川水質 BOD の改善が確認された。

○海域水質 T-N、T-P に緩やかな低減傾向が認められる地点がある。 
△港湾緑地の整備、清掃活動等により、人々が快適に利用できる環境の確保に取り組んでい

る。現時点では利用者数に明確な増加傾向はみられない。 

６ 一色干潟 

◎長期的に見ると、下水道整備等に伴い、多くの地点で河川水質 BOD の改善が確認された。

△海域水質は改善傾向の地点もみられるが、COD、T-N、T-P は概ね横ばい傾向である。 
△近年、鳥類出現数は横ばいもしくは緩やかな増加となっている。 
○近年、干潟･浅場･砂浜の造成等により、アサリの漁獲量の増加傾向がみられる。 

７ 蒲郡・ 
豊川地区 

◎長期的に見ると、下水道整備等に伴い、多くの地点で河川水質 BOD の改善が確認された。

○海域水質 T-N、T-P に緩やかな低減傾向が認められる地点がある。 
△アサリ漁獲量は明確な回復傾向は認められない。 
△ボートパークや緑地公園の整備等により、快適な利用環境の確保に取り組んでいる。年に

よって変動がみられ、現時点では明確な利用者数の増加はみられない 

 

 

◎：改善している、○：改善の兆しが確認される、△：変化がみられない、×：悪化している
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アアピピーールルエエリリアア 11  二二見見・・鳥鳥羽羽地地区区  

◆アピールポイント 

リリアアスス式式海海岸岸をを有有すするる伊伊勢勢湾湾をを代代表表すするる自自然然景景勝勝地地  

全域図 利用・環境条件 

 

 

アピールエリアの周辺環境と主な施策 

 

 

 

 

 

三重県の海岸漂着物の分布状況 海岸美化ボランティア活動 

 

 

 

改善イメージ モニタリング方法 全体目標との関連性 

●快適に散策・眺望を楽しめる

美しい海辺 
 →陸域及び海域の清掃活動

によりごみのない海辺。 
 

●清掃活動の施策量 
→答志島(奈佐の浜)における海岸漂着物の量を

把握 
→伊勢湾流域で発生した漂着物は、答志島に漂着

しやすいため、流域全体での清掃活動の参加人

数やごみ回収量で把握する。 

●ごみのない美しい海辺

の保全により、「人々が

海と楽しく安全にふれ

あえる」うえ、「多様な

生物が生息･生育」する

海辺の保全･再生に寄

与する。 

 

領

域 

施策 

No. 
流域及び周辺で実施している主な施策 施策内容 

陸

域 

M-10-1 ・伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦 

（継続、伊勢湾流域の全域、三重県環境生活部） 
・清掃活動 

海

域 

M-43 ・海岸漂着物対策の推進 

（三重県沿岸、継続、三重県沿岸、三重県環境生活部） 
・海岸漂着物回収 

M-45 
・三重県における海岸漂着物対策の推進 

（三重県沿岸、継続、三重県沿岸、三重県環境生活部） 

・海岸漂着物回収 

・海岸漂着物モニタリング 

・海岸漂着物に関する情報提供・啓発

C-19 ・海洋環境整備事業（継続、伊勢湾全域、中部地整港湾空港部） ・海洋環境整備船によるごみ回収 

※「施策 No.」は、伊勢湾再生行動計画に示されている番号と対応している。 

※施策位置は代表的な位置をプロットしている。また、全域や地上の範囲外で実施している施策は地図上にプロットされていない場合がある。 

（当地域では、漂着物に関する施策を記載している。） 

 

  清掃により、ごみのな

い美しい海域を確保 

答志島は海岸

漂着物が漂着

しやすい 

利用 自然環境

伊勢志摩国立公園に指定 

湾口付近のリアス式海岸に

よる良好な自然景観 

海水浴、クルーズ船等による 

レクリエーション利用 

藻場の分布による 

多様な自然・生物環境 

盛んな漁業による豊富な海の幸 

出典：三重県 出典：三重県
ササンンシシャャイインンビビーーチチ  

答答志志島島  

イイルルカカ島島  

夫夫婦婦岩岩  

ミミキキモモトト真真珠珠島島  

鳥鳥羽羽水水族族館館  

志志摩摩ススペペイインン村村  

アアピピーールルエエリリアア  

モモニニタタリリンンググポポイインントト  
((答答志志島島((奈奈佐佐のの浜浜))のの漂漂着着物物量量))  

森森林林整整備備  

・ 伊勢湾流域全域の国有林、三重県全域の森林において、多数の森林整備の施策が実施している。（詳細に個々の地域を特定する

のは困難なため、概ねの範囲を‐‐‐で図示している） 

・ クリーンアップ大作戦(M-10-1)は伊勢湾流域の全域、海岸漂着物対策(M-43)は三重県沿岸の全域、海洋環境整備船によるごみ回

収（C-19）は港湾区域・漁港区域を除く一般海域の広範囲で実施しているため、図にプロットしていない。 

・ モニタリングポイントは、代表地点を図示しているため、複数地点でモニタリングしている場合などは、必ずしもモニタリングポイントと

一致しない場合がある。 

二二見見シシーーパパララダダイイスス  

CC--11 森森林林整整備備（（国国有有林林全全域域））  

MM--33 森森林林整整備備（（三三重重県県全全域域））  

伊伊勢勢神神宮宮((内内宮宮))  

おおははららいい町町  

伊伊勢勢神神宮宮((外外宮宮))  

奈奈佐佐のの浜浜  

：調査地点 

：モニタリングポイント 
：陸域の施策 
：海域の施策 
：人々が水辺とふれ合える場 
：人々が観光･レジャー等を楽しめる場 
：全域で実施している森林整備の概略範囲 
：流域範囲(一級河川) 
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◆現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取り組み 

森 川 海 人 

－ － ●海岸漂着物対策の

推進 (伊勢湾の全

沿岸) 
●海洋環境整備船に

よるごみ回収 (伊
勢湾の全海域) 

●清掃活動 (伊勢湾

流域全域) 

 

◆施策効果のモニタリング地点 
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：海岸漂着物のモニタリング地点 
：流域範囲(一級河川) 

◆過去から現在までの変化 

◆施策の実施状況 

年度

時期によって変動がみられる。継続的な
モニタリングを実施し、漂着ごみの量の
推移を把握する。 
(2007 年度からモニタリングを開始) 

「奈佐の浜」の
漂着ごみ量の
モニタリング
結果

伊勢湾流
域におけ
る清掃活
動の実施
回数 

「奈佐の浜」
の清掃前後
の写真 

【清掃前】 【清掃中】 【清掃後】 

伊勢湾流
域におけ
る清掃活
動の参加
人数 

【海岸漂着物の分布】

奈佐の浜は海
岸漂着物が集
積しやすい 

年度

年度

流域全体での清
掃活動実施回数
が増加傾向 

流域全体での清掃活動
参加延べ人数が増加傾
向。また、2009、2010
は特に参加が多い。 

多数のごみが漂着 清掃後の美しい奈佐の浜 

◆データから見る環境の変化 

海海岸岸漂漂着着物物ののモモニニタタリリンンググ：：  
答答志志島島((奈奈佐佐のの浜浜))  

  

  

アアピピーールルエエリリアア  

全全体体図図  

◎清掃活動の実施回数が年々増加傾向にあり、着実に清掃活動が実施されている。 

○近年清掃活動に約 50 万人もの人々が参加している。 

△伊勢湾流域圏における海岸漂着物対策（回収･処理、発生抑制）の実施効果を確認、検

証するため、伊勢湾流域のごみが漂着しやすい答志島（奈佐の浜）で海岸漂着物のモ

ニタリングを実施している。現時点ではモニタリング回数がまだ十分ではないが、漂

着ごみの量は、年ごとに変動が見られる。 

出典：三重県

出典：三重県

出典：各機関

出典：各機関

伊勢湾再生行動計画期間内の施策を示した(行動計画以前も実施している) 

伊勢湾再生行動計画期間内の施策を示した(行動計画以前も実施している) 

伊勢湾流域を発生源とする流下ごみは年間
１万 t を超え、そのうち数千 t の漂着ごみ
が答志島に漂着すると言われている 

◎：改善している、○：改善の兆しが確認される、△：変化がみられない、×：悪化している 
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三重県海岸漂着物対策推進計画を策定(2012.3)

伊勢湾再生行動計画策定(2007.3～)

奈佐の浜で海岸漂着物のモニタリング開始(2007～)

水質総量削減開始(1980)

鳥羽、志摩沿岸で魚大量死(1972)

伊勢湾口で船舶衝突による原油流出(1972)

環境基本法制定(1993) 
第 5 次水質総量削減基本方針策定
(T-N,T-P を指定項目に追加)(2001) 水質汚濁防止法制定(1970)

愛知県海岸漂着物対策推進地域計画(2011.9)
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アアピピーールルエエリリアア２２  雲雲出出川川・・櫛櫛田田川川のの河河口口  

◆アピールポイント 

河河口口干干潟潟とと白白砂砂青青松松にによよるる伊伊勢勢湾湾をを代代表表すするる自自然然環環境境・・景景観観  

全域図 利用・環境条件 

 

 

アピールエリアの周辺環境と主な施策 

 

 

 

 

 

 

白砂青松の海岸（津松阪港海岸） 

干潟･浅場の再生(松阪港沖)、アマモ場の再生(二見町沖) 

  

 
改善イメージ モニタリング方法 全体目標との関連性

●楽しく快適に海水浴･潮干
狩りができるきれいな海 

 →海域水質の改善 
 →利用者数の増加 
 →漁獲量の増加 
 

●海域の水質
 →海域の公共用水域水質調査地点での

水質（底層 DO,透明度,COD 等）を把
握。 

●利用者数 
 →三重県の観光統計データから「津の

海」の利用者数を把握。 
●アサリの漁獲量 
 →三重県の統計データから、アサリの漁

獲量を把握 
 

●アピールエリアでの水質改善
が、伊勢湾全体での環境基準の
達成、底層 DO、透明度等の改善
に寄与する。 

●潮干狩りの対象種であるアサリ
の増加、水質の改善等に伴う利
用者数の増加は、「活力ある伊勢
湾の再生」につながる。 

●アサリの漁獲量増加は、アサリ
の生息に必要な底層 DO が改善
した 1 つの結果として評価でき
る。 

●多様な生物が生息する豊か
な海辺の再生 

 →干潟に飛来する鳥類の数
と種類の増加 

 →アカウミガメの上陸産卵
数の増加 

●鳥類の飛来数
 →雲出川・櫛田川の河口干潟で計測され

ている鳥類の種類及び数を把握 
●アカウミガメの上陸産卵数 
 →伊勢志摩野生生物研究会、三重河川国

道事務所で把握している、伊勢湾西南
海岸でのアカウミガメ上陸産卵数を
把握 

●干潟･浅場、藻場、砂浜の保全・
造成による生物種と量の増加
は、伊勢湾での「多様な生物が
生息･生育」に寄与する。 

 
領

域 
施策 
No. 

流域及び周辺で実施している主な施策 施策内容 

陸

域 

C-1 ・国有林の保全整備（継続、国有林全域、近畿中国森林管理局） ・森林整備 
M-3 ・森林環境造成事業（継続、三重県全域、三重県農林水産部） ・森林整備 
M-6 ・下水道整備（継続、流域市町、三重県 県土整備部） ・下水道整備区域の拡大 
M-8 ・高度処理施設の導入（継続、雲出川左岸処理区・松阪処理区・宮川処理

区、三重県 県土整備部） 
・高度処理施設の整備 

M-9 ・農業集落排水事業（継続、玉城町、三重県農林水産部） ・農業集落排水施設整備 

海

域 

M-21 
・水域環境保全創造事業（継続、松阪港沖・二見町沖、三重県農林水産部） 

・干潟･浅場の再生(松阪港沖) 
・アマモ場の再生(二見町沖) 

C-16 ・人工海浜（継続、伊勢湾西南海岸、中部地整河川部） ・砂浜の造成（養浜） 
C-17 ・高潮対策事業（継続、津松阪港海岸、中部地整港湾空港部） ・安全で快適な堤防整備 

※「施策 No.」は、伊勢湾再生行動計画に示されている番号と対応している。 

※施策位置は代表的な位置をプロットしている。また、全域や地上の範囲外で実施している施策は地図上にプロットされていない場合がある。 

干潟･浅場再生箇所 
(松阪港沖) 

アマモ場の再生 
(二見町沖) 

利用 自然環境

雲出川・櫛田川の 

河口周辺に広がる干潟

盛んな海水浴・潮干狩り等の 

レクリエーション利用 

ノリ養殖などの 

盛んな漁業活動 

白砂青松の砂浜海岸 

御御殿殿場場海海岸岸  

香香良良洲洲海海岸岸  

夫夫婦婦岩岩  

二二見見シシーーパパララダダイイスス  

アアピピーールルエエリリアア 

松松名名瀬瀬海海水水浴浴場場  MM--99  
CC--1166 砂砂浜浜のの造造成成（（養養浜浜））

モモニニタタリリンンググポポイインントト
((海海域域のの水水質質 SStt..11,,22,,33,,99 等等、、利利用用者者数数、、

アアササリリ漁漁獲獲量量,,鳥鳥類類のの飛飛来来数数、、ウウミミガガ

メメのの上上陸陸産産卵卵数数))  

農農業業集集落落排排水水施施設設整整備備  

MM--88 高高度度処処理理施施設設のの導導入入  
（（雲雲出出川川左左岸岸浄浄化化セセンンタターー））  

CC--11 森森林林整整備備（（国国有有林林全全域域））  

MM--33 森森林林整整備備（（三三重重県県全全域域））  

・ 伊勢湾流域全域の国有林、三重県全域の森林において、多数の森林整備の施策を実施している。（詳細に個々の地域を特定するの

は困難なため、概ねの範囲を‐‐‐で図示している） 

・ 下水道整備(M-6)は伊勢湾流域の全域で実施しているため、図にプロットしていない。 

・ 津の海(約 13km の海岸)での利用者数、西南海岸でのウミガメ上陸産卵数のモニタリング項目は、範囲が広いため、代表的な地点にモ

ニタリングポイントを図示している。 

・ 鳥類の飛来数は、雲出川、櫛田川の河口の複数地点でモニタリングされているため、代表的な地点にモニタリングポイントを図示して

いる。 

MM--2211  干干潟潟･･浅浅場場のの再再生生  

櫛櫛田田川川河河口口干干潟潟  

出典:三重河川国道事務所 HP 

MM--88 高高度度処処理理施施設設のの導導入入  
（（松松阪阪浄浄化化セセンンタターー））  

MM--88 高高度度処処理理施施設設のの導導入入  
（（宮宮川川浄浄化化セセンンタターー）） 

伊伊勢勢神神宮宮((内内宮宮))  

おおははららいい町町  

伊伊勢勢神神宮宮((外外宮宮))  

河河口口干干潟潟  潮潮干干狩狩・・オオーートトキキャャンンププ  

アアカカウウミミガガメメ産産卵卵場場  

二二見見町町  

CC--1177 安安全全でで快快適適なな堤堤防防整整備備（（津津松松阪阪港港））  

浅海域での生物多様性、
自然浄化能力の再生の
ための、干潟･浅場やア
マモ場の再生を実施

養浜により、海浜利
用や白砂青松の良
好な景観を確保 

出典：三重県河川国道事務所 出典：三重県 

：モニタリングポイント 
：陸域の施策 
：海域の施策 
：人々が水辺とふれ合える場 
：人々が観光･レジャー等を楽しめる場 
：全域で実施している森林整備の概略範囲 
：流域範囲(一級河川) 
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◆現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取り組み 

森 川 海 人 

●森林整備(流域上

流の国･三重県の

森林) 

●下水道整備、高度

処理施設の導入、

合流式下水道の

改善、農業集落排

水施設の整備(三
重県) 

●干潟･浅場の造成

(松阪沖、二見町沖) 
●砂浜の造成 (伊勢

湾西南海岸) 
●海洋環境整備船に

よる浮遊ごみの回

収(伊勢湾内) 

●清掃活動 (伊勢湾

流域全域) 
 

 

◆施策効果のモニタリング地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

下
水
道
処
理
人
口

普
及
率(

％
）

三重県

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

透
明
度

(

m)

ST-1 ST-2 ST-3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

0

20

40

60

80

100

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

出
現
種
数(

種
）

出
現
個
体
数

(

千
個
体
数
/
3
日
間
）

その他

ガン・カモ類

サギ類

シギ・チドリ類

出現種数

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

B
O
D
7
5
%
値

(

m
g
/
L
）

昭和橋(金剛川)

荒木橋(阪内川)

雲出橋(雲出川)

櫛田橋(櫛田川)

8.9

0

5

10

15

20

25

30

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

ウ
ミ
ガ
メ
上
陸
産
卵
数

（
上
陸
・
産
卵
数
）

上陸産卵 上陸のみ

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

砂
浜
養
浜
土
量

(

千
㎥
）

浅
場
･

干
潟
の

再
生
面
積(

h
a
）

浅場・干潟 砂浜
砂浜の造成は2010～2012年も実施されている。

2010年：276m、2011：280m、2012：810m（造成延長）
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ウウミミガガメメ上上陸陸産産卵卵：：  

伊伊勢勢湾湾西西南南海海岸岸  

  

  

海海域域水水質質：：SSTT--11  

海海域域水水質質：：SSTT--22  

海海域域水水質質：：SSTT--33  

鳥鳥類類のの飛飛来来数数：：((雲雲出出川川・・櫛櫛田田川川のの河河口口)) 

アアピピーールルエエリリアア 

河河川川水水質質：：雲雲出出橋橋（（雲雲出出川川）） 

河河川川水水質質：：櫛櫛田田橋橋（（櫛櫛田田川川））  

河河川川水水質質：：荒荒木木橋橋（（阪阪内内川川）） 

河河川川水水質質：：昭昭和和橋橋（（金金剛剛川川））  

全全体体図図  

：水質のモニタリング地点 
：利用者数のモニタリング地点 
：生物のモニタリング地点 
：流域範囲(一級河川) 

◎水質総量削減(1980 年(昭和 55 年))、下水道整備等により、陸域からの負荷量が低

減した。1990 年代頃から特に二級河川において河川水質(BOD)が顕著に改善して

いる地点が多くみられる。 

○海域水質(COD、透明度)にも緩やかな改善傾向が認められる。 

○干潟･浅場･砂浜の造成により、生物の生息場が拡大した。2010 年(平成 22 年)に過

去 15 年間で最大のウミガメ産卵数が確認された。 

○雲出川･櫛田川河口の鳥類飛来数が増加傾向となっている。 

◆過去から現在までの変化 

◆施策の実施状況 

◆データから見る環境の変化 

主
な
取
り
組
み 

社
会
情
勢
等 

鳥類の出現数
(雲出川･櫛田
川の河口) 

海域水質
(COD75%値)

河川水質
(BOD75%値)

一級河川(雲出川、櫛田川)は、良好な水質を維持している。
二級河川は(混合側、阪内川)、水質が昔と比較して顕著に改善している。

海域の COD は、緩やかな改善傾向 

鳥類の出現個体数、出現種ともに顕著
な増加。干潟造成による効果の可能性 

出現種(右軸) 

出現個体数(左軸) 

ウミガメの
上陸・産卵数

(西南海岸)

2010 年は、過去 15 年間で最多の産卵数。
養浜による効果の可能性。 

上陸のみ

上陸産卵

海域水質
(透明度) 

河川水質の顕著な改善がみられた 1994 年頃から 2012 年頃まで海
域の透明度も改善傾向であったが、近年は透明度が低下している。

干潟･浅場の
造成 

（松阪港沖）
砂浜の造成
（西南海岸）

下水道処理
人口普及率

砂浜の造成 
(右軸) 

干潟･浅場の造成
(左軸) 

これまで着実に整備が進んで
おり、特に 1994 年頃から顕
著に整備率が向上 

砂砂浜浜のの造造成成  

造成箇所(松阪港沖)

干干潟潟･･浅浅場場のの造造成成  

出典：三重県、三重河川国道事務所 

出典：三重県 

出典：岐阜県、愛知県

◎：改善している、○：改善の兆しが確認される、△：変化がみられない、×：悪化している 
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出典：三重河川国道事務所 志摩半島野生動物研究会 三重いきものだより
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出典：公共用水域水質測定結果

出典：公共用水域水質測定結果

出典：公共用水域水質測定結果

※2013 年以降は櫛田川河口のみで調査 

1970 1980 1990 2000 2010

伊勢湾再生行動計画策定(2007.3～)

水質総量削減開始(1980) 環境基本法制定(1993) 
第 5 次水質総量削減基本方針策定
(T-N,T-P を指定項目に追加)(2001) 水質汚濁防止法制定(1970)

松阪沿岸で魚 5 万匹大量死(1970)

櫛田川の水銀汚染を環境省が指摘(1973)

伊勢湾･三河湾沿岸で大規模赤潮発生(1975)

松坂沖での干潟･浅場造成、二見沖でのアマモ場造成(2007～)

西南海岸での砂浜造成(1997～)
櫛田川自然再生検討会(2011～)
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アアピピーールルエエリリアア３３  木木曽曽三三川川河河口口  

◆アピールポイント 

木木曽曽三三川川流流域域のの豊豊かかなな自自然然環環境境、、大大都都市市近近郊郊のの人人々々のの憩憩いいのの場場  

全域図 利用・環境条件 

 

 

アピールエリアの周辺環境と主な施策 

 

 

 

 

人々と協働の森林整備 干潟の再生 

  

 
改善イメージ モニタリング方法 全体目標との関連性

●快適に利用ができる川辺
 →利用者数の増加 
 →流域での森林整備、干潟の再生な

どの取り組みにより、良好な環境
の再生及び水質の改善を図る。 

 

●利用者数 
 →岐阜県の観光統計データから

「千本松原･国営木曽三川公
園」の利用者数を把握。 

●河川の水質 
 →木曽川の近傍の観測地点とし

て、濃尾大橋(木曽川)での水質
観測値を把握。 

●利用者数の増加により、「活力
ある伊勢湾の再生」につなが
る。 

●河川水質の改善により、河川
での環境基準の達成と海域で
の汚濁の抑制(底層 DO や透明
度などの改善)に寄与する。 

●豊かな生き物を育む環境の再生
 →下流域での干潟の再生などの取り

組みにより、豊かな生物が生息す
る環境の再生 

●鳥類の飛来数 
 →木曽三川の河口干潟で計測さ

れているシギ･チドリ類の飛来
数を把握 

●干潟の保全・造成による生物
種と量の増加は、伊勢湾での
「多様な生物が生息･生育」に
寄与する。 

 

領

域

施策 
No. 

流域及び周辺で実施している主な施策 施策内容 

陸

域 

C-1 ・国有林の保全整備（継続、国有林全域、中部森林管理局） ・森林整備 
C-8 ・国営木曽三川公園整備事業（継続、国営木曽三川公園、中部地整建政部） ・公園緑地の整備 
C-11 ・自然再生事業（継続、木曽三川河口、中部地整河川部） ・ヨシ原・干潟の再生 
C-14 ・国営木曽三川公園 船頭平河川公園（継続、国営木曽三川公園、中部地整 建政部） ・植生整備 
C-22 ・森林生態系保全・再生対策事業（継続、金華山国有林、中部森林管理局） ・森林整備 
A-1 ・治山事業（継続、流域市町、愛知県農林水産部） ・森林整備 
A-3 ・下水道整備（継続、流域市町、愛知県建設部） ・下水道整備区域の拡大 
A-5 ・高度処理施設の導入（継続、対象市町、愛知県建設部） ・高度処理施設の整備 
A-6 ・農業集落排水事業（継続、稲沢市などの複数市、愛知県 農林水産部） ・農業集落排水施設の整備 
M-3 ・森林環境造成事業（継続、三重県全域、三重県農林水産部） ・森林整備 
M-10-1 ・伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦 

（継続、伊勢湾流域の全域、三重県環境生活部） 
・清掃活動 

G-1 ・治山事業（継続、岐阜県全域、岐阜県林政部） ・森林整備 
G-2 ・森林整備事業（継続、流域市町、岐阜県林政部） ・森林整備 
G-4 ・企業との協働による森林づくり推進事業（継続、岐阜県内、岐阜県林政部） ・森づくり説明会等を開催 
G-07-1 ・ぎふ森林づくりサポートセンターの運営（継続、岐阜県内、岐阜県林政部） ・森林づくりの情報発信 
G-07-2 ・木の国・山の国県民運動の展開（継続、岐阜県内、岐阜県林政部） ・環境教育イベント等の開催

P-1 ・木曽三川水源造成公社による森林整備（継続、岐阜県全域、木曽三川水源造成公社） ・森林整備 

海

域 

M-45 
・三重県における海岸漂着物対策の推進 
（三重県沿岸、継続、三重県沿岸、三重県環境生活部） 

・海岸漂着物の回収、情報提

供・啓発 
C-19 ・海洋環境整備事業（継続、伊勢湾全域、中部地整港湾空港部） ・海洋環境整備船によるごみ回収 
YP-2 ・環境啓発活動の実施（継続、四日市港海域、四日市港管理組合） ・啓発活動 

※「施策 No.」は、伊勢湾再生行動計画に示されている番号と対応している。 

※施策位置は代表的な位置をプロットしている。また、全域や地上の範囲外で実施している施策は地図上にプロットされていない場合がある。 

利用 自然環境

日本で最も広い国営公園 

木曽三川公園 

木曽川・長良川・揖斐川流域が 

有する豊かな自然環境 

大都市近郊で豊かな自然に触

れられる、人々の憩いの場所 

水域の環境改
善、自然再生
のため、良好
な干潟を再生 

陸域負荷低減
のため、人々と
協働した森林
整備及び啓発
活動の実施 

出典：中部森林管理局 出典：木曽川下流河川事務所

・ 伊勢湾流域全域の国有林、岐阜県・愛知県･三重県全域

の森林において、多数の森林整備の施策を実施してい

る。（詳細に個々の地域を特定するのは困難なため、概ね

の範囲を‐‐‐で図示している） 

・ クリーンアップ大作戦(M-10-1)等の広域でものは、図にプ

ロットしていない。 

・ モニタリングポイントは、代表地点を図示しているため、複

数地点でモニタリングしている場合などは、必ずしもモニタ

リングポイントと一致しない場合がある。 

名名古古屋屋城城  

四四日日市市港港ポポーートトビビルル  

国国営営木木曽曽三三川川公公園園  

名名古古屋屋港港水水族族館館  

名名古古屋屋港港海海づづりり公公園園  

ナナガガシシママススパパーーラランンドド  

アアピピーールルエエリリアア  

CC--2222 森森林林整整備備（（伐伐倒倒処処理理））  

CC--1111  

CC--1111  

CC--1144  

CC--1111  
CC--88  

AA--66 農農業業集集落落排排水水施施設設のの整整備備  

  

  

モモニニタタリリンンググポポイインントト  
((木木曽曽三三川川公公園園付付近近のの水水質質、、

鳥鳥類類のの飛飛来来数数))  

モモニニタタリリンンググポポイインントト  
((木木曽曽三三川川公公園園のの利利用用者者数数))  

ヨヨシシ原原・・干干潟潟のの再再生生  

植植生生整整備備  

公公園園緑緑地地のの整整備備  

CC--11 森森林林整整備備（（国国有有林林全全域域））  

GG--11、、GG--22、、PP--11 森森林林整整備備((岐岐阜阜県県全全域域))  

長長島島干干潟潟  

城城南南干干潟潟  

木木曽曽三三川川公公園園  一一宮宮・・笠笠田田地地区区  

木木曽曽三三川川公公園園  祖祖父父江江地地区区  

高高松松干干潟潟  

：モニタリングポイント 
：陸域の施策 
：海域の施策 
：人々が水辺とふれ合える場 
：人々が観光･レジャー等を楽しめる場 
：全域で実施している森林整備の概略範囲 
：流域範囲(一級河川) 
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◆現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆主な取り組み 

森 川 海 人 

●森林整備(流域上

流の国･愛知県・

三重県・岐阜県の

森林) 

●下水道整備、高度処理施

設の導入、合流式下水道

の改善、農業集落排水施

設の整備(愛知県・三重

県・岐阜県) 
●ヨシ原・干潟の再生(木
曽三川の河口) 

― ●清掃活動(伊勢湾

流域全域) 

 

◆施策効果のモニタリング地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アアピピーールルエエリリアア４４  金金華華山山周周辺辺  
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鳥鳥類類のの飛飛来来数数：：鍋鍋田田  

鳥鳥類類のの飛飛来来数数：：木木曽曽川川葛葛木木  

河河川川水水質質：：横横満満蔵蔵（（木木曽曽川川））  

利利用用者者数数：：千千本本松松原原･･国国営営木木曽曽三三川川公公園園  

利利用用者者数数：：  

木木曽曽三三戦戦公公園園 113388 タタワワーーパパーークク  

底底生生生生物物のの個個体体数数((長長島島干干潟潟、、城城南南干干潟潟))  

アアピピーールルエエリリアア  

河河川川水水質質：：朝朝明明大大橋橋（（朝朝明明川川）） 

河河川川水水質質：：伊伊勢勢大大橋橋（（揖揖斐斐川川）） 

河河川川水水質質：：伊伊勢勢大大橋橋（（長長良良川川）） 

河河川川水水質質：：上上之之郷郷（（多多度度川川）） 

河河川川水水質質：：肱肱江江橋橋（（肱肱江江川川）） 

：河川水質のモニタリング地点 
：利用者数のモニタリング地点 
：生物のモニタリング地点 
：流域範囲(一級河川) 

全全体体図図  

○木曽三川河口付近でのヨシ原、砂州、干潟の再生により、実施直後の 1994 年(平成 6
年)と比べると、底生生物の増加が確認された。 

◎水質総量削減(1980 年(昭和 55 年))、下水道整備等により、陸域からの負荷量が低減し

た。地点によっては、1970 年代から河川水質(BOD)が顕著に改善している。中でも、

二級河川での水質改善が顕著である。 
◎底生生物は、干潟再生により出現数が増加している。 
○鳥類は 1985 年頃まで出現数が大きく減少したが、近年はチドリ（鍋田）が増加する等、

改善の兆しが確認されている。 
○木曽三川公園の利用者数は増加傾向にある。利用者数は、さまざまな要因が関連して

おり施策だけの効果ではないが、活力ある伊勢湾の状況把握のため今後もモニタリン

グを継続して行う。 

一級河川の
河川水質 

(BOD75%値)

鳥類の
出現数 

出典：木曽川下流河川事務所

利用者 

底生生物の
出現数 

二級河川の
河川水質 

(BOD75%値)

二級河川は経年的に
河川水質が改善傾向

一級河川は 1990 年頃まで経年的に
河川水質が改善傾向。以降は良好な
水準で横ばい。 

近年の鳥類出現数はチドリ（鍋田）が増加傾
向で、シギ（鍋田）が減少傾向、その他は出
現数が少ない、もしくは出現していない。1985 年頃まで減少傾向 

出出典典：：木木曽曽川川下下流流河河川川事事務務所所  

1994～2005 年も施策を実施 

◆過去から現在までの変化 

◆施策の実施状況 

◆データから見る環境の変化 

主
な
取
り
組
み 

社
会
情
勢
等 

出典：愛知県、岐阜県、三重県

出典：公共用水域水質測定結果

出典：公共用水域水質測定結果

出典：愛知県

以前よりも増加が
みられる。 

◎：改善している、○：改善の兆しが確認される、△：変化がみられない、×：悪化している 
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(T-N,T-P を指定項目に追加)(2001) 水質汚濁防止法制定(1970)

伊勢湾･三河湾沿岸で大規模赤潮発生(1975)

木曽下流における自然再生事業によるヨシ原・砂州・干潟の再生(1994～)

木曽三川下流域自然再生検討会(2009～)

出典：岐阜県、愛知県

出典：中部地方整備局
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◆アピールポイント４ 金華山周辺 

伝伝統統ああるる鵜鵜飼飼がが行行わわれれてていいるる清清流流  金金華華山山周周辺辺  

全域図 利用・環境条件 

 

 

アピールエリアの周辺環境と主な施策 

 

 

 

企業との協働による森林づくり 豊かな海づくり大会（天皇皇后両陛下の御放流） 

  

 
改善イメージ モニタリング方法 全体目標との関連性

●森・川・海を通じた豊かな生き物を育む
海づくり 

 →森林整備、流域での下水道整備、高度
処理施設や農業集落排水の整備などに
より、陸域負荷の低減よる河川水質の
改善を図る。 

 →人々や NPO と協働した流域内での河
川イベントや森林整備等により、「森・
川・海のつながりのなかで、清流をま
もることの大切さ」の意識の醸成。 

 

●河川の水質 
 →長良川の近傍の観測地点

として、藍川橋等での水質観
測値を把握。 

●イベント参加人数 
 →清掃活動等のイベントの

参加人数を把握 
●森林整備面積 
 →森林整備面積の施策量を

把握。 
 

●河川水質の改善により、河川
での環境基準の達成と海域で
の汚濁の抑制(底層 DO や透
明度などの改善)に寄与する。 

●清掃活動等のイベント参加人
数の増加は、ごみの少ない海
辺の創出に寄与する。 

 
領

域 
施策 
No. 

流域及び周辺で実施している主な施策 施策内容 

陸

域 

C-1 ・国有林の保全整備（継続、国有林全域、中部森林管理局） ・森林整備 
C-2 ・ふれあいの森制度（継続、小川入国有林、中部森林管理局） ・森林整備 
C-3 ・ふれあいの森制度（継続、神崎国有林、中部森林管理局） ・森林整備 
C-6 ・緑の回廊（継続、越美山地、中部森林管理局） ・緑の回廊の整備 
C-21 ・木曽川・森林づくり in 赤沢（継続、赤沢自然休養林、中部森林管理局） ・森林整備 
C-22 ・森林生態系保全・再生対策事業（継続、金華山国有林、中部森林管理局） ・森林整備 
－ ・第 30 回全国豊かな海づくり大会～ぎふ長良川大会～ 

（平成 22 年度終了、岐阜市・関市、岐阜県農政部） 
・豊かな海づくり大会 

A-3 ・下水道整備（継続、流域市町、愛知県建設部） ・下水道整備区域の拡大 
G-1 ・治山事業（継続、岐阜県全域、岐阜県林政部） ・森林整備 
G-2 ・森林整備事業（継続、流域市町、岐阜県林政部） ・森林整備 
G-4 ・企業との協働による森林づくり推進事業（継続、岐阜県内、岐阜県林政部） ・森づくり説明会等を開催 
G-5 ・下水道整備（継続、流域市町、岐阜県都市建築部） ・下水道整備区域の拡大 
G-7 ・高度処理施設の導入（継続、流域市町、岐阜県都市建築部） ・高度処理施設の整備 
G-8 ・農業集落排水事業（継続、岐阜県内の複数市、岐阜県農政部） ・農業集落排水の整備 
G-07-1 ・ぎふ森林づくりサポートセンターの運営（継続、岐阜県内、岐阜県林政部） ・森林づくりの情報発信 
G-07-2 ・木の国・山の国県民運動の展開（継続、岐阜県内、岐阜県林政部） ・環境教育イベント等の開催 
P-1 ・木曽三川水源造成公社による森林整備（継続、岐阜県全域、木曽三川水源

造成公社） 
・森林整備 

M-10-1 ・伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦 
（継続、伊勢湾流域の全域、三重県環境生活部） 

・清掃活動 

※「施策 No.」は、伊勢湾再生行動計画に示されている番号と対応している。 

※施策位置は代表的な位置をプロットしている。また、全域や地上の範囲外で実施している施策は地図上にプロットされていない場合がある。 

利用 自然環境

名水 100 選に選ば

れた清流 

歴史文化遺産である岐阜城、伝統

ある鵜飼など歴史が息づく地区 

長良川での川辺利用、金華

山の登山などのレクリエー

ション利用 

森川海を通じた豊かな海
づくりへの意識向上 

企業と協働による
森林づくり 

ナナガガシシママススパパーーラランンドド  

国国営営木木曽曽三三川川公公園園  

名名古古屋屋港港水水族族館館  

東東山山動動植植物物園園  

名名古古屋屋城城  

博博物物館館明明治治村村  

郡郡上上八八幡幡  

CC--2222  

GG--88  

CC--33  

アアピピーールルエエリリアア 

モモニニタタリリンンググポポイインントト  

((森森林林整整備備面面積積、、イイベベンントト参参加加人人数数))  

森森林林整整備備  

農農業業集集落落排排水水のの整整備備  

森森林林整整備備（（伐伐倒倒処処理理））  

・ 伊勢湾流域全域の国有林、岐阜県・愛知県全域の森林において、多数の森林整備の施策を実施している。（詳細に個々の

地域を特定するのは困難なため、概ねの範囲を‐‐‐で図示している） 

・ クリーンアップ大作戦(M-10-1)等の広域で実施しているものは、図にプロットしていない。 

・ 森林整備やイベント参加人数のモニタリングは、複数地点で実施しているため、代表地点をモニタリングポイントとして図示

している。 

豊豊かかなな海海づづくくりり大大会会  

豊豊かかなな海海づづくくりり大大会会  

CC--11 森森林林整整備備（（国国有有林林全全域域））  

GG--22 森森林林整整備備（（岐岐阜阜県県全全域域））  

木木曽曽三三川川公公園園  一一宮宮・・笠笠田田地地区区  

木木曽曽三三川川公公園園  祖祖父父江江地地区区  

岐岐阜阜城城・・岐岐阜阜公公園園  
金金華華山山・・岐岐阜阜大大仏仏  

長長良良川川温温泉泉  
長長良良川川花花火火  
長長良良川川鵜鵜飼飼  

GG--88  

出出典典：：岐岐阜阜県県  出出典典：：岐岐阜阜県県  

：モニタリングポイント 
：陸域の施策 
：海域の施策 
：人々が水辺とふれ合える場 
：人々が観光･レジャー等を楽しめる場 
：全域で実施している森林整備の概略範囲 
：流域範囲(一級河川) 
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◆現状 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取り組み 

森 川 海 人 

●森林整備(流域上

流の国･岐阜県の

森林) 

●下水道整備、高度

処理施設の導入、

農業集落排水施設

の整備(岐阜県) 

― ●清掃活動(伊勢湾

流域全域) 

 

◆施策効果のモニタリング地点 
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河河川川水水質質：：鏡鏡島島大大橋橋（（長長良良川川）） 

河河川川水水質質：：長長良良橋橋（（長長良良川川）） 

河河川川水水質質：：藍藍川川橋橋（（長長良良川川））  

河河川川水水質質：：童童子子橋橋（（福福富富川川））  

河河川川水水質質：：桜桜橋橋（（津津保保川川））  

河河川川水水質質：：本本川川合合流流前前（（山山田田川川）） 

河河川川水水質質：：竹竹橋橋（（伊伊自自良良川川））  

全全体体図図 

：河川水質のモニタリング地点 
：流域範囲(一級河川) 

◎水質総量削減(1980 年(昭和 55 年))、下水道整備等により、陸域からの負荷量が低減し

た地点によっては、1980 年代から河川水質(BOD)の改善がみられる。中でも、長良川

支川での水質改善が顕著である。 
○健全な森林を保つため、伊勢湾流域内で毎年一定量の森林整備が着実に実施しているものの、伊

勢湾流域全体での森林面積は横ばい傾向にある。 

◆過去から現在までの変化 

◆施策の実施状況 

◆データから見る環境の変化 

 
森林整備
面積 

長良川 
支川の 
河川水質

(BOD75%)

森林面積

森林整備に
関するイベ
ントの参加

人数 

【【下下刈刈りりのの状状況況】】  【【イイベベンントトのの状状況況】】

出典：農林業センサス

出典：公共用水域水質測定結果

出典：岐阜県

出典：岐阜県

出典：岐阜県 出典：岐阜県 

◎：改善している、○：改善の兆しが確認される、△：変化がみられない、×：悪化している 
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出典：岐阜県
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1970 1980 1990 2000 2010

伊勢湾再生行動計画策定(2007.3～)

水質総量削減開始(1980) 環境基本法制定(1993) 
第 5 次水質総量削減基本方針策定
(T-N,T-P を指定項目に追加)(2001) 水質汚濁防止法制定(1970)

伊勢湾･三河湾沿岸で大規模赤潮発生(1975)

企業との協働による森林づくり推進事業(2007～)

市民ボランティアによる森林づくり「名古屋シティ･フォレスター事業」(1997～)
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本川合流前(山田川)

竹橋(伊自良川)

支川は BOD が高いが、長期的に見
ると改善傾向。近年は横ばい傾向。

長良川本川は BOD が低く水質が良好で、2000 年
頃まで若干の改善傾向の以降は横ばい傾向。 

長良川の
河川水質

(BOD75%)

出典：公共用水域水質測定結果
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アアピピーールルエエリリアア５５  名名古古屋屋港港地地区区  

◆アピールポイント 

盛盛んんなな港港湾湾活活動動ととレレジジャャーー利利用用のの場場  伊伊勢勢湾湾をを代代表表すするるウウォォーータターーフフロロンントト  

全域図 利用・環境条件 

 

 

アピールエリアの周辺環境と主な施策 

 

 

 

 

河道のヘドロ浚渫（堀川） 港湾緑地の整備（中川運河中川口地区） 

  

 
改善イメージ モニタリング方法 全体目標との関連性
●賑わいのある魅力的なウォーター

フロント 
 →緑地整備等により、快適に散策

できる水辺づくり。 
●人々が楽しく快適に散策･眺望で

きる海辺 
 →河川からの汚濁負荷量の低減に

より、海域の水質改善を図る。 
 
 

●利用者数
 →愛知県観光統計データから「名古屋港」、

「名古屋港水族館」、「新舞子マリンパー
ク」等の利用者数を把握。 

●河川の水質 
 →近傍の観測地点として、庄内川(庄内新

川橋)、堀川(港新橋)、新堀川(日の出橋)、
中川運河(東海橋)等の水質観測値を把
握。 

●海域の水質 
 →海域の公共用水域水質調査地点

（N-1,2,M-1,2,3,No.1,2,3 等）での水質
（底層 DO、透明度、COD 等）を把握。 

●利用者数の増加により、
「活力ある伊勢湾の再生」
につながる。 

●河川水質の改善により、河
川での環境基準の達成と
海域での汚濁の抑制(底層
DO や透明度などの改善)
に寄与する。 

●アピールエリアでの水質
改善が、伊勢湾全体での環
境基準の達成、底層 DO、
透明度等の改善に寄与す
る。

 
領域 施策 No. 流域及び周辺で実施している主な施策 施策内容 

陸域 

C-1 ・国有林の保全整備（継続、国有林全域、中部森林管理局） ・森林整備 
C-4 ・法人の森制度「みんなの森」（継続、瀬戸国有林、中部森林管理局） ・森林整備 
－ ・治山事業（継続、流域市町、愛知県農林水産部） ・森林整備 
A-1 ・森林整備事業（継続、流域市町、愛知県農林水産部） ・森林整備 
A-3 ・下水道整備（継続、流域市町、愛知県建設部） ・下水道整備区域の拡大 
A-5 ・高度処理施設の導入（継続、対象市町、愛知県建設部） ・高度処理施設の整備 
A-6 ・農業集落排水事業（継続、豊明市、稲沢市などの複数市、愛知県 農林水産部） ・農業集落排水施設の整備 
G-1 ・治山事業（継続、岐阜県全域、岐阜県林政部） ・森林整備 
G-2 ・森林整備事業（継続、流域市町、岐阜県林政部） ・森林整備 
G-4 ・企業との協働による森林づくり推進事業（継続、岐阜県内、岐阜県林政部） ・森づくり説明会等を開催 
G-07-1 ・ぎふ森林づくりサポートセンターの運営（継続、岐阜県内、岐阜県林政部） ・森林づくりの情報発信 
G-07-2 ・木の国・山の国県民運動の展開（継続、岐阜県内、岐阜県林政部） ・環境教育イベント等の開催

P-1 ・木曽三川水源造成公社による森林整備（継続、岐阜県全域、木曽三川水源造成公社） ・森林整備 
P-2 ・藤前干潟の保全と活用（継続、藤前干潟、環境省中部地方環境事務所） ・啓発活動 
G-5 ・下水道整備（継続、流域市町、岐阜県都市建築部） ・下水道整備区域の拡大 
G-6 ・合流式下水道緊急改善事業（継続、多治見市、岐阜県都市建築部） ・合流式下水道の改善 
N-8 ・清流ルネッサンスⅡ 

（平成 22 終了、堀川･新堀川･中川運河、名古屋市 総務局） 
・浚渫・河道内のごみの除去、

合流式下水道の改善等 
NP-09-1 ・秋季河川大清掃（継続、堀川、新堀川、中川運河、名古屋港管理組合） ・清掃活動 
M-10-1 ・伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦 

（継続、伊勢湾流域の全域、三重県環境生活部） 
・清掃活動 

海域 
NP-1 

・港湾環境整備事業（継続、中川運河地区緑地、名古屋港管理組合） 
・親水プロムナード、芝生広

場、緑地等の整備 
YP-2 ・環境啓発活動の実施（継続、四日市港海域、四日市港管理組合） ・啓発活動 

※「施策 No.」は、伊勢湾再生行動計画に示されている番号と対応している。 

※施策位置は代表的な位置をプロットしている。また、全域や地上の範囲外で実施している施策は地図上にプロットされていない場合がある。 

利用 自然環境

経済振興等のための干拓・埋立 

散策などのレジャー利用 

盛んな港湾利用が行われる、 

伊勢湾を代表する 

ウォーターフロント 

水族館等のテーマパーク 

都市部のため、水質の悪化が懸
念される川底のヘドロを浚渫 快適に散策できる水辺

出典：名古屋市 出典：名古屋市港管理組合

・ 上流域では、伊勢湾流域全域の国有林、愛知

県・岐阜県全域の森林において、多数の森林

整備の施策を実施している。（地図の範囲外の

ため、図示していない） 

・ クリーンアップ大作戦(M-10-1)は伊勢湾流域の

全域の広範囲で実施しているため、図にプロッ

トしていない。 

・ 名古屋港付近の海域水質のモニタリング地点

は数多くあるため、代表地点を図示している。 

四四日日市市港港ポポーートトビビルル  

国国営営木木曽曽三三川川公公園園  

東東山山動動植植物物園園  

名名古古屋屋港港水水族族館館  

名名古古屋屋港港海海づづりり公公園園  

中中部部国国際際空空港港  

ナナガガシシママススパパーーラランンドド  

名名古古屋屋城城  

アアピピーールル  
エエリリアア  

AA--66  

NNPP--0099--11  
NNPP--0099--11  

NNPP--0099--11  
NNPP--11

モモニニタタリリンンググポポイインントト  
((庄庄内内川川((庄庄内内新新川川橋橋))、、堀堀川川((港港新新
橋橋))、、新新堀堀川川((日日のの出出橋橋))、、中中川川運運
河河((東東海海橋橋))等等のの水水質質))  

モモニニタタリリンンググポポイインントト  
((海海域域のの水水質質 NN--11,,22MM--11,,2233,,NNOO11～～77 等等))  

農農業業集集落落排排水水施施設設のの整整備備  

緑緑地地等等のの整整備備  

緑緑地地等等のの整整備備  

モモニニタタリリンンググポポイインントト  
((名名古古屋屋港港等等のの利利用用者者数数))  

名名古古屋屋港港  

出出典典：：名名古古屋屋港港管管理理組組合合  

CC--44 森森林林整整備備  

南南派派川川自自然然再再生生  

東東加加賀賀野野井井自自然然再再生生  

木木曽曽三三川川公公園園  一一宮宮・・笠笠田田地地区区  

木木曽曽三三川川公公園園  祖祖父父江江地地区区  

高高松松干干潟潟  

藤藤前前干干潟潟  

YYPP--22 環環境境啓啓発発活活動動のの実実施施

：モニタリングポイント 
：陸域の施策 
：海域の施策 
：人々が水辺とふれ合える場 
：人々が観光･レジャー等を楽しめる場 
：流域範囲(一級河川) 
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◆現状 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取り組み 

森 川 海 人 

●森林整備(流域上

流の国･愛知県･

岐阜県の森林) 

●下水道整備、高度処

理施設の導入、合流

式下水道の改善(愛
知県、名古屋市、岐

阜県) 
●ヘドロの浚渫 

(堀川) 

●親水プロムナー

ド、緑地の整備(中
川運河) 

●海洋環境整備船に

よる浮遊ごみの回

収(伊勢湾内) 

●清掃活動(堀川、新

堀川、中川運河、

名古屋港、伊勢湾

流域全域) 
 

 

◆施策効果のモニタリング地点 
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海海域域水水質質：：NN--11  

海海域域水水質質：：NN--22  

海海域域水水質質：：MM--11  

海海域域水水質質：：MM--22  

海海域域水水質質：：MM--33  

河河川川水水質質：：港港新新橋橋（（堀堀川川））  

河河川川水水質質：：東東海海橋橋（（中中川川運運河河））  
河河川川水水質質：：日日のの出出橋橋（（新新堀堀川川）） 

河河川川水水質質：：小小塩塩橋橋（（堀堀川川）） 

河河川川水水質質：：庄庄内内新新川川橋橋  （（庄庄内内川川）） 

河河川川水水質質：：枇枇杷杷島島（（庄庄内内川川）） 

利利用用者者数数：：名名古古屋屋港港海海釣釣りり公公園園｡｡

新新舞舞子子ママリリンンパパーークク  

利利用用者者数数：：名名古古屋屋港港,,名名古古屋屋港港水水族族館館 

アアピピーールルエエリリアア  

河河川川水水質質：：荒荒子子川川ポポンンププ所所（（荒荒子子川川））  

河河川川水水質質：：道道徳徳橋橋（（山山崎崎川川））  

海海域域水水質質：：NN--44  
海海域域水水質質：：NN--33  

利利用用者者数数：：ブブルルーーポポネネッットト  

：海域水質のモニタリング地点 
：河川水質のモニタリング地点 
：利用者数のモニタリング地点 
：流域範囲(一級河川) 

全全体体図図  

◎水質総量削減(1980 年(昭和 55 年))、下水道整備等により、陸域からの負荷量が低減し

た。多くの地点で 1970 年代から河川水質(BOD)の顕著な改善がみられる。 

△海域水質は COD が概ね横ばい傾向、T-N と T-P は緩やかな改善後、近年は横ばい傾向

である。 

△港湾緑地の整備、清掃活動等により、快適な利用環境が確保に取り組んでいが、利用

者数は横ばい傾向である。 

中川の 
緑地整備

【【中中川川口口地地区区のの整整備備後後】】

河川水質
(BOD75%)

海域水質
(COD75%)

海域水質
(全窒素

T-N) 

海域水質
(全リン

T-P) 

利用者数

◆過去から現在までの変化 

◆施策の実施状況 

◆データから見る環境の変化 

主
な
取
り
組
み 

社
会
情
勢
等 

名古屋港

出出典典：：名名古古屋屋港港湾湾管管理理組組合合

出典：愛知県、名古屋市

出典：名古屋港管理組合

出典：名古屋港管理組合

◎：改善している、○：改善の兆しが確認される、△：変化がみられない、×：悪化している 
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利用者は横ばい傾向 

1970 1980 1990 2000 2010

伊勢湾再生行動計画策定(2007.3～)

水質総量削減開始(1980) 環境基本法制定(1993) 
第 5 次水質総量削減基本方針策定
(T-N,T-P を指定項目に追加)(2001) 水質汚濁防止法制定(1970)

伊勢湾･三河湾沿岸で大規模赤潮発生(1975)
中部国際空港が開港(2005)

伊勢湾シーバースで石油流出事故(1978)
シンガポールのタンカーから
原油流出(1975) 

清流ルネッサンスⅡ(2002～2010)

中川運河地区緑地整備(1997～)

緩やかな改善後、近年横ばい傾向 

下水道処理
人口普及率
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アアピピーールルエエリリアア６６  一一色色干干潟潟  

◆アピールポイント 

多多様様なな生生物物のの生生息息環環境境、、海海のの恵恵みみをを活活かかししたた漁漁業業・・レレククリリエエーーシショョンン活活動動のの場場、、三三河河湾湾最最大大のの干干潟潟  

全域図 利用・環境条件 

 

 

 

アピールエリアの周辺環境と主な施策 

 

 

 

 

干潟･浅場の造成（ダム堆積砂の海中投入） 三河湾環境再生シンポジウムの開催 

  

 

改善イメージ モニタリング方法 全体目標との関連性 
●豊かな生き物を育む干潟･浅場

の再生 
→干潟･浅場の再生等の自然浄

化能力の改善により、貝類等

の生息環境及び潮干狩り等

の利用に快適な水質の確保。 
 →漁獲量の増加 
 →干潟に飛来する鳥類の増加 

●海域の水質 
→海域の公共用水域水質調査地点

（K-.5,7,8 等）での水質（底層

DO、透明度、COD 等）を把握 
●アサリの漁獲量 
 →農林水産統計から、アサリの漁

獲量を把握 
●鳥類の飛来数 
 →矢作川河口の河口干潟で計測さ

れているシギ･チドリ類の数を

把握 

●干潟･浅場の再生等に伴うアピール

エリアでの水質改善が、伊勢湾全体

での環境基準の達成、底層 DO、透

明度等の改善に寄与する。 
●アサリの漁獲量増加は、アサリの生

息に必要な底層 DO が改善した 1 つ

の結果として評価できる。 
●干潟・浅場の再生による生物の生息

環境の改善により、生物種と量の増

加は、伊勢湾での「多様な生物が生

息･生育」に寄与する。 
 

領域
施策 
No. 

流域及び周辺で実施している主な施策 施策内容 

陸域

C-1 ・国有林の保全整備（継続、国有林全域、中部森林管理局） ・森林整備 
C-7 ・ふれあいの森制度（継続、段戸国有林・八曽国有林、中部森林管理局） ・森林整備 
－ ・三河湾環境再生プロジェクト（継続、流域市町、愛知県環境部） ・シンポジウムの開催等 
－ ・治山整備（継続、流域市町、愛知県農林水産部） ・森林整備 
A-1 ・森林整備事業（継続、流域市町、愛知県農林水産部） ・森林整備 
A-3 ・下水道整備（継続、流域市町、愛知県建設部） ・下水道整備区域の拡大 
A-5 ・高度処理施設の導入（継続、対象市町、愛知県建設部） ・高度処理施設の整備 
A-6 ・農業集落排水事業（継続、西尾市などの複数市、愛知県 農林水産部） ・農業集落排水施設の整備 
A-24 ・漁場クリーンアップ事業 

（継続、豊田市、碧南市、豊橋市、豊根村、愛知県 農林水産部） 
・内水面漁場の清掃活動 

G-1 ・治山事業（継続、岐阜県全域、岐阜県林政部） ・森林整備 
G-2 ・森林整備事業（継続、流域市町、岐阜県林政部） ・森林整備 
G-4 ・企業との協働による森林づくり推進事業（継続、岐阜県内、岐阜県林政部） ・森づくり説明会等を開催 
G-07-1 ・ぎふ森林づくりサポートセンターの運営（継続、岐阜県内、岐阜県林政部） ・森林づくりの情報発信 
G-07-2 ・木の国・山の国県民運動の展開（継続、岐阜県内、岐阜県林政部） ・環境教育イベント等の開催 
P-1 ・木曽三川水源造成公社による森林整備（継続、岐阜県全域、木曽三川水源

造成公社） 
・森林整備 

M-10-1 ・伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦 
（継続、伊勢湾流域の全域、三重県環境生活部） 

・清掃活動 

海域
A-30 ・干潟・浅場造成事業（継続、西尾市地先、愛知県農林水産部） ・干潟･浅場の造成 
A-38 ・ボートパーク（平成 20 年度終了、吉田港、愛知県建設部） ・ボートパークの整備 

※「施策 No.」は、伊勢湾再生行動計画に示されている番号と対応している。 

※施策位置は代表的な位置をプロットしている。また、全域や地上の範囲外でしている施策は地図上にプロットされていない場合がある。 

豊豊川川河河口口干干潟潟  

香香嵐嵐渓渓  

アアピピーールルエエリリアア  

AA--66  

モモニニタタリリンンググポポイインントト  
((アアササリリのの漁漁獲獲量量))  

モモニニタタリリンンググポポイインントト  
((海海域域のの水水質質 KK--55,,77,,88 等等))  

AA--11  

AA--11

AA--11  

AA--11  

AA--11

森森林林整整備備  

内内水水面面漁漁場場のの清清掃掃活活動動  

農農業業集集落落排排水水施施設設のの整整備備

AA--3300 干干潟潟･･浅浅場場のの造造成成  

森森林林整整備備  

ボボーートトパパーーククのの整整備備  

AA--3388  

CC--11 森森林林整整備備（（国国有有林林全全域域））  

GG--11,,22、、PP--11 森森林林整整備備（（岐岐阜阜県県全全域域））  

モモニニタタリリンンググポポイインントト  
((鳥鳥類類のの飛飛来来数数))  

利用 自然環境

三河湾最大規模、 

広範囲に広がる干潟 

潮干狩り等の盛んな 

レクリエーション利用 

ノリ養殖・アサリをはじめとした

盛んな漁業活動 

干潟における 

多様な生物の生息環境
水質･底質及び漁場環境の改善

のための干潟･浅場の造成 

知事対談 

出典：愛知県出典：愛知県

・ 伊勢湾流域全域の国有林、愛知県全域の森林において、

多数の森林整備の施策を実施している。（詳細に個々の

地域を特定するのは困難なため、概ねの範囲を‐‐‐で図

示している） 

・ クリーンアップ大作戦(M-10-1)は伊勢湾流域の全域の広

範囲で実施しているため、図にプロットしていない。 

・ モニタリングポイントは、代表地点を図示しているため、複

数地点でモニタリングしている場合などは、必ずしもモニタ

リングポイントと一致しない場合がある。 

：モニタリングポイント 
：陸域の施策 
：海域の施策 
：人々が水辺とふれ合える場 
：人々が観光･レジャー等を楽しめる場 
：全域で実施している森林整備の概略範囲 
：流域範囲(一級河川) 
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◆現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取り組み 

森 川 海 人 

●森林整備(流域上

流の国･愛知県･

岐阜県の森林) 

●下水道整備、高度処

理施設の導入、合流

式下水道の改善(愛
知県、岐阜県) 

●干潟･浅場の造成

(西尾市地先) 
●ボートパークの整

備(吉田港) 

●清掃活動(伊勢湾

流域全域) 

 

◆施策効果のモニタリング地点 
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3228

鳥鳥類類調調査査：：矢矢作作川川河河口口  

海海域域水水質質：：KK--88  

アアササリリ漁漁獲獲量量：：西西尾尾市市､､一一色色町町､､吉吉良良町町  

アアピピーールルエエリリアア  

河河川川水水質質：：中中畑畑橋橋（（矢矢作作川川）） 

河河川川水水質質：：古古川川頭頭首首工工（（矢矢作作古古川川））  

河河川川水水質質：：稗稗田田橋橋（（稗稗田田川川））  

河河川川水水質質：：高高浜浜橋橋（（高高浜浜川川））  

河河川川水水質質：：市市原原橋橋（（逢逢妻妻川川））  

河河川川水水質質：：三三ツツ又又橋橋（（猿猿渡渡川川）） 

海海域域水水質質：：KK--55 

海海域域水水質質：：KK--77  

全全体体図図  

◎水質総量削減(1980 年(昭和 55 年))、下水道整備等により、陸域からの負荷量が低減し

た。多くの地点で、1970 年代から河川水質(BOD)の顕著な改善がみられる。 

△海域水質に明確な変化はみられない。 

△干潟･浅場･砂浜の造成により、生物の生息場が拡大に取り組んでいる。鳥類出現数は、

1970 年代から大幅な低減がみられたが、近年は鳥類出現数は横ばいもしくは緩やかな

増加が確認された。 

○一色干潟のある西尾市では、近年のアサリ漁獲量は増加傾向である。 

：海域水質のモニタリング地点 
：河川水質のモニタリング地点 
：生物のモニタリング地点 
：流域範囲(一級河川) 

◆過去から現在までの変化 

◆施策の実施状況 

◆データから見る環境の変化 

主
な
取
り
組
み 

社
会
情
勢
等 

干潟･浅場の
造成、浚渫の

実施量 

鳥類の出現数

アサリの 
漁獲量 

河川の水質
(BOD75%値)

海域の水質
(COD75%値)

1998 から 2004 年にかけて、三河湾内で
のシーブルー事業より、干潟造成 241ha、
浅場造成 106ha、覆砂 273ha を実施 

拡大 

アサリの漁獲量

横ばい 

出現数が減少

河川水質BODの顕著な改善傾向 

海域の水質
(全窒素 T-N、
全リン T-P)

T-N、T-P の緩やかな低減傾向 

出典：愛知県 

出典：公共用水域水質測定結果

出典：公共用水域水質測定結果

出典：公共用水域水質測定結果

出典：農林水産統計 

出典：愛知県

◎：改善している、○：改善の兆しが確認される、△：変化がみられない、×：悪化している 
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くは横ばい

1970 1980 1990 2000 2010

伊勢湾再生行動計画策定(2007.3～)

水質総量削減開始(1980) 環境基本法制定(1993) 
第 5 次水質総量削減基本方針策定
(T-N,T-P を指定項目に追加)(2001) 水質汚濁防止法制定(1970)

伊勢湾･三河湾沿岸で大規模赤潮発生、矢作川河口･豊橋のノリ全滅(1975)

シーブルー事業による干潟･浅場の造成、覆砂(1998～2004)

衣浦湾に原油流出(1974) 三河湾シーブルー事業採択、中山水道航路の試験工事開始(1988) 
三河湾で捕れるアサリに貝毒 (2001)

浚渫、干潟･浅場の造成(2005～)

港湾緑地整備(1996～)

三河湾流域圏再生行動計画策定(2008.3～)
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※吉良町と一色町は 2012（平成 24）年度から西尾市に編入した 
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アアピピーールルエエリリアア７７  蒲蒲郡郡・・豊豊川川地地区区  

◆アピールポイント 

充充実実ししたたママリリンンレレジジャャーー施施設設とと自自然然観観光光地地、、干干潟潟環環境境のの共共存存  

全域図 利用・環境条件 

 

 

 

アピールエリアの周辺環境と主な施策 

 

 

 

 

覆砂実施状況（御津地区） 海浜緑地（御津地区） 

 

 

 

 

 

改善イメージ モニタリング方法 全体目標との関連性 
●豊かな生き物を育む河口干潟の再

生 
 →深掘跡の埋め戻し、覆砂による

底生生物、貝類等の生息環境の

確保 
 →干潟に飛来する鳥類の増加 

 

●海域の水質 
→海域の公共用水域水質調査地点（A-5、

A-10 等）での水質（底層 DO、透明度、

COD 等）を把握 
●鳥類の飛来数 
 →汐川河口の河口干潟で計測されている

シギ･チドリ類の数を把握 

●覆砂、深掘跡の埋め戻しに伴うアピ

ールエリアでの水質改善が、伊勢湾

全体での環境基準の達成、底層 DO、

透明度等の改善に寄与する。 
●深掘跡の埋め戻し、覆砂等による生

物の生息環境の改善により、生物種

と量の増加は、伊勢湾での「多様な

生物が生息･生育」に寄与する。 
●快適な海辺利用や潮干狩り、散策

ができる海辺 
 →利用者数の増加 

●利用者数 
 →愛知県観光統計データから「竹島海岸」

等の利用者数を把握。 

●利用者数の増加により、「活力ある伊

勢湾の再生」につながる。 
 

 

領域
施策 
No. 

流域及び周辺で実施している主な施策 施策内容 

陸域

C-1 ・国有林の保全整備（継続、国有林全域、中部森林管理局） ・森林整備 
C-10 ・自然再生事業（継続、豊川下流部、中部地整 河川部） ・ヨシ原、干潟の再生 
－ ・治山事業（継続、流域市町、愛知県農林水産部） ・森林整備 
A-1 ・森林整備事業（継続、流域市町、愛知県農林水産部） ・森林整備 
A-3 ・下水道整備（継続、流域市町、愛知県建設部） ・下水道整備区域の拡大 
A-4 ・合流式下水道緊急改善事業（継続、豊橋市、愛知県建設部） ・合流式下水道の改善 
A-5 ・高度処理施設の導入（継続、対象市町、愛知県建設部） ・高度処理施設の整備 
A-6 ・農業集落排水事業（継続、豊橋市などの複数市、愛知県 農林水産部） ・農業集落排水施設の整備 
A-24 ・漁場クリーンアップ事業（継続、豊橋市などの複数市、愛知県 農林水産部） ・清掃活動 
M-10-1 ・伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦 

（継続、伊勢湾流域の全域、三重県環境生活部） 
・清掃活動 

海域

A-25 ・海域環境創造事業（継続、三河湾、愛知県建設部） ・覆砂 
A-26 ・深掘跡の埋め戻し（平成 20 終了、蒲郡市大塚町地先、中部地整港湾空港部、

愛知県建設部） 
・深掘跡の埋め戻し 

A-34 ・港湾環境整備事業（継続、大塚地区･御津地区、愛知県建設部） ・緑地等の整備 
A-38 ・ボートパーク（平成 20 年度終了、吉田港、愛知県建設部） ・ボートパークの整備 

※「施策 No.」は、伊勢湾再生行動計画に示されている番号と対応している。 

※施策位置は代表的な位置をプロットしている。また、全域や地上の範囲外で実施している施策は地図上にプロットされていない場合がある。 

利用 自然環境

広大な干潟 

プレジャーボート等の 

マリンレジャー拠点 

干潟における 

多様な生物の生息環境

テーマパーク、温泉等の 

観光資源が存在 

盛んな港湾利用 

貧酸素水塊・苦潮の発生抑

制のため、覆砂を実施 

緑豊かで快適に利用で

きる水辺の創出 

出典：愛知県 出典：愛知県

・ 伊勢湾流域全域の国有林、愛知県全

域の森林において、多数の森林整備の

施策を実施している。（詳細に個々の地

域を特定するのは困難なため、概ねの

範囲を‐‐‐で図示している） 

・ クリーンアップ大作戦(M-10-1)等の広

域で実施しているものは、図にプロット

していない。 

・ モニタリングポイントは、代表地点を図

示しているため、複数地点でモニタリン

グしている場合などは、必ずしもモニタ

リングポイントと一致しない場合があ

る。 

ララググーーナナ蒲蒲郡郡  
竹竹島島  

豊豊川川河河口口干干潟潟  

仁仁崎崎海海水水浴浴場場  

伊伊良良湖湖岬岬灯灯台台  

一一色色干干潟潟  

香香嵐嵐渓渓  

アアピピーールルエエリリアア  AA--44  
AA--55  
AA--66  
AA--2244  

AA--66  

AA--66  

CC--1100  

AA--66  

AA--66  

AA--2244  

AA--2266  

AA--2255  
AA--3344  

矢矢作作川川流流域域  

豊豊川川流流域域  

モモニニタタリリンンググポポイインントト  
((竹竹島島海海岸岸、、海海陽陽ヨヨッットトハハーーババ等等のの利利用用者者数数))  

モモニニタタリリンンググポポイインントト  
((海海域域のの水水質質 AA--55,,1100 等等))  

海海陽陽ヨヨッットトハハーーババ  

AA--11  

AA--11  

AA--11  

AA--11  

AA--11  

AA--11  

AA--11  

AA--11  
AA--11  

AA--11  AA--11  
AA--11  

森森林林整整備備  

合合流流式式下下水水道道のの改改善善  

高高度度処処理理施施設設のの整整備備  

農農業業集集落落排排水水施施設設のの整整備備  

清掃活動  

ヨヨシシ原原  
干干潟潟のの再再生生  

覆覆砂砂  

緑緑地地等等のの整整備備  

埋埋めめ戻戻しし  

森森林林整整備備  

森森林林整整備備  

ボボーートトパパーーククのの整整備備  

AA--3388  

CC--11 森森林林整整備備（（国国有有林林全全域域））  

  

モモニニタタリリンンググポポイインントト  
((鳥鳥類類のの飛飛来来数数))  

：モニタリングポイント 
：陸域の施策 
：海域の施策 
：人々が水辺とふれ合える場 
：人々が観光･レジャー等を楽しめる場 
：全域で実施している森林整備の概略範囲 
：流域範囲(一級河川) 
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◆現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆主な取り組み 

森 川 海 人 

●森林整備(流域上

流の国･愛知県の

森林) 

●ヨシ原・干潟の再

生(豊川河口) 
●下水道整備、高度

処理施設の導入、

合流式下水道の改

善(愛知県) 

●覆砂(豊川市) 
●深掘跡の埋め戻し

(蒲郡市) 
●緑地公園等の整備

(大塚・御津地区) 
●ボートパークの整

備(吉田港) 

●清掃活動(伊勢湾

流域全域) 

◆施策効果のモニタリング地点 
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愛知県

河河川川水水質質：：植植田田橋橋（（梅梅田田川川）） 

河河川川水水質質：：  

小小坂坂井井大大橋橋（（豊豊川川放放水水路路））  

海海域域水水質質：：AA--44  

海海域域水水質質：：AA--66  

海海域域水水質質：：AA--1100  

アアササリリ漁漁獲獲量量：：  

豊豊橋橋市市､､蒲蒲郡郡市市､､田田原原市市  
利利用用者者数数：：  

海海陽陽ヨヨッットトハハーーババーー  

利利用用者者数数：：  

竹竹島島海海岸岸他他潮潮干干狩狩りり  

アアピピーールルエエリリアア  

河河川川水水質質：：吉吉田田大大橋橋（（豊豊川川）） 

河河川川水水質質：：浜浜田田橋橋（（佐佐奈奈川川）） 

河河川川水水質質：：剣剣橋橋（（音音羽羽川川））  
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全全体体図図  

：水質のモニタリング地点 
：利用者数のモニタリング地点 
：生物のモニタリング地点 
：流域範囲(一級河川) 

◎水質総量削減(1980 年(昭和 55 年))、下水道整備等により、陸域からの負荷量が低減し

た。1970 年代から多くの地点で河川水質(BOD)の顕著に改善している。 

○海域水質の COD には改善傾向がみられないものの、T-N、T-P には緩やかな改善傾向

が認められる地点がある。 

△干潟･浅場の造成により、生物の生息場が拡大に取り組んでいる。アサリ漁獲量は年に

よって変動がみられ、明確な傾向は認められない。 

△ボートパークや緑地公園の整備等により、快適な利用環境の確保に取り組んでいる。

年によって変動がみられ、現時点では明確な利用者数の増加はみられない。 

覆砂、深掘の
埋め戻しの
実施量 

アサリの 
漁獲量 

利用者数 
 

河川の水質
(BOD75%値)

海域の水質
(COD75%値)

着実な下水道整備 

着実な覆砂･埋め戻しの実施 

河川水質 BOD の顕著な改善傾向

近年は横ばい傾向 

【【海海陽陽ヨヨッットトハハーーババーー】】

1998 から 2004 年にかけて、三河湾内で
のシーブルー事業より、干潟造成 241ha、
浅場造成 106ha、覆砂 273ha を実施 

アサリの漁獲量は年によって
変動がみられる 

海域の水質
(全窒素 T-N、
全リン T-P)

緩やかな改善傾向

◆過去から現在までの変化 

◆施策の実施状況 

◆データから見る環境の変化 

出典：愛知県 

出典：愛知県 

出典：公共用水域水質測定結果

出典：公共用水域水質測定結果

出典：公共用水域水質測定結果

出典：愛知県 出典：愛知県 

出典：農林水産統計 

利用者は横ばい 

◎：改善している、○：改善の兆しが確認される、△：変化がみられない、×：悪化している 
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伊勢湾再生行動計画策定(2007.3～)

水質総量削減開始(1980) 環境基本法制定(1993) 
第 5 次水質総量削減基本方針策定
(T-N,T-P を指定項目に追加)(2001)水質汚濁防止法制定(1970)

伊勢湾･三河湾沿岸で大規模赤潮発生、矢作川河口･豊橋のノリ全滅(1975)

三河湾シーブルー事業採択、
中山水道航路の試験工事開始(1988) 蒲郡竹島で汚染によりアサリ死滅(1981)

吉良町、幡豆町海域でアサリに貝毒(1991) 

豊川河口とその周辺のアサリ 4000t がへい死(2002)

三河湾で捕れるアサリに貝毒 (2001)

六条潟で苦潮によりアサリが大量へい死(2008,2011)

覆砂、深掘の埋め戻し(2002～)
港湾緑地整備(1996～) 

三河湾流域圏再生行動計画策定(2008.3～)

海域の物質循環健全化計画検討 三河湾地域検討委員会(2010～)

2000 

※豊橋市は公表されていない、もしくは漁獲されていない。 

出典：豊橋河川事務所 

「海岸美化活動と環境学習の会」での 
生物調査状況 

下水道処理
人口普及率
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4.6.4 アピールエリア等の PR 活動 
伊勢湾再生行動計画では、アピールエリアのみならず伊勢湾流域圏の環境改善や再生について、

パネル等を作成し PR している。 
特にアピールエリアでは、地域特性に応じた様々な環境改善の効果を示しやすいため、アピー

ルエリア周辺の住民やアピールエリアに関心の高い大人から子供まで幅広い方々に対して伊勢

湾再生行動計画の理解を深めて頂き、市民連携の輪を広げていく上で重要な機会である。今後も

積極的にあらゆる機会において PR 活動を実施していくことが重要である。 
 

「環境月間」に係る県民ホールでの展示 

（三重県） 

第 3 回三河湾大感謝祭の開催状況 

（愛知県環境部水地盤環境課） 

環境デーなごやでのパネル設置状況 

（名古屋市） 

愛知県下水道科学館におけるアピールエリア 

資料展示状況（愛知県建設部下水道課） 

ぎふ清流ハーフマラソンでのパネル展示状況

（岐阜県） 

山の日フェスタぎふでのパネル展示状況 

（岐阜県） 

図 4-111(1) アピールエリア等の PR 活動状況の例 
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森と木とのふれあいフェアでのパネル展示 

状況（岐阜県） 

e-kamon まるごと環境フェアでのパネル展示 

状況（岐阜県） 

出前講座の実施状況 

（名古屋港管理組合） 

環境デーなごやでのパネル設置状況 

（名古屋港管理組合） 

Let's エコアクション in Aichi でのパネル設置

状況（名古屋港管理組合） 

伊勢湾水理環境実験センターにおける一般公開

（中部地方整備局名古屋港湾空港技術調査事務所）

名古屋港水族館での海洋環境保全啓発活動の

実施状況（海上保安庁第四管区海上保安部） 

カモメリアにおけるパネルの展示状況 

（海上保安庁第四管区海上保安部）

図 4-111 (2) アピールエリア等の PR 活動状況の例 
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4.7 連携・協働に関する取り組みの報告 

4.7.1 施策実施等による連携の評価 

各機関が実施している取り組みの連携協働の方法は、主に以下の①～④に分類でき

る。各施策の連携・協働に関する状況の一覧を表 4-25～表 4-27 に示す。 

 

①関係機関（市民、NPO、行政等）と協働した取り組みの実施 

②関係機関（市民、NPO、行政等）での情報共有や意見交換 

③取り組みに関する広報活動の協力 

④モニタリング結果を関係機関（市民、NPO、行政等）に提供 

 

個票として整理した 72 の主な施策のうち 67 の施策で連携・協働の取り組みが実施

できている。 

また、上記①～④の連携・協働に関して、表 4-25～表 4-27 から確認できた事例数

を以下に整理したところ、図 4-112 に示すように 67 の施策数のうち 48 と施策の大半

が「①各機関と協働した取り組みの実施」となっている。 
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図 4-112 連携・協働に関する施策の取り組み状況の集計 

 

個票として整理した主な施策については、連携・協働に関する何らかの取り組みが 9

割以上の施策で実施しており、高い実施率となっている。 

しかしながら、連携・協働の取り組み内容については、①各機関と協働した取り組

みの実施が大半を占めていることから、今後は②～④の取り組みについても同時に実

施することにより、連携・協働の取り組みをさらに拡大させていくことが必要である。 
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表 4-25 各施策の連携・協働に関する状況(1) 

機関 場 大分類 中分類 No 連携・協働に関する取り組み状況
①関係機関と

協働した
取り組みの実施

②関係機関での
情報共有や
意見交換

③取り組みに
関する

広報活動の協力

④モニタリング
結果を

関係機関に提供

⑤連携・協働の
取り組みを

実施していない

汚水処理事業－下水道事業 1 ４県３政令市の下水道部局とフォローアップを実施 ○

河川･湖沼事業 2
・NPO法人木曽川文化研究会と協働でヨシ植え体験を実施（H26.4)
・漁協関係者と協働でシジミ勉強会で干潟水制の貝の生息状況調査を実施（H26.11)

○

3
各みなとオアシスの運営主体である自治体と連携し、様々な機会をとらえ「みなとオアシス」の普及・啓蒙
活動を実施。

○

4 多様な主体と連携したイベントへの参加 ○

5
伊勢湾沿岸の主要河川及び海岸において、沿川・沿岸の自治体・河川及び海岸管理者・住民が共同歩調を取
りながら河川及び海岸の清掃を行い、地域連携による『協働管理』を実施している。

○

6 海上保安庁や港湾管理者等からの浮遊ごみ漂流情報の提供 ○

7
環境省志摩自然保護官事務所が実施主体の平成２６年度伊勢志摩国立公園漂着ゴミ普及啓発活動業務におい
て、同事務所と連携して、参加した親子と共に、付近海岸における漂着ごみ調査を実施

○

8
海上保安庁の担当官に、海での活動にあたっての安全管理や、伊勢湾における漂着ごみ問題について説明し
てもらうなど、関係機関の連携も進めている。

○

水質事故への取り組み 9 水質事故対策の知識や技術のより一層の向上を目的に、関係機関で水質事故対策訓練を実施している。 ○

環境監視のためのモニタリング 10
モニタリングの観測結果を伊勢湾再生推進会議メンバー等に公開、提供することにより、個々の施策の環境
改善効果の把握及びフィードバックに役立てている。

○

環境監視及び汚濁機構の解明に寄
与する取り組み

11 県などと連携・協働し、伊勢湾再生のためのモニタリングを実施しています。 ○

汚濁機構を解明するためのモニタ
リング

12
学識経験者、専門家、漁業関係者、ＮＰＯ法人等から構成される検討会において、伊勢湾シミュレーターの
精度向上に取り組んでいる。

○

広報･啓発 13 多様な主体の連携により「海の再生全国会議」が開催されています。 ○

14 小学校の授業の一環として実施、また、一部地域において、地元消防本部との連携しての先の活動を実施 ○

15
オオキンケイギクの駆除の必要性や活動を拡げるため、今年度新たに各務原市と連携しオオキンケイギクに
関する学習、駆除活動、クラフト体験を行いました。

○

16 名古屋市内所在のＮＰＯ法人と連携した環境教室を３回実施 ○

17
各関係機関が実施しているモニタリングデータを集約した「Mikawaデータベース」の共有や干潟浅場造成材
の連携検討を実施しています。また、三河湾流域圏会議を開催し、各関係機関と情報共有や意見交換を実施
しています。

○

18
ＮＰＯ法人地球緑化センターは、活動計画に基づき森林整備作業の企画・運営及びボランティア等隊員の募
集を担い、木曽森林管理署は、フィールドの安全確保対策や作業に当たっての技術指導を行っている。

○

森･川･海

森･川･海に共通する施策

流入ごみの削減、浮遊･漂着･海底
ごみ、流木等の対策

伊勢湾再生のためのモニタ
リング

沿岸域および流域の人々の
海への関心の醸成

環境学習

多様な主体による協働･連
携

連携･協働

にぎわいのある港湾空間の創出

国

陸域
陸域汚濁負荷削減に向けた
施策

海域
人と海とのふれあいの場の
保全･再生･創出
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表 4-26 各施策の連携・協働に関する状況(2) 

機関 場 大分類 中分類 No 連携・協働に関する取り組み状況
①関係機関と

協働した
取り組みの実施

②関係機関での
情報共有や
意見交換

③取り組みに
関する

広報活動の協力

④モニタリング
結果を

関係機関に提供

⑤連携・協働の
取り組みを

実施していない

19 堤防工事後の葦原の再生を妨げないための協議が行われ、看板が設置された（設置者は河川管理者）。 ○

20
農業者の生産面における環境への負荷軽減の考え方は定着しつつあり、その取り組みを本事業でも継続的に
支援した。

○

水質の改善・生物多様性の
向上

水質・底質の改善 21 高位生産性草地の拡大及び家畜排せつ物の還元利用と生産性の向上について、関係団体と協議を行った。 ○

流入ごみの削減 22
平成25年度以降、地域における取り組み等と連携しながら、「中長期的対策」として大江川流域の農地や生
活排水からの栄養塩類の流入抑制に係る取り組み等を進め、「当面の対策」として揖斐川からの導水等を実
施していく。

○

関連事業 23 県内の市町村、各種団体に対する清掃活動実施の呼び掛けを行い、協力いただいた。 ○

24
実施主体中心に、地域住民、企業、河川管理者、流域自治体、学校、環境保全団体等が連携した河川清掃活
動を実施した。

○

25
各種イベントを通じた普及啓発活動や森林環境教育、木育等の様々な取り組みを、企業、ＮＰО、学校等と
連携・協働して実施。

○

26 現地のNPO等が指導者となり、自然体験や環境学習、環境保全活動を実施。 ○

27 県内の小中学校等に講師派遣を行い、活動をサポートした。 ○

28
事業実施にあたっては、小学校、市町村、県が連携するとともに、県が委嘱する「ふるさと水と土指導員」
の協力を得て実施。

○

29 森林づくり活動を企業や地域住民等と連携して実施。 ○

水質総量規制 30
農家・非農家が協力し、自治会や地域の子ども会、PTAと連携を図りながら、生き物調査、農村環境の保全
活動を実施。

○

汚水処理事業 31
木曽川水系水質保全連絡協議会及び豊川・矢作川水系水質汚濁対策連絡協議会等の構成機関として、国・隣
県・市町村と連携・協働し、水質事故対策等の水質保全のための取り組みを実施

○

32
下水道の普及啓発のための広報活動を流域下水道毎に市町村と連携し行った。Ｈ２６年度は８箇所の流域下
水道において実施した。

○

33 関係機関・団体を交えた協議会を開催予定（平成27年２月）。 ○

34 県及び市町村担当者の会議を開催した。 ○

35 市民ボランティアとの協働による、下水処理水を利用して水辺環境を再生したビオトープ作り ○

水質･底質の改善－干潟･浅場の再
生－

36 出前講座は、関係市町村や(公財)愛知水と緑の公社と連携協力して開催している。 ○

水質･底質の改善－貧酸素水塊の
発生低減－

37 国土交通省及び愛知県建設部の河川治水工事で発生する浚渫砂を活用した干潟・浅場の造成を行った。 ○

にぎわいのある海岸空間の創出 38
中部地方整備局と連携し、中部地方整備局発注の航路浚渫工事等から発生する良質な砂を覆砂材として活用
した。

○

にぎわいのある港湾空間の創出 39 地域との協働による管理を実施 ○

環境学習 40
緑地背後にある海岸堤防と地域住民の海との隔たりを解消し、古くから渡し船による対岸との交流が行われ
ていたことなどを考慮した地域に親しまれる緑地整備を検討している。

○

広報・啓発 41 環境学習コーディネーターによる学校、企業、NPO等と連携・協働した環境学習の実施 ○

42
NPO、企業、地元の商工会議所・観光協会、教育機関等と連携・協働して「三河湾大感謝祭」を開催地元の
漁協や市町村と連携・協働して「干潟の生きもの観察会」を開催

○

43
「水循環再生地域行動計画」で定めた取組を各主体が連携・協働して実施県民が流域モニタリング一斉調査
において身近な水環境を調査し、水環境の現状を把握

○

水質の改善･生物多様性の
向上

人と海とのふれあいの場の
保全･再生･創出

森･川･海

沿岸域および流域の人々の
海への関心の醸成

多様な主体による協働･連
携

連携･協働

沿岸域および流域の人々の
海への関心の醸成

広報･啓発

環境学習

多様な主体による協働･連
携

連携･協働

愛知県

陸域
陸域汚濁負荷削減に向けた
施策

その他関連事業

海域

岐阜県

陸域

陸域汚濁負荷削減に向けた
施策

関連事業

森･川･海

森･川･海に共通する施策
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表 4-27 各施策の連携・協働に関する状況(3) 

機関 場 大分類 中分類 No 連携・協働に関する取り組み状況
①関係機関と

協働した
取り組みの実施

②関係機関での
情報共有や
意見交換

③取り組みに
関する

広報活動の協力

④モニタリング
結果を

関係機関に提供

⑤連携・協働の
取り組みを

実施していない

水質総量規制 44
「海上の森保全活用計画」により、企業・森林関係団体等と連携・協働して、森林整備、里と森の教室等の
事業を実施しました。

○

汚水処理事業 45 県研究機関と連携して、伊勢湾再生に関連する調査研究を行っている。 ○

森林整備事業 46 浄化槽の法定検査の受検率向上を図るため、市町、指定検査機関と連携し、受検啓発を実施。 ○

47 森林組合等と連携して森林整備に関する地区説明会を開催した。 ○

48
県民の理解を深め、活動への参加を促すため、参加型イベント「みえのつどい」を開催するとともに、幼稚
園において、「環境学習アニメ紙芝居」による環境学習を行った。

○

49
次年度から法制化による制度の一部改正があることから、各地域の有機農業者グループと事業の進め方につ
いての協議を行った。

○

50 特になし。 ○

51 伊勢沿岸域のNPO関係者の勉強会において、事業の取り組み内容と研究成果の報告を実施した。 ○

52 アサリの分布調査を漁業者と連携して実施した。 ○

人と海とのふれあいの場の
保全･再生･創出

にぎわいのある海岸空間の創出 53
伊勢湾沿岸域の漁業者および業界と連携して、新品種「みえのあかり」の普及や「低比重耐性品種」の養殖
試験を実施した。

○

流入ごみの削減、浮遊漂着海底ご
み、流木等の対策

54
「二見浦」国指定文化財（名勝）指定地であるため、名勝委員会と修景の配慮にかかる協議を行いながら取
り組んでいる。

○

海岸漂着物対策の推進 55 自治会等の地域住民と連携・協働した取り組みである。 ○

沿岸域および流域の人々の
海への関心の醸成

環境学習 56
三県一市で連携した広報活動を実施するとともに、環境保全団体と連携し、海岸清掃や講演会などの啓発活
動を実施

○

57 小中学校やNPO団体、自治会等と連携・協働して調査を実施。 ○

58 特になし。 ○

59 三県一市の各地で、多様な主体が参画し清掃活動等を行った。 ○

水質総量規制 60 各参加団体の活動に関する情報を発信し、団体相互の情報共有を図った。 ○

汚水処理事業－下水道事業 61 特になし。 ○

森林整備事業 62 堀川1000人調査隊等の市民団体との情報・意見交換及び施設見学等に協力 ○

その他関連事業 63 市民・企業・行政による、森にはびこる蔓性植物、下木の除去、伐採 ○

伊勢湾再生のためのモニタ
リング

環境監視のためのモニタリング 64
駐車場緑化の効果について、(社)名古屋建設業協会、名古屋工業大学、本市の産学官で協同調査を実施（平
成22,23年度）

○

65
環境目標値のうち、親しみやすい指標による目標に関する項目については、市民モニターの協力のもと、河
川等の状況を調査した。

○

66 幅広い自治体とともに流域連携事業を実施している。 ○

67 特になし。 ○

多様な主体による協働･連
携

協働･連携 68 特になし。 ○

にぎわいのある港湾空間の創出 69 市民調査隊と連携して新規浄化施策（取水方法の改善）の検討を行った。 ○

運河を核とした魅力ある地域づく
り

70
中川運河の魅力再発見プロジェクト協議会などに参画して、各種団体と連携し中川運河の利用向上を図って
います。

○

伊勢湾再生のためのモニタ
リング

環境監視及び汚濁機構を解明する
ためのモニタリング

71
伊勢湾の水質改善に向けて関係行政機関（三重県・四日市市）と情報共有を図るため、水質調査等に関する
連絡会議を開催した。

○

沿岸域および流域の人々の
海への関心の醸成

環境学習 72
四日市港いきもの観察会を四日市市環境学習センターと共同で開催し、イベント内容の充実に努めました。
（平成２４年度から共同で開催しています。）

○

名古屋港
管理組合

海域
人と海とのふれあいの場の
保全･再生･創出

四日市港
管理組合

森･川･海

多様な主体による協働･連
携

協働・連携

名古屋市

陸域
陸域汚濁負荷削減に向けた
施策

森･川･海
沿岸域および流域の人々の
海への関心の醸成

広報･啓発

三重県

陸域
陸域汚濁負荷削減に向けた
施策

その他関連事業

海域

水質の改善･生物多様性の
向上

水質･底質の改善

生物多様性の向上

森･川･海

森･川･海に共通する施策
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4.7.2 代表的な取り組みの整理 

伊勢湾流域圏では、伊勢湾への関心を醸成させる取り組みや多様な主体と連携・協働している

施策が多数存在する。その中から、先進的な事例を含む代表的な取り組みを表 4-28 に示す。 

行政機関が連携した海岸漂着物対策などの先進的な課題に対する流域圏一体となった取り組

みや、市民、NPO、企業、行政、研究機関等が連携・協働し、森林づくりや三河湾再生、流域

間連携などに向けた活動を実施している。 

今後も多様な主体と連携・協働し、伊勢湾への関心の醸成に取り組んでいく。 

表 4-28 伊勢湾への関心を醸成させる取り組みや多様な主体と連携・協働している取り組み事例 

事業名・取り組み名 実施機関 取り組みの概要 
中部地方下水道推進プ

ランの検討を実施 

中部地方整備局 

建政部 

既存の「中部地方下水道中期ビジョン」について、

平成 28 年度が各種指標の目標年度となっていること

から、その達成状況の把握や未達成指標における課題

の抽出等のフォローアップを行い、今後の下水道事業

の推進に資する資料を作成した。 

また、社会資本整備重点計画に示された下水道事業

に関する取り組み指標を達成するために必要な課題や

施策をとりまとめ、自治体が下水道事業を推進するに

あたり、必要な情報をまとめた「下水道推進プラン」

を作成した。 

企業との協働による森

林づくり推進事業 

岐阜県林政部 森林づくりに意欲を有する企業と整備を必要とする

森林・地元とを県が仲介して、企業との協働による円

滑な森林づくりを推進している。 

 協定を締結した県内各地の「企業の森」において、

社員とその家族、地元住民らによる植栽や下刈り、地

域交流活動などを実施している。 

三河湾環境再生プロジ

ェクト 

－よみがえれ！生きも

のの里“三河湾”－ 

愛知県環境部 三河湾の環境再生に向けた取組の機運を高めるた

め、県民、NPO、企業、関係団体、教育機関、行政等が

連携・協働して各種事業を実施している。 

環境活動の拡大や活性化が図られ、三河湾環境再生

の取り組みの機運を高める大きな契機となっている。

三重県における海岸漂

着物対策の推進 

三重県環境生活部 「美しく豊かな自然を保護するための海岸における

良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理

等 の推進に関する法律（平成 21 年 7 月 15 日法律第

82 号）」第 14 条に基づき、「三重県海岸漂着物対策推

進計画」を策定した。 
 美しい海岸の景観や環境の保全に向け、三県一市の

連携による伊勢湾流域圏での海岸漂着物対策に取り組

んでいる。 

木曽三川流域連携事業

の実施 

名古屋市 

上下水道局 

 これまで、清掃活動、間伐等の保全活動、水処理に

関する技術の交換、エコ市、シンポジウム、ビジネス

サミットの開催などを行い、木曽三川流域の自治体が

連携し、将来にわたり水環境の保全に取り組んでいる。
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◆ 中部地方下水道推進プランの検討を実施

１．目的

中部地方の下水道整備のあり方や目標等を示した「中部地方下水道中期ビジョン
（案）」について、平成28年度が各種指標の目標年度となっていることから、その
達成状況の把握や未達成指標における課題の抽出等のフォローアップを行い、結果
を各自治体に周知することで、今後の下水道事業の推進に資する資料を作成する。

また、平成28年3月に公表された「中部ブロックにおける社会資本整備重点計
画」に示された下水道事業に関する指標について、その目標達成に向けたロード
マップや各種施策を取りまとめた「中部地方下水道推進プラン」を作成し、各自治
体に周知する。

２．過年度までの取り組み状況

・平成21年度：社会資本整備重点計画（地方計画）に併せて公表（H21.8）

・平成22年度、平成23年度：

中部地方下水道中期ビジョンフォローアップ調査実施

・平成24年度：中部地方下水道中期ビジョン【案】自治体説明（H25.3）

・平成25年度、平成26年度、平成27年度：

下水道の効果的な事業の推進に関する検討

中部地方下水道中期ビジョンフォローアップ調査実施

３．今年度の取り組み状況

・中部地方下水道中期ビジョン（案）フォローアップ調査実施

・中部地方下水道推進プランの策定

４．連携・協働に関する取り組み状況
・４県３政令市の下水道部局とフォローアップを実施

５．施策のPR実施状況
・下水道処理人口普及率などの記者発表を実施

６．取り組み結果・評価（自らモニタリング）

平成28年度は、社会資本整備重点計画

に示された下水道事業に関する取り組み指

標を達成するために必要な課題や施策を

とりまとめ、自治体が下水道事業を推進

するにあたり、必要な情報をまとめた

「下水道推進プラン」を作成した。

今後も引き続き、取り組み状況をフォロ

ーアップをしていくとともに、新たな課

題の抽出や目標達成に向けた検討を進め

ていく。

1

【陸域汚濁負荷削減に向けた施策】
『汚水処理事業－下水道事業』中部地方整備局建政部

普及率 69.7％

中部地方整備局管内で下水道を利用できる人口 1,058万人

凡　例

以上～90 100

以上～ 未満80 90

以上～ 未満70 80

以上～ 未満60 70

以上～ 未満50 60

以上～ 未満40 50

以上～ 未満30 40

以上～ 未満20 30

以上～ 未満10 20

　　　　～ 未満10

下水道計画あり

下水道計画なし

※平成２７年度末時点 下水道処理人口普及率
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◆ 企業との協働による森林づくり推進事業
１．目的：森林づくりに意欲を有する企業と整備を必要とする森林・地元とを県が仲介

して、企業との協働による円滑な森林づくりを推進する。

２．前年度までの実施状況

・森林づくり協定の締結（～２７年度まで）
※（ ）内は活動地

・協定締結後の活動状況

協定を締結した県内各地の「企業の森」において、社員とその家族、地元住民ら
による植栽や下刈り、地域交流活動などを実施。

３．今年度の取り組みの内容

新たに２企業と協定を締結

今年度も引き続き、協定を締結した県内各地の「企業の森」において、社員とそ
の家族、地元住民らによる植栽や下刈り、地域交流活動などを実施。

４．連携・協働に関する取り組み状況
森林づくり活動を企業や地域住民等と連携して実施。

５．施策のＰＲ実施状況

各種イベントやＨＰ等で取り組み状況等をＰＲ。

６．取り組み状況・結果（自らモニタリング）

県内各地で活動が着実に行われている。引き続き、各地での活動に対して、企画
面や技術面でのサポートが必要。

【多様な主体による協働・連携】
『連携・協働』 岐阜県林政部

活動の様子（植栽） 活動の様子（木工教室）

28

①トヨタ紡織(株)

（中津川市加子母）

②ブラザー工業(株)

（郡上市白鳥町、美並町、八幡町）

③(財)田口福寿会

（大垣市上石津町）

④日本たばこ産業(株)

（中津川市蛭川）

⑤カンチグループ４４社

（岐阜市安食）

⑥イビデン(株)

（揖斐川町東横山、鶴見）

⑦太平洋グループ５社

（大垣市上石津町）

⑧(株)岐阜造園

（御嵩町西洞）

⑨アサヒビール(株)

（御嵩町御嵩北山）

⑩(株)ＮＴＴドコモ東海支社

（土岐市肥田町）

⑪生活協同組合コープ

（関市迫間）

⑫岐阜車体工業(株)

（白川町和泉）

⑬飛騨産業(株)

（高山市荘川町）

⑭(株)平和堂

（池田町藤代、片山）

⑮サントリーホールディングス(株)

（東白川村神土）

⑯(株)ブリヂストン関工場

（関市富之保）

⑰(株)コカ・コーライーストジャパン

（恵那市中野方）

⑱(株)大垣共立銀行

（揖斐川町日坂）

⑲楽天株式会社

（美濃加茂市山之上）
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【沿岸域および流域の人々の海への関心の醸成】
『広報・啓発』 愛知県環境部

◆ 三河湾環境再生プロジェクト －よみがえれ！生きものの里“三河湾”－

１．目的

三河湾の環境再生に向けた取組の機運を高めるため、県民、NPO、企業、関係団体、
教育機関、行政等が連携・協働して各種事業を実施する。

２．過年度までの取り組み状況

平成24年度から、三河湾環境再生プロジェクトとして、干潟観察会をはじめ、三河
湾に関心を持ってもらうための各種取組を実施。平成25年度には「三河湾環境再生プ
ロジェクト行動計画」を策定。平成26年度からは「三河湾大感謝祭」を実施。平成27
年度には、県民、NPO、企業、関係団体、教育機関、行政等で構成する「三河湾環境再
生パートナーシップ・クラブ」を設立し、新たに「三河湾環境学習会」を開催。

３．今年度の取り組み状況

(1) 三河湾大感謝祭の開催

多くの人々に「きれいで、豊かな、楽しめる『三河湾』」に関心を持ってもらう
ことを目的に、シンポジウムや海の幸の出店、海のロボットの実演などのイベントを
７月にライフポートとよはし（豊橋市）において開催。

(2) 三河湾環境学習会の開催

県立三谷水産高等学校の「愛知丸」に乗船し、水質・底質観測等の学習会を実施。

(3) 集客施設（ショッピングセンター）等におけるＰＲ活動

アサリのつかみ取りや生きものの展示など、三河湾の環境のＰＲ活動を実施。

(4) 三河湾環境再生体験会等の開催

西尾市東幡豆で干潟の生きもの観察に加え、干潟の保全活動体験を行う「三河湾
環境再生体験会」を新たに開催。また、蒲郡市竹島で「干潟の生きもの観察会」を
開催。

(5) NPO等団体の活動支援

三河湾の沿岸における水質浄化等に関する９団体の活動を支援。

４．連携・協働に関する取り組み状況

県民、NPO、企業、関係団体、教育機関、行政等で構成される「三河湾環境再生パー
トナーシップ・クラブ」と連携・協働し、「三河湾大感謝祭」等を開催。

５．施策のPR実施状況

県環境部のウェブサイト「あいちの環境」及び環境白書に掲載。

６．取り組み結果・評価（自らモニタリング）

県民、NPO、企業、関係団体、教育機関及び
愛知県（県水産試験場を含む）による事業が
連携して実施された結果、環境活動の拡大や
活性化が図られ、三河湾環境再生の取り組みの
機運を高める大きな契機となった。

今後も引き続き、三河湾を身近に感じてい
ただけるよう各主体と連携した取り組みを一層
推進していく必要がある。 「三河湾大感謝祭」の様子

41
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【森・川・海に共通する施策】
『海岸漂着物対策の推進』 三重県環境生活部

◆ 三重県における海岸漂着物対策の推進
１．目的

美しい海岸の景観や環境の保全に向け、三重県海岸漂着物推進計画に基づき、さまざまな主体の相
互協力と役割分担のもと、森・川・海のつながりを意識した海岸漂着物対策に取り組んでいくとと
もに、三県一市の連携による伊勢湾流域圏での海岸漂着物対策に取り組む。

２．過年度までの取り組み状況

・平成２３年度 「三重県海岸漂着物対策推進計画」を策定

・平成２４年度 伊勢湾総合対策協議会に海岸漂着物対策検討会(事務局：三重県)を設置

・平成２５年度 県内全小学校向け普及啓発教材(DVD)を制作

・平成２６年度 ラッピング電車・バスを活用した普及啓発活動を実施

海岸漂着物対策検討会と連携した普及啓発ＣＭを３県の映画館で放映

テレビスポット普及啓発ＣＭを放送

３県のＦＭラジオを活用したラジオ番組放送、海岸清掃イベントの開催等

の「伊勢湾を守ろうキャンペーン」を展開
・平成２７年度 海岸漂着物対策検討会と連携した普及啓発ＣＭを三重県の映画館で放映

テレビスポット普及啓発ＣＭを放送
三重県と岐阜県のＦＭラジオを活用したラジオ番組放送、啓発イベントの開催（コン
サートにおけるトークショー）
海岸漂着物に関する普及啓発テレビ番組を放送

３．今年度の取り組み内容

・海岸漂着物対策に関する普及啓発活動などの実施

・海岸漂着物対策に係る広域連携の推進

４．連携・協働に関する取り組み状況
三県一市で連携した広報活動を実施するとともに、環境保全団体と連携し、海岸清掃や講演会など
の啓発活動を実施

５．施策のPR実施状況
海岸漂着物問題や取り組みを県民に周知するため、ホームページへの掲載やイベントにおける周知
などを実施。

６．取り組み結果・評価（自らモニタリング）
・平成２８年６月 岐阜県徳山ダムで海岸漂着物対策検討会の現地研修会を開催し、環境保全団体主催

の学習会に参加
・平成２８年７月 テレビスポット普及啓発ＣＭを放送(平成２８年１２月～２９年１月にも放送）
・平成２８年７月～ 海岸漂着物対策検討会と連携した普及啓発ＣＭを３県の映画館で放映
・平成２８年１０月 海ごみサミット２０１６三重会議を開催し、アジア太平洋地域の環境保全団体、

研究者等が各地の課題や情報の共有、具体的対策等の意見交換を実施

55

映画館での普及啓発ＣＭ
海ごみサミット２０１６
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【沿岸域および流域の人々の海への関心の醸成】
『広報・啓発』 名古屋市上下水道局

◆ 木曽三川流域連携事業の実施

１．目的

木曽三川流域の自治体が連携し、将来にわたり水環境を保全していく。

２．過年度までの取り組み状況

「木曽川さんありがとう」、「木曽三川水源林保全体験」、「木曽川（飛騨川）
水系水処理ネットワーク会議」、「エコ市」、「木曽三川流域自治体シンポジウ
ム」、「メッセ」などの連携事業を実施した。

３．今年度の取り組み状況

これまでの事業を引き続き実施した。

４．連携・協働に関する取り組み状況
幅広い自治体とともに流域連携事業を実施している。（個別の事業については6

参照）
５．施策のPR実施状況

それぞれの事業について、チラシ、ラジオ、上下水道局ウェブサイトなどで広報
を実施した。

６．取り組み結果・評価（自らモニタリング）

・木曽川さんありがとう

名古屋市上下水道局給水区域のお客さまが水源地を訪れ、保全活動等を実施した。

・木曽三川水源林保全体験

名古屋市上下水道局給水区域の小学生が水源地を訪れ、保全活動等を通じて水環

境保全の大切さを学んだ。

木曽三川流域自治体シンポジウム

・木曽川（飛騨川）水系水処理ネットワーク会議

木曽川上流部に下水処理施設を持つ自治体と

水処理に関する情報や技術を交換した。

・エコ市

上中流域の経済振興を支援するため、流域自

治体が中心となって、農作物や特産品等を販売

する市(ｲﾁ)を鍋屋上野浄水場や鳴海配水場で実

施した。

・木曽三川流域自治体シンポジウム

平成22年に発信した「流域自治体宣言」を踏

まえ、「木曽三川流域自治体シンポジウム」を

開催し、流域連携の方策について意見を交換し

合った。

・メッセ

上中流域の経済振興を支援するため、上中流

域の生産者と下流域の仕入れ企業との商談の場

を創出する「木曽三川流域“地方創生”商談会

」を開催した。
木曽三川流域“地方創生”商談会

65
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4.7.3 大学等研究機関との協働・連携 

平成 19 年 3 月に策定した伊勢湾再生行動計画において、官学民の連携が重要であると示した

ことをきっかけに、平成 20 年度に「伊勢湾再生流域研究会」（学のコンソーシアム、名古屋大学

の辻本教授（当時）が座長）が発足され、官と学の協働・連携が行われた。 

伊勢湾再生推進会議では、平成 21 年度に伊勢湾再生流域研究会で発表された「伊勢湾流域圏

の自然共生型環境管理技術開発・研究モデル（仮称）」（名古屋大学を中心に開発）を活用し、陸

域から伊勢湾へ流入する汚濁負荷量を予測した。 

平成 24 年度には伊勢湾再生行動計画第 1 回見直し版の作成、アピールエリアの設定および伊

勢湾再生の目安となる環境指標（底層 DO、透明度）の検討、平成 25 年度には伊勢湾再生行動

計画の第 2 回中間評価、平成 26 年度には伊勢湾再生行動計画第 2 回見直し版の作成および自ら

のモニタリングの取組み等について、情報提供および意見交換を行った。 

 

 

図 4-113 伊勢湾再生流域研究会の様子（平成 25 年 12 月 13 日開催） 
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4.7.4 NPO・市民団体との連携 

これまで NPO・市民団体との連携による取り組みとして、ごみの清掃活動や伊勢湾流域圏一

斉モニタリング等を実施してきた。その結果を以下に示す。 

 

(1) 一斉モニタリングの取り組みを通じてわかったこと 

■アンケート結果よりわかったこと 

 ゴミの量が「ゴミがかなりある」等が、17％から 5％に減少した。また、水の色の変化

は、「無色」から「少し色がある」が 51％から 78％に増加した。 

 これらの結果は、行政と市民による取り組みの成果であり、ＮＰＯ・市民団体は伊勢湾

がきれいになりつつあることを感じている。 

【環境ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ ⻲の⼦隊】
（対岸伊良湖岬）

【22世紀奈佐の浜ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員会】
（答志島（奈佐の浜））

【NPO法⼈⽊曽三川ごみの会】
（桑名市等）  

調査地点：128地点

平成21年度

44%

40%

17%
1ゴミは見あたらない

2ゴミが少しある

3ゴミがかなりある

調査地点：78地点

「ゴミがかなりある」
約17％

35%

20%

41%

3% 2%

1ない

2中間

3ところどころある

4中間

5多い

平成28年度
「多い」と
「中間」の合計
は 約5％

 

図 4-114 ごみの清掃活動風景とごみの量についてのアンケート調査結果 
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H28水の色
１・２・３の割合
７８％ 増加

平成28年度

1無色

2中間

3少し色がある

4中間

5濃い色

１・２・３の割合
５１％

平成21年度

 

図 4-115 水のきれいさについてのアンケート調査結果 
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■パックテストの結果よりわかったこと 

 定点による観測結果、水質が改善されていることがわかった。 

 定点で観測することにより経年的な水質改善の変化を自ら感じることができた。また、

ＮＰＯ・市民団体による水質の「監視」が発揮している。 

 

0
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2
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4

5

6

7

8

9

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

m
g/
l

COD
名古屋港 ①弥富ふ頭

名古屋港 ②弥富ふ頭

名古屋港 ト リ ト ン橋 西

弥富埠頭② 

高潮鍋田堤 

弥富埠頭① 西３区 

第二筏大橋 
トリトン橋西 

金城大橋（東）

【名古屋港南側】

庄内大橋 

新川大橋 

中川運河いろは橋 

中川運河小栗橋 

堀川 港新橋 

【名古屋港北側】
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PO4‐P
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堀川 港新橋

中川運河いろは橋付近

中川運河小栗橋

モニタリング地点

モニタリング地点

窒素（アンモニア態窒素） 窒素（亜硝酸態窒素）

COD りん（りん酸態りん）

改善 改善

横ばい

横ばい

 

図 4-116 伊勢湾流域圏一斉モニタリング結果の例（名古屋港） 

(2) NPO・市民団体からの意見 

これらの結果を「伊勢湾再生流域圏再生フォーラム（平成 29 年 3 月 4 日）」において NPO・

市民団体へ報告したところ、「地道に取り組んできた成果が実を結んだ。活動を継続してよか

った」の意見を頂き、モチベーションが上がったことが感じられた。 

一方、会員が高齢化し、担い手がいないことや活動資金の確保が困難という意見もあった。 

 

(3) まとめ 

 ＮＰＯ・市民団体は、伊勢湾がきれいになりつつあることを感じるようになり、一人ひ

とりの環境意識が向上した。 

 一斉モニタリングの結果を参加者へ伝えることは、モチベーションを持続するために重

要であることがわかった。 

 一方、取り組みを継続していくための人材、資金の確保等が課題となっている。市民・

企業と連場する場の提供など、積極的に支援することが重要であると考える。 
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4.8 モニタリングの取り組みの報告 

4.8.1 各機関による先進的なモニタリング 

伊勢湾では「汚濁機構の解明」や「施策等の実施による伊勢湾再生効果の把握」を目的とした

モニタリングを実施し、汚濁機構の解明や効率的・効果的な施策の実施に向けた新たな知見が蓄

積されている。 

表 4-29 に先進的なモニタリング事例として、衛星画像などの先進的な手法を用いたモニタリ

ング、汚濁機構の解明に向けたモニタリングとシミュレーション、カーボンオフセット等の新た

な施策展開に向けたモニタリングの事例を示す。 

今後もこれらのモニタリングを継続するとともに、観測データの一層の活用を図り、汚濁機構

を解明しながら、効率的・効果的な施策の実施に取り組んでいく。 

表 4-29 先進的なモニタリング事例一覧 

事業名・取り組み名 実施機関 取り組みの概要 

衛星画像及び測量

船等の調査による

モニタリング 

第四管区 

海上保安本部 

海洋情報部 

伊勢湾の汚濁機構解明及び各機関が実施している施策等

による伊勢湾再生効果を確認するため、湾内代表地点（計

23 地点）において毎月 1回、測量船による水温、水質デー

タの取得とホームページによる提供を行っている。 

また、11 月に“伊勢湾の健康診断～伊勢湾の水温、塩分、

溶存酸素の状況は～”と題し、夏季の溶存酸素の状況をホー

ムページにより公開した。 

２４時間水質自動

観測システム 

中部地方整備局 

港湾空港部 

愛知県 

伊勢湾の汚濁機構解明やシミュレーションモデルの精度

向上に資する水質データの取得・蓄積を行うため、湾内主要

地点（計 7地点(中部地方整備局 4地点、愛知県 3地点)）に

おいて 24 時間の連続した水質観測を実施している。 

伊勢湾シミュレー

ターの開発 

中部地方整備局 

港湾空港部 

近年のコンピューターの性能向上により、従来のモデルで

は難しかった最新の知見を取り入れることが可能となって

きたため、生態系も計算によって評価するなど、客観的な手

法によるシミュレーション・プログラム「伊勢湾シミュレー

ター」を開発している。 

干潟藻場等寿命生

態系におけるブル

ーカーボン評価に

関する研究 

三重県 

水産研究所 

海には高い生物生産性や CO2 固定能があるといわれなが

ら、具体的な調査や研究は立ち後れ、沿岸漁場環境再生に企

業等が支援する仕組みはまだない状況である。 

本研究では、沿岸の藻場・干潟等のサイクルの短い生態系

における主要な生態系機能として炭素固定機能を取り上げ、

それらを明らかにすることを目的にしている。 
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◆ 衛星画像及び測量船等の調査によるモニタリング
１．目的：

伊勢湾において、水温、塩分、流況などの環境保全情報を収集・公開することに
より、各々の施策や取り組みについて、伊勢湾再生効果を確認することを目的とす
る。

２．過年度までの取り組み状況
・平成19年4月より、地球観測衛星(Terra,Aqua)に搭載された中分解能分光放射計
（MODIS）の観測データを受信し、海上保安庁海洋情報部で画像処理した地球観測衛
星画像の海域モニタリング情報のＨＰによる公開を平成26年3月末で終了した。
・測量船により、伊勢湾の環境調査を毎月１回実施し、ＨＰにより、水温、塩分、
溶存酸素、流況情報を公開。

３．今年度の取り組み状況
・前年度に引き続き水温、塩分、溶存酸素、流況情報を毎月ＨＰにより公開、11月
に“伊勢湾の健康診断～伊勢湾の水温、塩分、溶存酸素の状況は～”と題し、夏季
の溶存酸素の状況をＨＰにより公開。

４．連携・協働に関する取り組み状況
モニタリングの観測結果を伊勢湾再生推進会議メンバー等に公開、提供すること

により、個々の施策の環境改善効果の把握及びフィードバックに役立てている。
５．施策のPR実施状況

モニタリングの実施状況及び観測結果をＨＰにより公開している。
６．取り組み結果・評価（自らモニタリング）

環境保全情報の収集・公開及び海洋の監視

【伊勢湾再生のためのモニタリング】
『環境監視のためのモニタリング』

第四管区海上保安本部

測量船「いせしお」による環境調査

【調査測線】

10

【水温鉛直断面図】 A線H28.8

【塩分鉛直断面図】 A線H28.8

【溶存酸素鉛直断面図】 A線H28.8
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気温 [℃] ○ ○ ○

水温 [℃] ○ ○ ○ ○

風向 [°]、風速 [m/s] ○ ○ ○ ○

潮位 [m] ○ ○

波高 [m] ○ ○ ○

流向 [°]、流速 [m/s] ○ ○ ○

塩分濃度 [PSU] ○ ○ ○ ○

DO [mg/l] ○ ○ ○ ○

クロロフィル-a [mg/l] ○ ○ ○

濁度 [FTU] ○ ○ ○

伊勢湾

４号灯標

瀬木寄瀬

東方灯標

中山水道航路

保全標識
項      目

伊勢湾

シーバース

【伊勢湾再生のためのモニタリング】
『環境監視及び汚濁機構の解明に寄与する取り組み』

中部地方整備局港湾空港部

◆ ２４時間水質自動観測システム

１．目的

伊勢湾の汚濁機構解明や数値シミュレーションモデルの精度向上に資する水質デー

タ等の取得・蓄積を行うため、湾内主要地点において水質観測等を実施するものです。

２．過年度までの取り組み状況

・平成１９年・２０年度 ： 中山水道航路保全標識への観測装置設置

・平成２１年 ３月 ： 観測データを「伊勢湾環境データベース」で公表

・平成２２年度 ： 伊勢湾（狭義）側の主要３地点の観測開始

３．今年度の取り組み状況

・水質観測等を継続して実施しています。

４．連携・協働に関する取り組み状況

・県などと連携・協働し、伊勢湾再生のためのモニタリングを実施しています。

５．施策のPR実施状況

・伊勢湾環境データベース(http://www.isewan-db.go.jp/)により速報データを公開

６．取り組み結果・評価

・シミュレーションモデルやすの計算結果との照合を実施

図-1 観測システム設置位置図

伊勢湾シーバース

『自動昇降式』

伊勢湾４号灯標

『自動昇降式』

瀬木寄瀬東方灯標

『固定式』

愛知県水産試験場

『固定式』

中山水道航路

保全標識

『固定式』

稼働中

試験観測中

写真-2：伊勢湾4号灯標

表-1 観測項目

写真-1：伊勢湾シーバース
（自動昇降式装置）

写真-3：瀬木寄瀬東方灯標
（固定式装置）

11
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【伊勢湾再生のためのモニタリング】
『汚濁機構を解明するためのモニタリング』

中部地方整備局港湾空港部

◆ 伊勢湾シミュレーターの開発

１．目的

伊勢湾の水質改善に向けた取り組みを行う際に、その効果を定量的かつ信頼性の高
い

手法で把握する必要がある。近年のコンピューターの性能向上により、従来のモデル

では難しかった最新の知見を取り入れることが可能となったため、生態系も計算によ

って評価するなど、客観的な手法による数値シミュレーションモデル「伊勢湾シミュ

レーター」を開発することとした。

２．過年度までの取り組み状況

・平成１９年度から伊勢湾環境の数値シミュレーションモデルの開発を行い、伊勢湾
のルールとなることを目指した「伊勢湾シミュレーター」の基本モデルが完成した。

①苦潮（青潮）湧昇の再現性の向上（流動モデルの導入）

②適切な生物循環の再現性の向上（生態系モデルの導入）

③適切な地形を表現（可変格子法、水平格子組立法の導入）

３．今年度の取り組み状況

・貧酸素水塊の長期変化の再現性を向上するとともに、豊饒な伊勢湾が失われるメカ
ニズムを検討した。

４．連携・協働に関する取り組み状況

・学識経験者、専門家、漁業関係者、ＮＰＯ法人等から構成される検討会において、
伊勢湾シミュレーターの精度向上に取り組んでいる。

５．施策のPR実施状況

・数値シミュレーションモデルを、平成２４年５月よりダウンロードできるように
した。

６．取り組み結果・評価

12

シミュレーション結果の再現性確認

■全窒素

■溶存酸素

凡例 ●：観測地，－：計算値

アウトプットイメージ：貧酸素水塊が生物に与える影響を把握

堆積物色者底層DO
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◆ 干潟藻場等短寿命生態系におけるブルーカーボン評価に関する研究

１．目的

陸域では、森林等のCO2固定能が定量的に評価され、企業がカーボンオフセットの

概念を導入して、森林再生等の環境保全活動を支援するシステムが構築されつつあ

る。一方で、海も高い生物生産性やCO2固定能があるといわれながら、具体的な調査

や研究は立ち後れ、沿岸漁場環境再生に企業等が支援する仕組みはまだ存在してい

ないのが現状である。

今後、漁場環境再生事業を効率的に展開していくためには、カーボンオフセット

の観点から企業等が支援しやすい仕組みを構築する必要がある。本研究では、沿岸

の藻場・干潟等のサイクルの短い生態系における主要な生態系機能として炭素固定

機能を取り上げ、それらを明らかにすることを目的とする。

２．過年度までの取り組み状況

・これまで三重県事業の中で、伊勢湾内の干潟やアマモ場が有する窒素浄化機能の評

価を実施してきた。

３．今年度の取り組み状況

・御殿場海岸の造成アマモ場と松名瀬海岸の天然アマモ場を対象に、炭素固定量を定

量的に測定した（図１、２）。

４．連携・協働に関する取り組み状況

・干潟と藻場（松名瀬海岸等）での漁場調査を周辺の漁業者と連携して実施した。

５．施策のＰＲ実施状況

・環境県民講座（鈴鹿市）や干潟観察会（四日市市）などで、研究成果を報告した。

６．取り組み結果・評価（自らモニタリング）

・伊勢湾の干潟と藻場における短寿命海草（アマモ，アオサ等）及び二枚貝類（アサ

リ等）の炭素収支について、難分解性物質量も含めた定量的な評価を行った結果、

干潟では３トン/ｈａ/年、アマモ場では２．５トン/ｈａ/年と、森林の半量に匹敵

する炭素固定能力を持つことを把握した。

【水質の改善・生物多様性の向上】
『水質・底質の改善』 三重県水産研究所

図１ 藻場や干潟での炭素固定量の観測 図２ アマモ場の炭素固定の概要

50

共同研究機関：国立環境研究所、東京都環境
科学研究センター，兵庫県環境研究センター

【 固定】
草体生産量

（ 光合成量）
難分解物質量

【 放出】
草体枯死量

（ CO2回帰）
呼吸量
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4.8.2 伊勢湾流域圏一斉モニタリング 

伊勢湾再生に向け、伊勢湾流域圏の学校、個人、市民団体、民間企業などが広く連携した伊勢

湾流域圏一斉モニタリングを平成 21 年度から実施している。一斉モニタリングの調査地点数お

よび参加団体数は初年度の平成 21 年度から増加傾向にあり、伊勢湾の水質、ごみ、生物等に関

するモニタリングデータが蓄積されるとともに、市民の意識が高まったと考えられる。特に簡易

水質テストの参加団体数は、約 50～80 団体で推移している。また、分析による調査の地点数は

年度によって変動があるものの毎年 300 地点以上、簡易水質調査ではここ数年では約 150 地点

以上を維持している。 

このような調査は、継続性と面的なデータの取得が期待されることから、調査方法・調査結果

のとりまとめ方法の工夫や、調査により確認されたことの報告を通じて、参加者との連携を深め、

参加団体数と調査地点数をさらに増やしていくことが望まれる。 

表 4-30 参加団体数の推移 

年度 
分析による 
水質調査 

簡易水質テスト、 
ゴミ調査、生物調査 

平成 28 年度 17 51 

平成 27 年度 31 71 

平成 26 年度 15 76 

平成 25 年度 29 83 

平成 24 年度 46 59 

平成 23 年度 42 49 

平成 22 年度 51 67 

平成 21 年度 35 60 
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図 4-117 一斉モニタリング参加団体数の推移 
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表 4-31 一斉モニタリング地点数の推移 

 分析による水質調査 簡易水質調査 
陸域 海域 計 陸域 海域 計 

平成 28 年度 215 164 379 160 31 191 

平成 27 年度   422    77   499 225 27 252 

平成 26 年度 259 80 339 132 32 164 

平成 25 年度 328 125 453 159 33 192 

平成 24 年度 450 223 673 357 32 389 

平成 23 年度 483 109 592 119 34 153 

平成 22 年度 569 234 803 189 39 228 

平成 21 年度 264 69 333 78 28 106 
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図 4-118 分析による水質調査地点数の推移 
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図 4-119 簡易水質調査地点数の推移 
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＜年度別の一斉モニタリング調査地点＞ 

各年度の調査地点（簡易調査）を重ねてみると、伊勢湾流域の全域を概ね網羅しているものの、

一級河川では、櫛田川、揖斐川、木曽川、矢作川、豊川の中流から上流域で調査地点が少なくな

っている。 

 

図 4-120 各年の一斉モニタリングの実施地点（簡易調査） 

調査地点 

● H21 

● H22 

● H23 

● H24 

● H25 

● H26 

● H27 

● H28 
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＜一斉モニタリング結果の比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-121 COD（簡易水質テスト結果）(1) 

 

〔H23〕 

COD（化学的酸素要求量）
有機物による水の汚れ

を示します。有機物を酸化

剤で化学的に酸化される

ときに消費される酸素量

のことです。汚れるにつれ

て値が大きくなります。 

COD（化学的酸素要求量） 

COD（化学的酸素要求量） 

〔H24〕 

COD（化学的酸素要求量） 

〔H21〕 〔H22〕 
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図 4-122  COD（簡易水質テスト結果）(2) 

〔H25〕 

 
 

〔H26〕 

 

〔H27〕 

 

〔H28〕 

COD（化学的酸素要求量） 

COD（化学的酸素要求量） 

COD（化学的酸素要求量） 

COD（化学的酸素要求量） 
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4.8.3 陸域モニタリング計画の実施状況 

(1) 陸域モニタリング計画 

伊勢湾再生のため、①水質、生物の生息・生育状況等の継続的な監視、②施策効果の確

認、③伊勢湾の汚濁機構解明に関する必要な基礎データの蓄積、④住民参加型のモニタリ

ングの推進の 4 つの実施方針のもと、平成 23 年 3 月に「陸域モニタリング計画」を策定し

た。 

策定された陸域モニタリング計画の内容については、参考資料P5-3に示すとおりである。 

 

(2) 陸域モニタリング計画の実施状況 

陸域モニタリングの実施方針である、①水質、生物の生息・生育状況等の継続的な監視、

②施策効果の確認、③伊勢湾の汚濁機構解明に関する必要な基礎データの蓄積の 3 つの観

点から、陸域モニタリングの実施状況を以下に整理する。 

なお、実施方針④住民参加型のモニタリングの推進については、4.8.2 伊勢湾流域圏一

斉モニタリングに示した通りである。 

 

① 水質、生物の生息・生育状況の継続的な監視 

平常時の水質については、原則として月 1 回の水質調査が各河川で実施しており、水質

の継続的な監視を実施している。生物調査については、河川水辺の国勢調査が 5 年に 1 回(項

目によっては 10 年に 1 回)実施されている。陸域モニタリング計画の調査地点を分布は図 

4-123 のとおりである。 

計画された地点および項目を全て調査するには至っていないが、計画地点に対して概ね

の地点で調査を実施している。 
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②施策効果の確認 

陸域モニタリング計画では、それぞれの目的に合致したモニタリングを行っている。「4.4 

個別施策のモニタリングを踏まえインパクト・レスポンスが明確になった事項の整理」に

も示したとおり、下水道の整備等に伴う河川水質の改善や河口干潟の創出による多様な生

態系の生息・生育の場の回復等の効果が確認されている。 

一方、森林・農用地の保全、公園・緑地等の整備による水質改善の効果等、施策の実施

による効果の確認が実施できていない施策も多い。 

 

出典：伊勢湾流域圏陸域モニタリング計画（平成 23 年 3 月） 

図 4-123 伊勢湾流域圏陸域モニタリング計画のモニタリング地点（一級河川 10 河川） 
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③伊勢湾の汚濁機構解明に関する必要な基礎データの蓄積 

陸域から伊勢湾への汚濁負荷量を把握するため、平水時及び出水時に各河川の順流域末

端での水質調査を実施している。これまで、平成 22 年度に木曽川と庄内川（平水時、出水

時）、平成 23 年度に矢作川と豊川（平水時、出水時）、平成 24 年度に雲出川と日光川（出

水時）、平成 25 年度に鈴鹿川と梅田川（出水時）、平成 26 年度には揖斐川と天白川（出水

時）の水質調査を実施した。 

汚濁機構の解明については、現時点ですべての水系において出水時調査等を実施してい

ないことから、引き続き、出水時の水質調査を実施し、陸域からの汚濁負荷量の実態を把

握する。その際には、過去に出水時調査を実施していない河川、出水時の流量規模等を勘

案し、優先すべき調査河川を検討する。 

また、ここで得られたデータ等を伊勢湾シミュレーターの計算条件として活用するなど、

汚濁機構解明に向けた取り組みを推進する。 
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図 4-124 水質調査地点 
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図 4-125 水質調査から把握した L-Q 式の例（平成 24 年度調査） 

 

豊川 当古橋 
(H23 年度) 

矢作川 中畑橋 
(H23 年度) 

雲出川 雲出橋 
(H24 年度) 

日光川 大海用橋
(H24 年度) 

木曽川 濃尾大橋
(H22 年度) 

庄内川 新名西橋
(H22 年度) 

鈴鹿川 高岡橋 
(H25 年度) 

梅田川 御厨橋 
(H25 年度) 

天白川 天白橋 
(H26 年度) 

揖斐川 揖斐大橋 
(H26 年度) 

L-Q 式：
流入負荷量 L と流
量 Q の相関関係を
示した図 

▲：平常時(豊水流
量未満)のL-Q式

○：出水時(豊水流
量以上)のL-Q式
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(3) 陸域モニタリング計画の評価 

公共用水域水質調査や河川水辺の国勢調査等の従来からの調査体系に基づき、着実に継

続的な監視を行うとともに、汚濁機構解明に関する必要な基礎データの蓄積を進めている。 

一方で、陸域モニタリング計画に定めたすべての項目について十分な調査が実施できて

いないという課題がある。予算等の制約もあり、新たなモニタリングを実施することが困

難な状況であるが、環境省で実施される全国水生生物調査など、既存の枠組みで実施され

ている調査の有効活用をより一層進めるとともに、限られた予算の中で実施可能な調査の

内容・頻度等実効性のあるモニタリング計画へと見直しが必要である。 

また、伊勢湾ではさまざまな施策を実施しているものの、施策実施の効果が見えにくい

施策が存在する。そのため、効果が確認しづらい施策については、施策の進捗させること

と並行して、施策の実施機関において、伊勢湾再生に係わる現象や施策実施効果を把握す

るための“自らモニタリング”を検討し活用する方法もある。 
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4.8.4 海域モニタリング計画の実施状況 

(1) 海域モニタリング計画 

①伊勢湾で起こる苦潮や貧酸素水塊等の環境特性を把握し、汚濁メカニズムの解明を図る

こと（以下：監視の視点）及び②環境予測が可能な伊勢湾シミュレーター（開発中）により、

効果的かつ効率的な施策の選定及び施策実施後の効果検証を行うこと（以下：修復の視点）

を行うため、“監視の視点”と“修復の視点”からなる海域のモニタリング計画を平成 20 年

度に定めた。 

 

(2) 海域モニタリング計画の実施状況 

伊勢湾海域のモニタリングは、各地方自治体等が水産的視点などから伊勢湾海域の各場所

（図 4-126）で実施している。 

「監視」及び「修復」に関するモニタリングの状況は以下のとおりである。 

 

図 4-126 既存のモニタリング地点 

★

★

★

★ 
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①監視に関するモニタリング 

月毎及び季節毎の定期的な水質及び底質調査を図 4-126 に示す地点で実施している。 

また、伊勢湾内で最低限実施すべき基本ケースとして、10 地点（図 4-127 の赤破線の

10 のエリア）で連続観測を実施する計画に対し、平成 22 年度より連続観測が開始された

3 地点を加えて、現在 7 か所(図 4-127 の★地点：伊勢湾(狭義)3 か所、三河湾 4 か所)で

水質の連続観測を実施している。 

 

図 4-127 連続観測の地点 

 

②修復に関するモニタリング 

伊勢湾内で最低限実施すべき基本ケースとして、8 か所、年 2 回以上の調査を実施する

計画に対し、図 4-126 に示す地点での定期調査のほか、海洋環境整備船「白龍」による

年 4 回の水質・底質調査を実施している。 

 

(3) 海域モニタリング計画の評価 

海域の「監視」及び「修復」に関するモニタリングについては、概ね計画通りに実施して

いる。また、これらの調査結果を伊勢湾シミュレーターのモデルの精度向上等に有効活用し、

伊勢湾の汚濁機構の解明等を行っている。 

また、海域の水質や底質については、陸域からの汚濁負荷削減が進んでいるにもかかわら

ず、横ばいの状況にある。基本ケースで設定されている 8 地点のみの修復に関するモニタリ

ングでは、施策実施の効果が確認されるには長期の時間を要するものと想定される。 

今後、干潟・浅場造成や覆砂などの海域における施策実施個所において、施策の実施機関

による水質や底質、生物等に関する“自らモニタリング”を活用し、効率的・効果的な施策

の実施に向けて各施策の実施効果を明らかにしていくことが望ましい。 

 ★ 

 ★ 

 ★ 
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4.9 評価結果のとりまとめ 

伊勢湾再生推進会議では、平成 19 年 3 月に策定された行動計画における目標達成のための施

策等について、平成 19 年度から平成 28 年度までの 10 年間の施策の実施状況、その評価及び今

後の実施方針をとりまとめた。 

なお、各評価一覧表中の①②③は、下記の期間での状況を示したものである。 

①全期間で評価(平成 12 年度～平成 28 年度) 

②伊勢湾再生行動計画が策定された以降の 10 年間の評価(平成 19 年度～平成 28 年度) 

③第 2 回中間評価実施後の 4 年間の評価(平成 25 年度～平成 28 年度) 
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4.9.1 健全な水・物質循環の構築 

(1) 汚濁負荷の削減 

汚濁負荷削減に関する環境指標、施策指標等の評価結果を表 4-32 に示す。 

汚濁負荷の削減に向けて、下水道や農業集落排水等の整備、合流式下水道緊急改善事業、

畜産や事業所等からの排水対策などさまざまな施策が計画的に推進されている。その結果、

河川の水質が改善されるなど、陸域から伊勢湾に流入する汚濁負荷量は着実に減少している

と推察することが出来る。 

個別施策のモニタリング結果およびアピールエリアの整理から、下水道整備等の流域での

汚濁負荷量削減対策は、海域における長期的な T-N、T-P の低減に寄与していることが確認

できた。 

また、陸域負荷算定モデルのシミュレーション結果から伊勢湾流域での各種取り組みによ

り汚濁負荷の削減が進んでいること、伊勢湾シミュレーターの結果から陸域からの汚濁負荷

量削減により海域で T-N、T-P の緩やかな低減傾向がみられることが推察できた。 

一方、伊勢湾全域の海域において、COD、T-N、T-P の環境基準達成率、底層 DO は概ね

横ばいであり、改善の傾向はみられない。また、赤潮や苦潮の発生回数についても概ね横ば

いで推移しており明確な改善傾向を確認するには至っていない。 

伊勢湾流域圏の汚水処理人口普及率は依然として全国平均を下回り、下水道整備が遅れて

いる。今後も下水道整備や他の陸域の施策を推進するとともに、高度処理の普及や合流式下

水道の改善、合併浄化槽等の普及率の向上等の施策を促進し、地域特性に応じた生態系・水

環境保全に留意しながら汚濁負荷の削減に努める。また、個別施策のモニタリング、アピー

ルエリアでのモニタリング等の充実により、新たな知見の蓄積を図る。 
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表 4-32 汚濁負荷の削減に関する評価一覧 

分類 項目 
評価結果 

① ② ③ コメント 

環

境

指

標 

1 川 河川の環境基準達成率 ◎ ◎ －
100％に近い水準まで改善し、現在もその水準を維

持している。 

5 
海 

海域の環境基準達成率 ○ ○ －
COD 及びT-N、T-Pは年毎の変動が大きいものの、

概ね横ばいである。 

6 赤潮・苦潮発生回数 △ △ △ 赤潮及び苦潮の発生回数は概ね横ばいである。 

施策

指標 

13 

川 

汚水

処理 

汚水処理人口普及率  ○ ○ 着実に普及率は上昇している。 

14 下水道処理人口普及率  ○ ○ 着実に普及率は上昇している。 

15 
農業集落排水施設処理

人口普及率 
 ○ ○ 計画的に整備を実施している。 

－ 浄化槽処理人口普及率    
整備規模が小さいため、単独では評価せずに、汚

水処理人口普及率とあわせて評価する。 

－ 
コミュニティープラン

ト処理人口普及率 
   

整備規模が小さいため、単独では評価せずに、汚

水処理人口普及率とあわせて評価する。 

16 
合流式下水道緊急改善

事業を完了する市町村

数 
 ○ ○

平成27年度末で7自治体が合流式下水道緊急改善
事業を完了しており、計画的に実施している。 

17 
高度処理を実施してい

る処理施設数 
 ○ ○ 高度処理化を着実に実施している。 

21 
農業

畜産 
家畜排せつ物処理に関

する補助件数 
 ○ ○ 継続的に事業を実施している。 

22 工場 排水規制の適合率  ○ ○
排水規制の適合率は、97%前後の高水準で維持さ
れている。 

35 海 ごみ 浮遊ごみの回収量  ○ ○ 毎年着実に浮遊ごみの回収を実施している。 

(ア) 
インパクト・レスポンスを踏まえた施策

実施による環境改善効果の定性的な評

価 ○ 
流入河川河口部付近では、汚濁負荷の削減の影響

と推察される海域水質の改善が確認された。 

(イ) 
個別施策で把握されている環境改善効

果事例の整理結果 

(ウ) 
シミュレーションによる主要施策の環

境改善効果の評価 
○ 

陸域負荷算定モデルの計算結果より、汚濁負荷削

減施策の実施により行動計画期間内で約 20％の汚

濁負荷削減効果が確認された。また、伊勢湾シミ

ュレーターの計算結果から、陸域からの汚濁負荷

削減に伴う海域水質の改善が確認された。 

(エ) 
アピールエリアでの環境改善状況の整

理 

◎ 
 
○ 
 

長期的に見ると、下水道整備等に伴い、河川水質

BOD の改善が確認できた。 
海域水質(COD、T-N、T-P、透明度)にも緩やかな

低減傾向が認められる地点があった。 

 
評価 環境指標 施策指標 （ア）、（イ）、（ウ）、（エ）
◎ 改善している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定量的に把握で

きている
○ 改善の兆しが確認

される 
施策を実施している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定性的に把握で

きている
△ 変化がみられない 施策の実施量が減少している 施策及び効果のモニタリングが行われている 
× 悪化している 施策を実施していない 施策を実施していない
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(2) 森林・農用地等の保全・整備 

森林・農用地等の保全・整備に関する環境指標、施策指標等の評価結果を表 4-33 に示す。 

伊勢湾内にある森林面積は横ばい傾向であるものの、間伐等の森林の保全・整備、環境保

全型農業の推進、公園緑地整備等の施策が計画的に推進されている。 

一方、森林・農用地等の保全・整備による健全な水・物質循環の構築に対する効果を、確

認するには至っていない。 

今後も持続可能な森林・農用地等の保全・整備に関する取り組み、行政のみならず市民や

NPO など多様な主体による森林整備の推進や環境配慮型の農業への支援等の施策を推進し、

健全な水・物質循環の構築を図るともに、個別施策のモニタリング、アピールエリアでのモ

ニタリング等の充実により、新たな知見の蓄積を図る。 
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表 4-33 森林・農用地等の保全・整備に関する評価一覧 

分類 項目 
評価結果

① ② ③ コメント 

環
境
指
標 

2 川 農地面積 － － －
農地面積は減少傾向が継続しているが、現時
点で伊勢湾再生に与える影響が明確でないた
め評価しない。 

施
策
指
標 

10 

森 

保育(間伐)面積  ○ ○ 計画的に保育(間伐)を実施している。 

11 保育(間伐以外)面積  ○ ○
実施量は減少傾向であるが、適切に保育(間伐
以外)を実施している。 

12 新植面積  ○ ○
計画的に新植が実施されており、平成 24 年
以降新植面積が増加傾向にある。 

18 

川 

農業
畜産 

旧・共同活動支援交
付金(多面的機能支
払交付金)の対象面
積 

 ○ ○
交付金を活用した農地保全等を着実に実施し
ている。 

19 

旧・営農活動支援交
付金(環境保全型農
業直接支払交付金)
の対象面積 

 ○ ○
交付金を活用した環境保全型農業等を着実に
実施している。 

20 エコファーマー認
定者数  ○ ○

エコファーマー認定等により環境保全型農業
が推進されている。 

21 家畜排せつ物処理
に関する補助件数  ○ ○ 継続的に事業を実施している。 

23 都市 
市街化区域内の公
園緑地等の整備面
積 

 ○ ○
年間の整備面積には変動があるものの、累積
整備面積は計画的に増加している。 

(エ) アピールエリアでの環境改善状況の
整理 ○ 

健全な森林を保つため、伊勢湾流域内で毎年
一定量の森林整備が着実に実施しているもの
の、伊勢湾流域全体での森林面積は横ばい傾
向にある。 

 
評価 環境指標 施策指標 （ア）、（イ）、（ウ）、（エ）
◎ 改善している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定量的に把握で

きている
○ 改善の兆しが確認

される 
施策を実施している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定性的に把握で

きている
△ 変化がみられない 施策の実施量が減少している 施策及び効果のモニタリングが行われている 
× 悪化している 施策を実施していない 施策を実施していない
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(3) 海域の底質改善 

海域の底質改善に関する環境指標、施策指標等の評価結果を表 4-34 に示す。 

覆砂、ヘドロの浚渫、深掘跡の埋め戻しなどの施策が着実に推進されている。 

個別施策のモニタリングにおいて、覆砂、深掘跡、干潟・浅場の造成の埋め戻しにより底

質が改善され、その結果、底生生物の増加、水質の改善など、これらの施策による底質改善

に対する有効性が確認された。 

一方、事業実施箇所では海域の底質改善が確認されたものの、伊勢湾全域での底層 DO お

よび底泥の COD・強熱減量の経年変化は横ばいであり、改善傾向はみられてない。 

今後も覆砂等の施策を継続し海域の底質改善を図るとともに、個別施策のモニタリング、

アピールエリアでのモニタリング等の充実により新たな知見の蓄積を図り、効率的・効果的

な施策の実施方法を検討する。 

 

表 4-34 海域の底質改善に関する評価一覧 

分類 項目 
評価結果

① ② ③ コメント 

環
境
指
標 

8 
海 

底層 DO △ △ △
底層 DO は横ばいであり、改善傾向はみられ
ない。 
 

9 底泥の COD、強熱
減量 △ △ △

底泥の COD 及び強熱減量は横ばいであり、
改善傾向はみられない。 

施策
指標 

28 

海 底質 

覆砂面積  ○ ○
着実に事業を実施しており、底質が改善した
面積は増加している。 

29 ヘドロ除去量 
(浚渫量)  ○ － 平成 21 年度に計画された事業は完了した。

30 深掘跡の埋戻し土
量  ○ ○

平成 20 年度に事業は一旦終了したが、平成
25 年度に再開している。 

(ア) 
インパクト・レスポンスを踏まえた
施策実施による環境改善効果の定性
的な評価 ○ 

深掘箇所の埋戻し、覆砂等により、底質の改
善とそれに伴う底生生物の増加、水質の改善
が確認された。 

(イ) 個別施策で把握されている環境改善
効果事例の整理結果 

 
評価 環境指標 施策指標 （ア）、（イ）、（ウ）、（エ）
◎ 改善している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定量的に把握で

きている
○ 改善の兆しが確認

される 
施策を実施している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定性的に把握で

きている
△ 変化がみられない 施策の実施量が減少している 施策及び効果のモニタリングが行われている 
× 悪化している 施策を実施していない 施策を実施していない
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(4) 適正な水の使用 

適正な水の使用に関する環境指標の評価結果を表 4-35 に示す。 

地下水採取規制及び水資源の有効利用に関する啓発活動の展開を実施している。地下水採

取量が「濃尾平野地盤沈下防止等対策要綱(S60.8.15、改正 H7.9.5)」で定められている 2.7

億 m3/年を下回っている。また、上水道使用量原単位は、概ね横ばいである。 

 

 

表 4-35 適正な水の使用に関する評価一覧 

分類 項目 
評価結果

① ② ③ コメント 

環
境
指
標 

3 

川 

地下水採取量 ○ ○ ○ 地下水採取量は目標値以下で推移している。

4 上水道使用水量原
単位 ○ ○ ○ 使用水量は概ね横ばいである。 

 
評価 環境指標 施策指標 （ア）、（イ）、（ウ）、（エ）
◎ 改善している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定量的に把握で

きている
○ 改善の兆しが確認

される 
施策を実施している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定性的に把握で

きている
△ 変化がみられない 施策の実施量が減少している 施策及び効果のモニタリングが行われている 
× 悪化している 施策を実施していない 施策を実施していない
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(5) 水質浄化機能の保全・再生・創出等 

水質浄化機能の保全・再生・創出等に関する環境指標、施策指標等の評価結果を表 4-36

に示す。 

ヨシ原・砂州、干潟、浅場、藻場等の保全・再生などの施策が着実に推進されている。河

川の環境基準達成率が 100%に近い水準まで改善し維持されていることなどから、水質浄化

機能の向上に寄与したと考えられる。 

また、個別施策のモニタリング結果から、河口部や海域で干潟・浅場の再生や覆砂を実施

した地区では、底質環境の改善とそれに伴う水質の改善（DO の改善、COD の低減等）、多

様な底生生物の生息・生育の回復が確認できた地域がある。 

一方、伊勢湾全域の海域は、COD、T-N、T-P の環境基準達成率は横ばいで推移しており、

明確な低減傾向がみられていない。また、赤潮や苦潮の発生回数についても明確な改善傾向

を確認するに至っていない。 

施策実施地域において、底質改善に伴う水質低減への有効性が確認されたこと等を踏まえ、

今後もヨシ原・砂州、干潟、浅場、藻場等の保全・再生等の施策を推進し、水質浄化機能の

保全・再生・創出等に努める。また、個別施策のモニタリング、アピールエリアでのモニタ

リング等の充実により、新たな知見の蓄積を図る。 

 



 

 4-164

 

表 4-36 水質浄化機能の保全・再生・創出等に関する評価一覧 

分類 項目 
評価結果

① ② ③ コメント 

環
境
指
標 

1 川 河川の環境基準達
成率 ◎ ◎ －

100％に近い水準まで改善し、現在もその水
準を維持している。 

5 
海 

海域の環境基準達
成率 ○ ○ －

COD 及び T-N、T-P は年毎の変動が大きいも
のの、概ね横ばいである。 

6 赤潮・苦潮発生回数 △ △ △
赤潮及び苦潮の発生回数は概ね横ばいであ
る。 

施策
指標 

25 

川 河川 

ヨシ原・砂州再生面
積  ○ ○

再生された河口部のヨシ原・砂州の面積は増
加している。 

26 河川浄化施設数  ○ ○
施設数に増減はないが、適切に運用されてい
る。 

27 河口干潟再生面積  ○ ○ 再生された河口干潟の面積は増加している。

31 

海 海岸
海浜 

干潟・浅場造成面積  ○ ○
年度によって事業量の増減はあるものの、着
実に干潟、浅場面積は増加している。 

34 砂浜造成延長  ○  

事業実施により砂浜造成延長は増加した。
平成 25 年度で事業が終了したため、平成 25
年度以降は評価の対象外とした。 
（次期計画では砂浜造成量としてモニタリン
グを実施予定） 

(ア) 
インパクト・レスポンスを踏まえた
施策実施による環境改善効果の定性
的な評価 ○ 

干潟・浅場の再生や覆砂の実施により、底質
環境の改善に伴う水質の改善が確認された。

(イ) 個別施策で把握されている環境改善
効果事例の整理結果 

(エ) アピールエリアでの環境改善状況の
整理 ○ 

海域水質(COD、透明度)にも緩やかな改善傾
向が認められる地点がある。 

 
評価 環境指標 施策指標 （ア）、（イ）、（ウ）、（エ）
◎ 改善している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定量的に把握で

きている 
○ 改善の兆しが確認

される 
施策を実施している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定性的に把握で

きている 
△ 変化がみられない 施策の実施量が減少している 施策及び効果のモニタリングが行われている 
× 悪化している 施策を実施していない 施策を実施していない
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(6) 基本方針 1：健全な水・物質循環の構築に関する評価のまとめ 

 

○健全な水・物質循環の構築に向けて、汚濁負荷の削減、森林・農用地等の保全・整備、

海域の底質改善、適正な水の使用、水質浄化機能の保全・再生・創出に関する施策を着

実に実施している。 

○陸域での汚濁負荷量削減の取り組みにより、河川の水質が改善されるなど着実な成果を

上げた。 

○アピールエリアにおいて、下水道整備等の流域での汚濁負荷量削減対策は、海域におけ

る長期的な T-N、T-P の低減に寄与していることが確認できた。 

○覆砂、深掘れ跡の埋め戻し、干潟・浅場の造成により底質が改善され、その結果、水質

の改善が確認されるなど、これらの施策の有効性が確認された。 

○一方で、伊勢湾全体で見た場合には、海域の COD、T-N、T-P の環境基準達成率、底層

DO、底泥の COD・強熱減量に明確な改善傾向が確認されていない。また、赤潮や苦潮

発生回数は変動があるものの概ね横ばい程度で推移しており、明確な改善傾向が確認さ

れていない。 

○貧酸素水塊の発生を低減させるため、伊勢湾再生海域検討会でそのメカニズムの解明に

向けた調査研究を進めた結果、伊勢湾シミュレーターが実用化され、貧酸素水塊の挙動

が予測可能となり、効率的な手法やその実施箇所・規模の検討が可能となった。 

○伊勢湾シミュレーターを用いた検討結果より、伊勢湾の環境を改善させるためには、「①

生物生息場となる干潟、浅場、藻場の再生・保全」、「②流入負荷量の適切な設定・管理」

が重要であることが分かった。 

○引き続き施策を長期的な視点で着実に進め、伊勢湾シミュレーターを活用しながら計画

的に海域の取り組みを推進するとともに、個別施策のモニタリング、アピールエリアで

のモニタリング等の充実により新たな知見を蓄積し、健全な水・物質循環の構築を図る。 
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4.9.2 多様な生態系の回復 

(1) 干潟、浅場、藻場等の保全・再生・創出等 

干潟、浅場、藻場等の保全・再生・創出等に関する施策指標等の評価結果を表 4-37 に示

す。 

多様な生態系の回復に向けて、ヨシ原・砂州、干潟、浅場、藻場等の保全・再生などの施

策が着実に推進されている。 

個別施策のモニタリング結果、アピールエリアの整理から、木曽三川の河口部や雲出川・

櫛田川の河口における干潟再生等による底生生物の増加やそれに伴う鳥類の増加等の効果が

確認できた。また、海域における干潟造成や養浜等により底生生物の増加やアカウミガメの

産卵場の保全につながった事例も確認された。 

一方で、伊勢湾全域における漁獲量の明確な増加傾向を確認するには至っていない。 

施策実施地域では多様な生態系の回復に対する有効性が期待できること等を踏まえ、今後

もヨシ原・砂州、干潟、浅場、藻場等の保全・再生・創出等の施策を推進し、多様な生態系

の回復に努める。また、個別施策のモニタリング、アピールエリアでのモニタリング等の充

実により、新たな知見の蓄積を図る。 
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表 4-37 干潟、浅場、藻場等の保全・再生・創出等に関する評価一覧 

分類 項目 
評価結果

① ② ③ コメント 

施策
指標 

25 
川 河川 

ヨシ原砂州再生面
積  ○ ○

再生された河口部のヨシ原・砂州の面積は増
加している。 

27 河口干潟再生面積  ○ ○ 再生された河口干潟の面積は増加している。

31 

海 海岸
海浜 

干潟・浅場造成面積  ○ ○
年度によって事業量の増減はあるものの、着
実に干潟、浅場面積は増加している。 

33 
環境・利用に配慮し
た堤防・護岸等の整
備延長 

 ○ ○
年度によって事業量の増減はあるものの、着
実に事業を実施している。 

34 砂浜造成延長  ○  

事業実施により砂浜造成延長は増加した。
平成 25 年度で事業は終了したため、平成 25
年度以降は評価の対象外とした。 
（次期計画では砂浜造成量としてモニタリン
グを実施予定） 

(ア) 
インパクト・レスポンスを踏まえた
施策実施による環境改善効果の定性
的な評価 

○ 

流入河川河口部の自然再生により、多様な生
態系の回復が確認された。 
干潟、浅場の再生や覆砂を実施した地区では、
底質環境の改善、それに伴う多様な底生生物
の生息・生育の回復が確認された。また、底
生生物の回復に伴う鳥類の増加が確認され
た。 

(イ) 個別施策で把握されている環境改善
効果事例の整理結果 

(エ) アピールエリアでの環境改善状況の
整理 

○ 
砂浜造成により、2010 年には過去 15 年間で
最大のアカウミガメ産卵数が確認された。 

○ 
河口での干潟造成により、底生生物が近年増
加している状況が確認された。 

○ 
干潟や砂浜の造成により、鳥類飛来数の増加
傾向が確認された。 

 
評価 環境指標 施策指標 （ア）、（イ）、（ウ）、（エ）
◎ 改善している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定量的に把握で

きている
○ 改善の兆しが確認

される 
施策を実施している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定性的に把握で

きている
△ 変化がみられない 施策の実施量が減少している 施策及び効果のモニタリングが行われている 
× 悪化している 施策を実施していない 施策を実施していない
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(2) 漁業生産の回復 

漁業生産の回復に関する環境指標等の評価結果を表 4-38 に示す。 

多様な生態系の回復を目指した干潟、浅場、藻場等の保全・再生・創出等の実施により、

漁業生産の回復に寄与しているものと考えられる。愛知県で貝類の漁獲量が平成 19 年に増加

するなど、一部回復の兆しがみられた。 

個別施策のモニタリング結果では、木曽三川河口部において干潟造成を行った箇所で、貝

類等の漁獲量の増加が確認された。また、雲出川河口部、櫛田川河口部等において、干潟造

成により、アサリの増加が確認されるなど、漁場として回復する効果も確認された。 

一方で、伊勢湾全体の漁獲量は、現時点で明確な増加傾向を確認するには至っていない。

赤潮及び苦潮の発生回数についても、横ばいで改善傾向を確認するには至っておらず、平成

20 年には、三河湾奧部に苦潮が多発し、9 月下旬に豊川河口でアサリ稚貝が大量にへい死す

るなどの漁業被害が起こっている。 

施策実施地域では漁業生産の回復に対する有効性が確認されたこと等を踏まえ、今後も干

潟、浅場、藻場等の保全・再生・創出等の施策を推進し、漁業生産の回復に努める。また、

漁獲量は漁業者の数や手法の変化等、人為的な要素も含まれる指標であるため、一概にその

増減だけで水産資源の回復を判断することが難しい。しかし、生態系に関わる唯一の長期的

な状況把握が可能な指標であるため、今後も漁獲量のモニタリングを行い水産資源の回復状

況の把握に努める。さらには、個別施策のモニタリング、アピールエリアでのモニタリング

等の充実により、新たな知見の蓄積を図る。 

表 4-38 漁業生産の回復に関する評価一覧 

分類 項目 
評価結果

① ② ③ コメント 

環
境
指
標 

6 

海 

赤潮・苦潮発生回数 △ △ △
赤潮及び苦潮の発生回数は概ね横ばいであ
る。 

7 漁獲量 
漁業経営体数 ○ ○ △

愛知県で浮魚類の漁獲量が増加し、一部改善
の兆しが見られる。 
漁業経営体数は減少傾向にある。 

(ア) 
インパクト・レスポンスを踏まえた
施策実施による環境改善効果の定性
的な評価 ○ 

干潟・浅場の再生・造成箇所では、アサリの
漁場としての機能が確認された。 

(イ) 個別施策で把握されている環境改善
効果事例の整理結果 

(エ) アピールエリアでの環境改善状況の
整理 ○ 

近年、干潟・浅場・砂浜の造成等により、ア
サリ漁獲量の増加傾向がみられるエリアがあ
る。 

 
評価 環境指標 施策指標 （ア）、（イ）、（ウ）、（エ）
◎ 改善している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定量的に把握で

きている
○ 改善の兆しが確認

される 
施策を実施している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定性的に把握で

きている
△ 変化がみられない 施策の実施量が減少している 施策及び効果のモニタリングが行われている 
× 悪化している 施策を実施していない 施策を実施していない
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(3) 基本方針 2：多様な生態系の回復に関する評価のまとめ 

 

○多様な生態系の回復に向けて、干潟、浅場、藻場等の保全・再生・創出等の施策を着実

に実施している。 

○個別施策のモニタリングおよびアピールエリアの整理から、施策実施による底生生物の

生息・生育環境改善、アサリの増加、アカウミガメの産卵場の保全等の効果が確認され

た。また、愛知県で貝類の漁獲量は平成 19 年に増加し、一部回復の兆しがみられた。 

○一方で、伊勢湾全体の漁獲量は、現時点で明確な増加傾向を確認するには至っていない。 

○貧酸素水塊の発生を低減させるため、伊勢湾再生海域検討会でそのメカニズムの解明に

向けた調査研究を進めた結果、伊勢湾シミュレーターが実用化され、貧酸素水塊の挙動

が予測可能となり、効率的な手法やその実施箇所・規模の検討が可能となった。 

○伊勢湾シミュレーターを用いた検討結果より、伊勢湾の環境を改善させるためには、「①

生物生息場となる干潟、浅場、藻場の再生・保全」、「②流入負荷量の適切な設定・管理」

が重要であることが分かった。 

○施策実施地域では漁業生産の回復に対する施策の有効性が確認されたこと等を踏まえ、

引き続き施策を着実に進め、伊勢湾シミュレーターを活用しながら計画的に取り組むと

ともに、個別施策のモニタリング、アピールエリアでのモニタリング等の充実により新

たな知見を蓄積し、多様な生態系の回復を図る。 
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4.9.3 生活空間での憩い・安らぎ空間の拡充 

(1) 人と海とのふれあいの場・機会の創出 

人と海とのふれあいの場・機会の創出に関する施策指標等の評価結果を表 4-39 に示す。 

公園や緑地整備、砂浜造成、ごみの回収などの施策を継続して実施している。海浜の回復

により、海水浴等のレクリエーションの場に活用されるなどの環境改善効果が確認されるな

ど、人と海とのふれあいの場・機会の創出に寄与しており、人と海とのふれあいが戻りつつ

ある。 

アピールエリアの整理から、木曽三川公園など、利用者数の増加がみられるエリアも確認

された。 

一方で、利用者数の変化がみられないエリアも多く、行動計画で実施する施策以外に、利

用者を増加させるために公園管理者等が実施するさまざまな取り組みとの連携が不可欠なも

のと考えられる。 

今後も公園や緑地整備、砂浜造成等の施策を推進し、適切な維持管理に努めるとともに、

施設等の運営・管理について公園等の管理者と連携を図り、人と海とのふれあいの場・機会

の創出に取り組む。また、個別施策のモニタリング、アピールエリアでのモニタリング等の

充実により、新たな知見の蓄積を図る。 

 

表 4-39 人と海とのふれあいの場・機会の創出に関する評価一覧 

分類 項目 
評価結果

① ② ③ コメント 

施策
指標 

32 

海 

海岸
海浜 

臨海部の緑地等の
整備面積  ○ ○

毎年着実に臨海部において緑地等の整備を実
施している。 

33 
環境・利用に配慮し
た堤防・護岸等の整
備延長 

 ○ ○
年度によって事業量の増減はあるものの、着
実に事業を実施している。 

34 砂浜造成延長  ○  

事業実施により砂浜造成延長は増加した。平
成 25 年度で事業が終了したため、平成 25 年
度以降は評価の対象外とした。 
（次期計画では砂浜造成量としてモニタリン
グを実施予定） 

35 ごみ 浮遊ごみの回収量  ○ ○ 毎年着実に浮遊ごみの回収を実施している。

(エ) アピールエリアでの環境改善状況の
整理 ○ 

木曽三川公園など、利用者数の増加がみられ
るエリアがある。一方で、利用者数の変化が
みられないエリアも多い。 

 
評価 環境指標 施策指標 （ア）、（イ）、（ウ）、（エ）
◎ 改善している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定量的に把握で

きている
○ 改善の兆しが確認

される 
施策を実施している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定性的に把握で

きている
△ 変化がみられない 施策の実施量が減少している 施策及び効果のモニタリングが行われている 
× 悪化している 施策を実施していない 施策を実施していない
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(2) 水際線、緑地、景観の形成 

水際線、緑地、景観の形成に関する施策指標等の評価結果を表 4-40 に示す。 

川辺、海辺の憩いの場の創出、良好な景観の形成に向けて、公園や緑地整備、環境・利用

に配慮した堤防・護岸等の整備、砂浜造成、ごみの回収等の施策が継続して実施している。 

アピールエリアの整理から、伊勢湾流域圏での清掃活動回数は増加し、参加者数も増加傾

向にあり、多様な主体による伊勢湾再生に向けた取り組みの拡がりが確認された。 

一方、水際線、緑地、景観の形成による効果は、施策実施前後の写真から定性的な効果の

把握ができたものの、定量的に評価できる状況には至っていない。 

今後も水際線、緑地、景観の形成に関する整備を推進するとともに、適切な維持管理に努

める。また、個別施策のモニタリング、アピールエリアでのモニタリング等の充実により、

新たな知見の蓄積を図る。 

表 4-40 水際線、緑地、景観の形成に関する評価一覧 

分類 項目 
評価結果

① ② ③ コメント 

施策
指標 

23 

川 

都市 
市街化区域内の公園
緑地等の整備面積 

 ○ ○
年間の整備面積には変動があるものの、累積整備面積
は計画的に増加している。 

24 
河川 

河川敷を活用した公
園面積、都市計画決定
された水面を含む公
園緑地整備面積 

 ○ △
年間の整備面積は減少もしくは横ばい傾向にあるもの
の、計画的に実施している。 

25 ヨシ原・砂州再生面積  ○ ○
再生された河口部のヨシ原・砂州の面積は増加してい
る。 

32 

海 
海岸
海浜 

臨海部の緑地等の整
備面積 

 ○ ○
毎年着実に臨海部において緑地等の整備を実施してい
る。 

33 
環境・利用に配慮した
堤防・護岸等の整備延
長 

 ○ ○
年度によって事業量の増減はあるものの、着実に事業
を実施している。 

34 砂浜造成延長  ○  

事業実施により砂浜造成延長は増加した。 
平成 25 年度で事業が終了したため、平成 25 年度以降
は評価の対象外とした。（次期計画では砂浜造成量とし
てモニタリングを実施予定） 

35 ごみ 浮遊ごみの回収量 ○ ○ 毎年着実に浮遊ごみの回収を実施している。

(イ) 
個別施策で把握されている環境改善効
果事例の整理結果 

○ 
施策実施前後の写真から定性的な効果の把握ができ
た。 

(エ) 
アピールエリアでの環境改善状況の整
理 

○ 
伊勢湾流域圏での清掃活動の参加人数、実施回数は着
実に増加している。 

△ 
現時点ではモニタリング回数が十分ではないが、漂着
ごみの量は、年ごとに変動が見られる。 

 
評価 環境指標 施策指標 （ア）、（イ）、（ウ）、（エ）
◎ 改善している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定量的に把握で

きている 
○ 改善の兆しが確認

される 
施策を実施している 施策及び効果のモニタリングが行われ、因果関係が定性的に把握で

きている 
△ 変化がみられない 施策の実施量が減少している 施策及び効果のモニタリングが行われている 
× 悪化している 施策を実施していない 施策を実施していない
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(3) 基本方針 3：生活空間での憩い・安らぎ空間の拡充に関する評価のまとめ 

 

○生活空間での憩い・安らぎ空間の拡充に向けて、人と海とのふれあいの場・機会の創出、

水際線、緑地、景観の形成等の施策を着実に実施しており、人と海とのふれあいが戻り

つつある。 

○アピールエリアの整理から、木曽三川公園の利用者数の増加や、清掃活動等の伊勢湾再

生に向けた取り組みの拡がりが確認された。 

○清掃活動や緑地公園整備の前後の写真から、定性的に水際・緑地・景観の向上が確認さ

れた。 

○今後も引き続き施策を継続するとともに、個別施策のモニタリング、アピールエリアで

のモニタリング等の充実により新たな知見を蓄積し、生活空間での憩い・安らぎ空間の

拡充を図る。 
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表 4-41 伊勢湾再生行動計画 現計画の総括評価結果一覧表 

汚
濁
負
荷
の
削
減

森
林
・
農
用
地
等
の
保
全
・
整
備

海
域
の
底
質
改
善

適
正
な
水
の
使
用

水
質
浄
化
機
能
の
保
全
・
再
生
・
創
出
等

干

潟

、
浅

場

、
藻

場

等

の

保

全

・

再

生

・

創

出

等

漁
業
生
産
の
回
復

人
と
海
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
・
機
会
の
創
出

水
際
線

、
緑
地

、
景
観
の
形
成

河川の環境基準達成率 ◎ ◎

農地面積 －
地下水採取量 ○
上水道使用水量原単位 ○
海域の環境基準達成率 △ △
赤潮・苦潮発生回数 △ △ △
漁獲量 ○
底層DO △
底泥のCOD・強熱減量 △
保育(間伐)面積 ○
保育(間伐以外)面積 ○
新植面積 ○
汚水処理人口普及率 ◎
下水道処理人口普及率 ◎
農業集落排水施設処理人口普及率 ○
浄化槽処理人口普及率 －
コミュニティープラント処理人口普及率 －
合流式下水道緊急改善事業を完了する市町村数 ○
高度処理を実施している処理場数 ○
旧・共同活動支援交付金(農地・水保全管理支払交

付金)の対象面積
　※1 ○

旧・営農活動支援交付金(環境保全型農業直接支払

交付金)の対象面積　※2 ○

エコファーマー認定者数 ○
家畜排せつ物処理に関する補助件数 ○ ○

工場 排水規制の適合率 ○
都市 市街化区域の公園緑地等の整備面積 ○ ○

河川敷を活用した公園面積、都市計画決定された水
面を含む公園緑地整備面積

○

ヨシ原・砂州再生面積 ○ ○ ○
河川浄化施設数 ○
河口干潟再生面積 ○ ○
覆砂面積 ○
ヘドロ除去量(浚渫量) ○
深堀跡の埋め戻し土量 ○
干潟・浅場造成面積 ○ ○
臨海部の緑地等の整備面積 ○ ○
環境利用に配慮した堤防・護岸等の整備延長 ○ ○ ○
砂浜造成延長 ○ ○ ○ ○

ごみ 浮遊ごみの回収量 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
○
◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

凡例 ◎： 伊勢湾再生に向けた施策による環境改善効果が確認された
○： 伊勢湾再生に向けた施策が実施され環境改善効果が期待される
△： 伊勢湾再生に向けた施策の実施量が減少し、環境改善効果も見られない
×： 伊勢絵湾再生に向けた施策が実施されず、環境は悪化している

3つの基本方針 健全な水・物質循環の構築
多様な生態系

の
回復

生活空間での
憩い・安らぎ
空間の拡充

9つの行動方針

(イ)個別施策で把握されている環境改善効果事例の整理結果

川

海

環境指標

農業畜産

河川

(ウ)シミュレーションによる主要施策の環境改善効果の評価
(エ)アピールエリアでの環境改善状況の整理

施策指標 森

川 汚水処理

(ア)インパクト･レスポンスを踏まえた施策実施による環境改善効果の定
性的な評価

海 底質

海岸
海浜
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4.9.4 連携・協働に関する取り組み 

伊勢湾への関心を醸成させる取り組みや多様な主体と連携・協働している取り組みの評価

結果を表 4-42 に示す。 

森・川・海のイベントの実施により、伊勢湾の現状と再生の必要性について一般の人々に

周知・理解を促し、多様な主体による連携・協働により健全な伊勢湾を次世代に継承する行

動の拡がりに寄与している。また、伊勢湾流域圏での清掃活動回数は増加し、参加者数も増

加傾向にあり、多様な主体による伊勢湾再生に向けた取り組みの拡がりが確認された。 

また、行政機関が連携した海岸漂着物対策などの先進的な課題に対する流域圏一体となっ

た取り組みや、市民、NPO、企業、行政、研究機関等が連携・協働し、森林づくりや三河湾

再生、流域間連携などに向けた活動を実施している。 

伊勢湾再生に向けた取り組みが関係機関で実施しており、それらの施策の多くは他機関と

連携して取り組みを行うなど、連携・協働を実施している。 

伊勢湾流域圏において、施策を実施しており、市民が注目する地域として、７地域のアピ

ールエリアを設定し、関係機関が連携・協働してその施策実施状況・環境改善状況等の PR

活動を行っている。 

一方、川と海に関するイベントの開催回数や参加者が横ばいもしくは減少傾向となってい

る。 

今後は市民、NPO、企業、研究機関、行政等の多様な主体が連携・協働し、それぞれの領

域の活動を通じて、伊勢湾への関心の一層の醸成に積極的に取り組む必要がある。 
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表 4-42 連携・協働に関する取り組みに関する評価一覧 

No. 場 指標名 評価内容 評価項目
評価結果 

② ③ コメント 

36 森 
イベント
開催回数
参加人数 

多様な主体が連携し、か
つ自主的に伊勢湾再生
へ向けた行動を実施し
ているか確認する。 

イベント
開催回数、
参加人数 

○ △
イベントの参加者数が増加傾
向にある。 

37 川 
イベント
開催回数
参加人数 

多様な主体が連携し、か
つ自主的に伊勢湾再生
へ向けた行動を実施し
ているか確認する。 

同上 △ ○
毎年着実に実施しているが、
イベント開催数、参加人数は
横ばい傾向にある。 

38 海 
イベント
開催回数
参加人数 

多様な主体が連携し、か
つ自主的に伊勢湾再生
へ向けた行動を実施し
ているか確認する。 

同上 ○ △
毎年着実に実施しているが、
イベント開催数、参加人数は
横ばい傾向にある。 

39 
森 
川 
海 

清掃活動
実施回数 

汚濁負荷の削減及び、多
様な主体が連携し、かつ
自主的に伊勢湾再生へ
向けた行動を実施して
いるか確認する。 

清掃活動
回数 ○ ○

清掃活動回数は増加してい
る。 

40 
森 
川 
海 

清掃活動
参加延べ
人数 

汚濁負荷の削減及び、多
様な主体が連携し、かつ
自主的に伊勢湾再生へ
向けた行動を実施して
いるか確認する。 

清掃活動
の参加人
数 

○ ○
清掃活動への参加者数が増加
傾向にある。 

 
評価 施策指標 
◎  
○ 施策を実施している 
△ 施策の実施量が減少している 
× 施策を実施していない
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4.9.5 モニタリングの取り組み 

伊勢湾流域圏でのモニタリングに関する取り組み状況を踏まえ、施策実施状況に対する評

価と今後の取り組み方針を以下に示す。 

 

陸域モニタリング計画及び海域モニタリング計画を定め、公共用水域水質調査等の従来か

らの調査体系に加え、出水時における河川の水質調査、湾内主要地点（計 7地点）での 24 時

間の水質連続観測などを実施し、継続的に伊勢湾の水質環境等の監視を実施している。また、

汚濁機構解明に関する必要な基礎データの蓄積を進めており、伊勢湾シミュレーターの精度

向上等に寄与している。 

更には、衛星画像などの先進的な手法を用いたモニタリング、カーボンオフセット等の新

たな施策展開に向けたモニタリング等を実施し、汚濁機構の解明や効率的・効果的な施策の

実施に向けた新たな知見が蓄積されている。 

伊勢湾流域圏一斉モニタリングについても、平成 21 年度から毎年実施しており、伊勢湾流

域圏の学校、個人、市民団体、民間企業などの連携により、伊勢湾の水質、ごみ、生物等に

関するモニタリングデータが蓄積されている。また、伊勢湾や周辺離島の沿岸などで依然と

して漂着ごみが多い地域が見られるものの、市民は伊勢湾がきれいになりつつあることを感

じており、市民一人ひとりの環境意識が高まったと考えられる。 

一方で、伊勢湾ではさまざまな施策を実施しているものの、現時点では、施策実施の効果

が十分明確になったとは言い難い状況にある。 

各種モニタリングを実施しているものの、陸域から海域に流入する汚濁負荷量や海域の汚

濁機構の実態は十分わかっていないことから、引き続きモニタリング調査を継続し、汚濁機

構の解明を進める。 

さらに、効果が確認しづらい施策については、施策を進捗させることと並行して、施策の

実施機関において、伊勢湾再生に係わる現象や施策実施効果を把握するための“自らモニタ

リング”を検討し実施する必要がある。伊勢湾流域圏一斉モニタリングについても、調査方

法・調査結果のとりまとめ方法の工夫や、調査により確認されたことの報告を通じて、参加

者との連携を深め、参加団体数と調査地点数をさらに増やしていくことが望まれる。 
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5. 参考資料 
5.1 環境指標・施策指標の出典 

上述の環境指標・施策指標の出典は以下のとおりである。 

■環境指標の出典一覧 

(1) 川に関する指標 

1)河川の環境基準達成率 伊勢湾：公共用水域水質測定結果（環境省）
（東京湾：環境省、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の公共用水域水

質調査結果から作成） 
（大阪湾：環境省、三重県・滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・兵庫県・

和歌山県の公共用水域水質調査結果から作成） 
2)農地面積 推進会議調べ（伊勢湾再生推進会議 構成員へのアンケート調査）
3)地下水採取量 推進会議調べ（伊勢湾再生推進会議 構成員へのアンケート調査）
4)上水道使用水量原単位 推進会議調べ（伊勢湾再生推進会議 構成員へのアンケート調査）

(2) 海に関する指標 

1)海域の環境基準達成 公共用水域水質測定結果（環境省）
http://www.env.go.jp/water/suiiki/index.html 

2)赤潮・苦潮発生回数 推進会議調べ（伊勢湾再生推進会議 構成員へのアンケート調査）
3)漁獲量 （漁業経営体数）漁業センサス及び漁業動態調査より作成 

（漁獲量）漁面漁業生産統計-海面漁業魚種別漁獲量より作成 
4)底層 DO 推進会議調べ（伊勢湾再生推進会議 構成員へのアンケート調査）

 年平均：年間観測値の平均値 
 夏季最低値：７～9 月の観測値における最低値 
 冬季最低値：12～2 月の観測値における最低値 
・公共用水域常時監視(A) 
・浅海定線観測(M) 
・底層溶存酸素調査(NP) 
・四日市港定期水質・底質調査(YP) 

5)底泥の COD・強熱減量 推進会議調べ（伊勢湾再生推進会議 構成員へのアンケート調査）
 年平均：年間観測値の平均値 
・公共用水域常時監視(A) 
・広域総合水質調査(M) 
・四日市港定期水質・底質調査(YP) 

（C：国、A：愛知県、M：三重県、NP：名古屋港管理組合、YP：四日市港管理組合） 

 

○ 河川の環境基準達成率の算出方法 

流域内の環境基準地点の年 75％値を水域毎に評価し、算出 

○ 漁業経営体数及び漁獲量の算出方法 

愛知県：愛知県全市町村の漁獲量 

三重県（伊勢湾海区）：木曽岬町、桑名市、朝日町、川越町、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、明和

町、伊勢市の漁獲量 

浮魚類：いわし類、あじ類、さば類、ぶり類、さんま、さわら類、しいら類、とびうお類、いかなご類、

このしろの合計 

底魚類：ひらめ・かれい類、にぎす類、にべ・ぐち類、えそ類、たちうお、ほうぼう類、えい類、たい

類、ぼら類、すずき類、あなご類、いさき、はも、かながしら類、あまだい類、ふぐ類、いぼ

だい、その他の魚類の合計 

水産動物類：えび類、かに類、いか類、たこ類、うに類、なまこ類、海産ほ乳類、その他の水産動物類

の合計 

貝類：貝類 

海藻類：海藻類  

■施策指標の出典一覧 

 推進会議調べ（伊勢湾再生推進会議 構成員へのアンケート調査） 
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■イベントの実施回数及び参加人数で集計したイベントの事業名 

○ 山に関するイベント 

ふれあいの森制度（小川入国林）、ふれあいの森制度（神崎国有林）、法人の森制度「みん

なの森」、中央アルプス木曽駒ヶ岳森林生態系保護地域、名古屋シティ・フォレスター事業、

ふれあいの森制度（段戸国有林、八曽国有林）、国民参加の森林づくり「名古屋シティ・フ

ォレスター事業」、木曽川・森林づくり in 赤沢、森林環境教育の推進「遊々の森」制度、森

林ふれあい講座、自然再生推進モデル事業（以上、中部森林管理局）、国営木曽三川公園（中

部地方整備局）、企業との協働による森づくり推進事業、木の国・山の国県民運動の展開（以

上、岐阜県）、多様な主体による森林づくり事業、漁民の森づくり活動推進事業、みんなで

つくる三重の森林事業（以上、三重県）、なごや西の森づくり（名古屋市）、あいち海上の

森保全活用事業（以上、愛知県） 

○ 川に関するイベント 

カワゲラウオッチング普及事業、川を題材とした｢総合的な学習の時間｣への支援、ぎふ田ん

ぼの学校、ぎふ地球環境大学養成講座、ぎふ清流環境塾開催事業（以上、岐阜県）、生活排

水対策の普及啓発、資源循環型畜産確立推進指導事業、清流ルネッサンスⅡ、水田水質浄化

機能評価事業、流域モニタリング一斉調査、「あいち環境学習プラザ」等における環境学習

の展開、下水道出前講座（以上、愛知県）、宮川流域ルネッサンス事業、みえ・川の健康診

断事業、環境学習パートナーシップ推進事業（以上、三重県）、堀川市民調査、環境目標値

市民モニタリング、湧き水モニタリング、木曽川流域上下流交流（以上、名古屋市）、藤前

干潟の保全と活用（環境省 中部地方環境事務所、名古屋市） 

○ 海に関するイベント 

環境保全思想の普及・啓発、安心・安全な海域の創出（海上保安庁第四管区海上保安本部）、

環境啓発活動の実施(四日市港管理組合) 

 

■清掃活動の実施回数及び参加人数で集計した事業名 

川と海のクリーン大作戦（中部地方整備局）、漂着ゴミ調査＜モニタリング調査＞（海上保安庁

第四管区海上保安本部）、生活環境美化対策事業（岐阜県）、漁場環境保全対策、漁場環境保全対

策＜漁場クリーンアップ事業＞、海岸・港湾・漁港愛護活動報償費（以上、愛知県）、河川愛護

月間に合わせた清掃活動、海岸美化ボランティア活動推進事業、伊勢湾 森・川・海のクリーン

アップ大作戦、三重県における海岸漂着物対策の推進（以上、三重県）、秋季河川大清掃（名古

屋港管理組合） 
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5.2 陸域モニタリングの内容 

陸域モニタリングの内容は以下のとおりであり、これらの一覧を表 5-1 に示す。 

 

①－(1) 水質（水利用、親水、生態系、有機物・栄養塩類）の監視 

河川流域が、海域に対して大きな影響を与えている原因把握や今後の対策に役立てるた

め、上流域・中流域での有機物・栄養塩類に関する水質調査を行うことが必要となる。ま

た、水利用、親水及び生態系に関する水質の監視についても、それぞれの利用形態に応じ

た水質の適合性や変化傾向を把握するために継続的にモニタリングを行う。 

モニタリング頻度は、水利用に関しては年間を通じた変化を把握するために平常時年

12 回以上、親水は水遊びの機会の多い春期、夏期、秋期を重点的に平常時年 4 回以上、

生態系は生物の生活史に合わせて適切な時期を設定し平常時年 4 回以上、有機物・栄養塩

類は平常時年 4 回程度及び出水時を目安にする。 

 

①－(2) 生物の生息・生育状況の監視 

河川生態系を構成する各要素とインパクトの相互作用との連関性については研究段階

の項目も多いため、当面は河川環境の実態把握を目的とし、これまで実施してきた河川水

辺の国勢調査等の既往の調査を継続的に実施するとともに、既存データの整理分析を行う。 

 

①－(3) 土砂移動量の監視 

土砂移動のメカニズムは現時点で十分に現象が解明されておらず、今後の予測手法の開

発、精度向上、観測手法の確立が課題となっているため、具体的なモニタリング内容は示

さず、本計画の現時点においては対象から除く。ただし、定期縦横断測量や河床材料調査

などの既往の調査結果は非常に有益な情報であるため、既存データの整理分析を行う。 

 

②施策効果の確認 

各施策で効果の影響範囲、評価手法及び評価項目等が異なる、明確でない項目がある等、

評価手法自体が明確でない場合がある。このため、各施策の目的に合致した効果的なモニ

タリングを実施する必要があることから、陸域モニタリング計画では個別の具体的なモニ

タリング内容は示さず、本計画の現時点においては対象から除く。 

 

③－(1) 河口部でのフラックス把握 

河口部は非常に複雑な水理現象となるため連続的かつ水深別のモニタリングが必要に

なり、現実的でないため、今後の技術開発に期待し、本計画の現時点においては対象から

除く。 
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③－(2) 順流末端でのフラックスの把握のためのモニタリング 

陸域から排出される汚濁負荷量の伊勢湾への影響を把握するためには、伊勢湾流域と伊

勢湾の境界における有機物・栄養塩類等のフラックスの把握が重要であり、順流末端での

有機物・栄養塩類の状態量、フラックス把握を最重要項目として実施する。 

モニタリング頻度は出水時を含めた年間総量を把握するために、平常時年 12 回以上に

加え出水時を目安とする。 

 

③－(3) 汽水域の水・物質循環メカニズム解明 

汽水域の水・物質循環は現時点で十分な知見や現象把握が行われていないため、今後、

メカニズム解明に必要な調査内容等を検討し、モニタリング計画を立案する必要があるた

め、陸域モニタリング計画の現時点においては対象から除く。 
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表 5-1 モニタリング内容と項目一覧表 

水利用 親水 生態系
有機物、
栄養塩類

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

BOD ○

COD ○

○ ○ ○ ○

粒子態有機態炭素(POC) ●

溶存態有機態炭素(DOC) ○

○ ○ ○ ○ ○

粒子態有機態窒素(PON) ○

溶存態有機態窒素(DON) ●

アンモニア態窒素(NH4-N) ○ ○ ○ ○

亜硝酸態窒素(NO2-N) ▲ ▲ ○

硝酸態窒素(NO3-N) ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

溶存態リン(D-T-P) ○

溶存態有機態リン(DOP) ●

溶存態無機態リン(DIP) ○ ○

懸濁態リン(P-T-P) ●

○

○

○

魚介類調査※１ ○

底生動物調査※１ ○

○

○

○

○

○

平常時
年12回

平常時
年4回

平常時
年4回

平常時
年4回

＋出水時

約10年
に1回

平常時
年12回

＋出水時

※１　調査地点において生物を捕獲、目視等で種、個体数を調査する。
※２　航空写真、横断測量結果等の既存資料や現地調査等に基づき、河川における生物生息環境を調査する。

　調査項目は水域（瀬、淵、ワンド等）、水際環境、陸域環境等である。

●：他の項目から推定可能な指標
▲：ほとんど存在しない物質指標

:本計画で対象とするモニタリング内容

河川生態系など

鳥類調査※１

両生類・爬虫類・哺乳類調査※１

陸上昆虫類等調査※１

河川調査※２

植物調査※１

色度

透視度

総トリハロメタン

糞便性大腸菌群数

塩分

ｐH

SS

水温

富
栄
養
化
指
標

全窒素（T-N)

その
他

フェオフィチン

クロロフィルa

無機
態窒
素

有機
態窒
素

ケイ酸態ケイ素（SiO2-Si）

臭気

平常時流量流量

出水時流量

全リン（T-P)

全亜鉛

濁度

水中光量

2-MIB

ジオスミン

強熱減量(VSS)

カビ臭指標

③伊勢湾の汚濁機構解明に関する
必要な基礎データの蓄積

①水質、生物の生息状況等の継続的な監視

(1)水質

(2)生物
(当面)

(1)河口部
でのフラッ
クス把握

(3)汽水域
の水・物
質循環メ
カニズム
解明

（3）土
砂移動

量

②施策
効果の
確認

モニタリング頻度

(2)順流末
端でのフ
ラックス把
握

メ
カ
ニ
ズ
ム
解
明
に
必
要
な
調
査
内
容
は
今
後
検
討
が
必
要
で
あ
る

有機汚濁指
標

現
時
点
で
十
分
に
現
象
が
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず

、
今
後
の
予
測
手
法
の
開
発

、
精
度
向

上

、
観
測
手
法
の
確
立
が
課
題
と
な

っ
て
い
る
た
め

、
具
体
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
つ
い

て
は
別
途
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

。

連
続
的
か
つ
水
深
毎
の
調
査
が
必
要
と
な
り
現
実
的
で
は
な
い

各
施
策
で
効
果
の
影
響
範
囲

、
評
価
手
法

、
評
価
項
目
等
が
異
な

っ
た
り

、
明
確
で
な
い

項
目
も
あ
る
た
め

、
目
的
に
合
致
し
た
効
果
的
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
必
要
が
あ

る

。

水質

DO

全有機態炭素(TOC)

モニタリング項目

モニタリング内容

生物調査、土砂
移動について
は、過去の資料
の整理を行うこと
も重要
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表 5-2 雲出川を例としたモニタリング状況 (計画策定時の平成 22 年度を例) 

 

平
常
時
流

量

出
水
時
流

量
水
温

臭
気

色
度

透
視
度

ｐH SS DO

糞便
性大
腸菌
群数

塩
分

濁
度

水
中
光
量

V
S
S

全亜鉛
総トリハ
ロメタン

2-MIB
ジオスミ

ン

B
O
D

C
O
D

T
O
C

P
O
C

未定 生態系
平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

未定
有機物、
栄養塩類

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出
- 国 生物

4 国 生態系
平0
－
平4

平12
－
平4

平12
－
平4

平12
－
平4

平0
－
平4

- 国 生物

事業者 水利用
平0
－

平12

平0
－

平12

平0
－

平12

平0
－

平12

平0
－

平12

平0
－

平12

平0
－

平12

平0
－

平12

平0
－

平12

平0
－

平12

平0
－

平12

平0
－

平12

未定 親水
平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

未定
有機物、
栄養塩類

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出

D 雲出川

雲出川順流末端
1)

（雲出橋）
※流量は近傍にある雲
出橋観測所の流量を用

いる

2 3.9km 国
順流末端
でのフラッ
クス把握

HQ HQ
平0+出0

－
平12+出

平12+出0
－

平12+出

平12+出0
－

平12+出

平12+出0
－

平12+出

平0+出0
－

平12+出

平12+出0
－

平12+出

平0+出0
－

平12+出

平0+出0
－

平12+出

平12+出0
－

平12+出

平0+出0
－

平12+出

無 未定 生態系
平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

- 国 生物

水質
モニタリング項目

E 雲出古川 雲出古川河口部 1km

中村川 小川橋 1.2km

C 雲出川 笠松頭首工 無 6.2km

流量

雲
出
川
下
流
部

A 雲出川 雲出井頭首工上流
無

12.5km

B

既
存
の

水
質
観
測
地
点

河
口
又
は
合
流
点

か
ら
の
距
離

観
測
主
体

(

予

)

モニタリン
グ内容

流域
地点
番号

河川名
モニタリング

地点

 

D
O
C

T
l
N

P
O
N

D
O
N

NH4-N NO2-N NO3-N
T
l
P

D
│
T
│

P
D
O
P

D
I
P

P
│
T
│

P SiO2-Si
ク
ロ
ロ

フ
ィ

ル
a

フ
ェ

オ

フ
ィ

チ
ン

魚
介
類
調

査

底
生
動
物

調
査

植
物
調
査

鳥
類
調
査

両
生
類
調

査
等

陸
上
昆
虫

類
等
調
査

河
川
調
査

未定 生態系
平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

未定
有機物、
栄養塩類

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出

- 国 生物
1
－

10年1

1
－

10年1

0
－

10年1

0
－

10年1

0
－

10年1

0
－

10年1

0
－

10年1

4 国 生態系
平12
－
平4

平4
－
平4

平12
－
平4

- 国 生物
1
－

10年1

1
－

10年1

0
－

10年1

0
－

10年1

0
－

10年1

0
－

10年1

0
－

10年1

事業者 水利用
平0
－

平12

平0
－

平12

平0
－

平12

平0
－

平12

未定 親水
平0
－
平4

平0
－
平4

未定
有機物、
栄養塩類

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出

平0+出0
－

平4+出

D 雲出川

雲出川順流末端
1)

（雲出橋）
※流量は近傍にある雲
出橋観測所の流量を用

いる

2 3.9km 国
順流末端
でのフラッ

クス把握
2)

平0+出0
－

平12+出

平12+出0
－

平12+出

平0+出0
－

平12+出

平0+出0
－

平12+出

平12+出0
－

平12+出

平4+出0
－

平12+出

平4+出0
－

平12+出

平12+出0
－

平12+出

平0+出0
－

平12+出

平0+出0
－

平12+出

平0+出0
－

平12+出

平0+出0
－

平12+出

平0+出0
－

平12+出

平0+出0
－

平12+出

平0+出0
－

平12+出

無 未定 生態系
平0
－
平4

平0
－
平4

平0
－
平4

- 国 生物
1
－

10年1

1
－

10年1

0
－

10年1

0
－

10年1

0
－

10年1

0
－

10年1

0
－

10年1
１）順流末端（香良洲頭首工）には水質観測所が設けられていないため、1ｋｍ上流の雲出橋水質観測所で代替する。順流末端～雲出橋間には支川の合流や河川横断工作物が無いことから、水質への影響は小さいと考えられる。
２）モニタリング内容に適した地点と観測地点で少し距離がある。

水質
モニタリング項目

E 雲出古川 雲出古川河口部 1km

中村川 小川橋 1.2km

C 雲出川 笠松頭首工 無 6.2km

河川生態系など

雲
出
川
下
流
部

A 雲出川 雲出井頭首工上流

無

12.5km

B

既
存
の

水
質
観
測
地
点

河
口
又
は
合
流
点

か
ら
の
距
離

観
測
主
体

(

予

)

モニタリン
グ内容

流域
地点
番号

河川名
モニタリング

地点

 

＜望ましいモニタリング頻度＞

平常時年12回

平常時年12回及び出水時

平常時年4回

平常時年4回及び出水時

約10年間に1回

数字：上段は実施回数、下段は望ましいモニタリング頻度
（太字はモニタリングすることが望ましいが観測されていないことを示す）

平：平常時 、 出：出水時 、 HQ：HQ 式を用いて流量の把握が可能 

例えば、この項目であれば、平常時 12
回と出水時にモニタリングすることが望
ましいが、平常時 0 回と出水時 0 回のモ
ニタリング状況を表す。
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5.3 海域モニタリングの内容 

伊勢湾・三河湾においてリスク度が高い「貧酸素水塊」の改善・抑制につながるモニタリ

ングが理想的であり、貧酸素水塊のリスクを減少させるためには、「修復」と「監視」という

モニタリングが必要である。 

モニタリングにあたっては、当初図 5-1 のようにエリア区分を行った。しかし、データ数

が限られている中で図 5-1 のように、細かくエリア区分を設定しても実態を把握することが

困難であった。そこで図 5-2 に示す通り、海域における各地域の水質や流動等の特性に応じ

たエリア区分での評価をより適切に実施できるⅠ～Ⅶのエリアに再設定した。ただし、空港

島周辺については伊勢湾再生海域検討会研究 WG において夏季における動物プランクトンの

増加や周辺に広範囲な藻場が存在するなど特徴的な傾向が指摘されていることから個別のエ

リア区分を設定するものとし、エリアⅠについてはさらにエリアⅠ－①、Ⅰ－②に分割した。 

また、モニタリング内容は、実施することが望ましい「理想ケース」と最低限実施すべき

「基本ケース」があり、以降では「基本ケース」について記載する。 

（理想ケースは伊勢湾内を 30 エリアに分割し各エリアで調査するケースであり、基本ケー

スは伊勢湾内を 8 つのエリア(図 5-1 の湾内の位置の 8 つ)で調査をするケースである。） 

 

図 5-1 エリア区分 
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豊川

矢作川

庄内川木曽川
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鈴鹿川
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櫛田川

宮川
等深線(10m)
等深線(20m)

 

図 5-2 エリア区分（再設定） 

 

(1) 修復に関するモニタリング 

「修復」に関するモニタリング項目、すなわち伊勢湾シミュレーターの精度を向上させる

ために取得するデータは、いずれも伊勢湾シミュレーターを構成する要素全般の項目が必要

となる。特に、モデル内部で随時物質収支計算を行い、その確かさを検証する必要があるこ

とから、初期条件としての値だけでなく、モデルの再現性の検討に用いる項目も必要となる。 

モニタリング項目としては、物質の現存量や流入河川からの負荷量、物質循環速度などの

モデルの構成要素から、以下の 6 つに大別できる。 

(1)水質、(2)底質、(3)底質間隙水、(4)生物量、(5)流入負荷、(6)物質循環速度 

 

これらを踏まえ、「修復」に関するモニタリング状況は表 5-3 のとおりである。 

 

Ⅲ 

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ
Ⅶ 

Ⅰ－① 

Ⅱ 

Ⅰ－②
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表 5-3 「修復」に関するモニタリング（基本ケース） 
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表 5-3 「修復」に関するモニタリング（基本ケース） 

 
「シミュレーションの精度向上」の評価項目は次のとおりである。
◎：毎年調査が必要な項目、○＋：数年間は調査が必要な項目、○－：必要であるが、1 度調査すれば十分な項目、 
△＋：既にある程度分かっている項目、△－：換算値で対応が可能な項目、×：精度向上に必要でない項目 
※1：湾口部の連続的なデータが無い項目。 
※2：湾口部には採泥可能な地点がないため、調査を実施しない。 
※3：分析方法による（バイアル法であれば必須、コアであれば不要） 
※4：分析方法による（同位体分析の場合は困難） 
注）既存調査の○は調査がなされている項目、△は一部地点で調査がなされている項目を示す。 
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(2) 監視に関するモニタリング 

「監視」の最も重要となる項目は、伊勢湾・三河湾の生態系に最も深刻な被害を及ぼす貧

酸素水塊（溶存酸素量）である。また、将来的にその予測を行うためには、気象状況（降雨

量や日射量、気温、水温など）、海況（黒潮の流れ、潮汐変動など）塩分などの貧酸素水塊が

発生する条件となる項目を把握することが想定される。 

また、監視及び予測にあたっては、リアルタイムのデータを基本として、その前数日間の

変化が詳細に必要となることから、長期間に渡って連続的にリアルタイムのデータを自動で

取得できる項目であることが求められる。 

現在、伊勢湾内で最低限実施すべき基本ケースとして、10 地点（図 5-3 の赤破線の 10 の

エリア）で連続観測を実施する計画に対し、平成 22 年度より連続観測が開始された 3 地点を

加えて、現在 7 か所（図 5-3 の★地点：伊勢湾(狭義)3 か所、三河湾 4 か所）で水質の連続

観測(監視に関するモニタリング)を実施している。 

 

 

図 5-3 連続観測地点の分布 

 ★ 

 ★ 

 ★ 
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5.4 伊勢湾シミュレーターによる検討（実験的な取り組み） 

(1) 検討目的 

伊勢湾流域（陸域）において流入負荷削減に資する多くの施策が行われているが、①施策

による実際の流入負荷の削減量および②施策実施の効果は、いまだ定量的に把握できていな

い。 

そこで、陸域施策の実施によって河川から伊勢湾に流入する負荷の削減量を仮定したうえ

で、伊勢湾に流入する負荷量が徐々に減少していったときに海域の水質がどのくらい変化し

そうかを定量的に把握することを目的として、伊勢湾シミュレーター（詳細版）を用いた試

算を行った。 

 

(2) 検討手法 

陸域施策による陸域施策の実施による河川から伊勢湾に流入する負荷の削減率を、「伊勢湾

流域圏の自然共生型環境管理技術開発・研究モデル（仮称）」を用いて評価した。 

次に、「伊勢湾シミュレーター（詳細版）」に過去の気象・海象を入力して湾内水質等の再現

計算を行い、計算結果を観測値と比較することにより、シミュレーターの再現性を確認した。 

そして、表 4-17 に示す検討ケースについて、伊勢湾シミュレーター（詳細版）によって陸

域施策実施による海域の水質改善効果を試算した。 
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(3) 計算条件および検討ケース（表 5-4、表 5-5） 

計算期間は、平成 19 年 1 月 1 日～平成 36 年 12 月 31 日の 18 年間とする。検討ケースは、

次の３ケースとする。（削減率：平成 19 年度の負荷量を基準（100）としたもの） 

ケース１ 行動計画の 1～10 年間で流入負荷量を削減率 20%に相当する量まで減少させた場合 

ケース２ ケース１の後、11～18 年間で、削減率 20%の負荷量で一定とした場合 

ケース３ ケース１の後、さらに施策を実施した場合を想定して、削減率を 20～50%にした場合 

表 5-4 伊勢湾シミュレーターを用いた計算条件 

項目 設定方法 

気象・海象 等 
平成 24 年 1 月 1 日～平成 25 年 12 月 31 日（2 か年） 
表 4-17 に示した検討ケースの違いを明確にするため、気象・海象の影響を含まない計算

とするため、上記 2 か年のデータを 9 回繰り返し 18 年間の計算を行った。 

地形モデル 
現況地形をモデル化 
水平方向：1600m 正方格子、鉛直方向：全 28 層 

河川流入 
流量 ：一級河川 毎時観測値、二級河川 流域面積に降水量を乗じて算定 
負荷量 ：一級河川 L-Q 式により設定、二級河川 流域面積に降水量を乗じて算定 

開境界（湾口） 
潮位 ：天文潮位 
水質 ：湾口付近の実測値 

気象条件 
気圧・日射量・降水量：名古屋地方気象台での観測値を全計算格子一様に設定 
気温・風向・風速：アメダスセントレア、伊勢湾モニタリングブイ（3 カ所）、三河湾モ

ニタリングブイ（3 カ所）の計 7 カ所での観測値を用いて空間分布を作成し設定

表 5-5 伊勢湾シミュレーターを用いた計算条件の検討ケース（負荷量の設定方法） 

ケース名 
（目的） 

設定する削減率 
削減率の設定根拠 

H19－H28 H29－H36 
ケース 1 
現行の伊勢湾再生行動計画期間終了

時の水環境の予測 
0%－20% ― 

削減率 20%は、伊勢湾再生行動計画に掲載され

ている施策が完了した場合に想定される負荷

量の削減率 
ケース 2 
現行の伊勢湾再生行動計画期間終了

後、追加の施策を実施しなかった場

合の水環境の予測 

― 20%一定 同上 

ケース 3 
現行の伊勢湾再生行動計画期間終了

後、さらなる施策を実施し、負荷量

を削減した場合の水環境の予測 

― 20%－50% 

削減率 50%は、閉鎖性海域中長期ビジョン(環
境省)及び H18 伊勢湾流域別下水道整備総合 
計画における環境基準達成等のために必要と

されている負荷量の削減率 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 陸域からの流入負荷削減率の設定方法 
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行動期間以後の陸域負荷削減率を見込み（2 ケ

ース）、更なる施策の必要性を検討する。 
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(4) 検討結果のまとめ 

次ページ以降に伊勢湾シミュレーターによる水質の計算結果と各エリアでの改善状況を示

す。これらの結果より、以下のことがいえる。 

○陸域からの汚濁負荷量を削減したケース 3 では、伊勢湾の水質は改善方向へと向かう結

果となった。一方で、行動計画終了後に陸域からの汚濁負荷量を一定としたケース 2 で

は、それ以降水質は横ばいとなり、改善が見られなかった。 

○エリア別でみると、湾奥部における水質の改善率が相対的に高い。特に水質の悪い湾奥

部の水質改善には、陸域からの汚濁負荷削減が有効と考えられる。 

○計算値の T-N、T-P は、経年的に緩やかに低減しており、実績と傾向が一致している。 
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(5) 検討結果の整理 

1) 面的な水質の変化状況 

a) T-N（表層、2 年平均値） 

平成 19 年～20 年(ケース 1)から平成 27 年～28 年(ケース 1)、及び年 35～36 年(ケース 3）を比較すると、負荷の削減が進むにつれて T-N の濃度は減少しており、水質改善が進むことが確認できる。 

平成 19 年～20 年(ケース 1) 平成 27 年～28 年(ケース 1) 平成 35 年～36 年(ケース 2) 平成 35 年～36 年(ケース 3) 

    

図 5-5 T-N（表層、2 年平均値）の平面分布 

b) T-P（表層、2 年平均値） 

平成 19 年～20 年(ケース 1)から平成 27 年～28 年(ケース 1)、及び年 35～36 年(ケース 3）を比較すると、負荷の削減が進むにつれて T-P の濃度は減少しており、水質改善が進むことが確認できる。 

平成 19 年～20 年(ケース 1) 平成 27 年～28 年(ケース 1) 平成 35 年～36 年(ケース 2) 平成 35 年～36 年(ケース 3) 

    

図 5-6 T-P（表層、2 年平均値）の平面分布 
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c) TOC（表層、2 年平均値) 

平成 19 年～20 年(ケース 1)から平成 27 年～28 年(ケース 1)、及び年 35～36 年(ケース 3）を比較すると、負荷の削減が進むにつれて TOC の濃度は減少しており、水質改善が進むことが確認できる。 

平成 19 年～20 年(ケース 1) 平成 27 年～28 年(ケース 1) 平成 35 年～36 年(ケース 2) 平成 35 年～36 年(ケース 3) 

  

図 5-7 TOC（表層、2 年平均値）の平面分布 

d) DO（底層、2 年最低値） 

平成 19 年～20 年(ケース 1)から平成 27 年～28 年(ケース 1)、及び年 35～36 年(ケース 3）を比較すると、負荷の削減が進むにつれて DO は増加しており、水質改善が進むことが確認できる。 

平成 19 年～20 年(ケース 1) 平成 27 年～28 年(ケース 1) 平成 35 年～36 年(ケース 2) 平成 35 年～36 年(ケース 3) 

  

図 5-8 DO（底層、2 年平均値）の平面分布 
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2) エリア別の水質改善状況 

a) T-N（表層、2 年平均値） 

湾奥に位置するN-1やK-2で改善率が高く、行動計画終了時点のH27～H28

年平均値で 15％近くの改善率となる。ケース 3 の場合の H35～H36 年平均値

では、35～40％程度の改善率となる。 

湾央に位置する N-7 では、H27～H28 年平均値で改善率は 11％程度、ケー

ス 3 の場合の H35～H36 年平均値では改善率 30％程度となる。 

湾口に位置する N-9 では、H27～H28 年平均値で改善率は 6％程度、ケー

ス 3 の場合の H35～H36 年平均値では改善率 17％程度となる。 

このように、湾奥部では改善率が高く、湾央、湾口に向かうにつれて、陸域

負荷削減の効果が減少し、改善率は低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-9 エリア別の水質改善状況（T-N：表層、2 年平均値） 

ケース1
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b) T-P（表層、2 年平均値） 

湾奥に位置するN-1やK-2で改善率が高く、行動計画終了時点のH27～H28

年平均値で 16～17％程度の改善率となる。ケース 3 の場合の H35～H36 年平

均値では、40％程度の改善率となる。 

湾央に位置する N-7 では、H27～H28 年平均値で改善率は 13％程度、ケー

ス 3 の場合の H35～H36 年平均値では改善率 29％程度となる。 

湾口に位置する N-9 では、H27～H28 年平均値で改善率は 10％程度、ケー

ス 3 の場合の H35～H36 年平均値では改善率 18％程度となる。 

このように、湾奥部では改善率が高く、湾央、湾口に向かうにつれて、陸域

負荷削減の効果が減少し、改善率は低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-10 エリア別の水質改善状況（T-P：表層、2 年平均値） 

ケース1

ケース2

ケース3
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c) TOC（表層、2 年平均値） 

湾奥に位置するN-1やK-2で改善率が高く、行動計画終了時点のH27～H28

年平均値で 8～9％程度の改善率となる。ケース 3 の場合の H35～H36 年平均

値では、24％程度の改善率となる。 

湾央に位置する N-7 では、H27～H28 年平均値で改善率は 7％程度、ケー

ス 3 の場合の H35～H36 年平均値では改善率 19％程度となる。 

湾口に位置する N-9 では、H27～H28 年平均値で改善率は 4％程度、ケー

ス 3 の場合の H35～H36 年平均値では改善率 10％程度となる。 

このように、湾奥部では改善率が高く、湾央、湾口に向かうにつれて、陸域

負荷削減の効果が減少し、改善率は低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-11 エリア別の水質改善状況（TOC：表層、2 年平均値）
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3) 環境基準の達成率 

a) T-N 

 T-N の環境基準達成率は環境省の評価に則り達成率=達成水域数/全水域数とする。

複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層

の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適

合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものとした。 

 ケース 1 の行動計画期間中において、T-N の環境基準達成率は 50％から 80％へと

増加した。 

 その後、負荷量が横ばいとなるケース 2 では、環境基準の達成率も横ばいとなった。 

 一方で、引き続き負荷量が削減されるケース 3 では、環境基準達成率は 80％から概

ね 100％にまで向上する結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12 環境基準達成率の推移(T-N) 

ケース1

ケース2

ケース3
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図 5-13 環境基準の類型区分図(T-N) 

 

表 5-6 伊勢湾流域圏における T-N の環境基準達成状況（ケース 1 とケース 2） 

水域名 類型 環境基準値 環境基準地点名 H19-H20H21-H22H23-H24H25-H26H27-H28H29-H30H31-H32H33-H34H35-H36

N-2 1.13 1.09 1.05 1.01 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96

N-3 0.95 0.92 0.88 0.85 0.82 0.81 0.81 0.81 0.80
N-4 0.54 0.52 0.51 0.49 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46

伊勢湾（ハ） Ⅲ 0.6mg/L N-6 0.51 0.50 0.48 0.46 0.45 0.44 0.44 0.44 0.44
N-5 0.45 0.43 0.42 0.41 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39
N-7 0.41 0.40 0.38 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
N-8 0.30 0.29 0.29 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
N-9 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
N-13 0.26 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24
四日市港（甲）ＳＴ-1 0.60 0.58 0.56 0.54 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51
四日市港（甲）ＳＴ-2 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
四日市鈴鹿（甲）ST-3 0.60 0.58 0.56 0.54 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51
四日市鈴鹿（甲）ST-4 0.55 0.54 0.52 0.50 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
四日市鈴鹿（乙）ST-5 0.52 0.51 0.49 0.47 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45
津・松坂地先海域ST-1 0.37 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33
津・松坂地先海域ST-2 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.27
津・松坂地先海域ST-3 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
伊勢地先海域ST-4 0.32 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
伊勢湾（ニ）ST-1 0.29 0.28 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
伊勢湾（ニ）ST-2 0.27 0.27 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.25

三河湾（イ） Ⅳ 1mg/L K-3 0.54 0.52 0.51 0.49 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
A-1 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
A-4 0.51 0.49 0.48 0.46 0.45 0.44 0.44 0.44 0.44
A-5 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
A-6 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36
K-4 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
K-5 0.33 0.32 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
K-6 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
K-8 0.32 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
A-7 0.34 0.33 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
A-8 0.31 0.30 0.30 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
A-9 0.32 0.31 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
A-14 0.31 0.30 0.29 0.29 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

：環境基準超過（未達成）を示す。

三河湾（ハ）

伊勢湾（イ）

伊勢湾（ニ）

伊勢湾（ロ）

伊勢湾（ハ）

伊勢湾（ニ）

三河湾（ロ）

1mg/L

0.3mg/L

1mg/L

0.6mg/L

0.3mg/L

0.6g/L

0.3mg/L

Ⅳ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅱ

 

Ⅰ類型 
Ⅱ類型 
Ⅲ類型 
Ⅳ類型 
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図 5-14 環境基準達成率の推移(T-N) ※Ⅱ類型 
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図 5-15 環境基準達成率の推移(T-N) ※Ⅲ類型 
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図 5-16 環境基準達成率の推移(T-N) ※Ⅳ類型 
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b) T-P 

 T-P の環境基準達成率は環境省の評価に則り達成率=達成水域数/全水域数とする。

複数の環境基準点をもつ水域については、当該水域内の各環境基準点における表層

の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値が環境基準に適

合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものとした。 

 ケース 1 の行動計画期間中において、T-P の環境基準達成率は 60％から 80％へと増

加した。 

 その後、負荷量が横ばいとなるケース 2 では、環境基準の達成率も横ばいとなった。 

 一方で、引き続き負荷量が削減されるケース 3 では、環境基準達成率は 80％から概

ね 100％にまで向上する結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-17 環境基準達成率の推移(T-P) 

ケース1

ケース2

ケース3
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図 5-18 環境基準の類型区分図(T-P) 

 

表 5-7 伊勢湾流域圏における T-P の環境基準達成状況（ケース 1 とケース 2） 

水域名 類型 環境基準値 環境基準地点名 H19-H20 H21-H22 H23-H24 H25-H26 H27-H28 H29-H30 H31-H32 H33-H34 H35-H36

N-2 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08

N-3 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
N-4 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

伊勢湾（ハ） Ⅲ 0.05mg/L N-6 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
N-5 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
N-7 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
N-8 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
N-9 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
N-13 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
四日市港（甲）ＳＴ-1 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
四日市港（甲）ＳＴ-2 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
四日市鈴鹿（甲）ST-3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03
四日市鈴鹿（甲）ST-4 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
四日市鈴鹿（乙）ST-5 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
津・松坂地先海域ST-1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
津・松坂地先海域ST-2 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
津・松坂地先海域ST-3 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
伊勢地先海域ST-4 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
伊勢湾（ニ）ST-1 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
伊勢湾（ニ）ST-2 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

三河湾（イ） Ⅳ 0.09mg/L K-3 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
A-1 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
A-4 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
A-5 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
A-6 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
K-4 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
K-5 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
K-6 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
K-8 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
A-7 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
A-8 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
A-9 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
A-14 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

：環境基準超過（未達成）を示す。

三河湾（ハ） Ⅱ 0.03mg/L

伊勢湾（ニ） Ⅱ 0.03mg/L

三河湾（ロ） Ⅲ 0.05g/L

伊勢湾（ロ） Ⅳ 0.09mg/L

伊勢湾（ハ） Ⅲ 0.05mg/L

伊勢湾（イ） Ⅳ 0.09mg/L

伊勢湾（ニ） Ⅱ 0.03mg/L

 

凡 例

Ⅰ類型 
Ⅱ類型 
Ⅲ類型 
Ⅳ類型 
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図 5-19 環境基準達成率の推移(T-P) ※Ⅱ類型 
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図 5-20 環境基準達成率の推移(T-P) ※Ⅲ類型 
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図 5-21 環境基準達成率の推移(T-P) ※Ⅳ類型 
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c) COD（75%値） 

 ※TOC 計算結果からの相関値により COD に換算して評価(COD＝1.3952×TOC) 

 COD の環境基準達成率は環境省による評価手法に則り達成率=達成水域数/類型指

定水域数とする。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての

環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成

しているものとした。 

 ケース 1 の行動計画期間中において、COD の環境基準達成率は 69％から 75％へと

わずかに増加した。 

 その後、負荷量が横ばいとなるケース 2 では、環境基準の達成率は横ばいとなった。 

 引き続き負荷量が削減されるケース 3 では、環境基準達成率は 75％から 81％にわ

ずかに向上する結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-22 環境基準達成率の推移(COD) ※水域数での評価 
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図 5-23 環境基準の類型区分図(COD) 

 

表 5-8 伊勢湾流域圏における COD の環境基準達成状況（ケース 1 とケース 2） 

水域名 類型 環境基準値 環境基準地点名 H19-H20 H21-H22 H23-H24 H25-H26 H27-H28 H29-H30 H31-H32 H33-H34 H35-H36

衣浦港 C Ｋ‐１ 4.51 4.41 4.31 4.20 4.09 4.06 4.06 4.06 4.05

Ｎ‐１ 4.25 4.16 4.08 4.00 3.91 3.89 3.88 3.89 3.88
Ｎ‐２ 4.20 4.12 4.04 3.97 3.88 3.87 3.86 3.86 3.86
Ｎ‐３ 4.18 4.10 4.02 3.94 3.85 3.84 3.83 3.83 3.83

名古屋港（乙） B 3mg/L Ｎ‐４ 3.00 2.94 2.88 2.83 2.77 2.75 2.75 2.75 2.75
常滑地先海域 B 3mg/L Ｎ‐５ 2.79 2.76 2.72 2.68 2.64 2.63 2.63 2.63 2.62

Ｎ‐６ 2.63 2.57 2.52 2.47 2.41 2.40 2.40 2.40 2.40
Ｎ‐７ 2.70 2.65 2.60 2.56 2.51 2.50 2.50 2.50 2.50
Ｎ‐８ 2.39 2.36 2.33 2.30 2.27 2.26 2.26 2.26 2.26
Ｎ‐９ 2.22 2.20 2.18 2.16 2.14 2.14 2.13 2.13 2.13
Ａ‐１ 2.96 2.94 2.91 2.88 2.85 2.84 2.84 2.84 2.84
Ａ‐２ 2.97 2.94 2.92 2.89 2.86 2.85 2.85 2.85 2.85
Ａ‐３ 4.06 3.99 3.93 3.88 3.82 3.80 3.80 3.80 3.80
Ａ‐４ 3.05 3.01 2.98 2.95 2.92 2.91 2.91 2.91 2.91
Ａ‐５ 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
Ａ‐６ 3.02 2.99 2.96 2.94 2.90 2.90 2.89 2.90 2.89
Ａ‐７ 2.57 2.55 2.53 2.51 2.49 2.49 2.48 2.48 2.48
Ａ‐８ 2.37 2.35 2.34 2.32 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
Ａ‐９ 2.53 2.51 2.49 2.47 2.45 2.45 2.44 2.45 2.44
Ｋ‐２ 4.36 4.27 4.17 4.07 3.97 3.94 3.93 3.93 3.92
Ｋ‐３ 3.47 3.41 3.36 3.30 3.24 3.22 3.22 3.22 3.21
Ｋ‐４ 2.84 2.80 2.76 2.72 2.68 2.67 2.67 2.67 2.67
Ｋ‐５ 2.60 2.57 2.55 2.52 2.49 2.48 2.48 2.48 2.48
Ｋ‐６ 2.48 2.46 2.44 2.42 2.39 2.39 2.38 2.38 2.38

四日市港（甲） C 8mg;L 四日市港（甲）Ｓｔ１ 2.36 2.32 2.27 2.22 2.17 2.15 2.15 2.15 2.15
四日市鈴鹿（甲）Ｓｔ３ 2.36 2.32 2.27 2.22 2.17 2.15 2.15 2.15 2.15
四日市鈴鹿（甲）Ｓｔ４ 2.92 2.86 2.79 2.74 2.67 2.66 2.65 2.65 2.65

四日市・鈴鹿地先海域（乙） A 2mg/L 四日市鈴鹿（乙）Ｓｔ５ 2.56 2.50 2.45 2.40 2.35 2.33 2.33 2.33 2.33
津松阪地先海域Ｓｔ１ 2.55 2.51 2.47 2.44 2.40 2.40 2.39 2.39 2.39
津松阪地先海域Ｓｔ２ 2.39 2.35 2.32 2.30 2.27 2.26 2.26 2.26 2.26
津松阪地先海域Ｓｔ３ 2.56 2.52 2.48 2.45 2.41 2.40 2.40 2.40 2.40

伊勢湾地先海域 B 3mg/L 伊勢地先海域Ｓｔ４ 2.24 2.21 2.18 2.15 2.12 2.12 2.12 2.12 2.11

：環境基準超過（未達成）を示す。

8mg/L

8mg/L

2mg/L

3mg/L

8mg/L

8mg/L

2mg/L

A

B

B 3mg/L

3mg/L

2mg/L

四日市・鈴鹿地先海域（甲）

津・松坂地先海域

C

A

C

C

B

A

C

蒲郡地先海域

神野・田原地先海域

渥美湾（甲）

渥美湾（乙）

衣浦港南部

衣浦湾

名古屋港（甲）

伊勢湾

 

凡 例

A類型

B類型
C 類型
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図 5-24 環境基準達成率の推移(COD) ※A 類型、水域数での評価 
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図 5-25 環境基準達成率の推移(COD) ※B 類型、水域数での評価 
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図 5-26 環境基準達成率の推移(COD) ※C 類型、水域数での評価 
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4) 計算値と実績値の比較 

伊勢湾シミュレーターによる計算値と実績値の比較を実施し、伊勢湾シミュレーターの

妥当性について整理した。 

ここで実測値との比較に用いる計算ケースは、実測値相当の負荷量低減と判断されるケ

ース１（H19～H28）とケース２（H29～H36）とした。 

 

a) T-N 

計算値の T-N は、経年的に緩やかに低減しており、実績と傾向が一致している。 
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図 5-27 計算値と実績値の比較（T-N） 

 

b) T-P 

計算値の T-N、T-P は、経年的に緩やかに低減しており、実績と傾向が一致している。 
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図 5-28 計算値と実績値の比較（T-P） 
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c) COD（年平均値） 

計算値の COD は、緩やかな低減傾向になっているのに対して、実績は長期的、短期的

に横ばい傾向となっている。 
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図 5-29 計算値と実績値の比較（COD 年平均値） 
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豊川 当古橋 
(H23 年度) 

矢作川 中畑橋 
(H23 年度) 

雲出川 雲出橋 
(H24 年度) 

日光川 大海用橋
(H24 年度) 

木曽川 濃尾大橋
(H22 年度) 

庄内川 新名西橋
(H22 年度) 

鈴鹿川 高岡橋 
(H25 年度) 

梅田川 御厨橋 
(H25 年度) 

天白川 天白橋 
(H26 年度) 

揖斐川 揖斐大橋 
(H26 年度) 

5.5 出水時の水質調査を踏まえた河川からの負荷量（L-Q 式） 

(1) 調査概要 

陸域から伊勢湾への汚濁負荷量を把握するため、平水時及び出水時に各河川の順流域末端

での水質調査を実施している。これまで、平成 22 年度に木曽川と庄内川（平水時、出水時）、

平成 23 年度に矢作川と豊川（平水時、出水時）、平成 24 年度に雲出川と日光川（出水時）、

平成 25 年度に鈴鹿川と梅田川（出水時）、平成 26 年度には揖斐川と天白川（出水時）の水

質調査を実施した。 

これらの調査河川、調査時期等は表 5-9、図 5-30 のとおりである。 

表 5-9 水質調査の概要 

調査河川 調査地点 調査時期 備考 

木曽川 濃尾大橋 平成 22 年 9 月 22 日（平水時）
平成 22 年 9 月 8 日～平成 22 年 9 月 9 日（出水時） 

庄内川 新名西橋 平成 22 年 9 月 22 日（平水時）
平成 22 年 9 月 8 日～平成 22 年 9 月 9 日（出水時） 

豊川 当古橋 平成 23 年 11 月 4 日、平成 23 年 12 月 7 日（平水時） 
平成 23 年 9 月 21 日～平成 23 年 9 月 22 日（出水時） 

矢作川 中畑橋 平成 23 年 11 月 4 日、平成 23 年 12 月 7 日（平水時） 
平成 23 年 9 月 21 日～平成 23 年 9 月 22 日（出水時） 

雲出川 雲出橋 平成 24 年 9 月 30 日～平成 24 年 10 月 1 日（出水時） 
日光川 大海用橋 平成 24 年 9 月 30 日～平成 24 年 10 月 1 日（出水時） 
梅田川 御厨橋 平成 25 年 9 月 15 日～平成 25 年 9 月 16 日（出水時） 
鈴鹿川 高岡橋 平成 25 年 9 月 15 日～平成 25 年 9 月 16 日（出水時） 
揖斐川 揖斐大橋 平成 26 年 9 月 24 日～平成 26 年 9 月 25 日（出水時） 
天白川 天白橋 平成 26 年 9 月 24 日～平成 26 年 9 月 25 日（出水時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-30 出水時の水質調査地点 



 

 5-32

 

(2) 調査項目 

出水時に調査した項目は表 5-10 のとおりである。 

表 5-10 水質調査の調査項目 

No 分析項目

1 水温 

2 濁度 

3 pH 

4 DO 

5 BOD 

6 COD 

7 SS 

8 TOC 

9 DOC 

10 T-N 

11 D-T-N 注） 

12 NH4-N 

13 NO2-N 

14 NO3-N 

15 T-P 

16 D-T-P 

17 DIP 

18 SiO2-Si 

19 クロロフィル a 

20 フェオフィチン 

注）PON を直接測定できないため、D-T-N を測定し、PON ＝ T-N － D-T-N         

の関係式を用いて、計算により求めた。（出典：河川水質試験方法（案）1997 年版） 

 

(3) 調査結果を踏まえた L-Q 式 

出水時の水質調査結果から作成した各河川における L-Q 式（流入負荷量 L と流量 Q の相

関関係式）を次頁以降に示す。ここで示す L-Q の流入負荷量 L は、SS、BOD、COD、T-N、

T-P 別に作成した。 
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図 5-31 木曽川 濃尾大橋の L-Q 式 

出水時

平常時
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図 5-32 庄内川 新名西橋の L-Q 式 

出水時

平常時
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図 5-33 豊川 当古橋の L-Q 式 

出水時

平常時
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図 5-34 矢作川 中畑橋の L-Q 式 

出水時

平常時
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図 5-35 雲出川 雲出橋の L-Q 式 

出水時

平常時



 

 5-38

 

SS 

y = 1.37x1.7016

R² = 0.9406

1

10

100

1000

10000

100000

1 10 100 1000 10000

S
S

負
荷

量
(g

/
s)

流量 (m3/s)

SS

 

BOD COD 

y = 4.2579x0.8987

R² = 0.8848

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000 10000

B
O

D
負

荷
量

(g
/
s)

流量 (m3/s)

BOD

 

y = 1.9451x1.2721

R² = 0.9589

y = 10.982x0.881

R² = 0.8965

1

10

100

1000

10000

1 10 100 1000 10000

C
O

D
負

荷
量

(g
/s

)

流量 (m3/s)

COD

 

T-N T-P 

y = 2.4561x0.8842

R² = 0.9421

y = 39.28x0.0675

R² = 0.0271

1

10

100

1000

1 10 100 1000 10000

T
-N

負
荷

量
(g

/
s)

流量 (m3/s)

T-N

 

y = 0.1182x1.0947

R² = 0.9317

y = 0.6482x0.5638

R² = 0.4055

1

10

100

1000

0.1 1 10 100 1000 10000

T
-
P

負
荷

量
(g

/
s)

流量 (m3/s)

T-P

 

図 5-36 日光川 大海用橋の L-Q 式 

出水時

平常時
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図 5-37 梅田川 御厨橋の L-Q 式 

出水時

平常時
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図 5-38 鈴鹿川 高岡橋の L-Q 式 

出水時

平常時



 

 5-41

 

SS 

y = 0.00002x3.61177

R² = 0.83197

y = 0.4182x1.3011

R² = 0.4886

1

10

100

1,000

10,000

100,000

1 10 100 1,000 10,000 100,000

S
S
負

荷
量

(g
/
s)

流量 (m3/s)

SS

 

BOD COD 

y = 0.1398x1.3303

R² = 0.716

y = 2.9917x0.6212

R² = 0.4279

1

10

100

1,000

10,000

1 10 100 1,000 10,000

B
O

D
負

荷
量

(g
/s

)

流量 (m3/s)

BOD

 

y = 0.0156x1.9864

R² = 0.7411

y = 2.6856x0.7561

R² = 0.3829

1

10

100

1,000

10,000

1 10 100 1,000 10,000

C
O

D
負

荷
量

(g
/
s)

流量 (m3/s)

COD

 

T-N T-P 

y = 0.0113x1.8409

R² = 0.8537

y = 0.476x1.0354

R² = 0.7449

1

10

100

1,000

10,000

1 10 100 1,000 10,000

T
-
N

負
荷

量
(g

/
s)

流量 (m3/s)

T-N

 

y = 0.00002x2.48811

R² = 0.74926

y = 0.024x0.9194

R² = 0.3905

0

1

10

100

1,000

1 10 100 1,000 10,000

T
-
P

負
荷

量
(g

/
s)

流量 (m3/s)

T-P

0.1

 

図 5-39 揖斐川 揖斐大橋の L-Q 式 

出水時

平常時
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図 5-40 天白川 天白橋の L-Q 式 

L-Q 式： 
流入負荷量 L と流量 Q
の相関関係を示した図 

▲：平常時(豊水流量未満)の L-Q 式
○：出水時(豊水流量以上)の L-Q 式 

出水時

平常時
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5.6 伊勢湾再生の目安となるシンボル指標と数値について 

5.6.1 伊勢湾再生の目安となるシンボル指標について 

(1) 伊勢湾再生の目安となるシンボル指標と数値 

平成 19 年 3 月に策定された伊勢湾再生行動計画の目標は、「伊勢湾の環境基準の達成を目

指し、多様な生物が生息・生育する、人々が海と楽しく安全にふれあえる、美しく健全で活

力ある伊勢湾の再生」となっている。 

「環境基準の達成」は従来から水質の評価に用いている基準であるためここでの伊勢湾再

生の目安の対象とはせず、「多様な生物の生息・生育」と「人々が海と楽しく安全にふれあえ

る」という 2 つの観点について伊勢湾再生の目安となるシンボル指標として、表 5-11 に示

す底層 DO と透明度及びそれらの数値を設定した。 

なお、この伊勢湾再生の目安は、伊勢湾再生の環境改善状況を把握するための目安とする

ものであり、設定値の確保を強いるものではない。 

表 5-11 伊勢湾再生の目安とするシンボル指標及び数値 

指標 設定値 考え方

底層 DO 

3mg/L 以上 
(概ね水深 10m
以浅の浅海域
で年間を通じ
て確保) 

・行動計画の目標である「多様な生物の生息・生育」の観点から、
代表種として選定したアサリに必要な生息・生育環境として設定 

・底泥からの栄養塩溶出を防止し、汚濁の改善がなかなか進まない
要因に対する改善の指標として設定 

※数値の設定は、環境省（生活環境項目の新規基準等検討会 海域
ワーキンググループ及び湖沼ワーキンググループ）の検討結果を
参考 

透明度 
3m 以上 
(沿岸の年平均
値を確保) 

・行動計画の目標である「人々が海と楽しく安全にふれあえる」の
観点から設定 

・市民が体感できるわかりやすい指標として設定 
※数値の設定は、閉鎖性海域中長期ビジョンの検討結果や過去の透

明度の状況を参考 

【視点①】伊勢湾再生行動計画に準拠した伊勢湾再生の目安 

平成 19 年 3 月に策定された伊勢湾

再生行動計画の目標は、図 5-41 のと

おり、「伊勢湾の環境基準の達成を目

指し、多様な生物が生息・生育する、

人々が海と楽しく安全にふれあえる、

美しく健全で活力ある伊勢湾の再生」

となっている。 

「環境基準の達成」は従来の水質を

評価するものとして扱われるもので

あり、「多様な生物の生息・生育」、

「人々が海と楽しく安全にふれあえ

る」という観点について伊勢湾再生の

目安となるシンボル指標と数値を設

定した。 

図 5-41 伊勢湾再生行動計画の目標 
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【視点②】設定したシンボル指標の改善を進めることで、伊勢湾の改善・再生に寄与 

伊勢湾の水環境の改善には、長い時間が必要である。図 5-42 に示す COD の変化では、水質総

量削減制度が開始された昭和 57～59 年度から平成 18～20 年度の約 25 年間において、一部の地

域で COD の低下がみられるものの、伊勢湾全体としては、依然として顕著な COD の低下（水質

の改善）がみられない地域もある。 

設定する伊勢湾再生のシンボル指標は、汚濁のメカニズムを踏まえ、伊勢湾の水環境の改善が

なかなか進まない要因へアプローチする指標（伊勢湾の汚濁に対する代表的な指標）を設定とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※汚濁に関しては、COD に加え、T-N、T-P が指標となるが、ここでは代表として COD のみを

示す。 

出典：閉鎖性海域中長期ビジョン（平成 22 年 3 月） 

図 5-42 伊勢湾の COD の平面分布 

 

昭和 57～59 年度の平均値 
(水質総量削減が開始された頃) 

平成 18～20 年度の平均値(近年) 

三 河 湾 の 湾 奥 で

COD 改善(低下) 

名古屋港・衣浦港の湾

奥で COD 悪化(増加) 

水水質質総総量量削削減減制制度度等等のの実実施施  
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5.6.2 底層 DO 3mg/L 以上 ～豊かな海を目指して～ 

(1) 伊勢湾再生の目安 

行動計画の目標である「多様な生物の生息・生育」の観点から、伊勢湾の代表種として選定し

たアサリの生息・生育に必要な底層 DO3mg/L（環境省の生活環境項目の新規基準等検討会 海

域ワーキンググループ及び湖沼ワーキンググループの検討結果等を参考）を設定した。さらに、

底層 DO は底泥からの栄養塩の溶出を抑制し、効果的な水環境の改善のための指標にもなる。 

 

 

(2) 設定における考え方 

1) 多様な生物の生息・生育が可能 （代表種アサリの生息生育可能な底層 DO の確保） 

伊勢湾においては、多様な生物が生息･生育しているなか、近年も貧酸素水塊や苦潮が発生

しており、貧酸素水塊や苦潮が発生した場合、海底に生息・生育し、回避、避難ができない

生物に深刻な影響を与えることになる。 

伊勢湾を代表する生物として、漁獲量が全国一（約 70%）のアサリ（図 5-43）が挙げら

れ、貧酸素水塊・苦潮によるアサリの大量へい死が生じた場合は、漁業、経済活動等に多大

な損失を与えることになる。アサリが生息・生育するには、水質・底質等のさまざまな環境

要素が適切に保たれていることが必要です。そのうち、必要不可欠な環境要素の一つとして

底層 DO（底層の溶存酸素）があり、アサリ等の生物が生息･生育可能な底層 DO である 3mg/L

以上を確保する必要がある。 
海域別のアサリ漁獲量 (2010年)

18,902 , 70%

164 , 1%

2,584 , 10%

747 , 3%

4788, 18%

東京湾

伊勢三河湾

瀬戸内海

有明海

その他

図 5-43 アサリの漁獲量 

底層 DO：3mg/L 以上 
地点：概ね水深 10m 以浅の浅海域にある観測地点（使用するデータは、公共用水域水質観測、

広域総合水質調査、三重県の浅海定線調査、名古屋港の水質観測、四日市港の水質観測

とする） 
整理方法：各月の観測値を整理 

目標 

底層 DO 3mg/L 以上 

① 多様な生物の生息・生育 

（伊勢湾の代表種であるアサリが生息･生育可能な底層 DO として、3mg/L 以

上を確保（環境省 生活環境項目の新規基準等検討会 海域ワーキンググル

ープ及び湖沼ワーキンググループの検討結果を参考）） 

② 効果的な水環境の改善 

（伊勢湾の汚濁改善がなかなか進まない要因に対する対策として、底泥からの

栄養塩の溶出を抑制し、効果的な水環境の改善を図る。どの程度の底層 DO

を確保する必要かあるかは不明だが、現状よりも改善させる必要がある） 
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2) 効果的な水環境の改善 （底泥からの栄養塩の溶出抑制） 

底層 DO の低下は、生物へ

の影響だけでなく、汚濁の改善

を妨げる要因となる。 

伊勢湾では、陸域から海域へ

の流入負荷量削減が進み、河川

では環境基準がほぼ達成され

ているのに対し、湾内の水質は

なかなか改善されていない。こ

の要因として、湾内の底泥に蓄

積された有機物から栄養塩が

溶出し、さらなる汚濁を促進す

る悪循環（図 5-44）が生じて

いることが要因の一つとして考えられる。（汚濁の要因は、上記以外にも干潟、浅場や藻場の

減少による水質浄化能力の低下も考えられる。） 

このため、底泥からの栄養塩の溶出を抑制し、水環境の改善ならびに多様な生物が生息･

生育可能な環境とするためにも底層 DO の改善が求められる。 

 

(3) 現在の底層 DO の状況 

アサリの生息･生育する概ね水

深10m以浅の浅海域での底層DO

について、現在 30 地点（表 5-12）

でモニタリングを実施している。 

底層 DO は主に夏場に低下す

る傾向があり、平成 27 年 7 月に

おけるモニタリング地点の底層

DO は、3mg/L を満足している地

点は 30 地点中 23 地点ある。 

 

 
出典：環境省資料をもとに追記・修正 

図 5-44 汚濁メカニズム 

透明度の達成率=77%
（平成27年7月）

：浅場での底層DO3mg/L以上
：浅場での底層DO3mg/L未満
：24時間水質監視ブイ
：水深10m

24時間水質監視ブイでも、
底質DOの状況を監視し
ています。

図 5-45 底層 DO の設定値と観測値の比較(平成 27 年 7 月を例) 
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(4) 底層 DO の目安となる数値に対する達成状況 

1) 伊勢湾での底層 DO の概況 

観測地点のうち、代表 6 地点における月別の底層 DO の観測値を図 5-46 に示す。 

 

○ いずれの地点においても夏季に底層 DO が低下する状況がみられ、再生の目安となっ

ている 3mg/L を下回る地点も多い。夏季以外は底層 DO が比較的高く、いずれの地点

でも 3mg/L を上回っている。 

○ 夏季の底層 DO の時間的変化をみると、平成 12 年度以降、「三重県 39」地点を除き、

いずれの地点も夏季の底層 DO 最低値は横ばいで推移しており、改善の傾向はみられ

ていない。 

○ 「三重県 39」においては、近 3 年夏季においても底層 DO が 6mg/L 程度となってお

り、伊勢湾再生の目安である 3mg/L を上回る状況が続いている。貧酸素水塊の形成状

況は、気象・海象の影響を受け大きく変化する。そのため、貧酸素水塊が形成されに

くい気象・海象条件下にあって、夏季でも底層 DO が下がらなかったことも想定され、

今後の観測の結果を踏まえ、改善状況を判断していく必要がある。 
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図 5-46 底層 DO の観測値（月別）の推移 

出典：公共用水域水質調査、広域総合水質調査、各機関による調査結果

※調査の種類(地点)によって観測している頻度が異なる

網掛け：《伊勢湾再生行動計画期間内》 

St-21
No.5

A-10

三重県 39 

愛知県 52 

St.9
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2) 底層 DO の目安となる数値に対する達成状況 

伊勢湾再生行動計画策定後の平成 19 年度以降について、概ね水深 10m 以浅の浅海域における底層 DO が 3mg/L 以上となっている地点の達

成率（底層 DO が 3mg/L 以上の地点数÷対象地点数）を経年的に整理し、図 5-47 に示す。 

ここでは、底層 DO は年間を通じて生物の生息に必要な底層 DO3mg/L 以上を確保することが望ましいことから、年平均等の統計処理をせ

ず月別の値を用いて整理している。 

年間の変化状況は、底層 DO が低下しやすい夏季は底層 DO が 3mg/L 以上の達成率が 10～50%程度となっている。夏季以外は、達成状況

は改善し、冬季には達成率が 100%となっている場合が多い。 

底層 DO が低下する夏季に着目し、経年的な変化状況をみると、年による変動が大きく、平成 19 年度は達成率が最も低く 13％、平成 21

年度が達成率が最も高く 52％となっている。貧酸素水塊の形成は、気象・海象の影響を受けて大きく変化することを踏まえると、現時点で改

善したと判断することは難しい。 

今後長期的にこれらの達成状況を監視し、伊勢湾の底層 DO の改善状況を把握していくとともに、気象・海象条件等による変動要因等の把

握に努める必要がある。 
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図 5-47 底層 DO の目安となる数値に対する達成率の経年変化 

※対象地点及びデータの出典は表 5-12、面的な達成状況は図 5-45 参照 

※H27 年度の値は速報値を含むため変更の可能性がある 
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5.6.3 透明度 3m 以上 ～人々が楽しくふれあえる海を目指して～ 

(1) 伊勢湾再生の目安 

行動計画の目標である「人々が海と楽しく安全にふれあえる」という観点から、快適に海とふ

れあうことができる透明度として 3m 以上（閉鎖性海域中長期ビジョンの検討結果等を参考）を

設定した。透明度は、伊勢湾の再生を市民に体感してもらえる指標である。 

 

 
(2) 設定における考え方 

1) 人々が海と楽しくふれあえる （利用用途に応じた必要な透明度の確保） 

伊勢湾では、沿岸部においてさまざまなレクリエーション利用（海水浴、潮干狩り、マリ

ーナ、散策眺望など）が行われているなか、人が海と楽しく安全にふれあえるためには、親

水性・快適性を有するきれいな海が求められる。 

平成 19 年度実施のアンケート結果（図 5-48）では、伊勢湾をきれいに思っていない人が

約 7 割を占め、透明度や臭いに対して満足していないことがわかる。 

人々が海と楽しくふれあえるための要素として透明度が挙げられ、沿岸部での親水利用の

観点から必要とされる透明度として、海水浴の 1m 以上、釣り・散策眺望の 2m 以上の両方

を満足し、後述する過去の伊勢湾の透明度から、3m 以上の透明度を確保することを伊勢湾

再生の目安となる数値として設定した。 

 
図 5-48 伊勢湾のきれいさに関するアンケート 

透明度：3m 以上 
地点：沿岸全域の観測地点（使用するデータは、公共用水域水質観測、広域総合水質調査とする）

整理方法：年間の平均値を整理（平均値＝年間の測定回数分の透明度の合計値÷年間の測定回数）

伊勢湾をきれいと思わない人

が約 7 割を占める。これらの

人は、透明度の低さなどの水

質やごみの多さを指摘してい

 

出典：中部地地方整備局 HP の伊勢湾再生シンポジウム(平成 19 年 10 月 18 日開催)のアンケート結果

目標 
透明度 3m 以上 

① 人々が海と楽しくふれあえる 

（（利用用途に応じた透明度を確保する（環境省 閉鎖性海域中長期ビジョンよ

り）） 

② 市民が体感しやすい指標 

（伊勢湾の再生を市民に体感してもらえる指標として透明度を設定。また、過去

に少なくとも確認できた透明度として 3m 以上を確保） 
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2) 市民が体感しやすい指標 （わかりやすい指標） 

伊勢湾の再生を進める中で、伊勢湾の再生を市民に体感してもらう必要があり、わかりや

すい指標が求められる。市民が海を利用する際のわかりやすい指標として、海のきれいさを

表す透明度が挙げられる。現在の透明度は、過去と比べて低下している（図 5-49）ことから、

透明度の向上により、伊勢湾の再生を市民に体感してもらうことが求められる。また、過去

の伊勢湾の透明度は、透明度が低下しやすい湾奥でも 3m 確保されており、伊勢湾の再生を

目指すうえで過去にあった透明度である 3m 以上としていくことを伊勢湾再生の目安となる

シンボル指標として設定した。 

 

図 5-49 透明度の経年変化 

 

(3) 現在の透明度の状況 

人々が海とふれあえる場所である沿岸部

において、現在 56 地点（表 5-12）でモニ

タリングを実施している。 

平成 27 年度の透明度の年間平均値が、

3m 以上を満足している地点は、56 地点中

21 地点である。 

湾奥部で透明度が低く、透明度 3m を下

回る結果となっている。 

図 5-50 透明度の設定値と観測値の比較 

(平成 27 年度の例) 

 

透明度は低下傾向 

出典：石田基雄･原保、伊勢･三河湾における水質変動と富栄養化について、愛知県水産試験場研究報告 第 3 号、1996 

過去は湾奥でも透明度 3m あった 

湾奥でも透明度 3m あった 

透明度の達成率=38%
（平成27年度）

：沿岸での透明度3m以上
：沿岸での透明度3m未満
：水深10m

湾奥部で透明度が低く、
3mを下回る傾向
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(4) 透明度の目安となる数値に対する達成状況 

1) 伊勢湾での透明度の概況 

観測地点のうち、代表 6 地点における月別の透明度の観測値を図 5-51 に示す。 

 

○ いずれの地点においても、月別の変動が大きく、夏季に透明度が低く、冬季に透明度

が高くなる場合が多い。 

○ 伊勢湾の湾口部に位置する愛知県 43 は透明度が高く、概ね全期間伊勢湾の再生の目安

である透明度 3m 以上となっている。その他の地点では年間を通じて透明度 3m は確

保されておらず、透明度が 3m を下回る期間がある。湾奥部の N-2 地点の透明度は、

ほかの地点に比較して低く、ほとんどの期間透明度が 3m 以下となっている。 

○ 平成 12 年度以降、いずれの地点においても透明度の横ばい傾向となっている。 

○ 平成 19 年度以降、平成 25 年度以降についてもこの傾向は変わらない。 
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図 5-51 透明度の観測値（月別）の推移 
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網掛け：《伊勢湾再生行動計画期間内》 

出典：公共用水域水質調査、広域総合水質調査、各機関による調査結果

※調査の種類(地点)によって観測している頻度が異なる

四日市港（甲）St.1 
N-2

K-4 A-10

愛知県 43
津・浜松 ST-3
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2) 透明度の目安となる数値に対する達成状況 

伊勢湾再生行動計画策定後の平成 19 年度以降について、沿岸の観測地点における透明

度の年間平均値が 3m 以上となる地点の達成率（透明度の年間平均値が 3m 以上の地点÷

対象地点数）を経年的に整理し、図 5-52 に示す。 

ここでは、「閉鎖性海域中長期ビジョン（環境省）」の考え方を踏襲し、透明度の値は測

定時期により変動が生じるものの、散策・眺望などの海辺利用は年間を通じて行われてい

ることから、達成率の整理は年間の平均値に対する評価として整理した。 

経年的な変化状況をみると、平成 19 年度、平成 20 年度には、90％を上回っていた透

明度 3m 以上の達成率が平成 21 年度から平成 23 年度にかけて低下し、80％程度の達成

率となっている。その後改善がみられ、平成 27 年度には 90％に回復している。 

透明度についても、調査時の気象・海象条件等によるプランクトンの増殖状況や河川等

からの濁水の流入等の影響を受けるため、短期的な達成率の増減での判断は難しいが、現

時点では横ばい傾向にあり、改善はみられていない状況にある。 

今後長期的にこれらの達成状況を監視し、伊勢湾の透明度の改善状況を把握していくと

ともに、気象・海象条件等による変動要因等の把握に努める必要がある。 
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図 5-52 透明度の目安となる数値に対する達成率の経年変化 

※対象地点及びデータの出典は表 5-12、面的な達成状況は図 5-50 参照 
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5.6.4 水質調査地点 表 5-12 調査地点一覧表 

COD
(環境基準地点のみ)

T-N、T-P
(環境基準地点のみ)

底層DO
(概ね水深10m以浅)

透明度
(沿岸域)

Ａ‐１ ○ ○ ○
Ａ‐２ ○ ○
Ａ‐３ ○ ○
Ａ‐４ ○ ○ ○ ７.蒲郡・豊川地区
Ａ‐５ ○ ○ ○
Ａ‐６ ○ ○ ○ ７.蒲郡・豊川地区
Ａ‐７ ○ ○
Ａ‐８ ○ ○
Ａ‐９ ○ ○ ○ ○
Ａ‐１０ ○ ○ ７.蒲郡・豊川地区
Ａ‐１１ ○
Ａ‐１２ ○
Ａ‐１３ ○
Ａ－１４ ○
Ｍ‐１ ○ ５.名古屋港地区
Ｍ‐２ ○ ５.名古屋港地区
Ｍ‐３ ○ ５.名古屋港地区
Ｍ‐４ ○
Ｎ‐１ ○ ○ ５.名古屋港地区
Ｎ‐２ ○ ○ ○ ５.名古屋港地区
Ｎ‐３ ○ ○ ○
Ｎ‐４ ○ ○ ○
Ｎ‐５ ○ ○ ○
Ｎ‐６ ○ ○
Ｎ‐７ ○ ○
Ｎ‐８ ○ ○
Ｎ‐９ ○ ○
Ｎ‐１０ ○
Ｎ‐１１ ○
Ｎ‐１２ ○
Ｎ－１３ ○
Ｋ‐１（衣浦大橋） ○ ○
Ｋ‐２ ○ ○
Ｋ‐３ ○ ○ ○
Ｋ‐４ ○ ○ ○
Ｋ‐５ ○ ○ ６.一色干潟
Ｋ‐６ ○ ○
Ｋ‐７ ○ ６.一色干潟
Ｋ－８ ○ ○ ６.一色干潟
伊勢湾（ニ）Ｓｔ１ ○
伊勢湾（ニ）Ｓｔ２ ○
伊勢地先海域Ｓｔ４ ○ ○ ○
四日市港（甲）Ｓｔ１ ○ ○ ○
四日市港（甲）Ｓｔ２ ○ ○
四日市港（甲）ｓｔ１０ ○
四日市港（甲）ｓｔ１１ ○
四日市港（甲）ｓｔ１２ ○
四日市鈴鹿（甲）Ｓｔ３ ○ ○ ○
四日市鈴鹿（甲）Ｓｔ４ ○ ○ ○
四日市鈴鹿（乙）Ｓｔ５ ○ ○
津松阪地先海域Ｓｔ１ ○ ○ ○ ２.雲出川・櫛田川の河口
津松阪地先海域Ｓｔ２ ○ ○ ○ ２.雲出川・櫛田川の河口
津松阪地先海域Ｓｔ３ ○ ○ ○ ２.雲出川・櫛田川の河口
鳥羽湾Ｓｔ１ 
鳥羽湾Ｓｔ２ 
的矢湾Ｓｔ１ 
愛知県6 ○ ○
愛知県10 ○ ○
愛知県12
愛知県16
愛知県17 ○
愛知県21
愛知県25
愛知県29
愛知県31
愛知県37
愛知県43 ○
愛知県50 ○ ○
愛知県52 ○ ○
愛知県53 ○ ○
愛知県55 ○ ○
愛知県57
愛知県59
愛知県60 ○
愛知県61 ○ ○
愛知県66 ○
三重県4 ○ ○
三重県8 ○ ○
三重県11 ○
三重県15
三重県18 ○ ○
三重県23 ○ ○
三重県24
三重県27
三重県28
三重県34 ○ ○
三重県39 ○ ○
三重県40
三重県42 ○
st.1 ○
st.2
st.4 ○
st.5
st.6
st.8
st.9 ○ ２.雲出川・櫛田川の河口
st.10
st.11
st.12
st.13
st.15
st.16
st.18
st.A
st.B
St-20 ○
St-21 ○
St-23
St-25
St-30
St-31
NO.1 ○ ５.名古屋港地区
NO.2 ○ ５.名古屋港地区
NO.3 ○ ５.名古屋港地区
NO.4 ○ ５.名古屋港地区
NO.5 ○ ５.名古屋港地区
NO.6 ○ ５.名古屋港地区
NO.7 ○ ５.名古屋港地区

○：数値目標の整理に用いる観測点

※1：上記以外にも河川のBODは、伊勢湾流域での環境基準地点を整理
※2：底層DOは、地点により採取水深が異なる場合がある

アピールエリア
での活用

四日市港
（独自調査）

名古屋港
（独自調査）

地点名
項目

調査名

広域総合
水質調査

三重県
浅海定線調査
（独自調査）

公共用水域
水質調査

 

 

四四日日市市鈴鈴鹿鹿（（甲甲））SStt44

四四日日市市港港（（甲甲））SStt1100  
四四日日市市港港（（甲甲））SStt22

四四日日市市港港（（甲甲））SStt1111 

四四日日市市港港（（甲甲））SStt1122 

四四日日市市港港（（甲甲））SStt11 

四四日日市市鈴鈴鹿鹿（（甲甲））SStt33 
ＮＮ--11 

ＮＮ--1111 
ＭＭ--22 

NN--22 

NN--33  
MM--33 

NN--44 

NN--66 

MM--44 

ＮＮ--1100 

四四日日市市鈴鈴鹿鹿（（甲甲））SStt55 

NN--77 NN--55 

NN--1122 

KK--33 

KK--22 

KK--11((衣衣浦浦大大橋橋))

KK--44 KK--77 

KK--55 

KK--66 
KK--88 

AA--99 
  

AA--11 
  AA--66

  

AA--22
  

AA--1133
  

AA--1100
  

AA--1111
  

AA--33 
  

AA--1122
  

AA--44 
  

AA--55
  AA--77 

  
AA--88 
  

AA--1144 
  

NN--1133  

NN--99  

NN--88  

伊伊勢勢湾湾（（ニニ））SStt11

伊伊勢勢湾湾（（ニニ））SStt22 

津津松松阪阪地地先先海海域域 SStt22 

津津松松阪阪地地先先海海域域 SStt11 

津津松松阪阪地地先先海海域域 SStt33 

伊伊勢勢地地先先海海域域 SStt44

鳥鳥羽羽湾湾 SStt11 鳥鳥羽羽湾湾 SStt22  

的的矢矢湾湾 SStt22 

ＭＭ--11 

  
図 5-53 公共用水域水質調査地点（環境省） 図 5-54 広域総合水質調査地点（環境省） 

  
図 5-55 浅海定線調査地点（三重県） 図 5-56 名古屋港、四日市港の調査地点 

（名古屋港、四日市港） 



 

 
 

 


